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千
人
同
心

勇
払
会
所

ア
イ
ヌ
民
族

勇
払

要
旨

「
勇
払
会
所
」
改
め
「
勇
武
津
資
料
館
」
が
、
今
年
四
月
一
日
（
日
）、
勇
払
地
区
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
こ
の
建

物
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
る
ま
で
に
、
復
元
を
め
ぐ
っ
て
、
苫
小
牧
市
・
勇
払
地
区
住
民
・
ウ
タ
リ
協
会
苫
小
牧
支
部

の
間
で
幾
度
か
話
し
合
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
過
程
を
跡
付
け
て
み
る
だ
け
で
も
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
抱

え
て
い
る
問
題
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
民
族
、
し
た
が
っ
て
多
文
化
が
混
在
す
る
日
本
社
会
を

再
確
認
す
る
、
よ
い
機
会
と
な
っ
た
。

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要

第
六
号

二
〇
〇
一
年
九
月

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
第
六
号
（
二
〇
〇
一
年
九
月
二
十
八
日
発
行
）

B
ulletin

of
T
om
ak
om
ai
K
om
azaw

a
U
niversity

V
ol.
6,
28
S
eptem

ber
2001

注意：次頁は白です（ウラ白）



二
〇
〇
〇
（
平
成
十
二
）
年
を
迎
え
た
。
一
月
二
六
日
（
水
曜
日
）
付
の
北
海
道
新
聞
（
夕
刊
）
に
、「
千
人
同
心
移
住
２
０
０
年

勇
払
で
１
年
か
け
記
念
祭
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
載
っ
た
（
イ
ラ
ス
ト
入
り
）。
全
文
を
再
掲
す
る
。

一
八
〇
〇
年
（
寛
政
十
二
年
）
に
八
王
子
千
人
同
心
が
北
方
警
備
の
た
め
苫
小
牧
市
勇
払
に
移
住
し
た
こ
と
を
記
念
し
、
今
年

一
年
を
か
け
て
「
勇
払
『
悠
久
二
百
年
祭
』」
記
念
事
業
が
行
わ
れ
る
。
同
祭
実
行
委
員
会
（
木
村
聰
委
員
長
）
が
記
念
誌
を
発

行
す
る
ほ
か
、
十
一
月
に
は
記
念
式
典
を
開
き
、
先
人
の
苦
労
を
し
の
び
つ
つ
、
新
世
紀
に
向
け
た
勇
払
地
区
の
発
展
を
誓
い
合

う
。／
同
実
行
委
は
勇
払
自
治
会
、
パ
ル
プ
町
内
会
な
ど
七
団
体
で
構
成
。
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
勇
払
地
区
で
例
年
行
わ

れ
て
い
る
勇
払
マ
リ
ー
ナ
祭
り
、
納
涼
大
会
、
開
拓
先
駆
者
慰
霊
祭
な
ど
の
年
間
行
事
に
支
援
金
を
出
し
、
二
百
年
の
節
目
の
年

を
盛
り
上
げ
る
。／
ま
た
、
八
王
子
千
人
同
心
の
移
住
か
ら
現
在
ま
で
の
歴
史
を
つ
づ
る
記
念
誌
は
、
約
四
百
五
十
㌻
、
印
刷
部

数
二
千
部
ほ
ど
を
予
定
し
て
お
り
、
早
け
れ
ば
八
月
ご
ろ
に
完
成
す
る
見
込
み
。
十
一
月
三
｜
五
日
に
は
悠
久
二
百
年
祭
式
典
を

開
き
、
祝
賀
会
や
ス
テ
ー
ジ
発
表
が
行
わ
れ
る
。／
木
村
委
員
長
は
「
歴
史
的
史
実
を
後
生
に
伝
え
る
絶
好
の
機
会
と
し
て
、
心

に
残
る
イ
ベ
ン
ト
を
つ
く
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、
二
百
年
祭
を
き
っ
か
け
と
し
て
勇
払
地
区
の
地
域
振
興
を
図
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
」
と
期
待
を
込
め
て
い
る
。

七
団
体
で
構
成
す
る
勇
払
「
悠
久
二
百
年
祭
」
実
行
委
員
会
が
、
記
念
誌
を
発
行
し
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
お
こ
な
い
、
そ
し
て
そ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
今
後
の
地
区
の
発
展
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
記
事
で
あ
る
、

な
る
ほ
ど
、
今
年
は
二
〇
〇
年
目
だ
も
の
な

と
思
う
と
同
時
に
、
急
に
気
に
な
り
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
年
前
に

二
枚
の
北
海
道
新
聞
の
記
事
を
読
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。
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一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
三
月
二
三
日
（
日
曜
日
）、
シ
リ
ー
ズ
「
新
ふ
る
さ
と
物
語
」
に
「
勇
払
史
跡
公
園
」
が
取
り
上
げ
ら
れ

た
（
写
真
入
り
）。
見
出
し
は
「
開
拓
の
苦
闘
刻
み

新
名
所
に
再
生
へ
」
で
あ
る
。
何
カ
所
か
抜
き
出
し
て
み
る
。

と
い
っ
て
も
、
公
園
は
、
隊
士
ら
の
墓
碑
十
八
基
の
周
囲
に
立
ち
木
が
並
ぶ
質
素
な
も
の
。
こ
れ
を
大
規
模
に
改
修
し
、
市
民

が
憩
え
る
本
格
的
な
史
跡
公
園
を
整
備
す
る
苫
小
牧
市
教
委
の
事
業
が
一
九
九
七
年
度
か
ら
始
ま
る
。

初
年
度
は
墓
碑
を
覆
っ
て
い
る
屋
根

と
、
墓
碑
の
台
座
の
修
復
な
ど
を
行

い
、
そ
の
後
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
約
五

億
六
千
万
円
を
か
け
、
駐
車
場
や
樹
木

を
整
備
、
江
戸
時
代
の
交
易
拠
点
「
勇

払
会
所
」
を
復
元
し
た
展
示
施
設
も
建

設
し
、
歴
史
公
園
と
す
る
計
画
だ
。

歴
史
公
園
が
完
成
す
る
二
〇
〇
〇
年

は
、
八
王
子
千
人
隊
が
入
植
し
て
か
ら

二
百
周
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、「
記

念
行
事
を
」
と
、
実
行
委
員
会
が
近
く

杉
山
四
郎

「
勇
払
会
所
」
の
復
元
を
め
ぐ
っ
て

整備された18基の墓碑群

造成された「勇払開拓史跡公園」
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正
式
に
発
足
す
る
。

先
住
民
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
が
あ
る
た
め
、
式
典
の
タ
イ
ト
ル
に
「
開
基
」
の
二
文
字
を
使
用
す
る
か
ど
う
か
、
関
係
者
が

今
後
話
し
合
う
と
い
う
。「
八
王
子
千
人
隊
は
、
地
元
の
ア
イ
ヌ
民
族
を
迫
害
し
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
勇
払
の
歴
史
を

語
る
上
で
、
こ
れ
が
何
よ
り
う
れ
し
い
」
と
木
津
さ
ん
は
ほ
ほ
え
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
四
カ
所
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
幾
点
か
あ
る
。「
勇
払
開
拓
史
跡
公
園
」
の
造
成
が
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
か
ら
始
ま
る
と

い
う
こ
と
。「
勇
払
会
所
」
を
復
元
し
た
展
示
施
設
も
建
設
す
る
と
い
う
こ
と
。
完
成
年
度
の
二
〇
〇
〇
年
に
「
記
念
行
事
」
を
す
る

た
め
実
行
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
。「
開
基
」
の
二
文
字
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
。
蝦
夷
地
千
人
同
心
隊
は
地
元
の

ア
イ
ヌ
民
族
を
迫
害
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
約
五
億
六
千
万
円
の
経
費
と
四
年
の
歳
月
を
か
け
る
こ
の
公
園
造
成

に
、
私
も
期
待
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
八
カ
月
後
の
十
一
月
六
日
（
木
曜
日
）、「
勇
払
会
所
は
圧
制
の
象
徴

市
に
復
元
反
対
要
望
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事

が
載
っ
た
（
夕
刊
）。
何
カ
所
か
抜
き
出
し
て
み
る
。

﹇
苫
小
牧
﹈
苫
小
牧
市
が
市
内
勇
払
地
区
に
「
勇
払
ふ
る
さ
と
公
園
」（
仮
称
）
の
目
玉
の
一
つ
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
入
植
し

た
八
王
子
千
人
同
心
の
拠
点
「
勇
払
会
所
」
を
復
元
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
道
ウ
タ
リ
協
会
苫
小
牧
支
部

（
佐
々
木
義
春
支
部
長
）
は
「
和
人
に
よ
る
圧
制
の
象
徴
」
と
し
て
反
対
の
要
望
書
を
五
日
ま
で
に
市
に
提
出
し
た
。
市
は
整
備

内
容
を
再
検
討
す
る
方
針
だ
が
、
復
元
を
望
む
地
元
住
民
の
声
は
強
く
、
曲
折
が
予
想
さ
れ
る
。
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同
支
部
の
要
望
書
に
よ
る
と
、
同
会
所
に
所
属
し
た
八
王
子
千
人

同
心
が
ア
イ
ヌ
民
族
の
漁
業
を
規
制
し
た
た
め
に
集
落
が
衰
退
し
た

と
説
明
。
佐
々
木
支
部
長
は
「
会
所
は
差
別
と
弾
圧
の
シ
ン
ボ
ル
。

道
内
に
は
約
八
十
カ
所
あ
っ
た
が
、
歴
史
的
役
割
を
配
慮
し
て
復
元

し
て
い
る
自
治
体
は
な
い
」
と
強
調
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
鳥
越
忠
行
市
長
は
「
勇
払
会
所
の
名
称
変
更
を
含

め
、
構
想
を
見
直
し
た
い
」
と
言
い
、
今
月
末
ま
で
に
同
支
部
に
文

書
で
回
答
す
る
方
針
だ
。
一
方
、
地
元
町
内
会
な
ど
は
「
名
称
は
と

も
か
く
、
会
所
は
苫
小
牧
の
数
少
な
い
歴
史
的
建
造
物
。
何
ら
か
の
形
で
特
徴
を
残
し
た
建
物
を
」
と
言
い
、
今
後
、
同
支
部
に

話
し
合
い
を
申
し
入
れ
る
な
ど
し
て
理
解
を
求
め
て
い
く

え
だ
。

こ
れ
ら
三
カ
所
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
、
道
ウ
タ
リ
協
会
苫
小
牧
支
部
（
会
員
二
三
〇
名
）
が
「
勇
払
会
所
」
は

和
人
に
よ
る
圧
制
の
象
徴
だ
と
し
、
か
つ
、
同
会
所
に
所
属
し
た
蝦
夷
地
千
人
同
心
隊
が
ア
イ
ヌ
民
族
の
漁
業
を
規
制
し
た
た
め
集
落

が
衰
退
し
た
と
指
摘
し
た
こ
と
。
市
は
同
支
部
に
文
書
で
回
答
す
る
方
針
で
あ
り
、
ま
た
、
地
元
町
内
会
な
ど
も
話
し
合
い
を
申
し
入

れ
る
な
ど
の
行
動
を
と
る
と
し
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

蝦
夷
地
千
人
同
心
隊
は
地
元
の
ア
イ
ヌ
民
族
を
迫
害
し
な
か
っ
た
、
な
ど
の
文
言
を
鵜
呑
み
に
し
、
安
心
し
、「
勇
払
会
所
」
建
設

を
含
め
た
公
園
造
成
に
期
待
を
か
け
て
い
た
私
は

ド
キ
ッ

と
し
た
。

苫
小
牧
地
域
に
住
ん
で
る
わ
け
で
も
な
く
、
歴
史
を
調
べ 市民会館敷地内に建つ「勇払千人同心」像

6
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た
こ
と
も
な
い
か
ら
わ
か
ら
な
か
っ
た

と
内
心
弁
解
し
て
み
た
が
、
恥
ず
か
し
い
限
り
で
あ
っ
た
。
即
、「
要
望
書
」、
そ
し
て
「
回

答
」
書
を
手
に
入
れ
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
た
が
、
思
う
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
二
年
一
カ
月
後
の
一
九
九
九
（
平
成
十
一
）
年
十
二
月
七
日
（
火
曜
日
）、
今
度
は
「『
勇
払
会
所
』
呼
称
残
し
て
」
の
見

出
し
で
、
地
元
七
団
体
が
市
に
要
望
書
を
提
出
し
た
、
と
い
う
記
事
が
同
新
聞
に
載
っ
た
（
地
方
版
「
苫
小
牧
」、
イ
ラ
ス
ト
入
り
）。

二
カ
所
抜
き
出
し
て
み
る
。

来
年
十
一
月
に
同
祭
を
計
画
し
て
い
る
同
実
行
委
は
①
史
実
に
あ
る
呼
称
で
、
地
域
に
も
親
し
ま
れ
て
き
た
②
史
跡
保
存
の
教

育
的
見
地
か
ら
も
残
す
必
要
が
あ
る

な
ど
の
理
由
を
挙
げ
、「
正
式
名
称
は
無
理
で
も
、
せ
め
て
愛
称
を
」
と
要
望
し
た
。

大
下
勲
助
役
は
「
市
と
し
て
は
名
称
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
が
、
強
引
に
押
し
通
す
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
答
え
、
さ

ら
に
関
係
者
と
話
し
合
い
を
続
け
て
い
く

え
を
示
し
た
。

「『
正
式
名
称
は
無
理
で
も
、
せ
め
て
愛
称
を
』
と
要
望
し
た
」
と
あ
る
が
、
四
年
目
を
目
前
に
し
て
、
地
元
七
団
体
が
市
に
圧
力
を

か
け
た
と
い
う
こ
と
だ
。
市
は
ど
う
す
る
つ
も
り
か
…
…
。

新
し
い
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
を
迎
え
た
途
端
、
こ
れ
ら
の
新
聞
記
事
の
記
憶
は
か
な
り
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
冒
頭
の

記
事
が
目
に
飛
び
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
急
に
気
に
な
り
出
し
た
こ
と
と
は
、
市
は
支
部
の
「
要
望
書
」
を
受
け
取
っ
た
後
、
話
し

合
い
、
ど
の
よ
う
な
「
回
答
書
」
を
作
成
し
渡
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
。
ま
た
地
元
町
内
会
は
支
部
に
話
し
合
い
の
申
し
入
れ
を
し
、

場
を
設
定
し
、
ど
の
よ
う
な
論
理
を
展
開
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
受
け
て
、
支
部
が
ど
う
い
う
見
解
を
示
し
た
の
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か
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
地
元
七
団
体
（
勇
払
悠
久
二
百
年
祭
実
行
委
員
会
）
の
行
動
を
、
市
や
支
部
が
ど
う
受
け
止
め
た
か
、

な
ど
で
あ
る
。
冒
頭
の
記
事
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、「
勇
払
会
所
」
に
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
三
者
の
遣
り
取
り

は
平
行
線
の
ま
ま
来
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
完
成
年
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
難
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
な
、
な

ど
で
あ
る
。

三
月
中
旬
、
支
部
事
務
局
長
の
沢
田
一
憲
さ
ん
に
話
し
か
け
る
機
会
を
得
た
。
私
は
不
躾
な
が
ら
、「
要
望
書
」・「
回
答
書
」
の
閲

覧
を
希
望
し
た
。
沢
田
さ
ん
は
承
知
さ
れ
、
一
週
間
後
コ
ピ
ー
を
く
だ
さ
っ
た
。「『
要
望
書
』
の
コ
ピ
ー
で
す
。『
回
答
書
』
は
今
手

元
に
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
私
た
ち
の
会
議
の
議
事
録
の
コ
ピ
ー
で
了
解
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
。
北
海
道
の
歴
史
を
ど

う
と
ら
え
る
か
に
も
通
じ
る
わ
け
で
、
私
に
と
っ
て
勉
強
す
る
絶
好
の
機
会
と
と
ら
え
た
。
帰
宅
後
、
一
字
一
句
、
慎
重
に
読
み
進
め

た
。「

勇
払
会
所
の
復
元
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
「
要
望
書
」
の
全
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
日
付
は
「
平
成
９
年
９
月
８
日
」、
提

出
先
は
「
苫
小
牧
市
長

鳥
越
忠
行
様
」）。

要
旨

本
年
は
、
私
た
ち
の
永
年
の
願
い
で
あ
っ
た
新
法
が
制
定
さ
れ
、
新
た
な
出
発
を
す
る
年
と
な
り
、
我
ら
同
胞
一
同
決

意
を
新
た
に
い
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。／
ご
承
知
の
よ
う
に
、
北
海
道
は
か
つ
て
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
、
す
な
わ
ち
ア
イ

ヌ
の
大
地
と
い
わ
れ
、
我
ら
民
族
の
領
土
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
る
に
、
15
世
紀
以
降
和
人
の
蝦
夷
地
渡
来
が
多
く
な
り
、
特
に

徳
川
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
は
、
幕
府
と
松
前
藩
の
侵
略
と
支
配
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
15
世
紀
半
ば
の
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
蜂
起

や
17
世
紀
後
半
の
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い
、
さ
ら
に
18
世
紀
後
半
の
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
蜂
起
な
ど
は
、
松
前
藩
の
ア
イ
ヌ

民
族
支
配
強
化
に
た
い
す
る
わ
が
民
族
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
戦
い
で
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
松
前
藩
が
場
所
請
負
制
を
と
り
、
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場
所
を
商
人
が
経
営
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
一
層
ア
イ
ヌ
民
族
に
た
い
し
て
漁
場
へ
の
強
制
連
行
や
酷
使
な
ど
に
よ
り
、
人
口
は

減
少
し
民
族
は
衰
亡
の
危
機
に
た
た
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。／
そ
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
運
上
屋
と
呼
ば
れ
る
場
所
経
営
の
拠

点
で
あ
り
、
こ
こ
は
わ
が
民
族
を
強
制
連
行
し
強
制
労
働
に
服
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
運
上
屋
は
19
世
紀
は
じ
め
蝦
夷
地

を
幕
府
が
直
領
以
後
は
会
所
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
づ
れ
に
し
て
も
運
上
屋
・
会
所
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
た
い
す

る
強
制
連
行
と
強
制
労
働
な
ど
の
拠
点
で
あ
り
、
そ
の
惨
状
は
し
ば
し
ば
松
浦
武
四
郎
の
著
作
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。／
さ
て
、
18
世
紀
は
じ
め
白
糠
会
所
と
勇
払
会
所
に
所
属
し
た
八
王
子
千
人
同
心
と
そ
の
子
弟
は
、
蝦
夷
地
警
護

を
主
任
務
と
し
て
滞
在
し
ま
し
た
が
、
勇
払
会
所
詰
合
役
人
高
橋
次
太
夫
と
河
西
祐
助
（
八
王
子
千
人
同
心
組
頭
見
習
）
は
、
イ

サ
リ
川
の
鮭
漁
の
ウ
ラ
エ
を
没
収
し
た
た
め
、
下
流
の
ツ
イ
シ
カ
リ
（
江
別
）
の
ア
イ
ヌ
は
訴
訟
を
起
こ
し
た
が
長
く
聞
き
入
れ

ら
れ
ず
、
つ
い
に
ツ
イ
シ
カ
リ
の
大
き
な
コ
タ
ン
は
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
高
倉
新
一
郎
北
大
名

誉
教
授
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
が
著
作
に
書
い
て
お
り
、
河
西
ら
の
行
為
が
、
勇
払
会
所
の
役
人
と
い
う
立
場
で
、
ア
イ
ヌ
民

族
衰
退
の
一
因
を
作
っ
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
く
史
実
に
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。／
ま
た
、
運
上
屋
（
会
所
）
は
道
内
に
80
数
か

所
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
現
存
す
る
の
は
旧
下
ヨ
イ
チ
運
上
屋
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
建
物
が
残
っ
て
い
た
た
め
で
あ
り
ま

す
。（『
文
化
財
シ
リ
ー
ズ

』
北
海
道
教
育
委
員
会
発
行
）
運
上
屋
・
会
所
の
歴
史
的
役
割
を
知
れ
ば
、
復
元
な
ど
を
行
う
市
町

村
は
あ
り
ま
せ
ん
。／
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
当
市
が
計
画
し
て
い
る
勇
払
会
所
の
復
元
は
、
和
人
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
圧

制
の
象
徴
的
建
造
物
の
復
元
で
あ
り
、
私
た
ち
は
決
し
て
容
認
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
を
ご
賢
察
さ
れ
、
慎
重

に
検
討
さ
れ
ま
す
よ
う
要
望
い
た
し
ま
す
。

勇
払
会
所
復
元
反
対
の
理
由
を
、
同
会
所
が
「
和
人
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
圧
制
の
象
徴
的
建
造
物
」
で
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
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そ
の
根
拠
と
し
て
松
浦
武
四
郎
の
著
作
な
ど
に
記
述
が
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
論
述
は
一
般
論
と
し
て
も
肯
首
で
き
る
が
、
特
に
四
つ

目
の
段
落
は
、
私
に
と
っ
て
驚
き
で
あ
っ
た
。「
勇
払
会
所
詰
合
役
人
高
橋
次
太
夫
と
河
西
祐
助
…
…
は
、
イ
サ
リ
川
の
鮭
漁
の
ウ
ラ

エ
を
没
収
し
た
た
め
、
下
流
の
ツ
イ
シ
カ
リ
…
…
の
ア
イ
ヌ
は
訴
訟
を
起
こ
し
た
が
長
く
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
つ
い
に
ツ
イ
シ
カ
リ
の

大
き
な
コ
タ
ン
は
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
…
…
」
と
す
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
高
倉
新
一
郎
の
著
作
な
ど
に
記
述
が
あ
る
、

と
す
る
。
驚
く
の
は
、
不
勉
強
な
私
だ
け
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
衝
撃
で
あ
っ
た
。

河
西
祐
助
と
そ
の
妻
梅
を
、
市
は
特

別
扱
い
し
て
い
る
わ
け
だ
し
…
…

。

こ
れ
に
対
し
、
市
は
ど
の
よ
う
に
「
回
答
」
し
た
の
か
。
次
の
よ
う
で
あ
る
（
日
付
は
不
明
）。

勇
払
史
跡
公
園
整
備
事
業
は
、
勇
払
自
治
会
は
じ
め
地
域
住
民
の
強
い
要
望
を
受
け
、
市
制
50
周
年
記
念
事
業
に
一
環
と
し
て

取
り
組
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
建
築
す
る
建
物
の
イ
メ
ー
ジ
や
施
設
内
容
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
方
々
の
意
見
を
十
分

聞
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。／
ま
た
、
勇
払
会
所
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
貴
支
部
か
ら
歴
史
的
な
経
緯
を
踏
ま
え
、
慎

重
に
検
討
す
る
よ
う
要
望
を
受
け
て
お
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
史
実
を
調
査
検
討
し
た
う
え
、
名
称
の
見
直
し
に
つ
い
て

え
て
ま

い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「
建
物
の
イ
メ
ー
ジ
や
施
設
内
容
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
方
々
の
意
見
を
十
分
聞
い
て
検
討
」
と
、
ま
た
、「
勇
払
会
所
と
い
う
名

称
に
つ
い
て
は
、
…
…
史
実
を
調
査
検
討
し
た
う
え
」、
と
記
す
。
し
か
し
、
高
倉
新
一
郎
の
著
作
な
ど
に
記
述
が
あ
る
以
上
、「
河
西

ら
の
行
為
が
、
…
…
ア
イ
ヌ
民
族
衰
退
の
一
因
を
作
っ
た
こ
と
を
」
覆
す
こ
と
は
至
難
で
あ
ろ
う
。
支
部
の
い
う
と
お
り
、「
名
称
の

見
直
し
」
は
必
至
で
は
な
い
か
。
予
想
し
た
と
お
り
、
市
は
難
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。
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五
月
下
旬
、
現
支
部
長
の
小
石
川
和
広
さ
ん
に
、
短
時
間
で
あ
っ
た
が
、
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。「
木
村
聰
さ
ん
（
市
議
会

議
員
・
勇
払
自
治
会
会
長
）
と
話
し
合
っ
た
の
は
、
昨
（
一
九
九
九
）
年
の
今
頃
で
し
た
。
な
ぜ
会
所
の
名
称
を
使
わ
せ
て
く
れ
な
い

の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
、
会
所
が
圧
制
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
、
和
人
が
勇
払
に
入
る
以
前
、
す
で
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
長
い
歴
史
が

あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
て
欲
し
い
し
、
そ
れ
を
意
識
し
た
諸
行
事
を
組
ん
で
欲
し
い
と
説
明
し
た
わ
け
で
す
。
そ
う

で
あ
る
な
ら
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
の
際
、
要
請
が
あ
れ
ば
参
加
し
て
も
よ
い
、
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
市
役
所
に
つ
い
て
は
、
使
わ
な

い
方
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
う
信
じ
て
い
ま
す
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
両
者
と
の
遣
り
取
り
は
こ
れ
以
上
進
展
し

て
い
な
い
よ
う
で
、
今
は
静
観
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

七
月
中
旬
、
小
石
川
さ
ん
が
、「
文
面
は
前
回
と
同
じ
で
す
が
、
市
長
宛
に
も
う
一
度
文
書
を
出
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。」
と
話
さ
れ

て
、「
勇
払
会
所
の
復
元
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
要
望
書
の
コ
ピ
ー
を
く
だ
さ
っ
た
（
日
付
は
「
７
月
13
日
」）。
前
回
の
提
出
か
ら
二

年
十
カ
月
、
念
押
し
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
、
市
は
ど
う
動
く
か
、
で
あ
る
。

八
月
五
日
（
土
曜
日
）
か
ら
、
苫
小
牧
市
・
苫
小
牧
市
教
育
委
員
会
が
主
催
す
る
「
第
四
四
回
特
別
展

八
王
子
千
人
同
心
と
幕
末

の
勇
武
津
」
が
始
ま
っ
た
。
苫
小
牧
市
博
物
館
・
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
開
館
十
五
周
年
を
記
念
す
る
事
業
と
し
て
も
取
り
組
ま

れ
、
位
置
づ
け
は
大
き
い
と
い
え
る
（
九
月
三
日
（
日
曜
日
）
ま
で
）。
北
海
道
大
学
は
じ
め
全
道
各
地
の
図
書
館
・
郷
土
館
・
神
社

だ
け
で
な
く
、
八
王
子
市
（
東
京
都
）・
深
浦
町
（
青
森
県
）・
象
潟
町
（
秋
田
県
）・
個
人
の
協
力
も
得
た
「
特
別
展
」
で
あ
っ
た
。

私
が
出
向
い
た
の
は
八
月
中
旬
の
昼
頃
で
あ
る
が
、
見
学
者
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
。
ま
た
、
そ

の
足
で
「
勇
払
会
所
」
復
元
現
場
に
も
出
向
い
て
み
た
。
建
設
の
真
最
中
で
、
外
装
が
ほ
ぼ
で
き
上
が
り
、
前
庭
の
整
備
と
内
装
に
取

り
か
か
っ
て
い
た
。

市
が
正
式
名
称
を
決
定
し
、
新
聞
（
北
海
道
新
聞
）
紙
上
に
発
表
し
た
の
は
、
開
催
初
日
か
ら
四
日
後
の
八
月
八
日
（
火
曜
日
）
で
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あ
る
。
見
出
し
は
「『
勇
武
津
資
料
館
』
に
決
ま
る
」
で
、
中
見
出
し
で
次
の
よ
う
に
記
す
。

道
ウ
タ
リ
協
会
苫
小
牧
支
部
が
「
和
人
に
よ
る
圧
制
の
象
徴
」
と
し
て
苫
小
牧
市
が
建
設
中
の
多
目
的
施
設
「
勇
払
会
所
」

（
仮
称
）
の
名
称
再
検
討
を
求
め
て
い
た
問
題
で
、
市
は
七
日
、
施
設
名
を
「
勇
武
津
（
ゆ
う
ぶ
つ
）
資
料
館
」
に
決
め
た
。
地

元
・
勇
払
地
区
か
ら
は
「
地
域
に
親
し
ま
れ
た
史
実
通
り
の
名
を
残
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
要
望
が
挙
が
っ
て
い
た
が
、
市
は
最

終
的
に
「
歴
史
的
背
景
を

慮
し
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。

特
別
展
の
タ
イ
ト
ル
を
「
…
…
幕
末
の
勇
武
津
」
と
し
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
。「
歴
史
的
背
景
を

慮
し
た
」
と
い
う
こ

と
だ
が
、
適
当
な
名
称
を
付
け
た
も
の
だ
。
記
事
の
最
後
の
、
勇
払
悠
久
二
百
年
祭
実
行
委
員
会
の
明
村
亨
事
務
局
長
が
「
歴
史
的
に

み
て
も
勇
武
津
と
い
う
の
は
妥
当
か
も
し
れ
な
い
と
話
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
で
名
称
の
件
は
落
着
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

今
、「
名
称
の
件
は
」
と
い
っ
た
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
、「
勇
武
津
資
料
館
」
の
展
示
内
容
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
和
人
が
勇
払
に
入
る
以
前
、
す
で
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
長
い
歴
史
が
あ
」
り
、
か
つ
、
共
存
・
葛
藤
の
歴
史
が
、
そ
の
後
長
く
続
い
た

わ
け
だ
か
ら
。
こ
の
問
題
も
解
決
す
る
こ
と
で
、
将
来
に
向
け
た
見
晴
え
の
す
る
「
資
料
館
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
〇
一
（
平
成
十
三
）
年
と
な
っ
た
。
一
月
二
一
日
（
日
曜
日
）
付
の
北
海
道
新
聞
に
、
勇
武
津
資
料
館
が
四
月
一
日
に
オ
ー
プ

ン
す
る
と
報
じ
ら
れ
た
（
カ
ラ
ー
写
真
入
り
）。
ま
た
四
月
二
日
（
月
曜
日
）
に
は
、
同
新
聞
に
「
新
名
所
の
誕
生

華
や
か
に

入

植
時
の
暮
ら
し
を
再
現
」
の
見
出
し
で
、
オ
ー
プ
ン
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
（
カ
ラ
ー
写
真
入
り
）。
中
見
出
し
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。

12

杉
山
四
郎

「
勇
払
会
所
」
の
復
元
を
め
ぐ
っ
て



苫
小
牧
発
展
の
礎
を
築
い
た
勇
払
地
区
の
歴
史
を
紹
介
す
る
「
勇
武
津
（
ゆ
う
ぶ
つ
）
資
料
館
」
が
一
日
、
同
市
勇
払
の
ふ
る

さ
と
公
園
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
地
域
住
民
ら
約
百
五
十
人
が
参
加
し
て
記
念
式
典
を
行
な
い
、
新
名
所
の
誕
生
を
祝
っ
た
。

市
・
地
区
と
も
に
力
を
入
れ
た
施
設
の
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
。「
約
百
五
十
人
が
参
加
し
て
」
祝
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い

る
。
こ
の
日
の
オ
ー
プ
ン
は
知
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
避
け
ら
れ
な
い
私
用
の
た
め
、
出
向
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

私
が
出
向
い
た
の
は
、
こ
の
月
の
中
旬

で
あ
る
。
天
気
の
よ
い
日
曜
日
で
、
家
族

づ
れ
が
幾
組
も
入
館
し
て
い
た
。
入
口
に

置
か
れ
て
い
る
印
刷
物
は
三
種
類
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
市
教
育
委
員
会
発
行
で
、

「
幕
末
か
ら
明
治
初
年
の
勇
払
」
は
勇
払

地
区
全
体
の
歴
史
を
紹
介
し
、「
郷
土
の
歴

史
を
学
ぶ

勇

武
津
資
料
館
」
は
資
料
館
の
展
示
内
容
を

紹
介
し
、「
勇
武
津
資
料
館
資
料
リ
ス
ト
」

は
資
料
展
示
室
・
多
目
的
研
修
室
に
展
示

さ
れ
て
い
る
資
料
を
種
別
・
所
蔵
・
備

と
合
わ
せ
て
紹
介
し
て
い
る
。「
勇
武
津

資
料
館
」
に
記
さ
れ
た
紹
介
文
を
こ
こ
に

造成された「勇払ふるさと公園」
と設置された「案内図」板

完成した「勇武津資料館」
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転
載
し
て
み
る
。

北
前
船
の
船
路
が
開
設
さ
れ
て
い
た
勇
武
津
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
こ
の
地
方
の
中
心
で
し
た
。
産
物
の
交
易
地
と
し
て
、

ま
た
日
本
海
岸
と
太
平
洋
岸
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。
勇
武
津
資
料
館
は
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
初

年
に
か
け
て
の
勇
払
に
お
け
る
人
々
の
暮
ら
し
と
交
易
の
あ
り
方
を
現
存
す
る
資
料
や
体
験
学
習
等
を
通
じ
て
楽
し
く
学
ぶ
場
所

で
す
。

「
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
…
…
人
々
の
暮
ら
し
と
交
易
の
あ
り
方
を
…
…
楽
し
く
学
ぶ
場
所
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

入
口
左
側
は
広
々
と
し
た
資
料
展
示
室
に
な
っ
て
い
て
、
板
の
間
、
奥
座
敷
と
も
江
戸
時
代
後
期
（
？
）
の
生
活
が
再
現
さ
れ
て
い

る
。
欄
間
は
勇
武
津
場
所
・
会
所
の
絵
な
ど
の
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
上
が
っ
て
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
空
間
で
あ

る
。
右
側
奥
の
多
目
的
研
修
室
は
、
中
央
に
展
示
ケ
ー
ス
が
置
か
れ
、
弁
天
貝
塚
資
料
・
勇
武
津
場
所
資
料
（
ア
イ
ヌ
民
族
資
料
を
含

む
）・
蝦
夷

境
輿
地
全
図
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
出
入
口
側
の
壁
は
固
定
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い
て
、
八
王
子
千
人
同
心
・
勇
武
津
会

所
・
三
角
測
量
勇
払
基
点
・
北
前
船
の
各
資
料
が
説
明
文
と
と
も
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
大
半
は
、
昨
年
夏
の
「
第
四
四
回
特
別
展
」

に
展
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
貴
重
で
、
ま
た
多
く
の
人
々
の
目
に
ふ
れ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
。

さ
て
、「
和
人
が
勇
払
に
入
る
以
前
、
す
で
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
長
い
歴
史
が
あ
」っ
た
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
て
い
る
か
、
と
い
う
件

で
あ
る
。
勇
武
津
場
所
資
料
の
展
示
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
民
族
関
係
の
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ど
こ
で
出
土

し
た
（
使
用
さ
れ
て
い
た
）
も
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
勇
払
で
、
か
と
思
う
が
不
十
分
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
が
こ
の
地
に
い
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た
と
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
よ
う
と
の
意
図
か
。
残
念
に
思
う
。
ま
た
、
こ
の
地
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
動
き
・
和
人
と
の
か

か
わ
り
（
葛
藤
）
を
知
り
た
く
、
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
説
明
文
を
読
ん
で
み
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

…
…
そ
の
後
祐
助
は
ア
イ
ヌ
の
漁
業
権
争
い
の
調
停
を
す
る
な
ど
の
功
績
を
あ
げ
調
役
下
役
に
昇
進
、
イ
シ
カ
リ
場
所
詰
合
も

兼
務
し
ま
す
が
…
…
（「
八
王
子
千
人
同
心
の
入
植
」）

…
…
同
時
に
場
所
請
負
人
か
ら
引
き
継
い
だ
施
設
を
拡
張
し
、
支
配
人
や
番
人
を

使
っ
て
ア
イ
ヌ
を
使
役
さ
せ
産
業
開
発
を
進
め
ま
し
た
。
…
…
（「
勇
武
津
会
所
」）

…
…
ア
イ
ヌ
と
交
易
す
る
権
利
を
知
行
（
給
与
）
と
し
て
…
…
そ
こ
の
ア
イ
ヌ
と

交
易
し
産
物
を
…
…
（「
勇
武
津
場
所
」）

こ
れ
ら
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
取
り
上
げ
て
書
い
た
文
と
は
い
い
が
た
い
。
連
綿
と
続
い

て
い
た
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
、
そ
し
て
和
人
と
の
か
か
わ
り
を
書
い
た
文
と
は
い
い
が
た

い
。〞
ち
ょ
い
役
〝
程
度
で
あ
る
。
残
念
に
思
う
。
そ
も
そ
も
、
展
示
ケ
ー
ス
・
固
定

ケ
ー
ス
に
展
示
の
歴
史
的
流
れ
を
感
じ
な
い
（
流
れ
が
わ
か
る
よ
う
な
配
列
に
な
っ
て
い

な
い
）。
ど
こ
か
ら
で
も
好
き
な
よ
う
に
見
て
く
れ
、
と
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ

れ
ま
た
残
念
に
思
う
。
展
示
・
固
定
を
は
ず
し
、
組
み
直
し
、
流
れ
が
わ
か
る
よ
う
に
す

アイヌ民族関係の陳列ケースと展示物
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べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
補
足
の
説
明
文
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
勇
払
の
ア
イ
ヌ
民
族
に
も
っ
と
言
及
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
切
望
す
る
。
せ
っ
か
く
の
建
物
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
思
っ
た
。

不
十
分
な
展
示
内
容
だ
。
未
解
決
の
ま
ま
だ

と
い
う
感
想
を
持
っ
て
、
資
料
館
を
後
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
、
幕
末
期
（
一
八
五
〇
年
・
六
〇
年
代
）
の
勇
払
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
動
静
が
究
明
さ
れ
て
い
な
い
（
不
明
の
ま
ま
）
の
か
も
知

れ
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、〞
無
い
物
ね
だ
り
〝
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
…
…
。
と
い
う
の
は
、
一
カ
月
後
の
五
月
十
一
日
（
金
曜
日
）

付
の
苫
小
牧
民
報
に
、「
徐
々
に
明
ら
か
に
な
る
ユ
ウ
フ
ツ
会
所
の
役
割
」
の
見
出
し
で
大
き
な
記
事
が
載
っ
た
が
（
写
真
二
枚
入

り
）、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
の
漁
場
労
働
に
関
す
る
文
献
は
、
慶
応
四
年
の
ユ
ウ
フ
ツ
場
所
内
ア
イ
ヌ
三
十
八
カ
村
の
戸
数
と
人
口
を
記
録
し
た

「
ユ
ウ
フ
ツ
御
場
所
土
人
村
家
数
人
別
調
書
上
」、
山
田
屋
が
幕
府
に
提
出
し
た
願
書
「
ア
ッ
ケ
シ

サ
ル

ユ
ウ
フ
ツ
御
場
所
願

書
之
写
」。／
「
ユ
ウ
フ
ツ
御
場
所
土
人
村
家
数
人
別
調
書
上
」
に
あ
る
ア
イ
ヌ
村
三
十
八
カ
村
の
戸
数
、
人
口
を
集
約
す
る
と
二

百
二
十
六
戸
、
人
口
は
千
百
十
二
人
。
五
十
年
前
に
松
浦
武
四
郎
が
記
し
た
「
東
蝦
夷
日
誌

参
編
」
と
比
較
す
る
と
、
戸
数
は

七
二
％
に
、
人
口
は
八
五
％
に
減
少
し
て
い
た
。／
こ
の
減
少
理
由
を
物
語
る
の
が
安
政
三
年
（
一
八
五
六
年
）
に
記
さ
れ
た

「
ア
ッ
ケ
シ

サ
ル

ユ
ウ
フ
ツ
御
場
所
願
書
之
写
」。
幕
末
期
、
ア
ッ
ケ
シ
場
所
で
地
震
に
よ
る
津
波
、
道
東
で
伝
染
病
が
発
生

し
、
多
く
の
ア
イ
ヌ
が
死
亡
し
た
。
こ
の
文
献
は
、
ユ
ウ
フ
ツ
、
サ
ル
場
所
の
ア
イ
ヌ
を
労
働
力
と
し
て
ア
ッ
ケ
シ
へ
移
住
さ
せ

る
許
可
を
願
っ
た
記
録
で
、
場
所
請
負
人
が
函
館
奉
行
の
直
営
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
を
幕
府
か
ら
「
借
用
」
し
て
い
た
制
度
を
立
証

し
た
。
さ
ら
に
、
和
人
の
出
稼
ぎ
な
ど
が
い
た
も
の
の
、
低
賃
金
の
ア
イ
ヌ
の
労
働
力
を
必
要
と
し
た
場
所
請
負
制
度
の
経
営
実

態
が
示
さ
れ
て
い
た
。
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そ
し
て
、
末
尾
で
「
…
…
解
読
を
進
め
、
事
実
関
係
を
研
究
し
て
い
た
。」
と
記
す
。
こ
れ
ら
の
古
文
書
の
解
読
も
今
終
了
し
た
段

階
で
あ
る
と
い
う
。
と
す
る
と
、
間
も
な
く
「
不
十
分
な
展
示
内
容
」
が
改
善
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
思
い
た
い
。
ま
た
、
機

会
を
と
ら
え
て
、
改
善
に
向
け
た
発
言
を
し
た
い
と
思
う
。

（
す
ぎ
や
ま

し
ろ
う
・
本
学
非
常
勤
講
師
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山
梨
県
立
図
書
館
、
甲
州
文
庫
所
蔵

『
安
政
年
間

亜
墨
利
加
紀
行

乾
』

T
h
e
T
ra
v
el
W
ritin

g
o
f
A
m
erica

d
u
rin
g
th
e
A
n
sei
E
ra
.

立

川

章

次

S
h
o
ji
T
A
C
H
IK
A
W
A

キ
ー
ワ
ー
ド：
ア
メ
リ
カ
紀
行
、
幕
府
賄
方
、
安
政
年
間
、
日
米
条
約
、
甲
州
文
庫

要
旨

本
史
料
は
山
梨
県
立
図
書
館
、
甲
州
文
庫
所
蔵
の
冊
子
で
あ
る
。
縦
二
一

八
糎
、
横
一
四

五
糎
、
和
紙
綴
り

で
四
九
丁
、
表
題
に
「
安
政
年
間
、
亜
墨
利
加
紀
行
、
乾
」
と
あ
り
、
幕
府
最
初
の
万
延
元
年
遣
米
使
節
で
あ
り
、

此
一
行
の
使
命
は
日
米
条
約
批
准
書
の
交
換
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
中
の
勘
定
方
組
頭
、
森
田
岡
太
郎
の
ハ
ワ
イ

の
旅
館
よ
り
の
家
族
宛
の
書
簡
、
次
に
外
国
方
御
用
達
、
伊
勢
屋
、
岡
田
平
作
手
代
よ
り
の
文
通
の
写
、
日
記
等

で
あ
る
。
使
節
派
遣
の
賄
方
の
記
録
に
よ
る
見
聞
記
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
毎
日
の
献
立
、
食
事
の
様
子
を
彷

彿
さ
せ
る
。
時
と
し
て
船
上
に
上
が
っ
た
魚
を
急
遽
料
理
し
、
振
る
舞
っ
た
り
、
ハ
ワ
イ
の
国
王
よ
り
の
献
立
の

魚
を
料
理
し
、
一
品
に
加
え
た
り
と
、
船
中
で
の
食
事
の
様
子
が
窺
え
る
。
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亜
墨
利
加
江
被
遣
候
御
勘
定
組
頭
森
田
岡
太
郎
宅
状
写

以
幸
便
啓
上
仕
候
皆
々
御
健
ニ
珍
重
之
御
儀
存
候
然
は
正
月
廿
三
日
神
奈
川
出
帆
伊
豆
之
須
之
崎
を
過
候
へ
は
海
面
内
海
と
事
替
り

波
浪
荒
く
長
サ
四
十
間
程
も
有
之
乗
船
大
船
昼
夜
揺
動
強
ク
蝦
夷
辺
を
過
候
節
は
波
に
船
之
動
事
東
西
へ
五
六
尺
宛
傾
キ
候
程
ニ
も

へ
は
船
よ
り
尾
へ
懸
揺
動
致
し
膳
ニ
向
ひ
食
事
ハ
迚
も
出
来
不
申
打
臥
候
儘
粥
を
喫
居
格
蔵
藤
蔵
大
弱
リ
ニ
而
一
句
も
不
出
安
郎
右

衛
門
も
同
様
ニ
有
之
小
子
見
込
之
通

廻
り
な
か
ら
も
食
事
之
世
話
は
勘
吉
一
人
之
事
度
々
有
之
手
元
簞
笥
抔
細
引
ニ
而
結
し
置
夫

ニ
而
も
飛
出
し
乾
物
箱
は
有
之
候
へ
共
取
出
し
候
事

此
間
脱
字

漸
く
二
千
里
之
外
大
平
海
江
乗
出
し
候
処
水
色
都
而
黒
緑
色
目
に
さ
え
き
る
物
ハ
海
鳥
一
種
飛
揚
る
の
ミ

是
ハ
萬
次
郎
漂
流
記
ニ
所
謂

東
九
郎
鳥
と
申
鳥
カ

此
處
浪
ニ
高
く
低
く
高
き
処
ハ
五
六
尺
低
き
処
ハ
一
丈
餘
も
有
之
然
ル
處
正
月
廿
七
日

出
帆
ヨ
リ
五
日
目

大
悪

風
ニ
而
船
之
揺
動
甚
敷
潮
面
ホ
ウ
ハ
タ
ン

ア
メ
リ
カ
蒸
気
船
の
名

を
打
越
候
次
第
船
丈
夫
ニ
付
在
之
候
空
船
一
艘
流
失
候
程
之
儀

乍
併
夷
人
必
死
之
働
ニ
而
無
難
ニ
有
之
尤
ホ
ウ
ハ
タ
ン
覆
没
之
儀
ハ
決
而
無
之
も
の
の
由
夷
人
申
聞
罷
在
候
間
此
上
共
右
様
之
儀
有

之
候
共
必
定
無
難
と
存
候
日
々
鶏
肉
豚
肉
等
ニ
而
馳
走
致
し
昼
夜
深
切
ニ
世
話
致
呉
候
処
一
々
断
も
相
成
兼
候
而
甚
當
惑
ニ
候
飲
水

一
人
ニ
付
二
升
を
限
り
右
ニ
而
何
も
か
も
用
便
故
嗽
之
水
を
取
置
雪
隠
ニ
而
相
用
水
ハ
追
々
金
気
有
之
赤
く
粥
ハ
茶
粥
同
様
之
色
合

ニ
而
臭
気
有
之
ニ
而
違
却
之
事
ニ
候
乍
併
是
迄
薬
服
も
不
用
難
渋
之
中
ニ
も
一
日
ニ
実
録
之
詩
作
一
種
宛
愚
案
仕
置
候
二
月
七
日
船

中
石
炭
薪
水
ニ
差
支
サ
ン
フ
ラ
ン
迄
は
迚
も
参
り
兼
候
ニ
付
江
戸
よ
り
三
千
里
も
乗
出
し
候
処
ニ
而
五
六
百
里
廻
り
道
之
船
路
ニ
而

二
月
十
四
日
サ
ン
ト
ウ
イ
ス
ホ
ノ
ル
ル
港
江
入
津
之
処
土
人
見
物
山
の
如
く
男
ハ
色
黒
ク
赤
髪
女
ハ
跌
身
ニ
而
江
戸
ニ
而
申
色
気
違

の
如
く
お
か
し
き
躰
の
女
頭
に
草
花
を
か
さ
ね
鉢
巻
き
致
し
言
語
更
に
相
分
り
不
申
亜
英
佛
三
ケ
国

支
那
人
商
賣
之
為
住
居
罷
在

候
處
奇
麗
な
る
家
作
斗
り
有
之
様
子
拙
は

御
目
付
衆
外
国
奉
行
衆
四
人
共
車
ニ
乗
弐
疋
之
馬
ニ
而
爲
走
馬
行
義
能
走
出
し
候
而
至

而
面
白
ク
相
見
候
旅
所
ハ
大
き
な
る
家
ニ
而
何
レ
も
堂
宮
の
如
く
百
人
迄
之
人
数
下
宿
ニ
而
相
泊
二
階

下
之
間
ニ
間
配
り
取
立
園
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中
ニ
ハ
珍
敷
事
朝
顔
菊
鳳
仙
花
咲
乱
居
に
ん
じ
ん
い
ん
げ
ん
大
根
薩
摩
芋
西
瓜
江
戸
ニ
而
調
る
如
き
品
有
之

鯔
も
有
之

旦
凝
水

も
有
之
四
季
混
同
袷
ニ
而
暑
を
覚
候
程
之
事
物
之
高
直
成
事
炭
一
俵
江
戸
ニ
而
佐
倉
炭
程
之
俵
ニ
而
半
ド
ル
壱
枚

日
本
金
ニ
而
一
分

二
朱

い
ん
げ
ん
二
三
把
半
ド
ル
壱
枚
鯔
一
尾
右
同
断
宿
代
ハ
一
人
ニ
付
ド
ル
一
枚
と
申
事
尤
日
本
人
を
目
さ
し
高
直
と
申
訳
ニ
は

無
之
洋
海
之
孤
島
不
弁
利
之
地
と
被
存
候
夜
分
ハ
硝
石
障
子
楼
ニ
而
胡
弓
抔
鳴
し
相
楽
居
候
者
も
多
く
候
へ
共
時
候
不
宜
尚
乗
船
サ

ン
フ
ラ
ン
へ
馳
行
之
積
り
夫
よ
り
カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
へ
懸
り
華
盛
頓
ニ
趣
候
而
多
分
ハ
閏
月
末
ニ
ハ
條
約
爲
取
替
候
見
込
有
之
幸
便
次

第
又
々
可
申
入
候

自
日
本
三
千
里
外
サ
ン
ト
イ
ス

旅
宿
ニ
認
申
候

岡
太
郎

和
吉
殿

岡
田
平
作
手
代
ヨ
リ
文
通
写

朝
便
在
之
趣
被
仰

候
間
寸
墨
拝
呈
仕
候
然
は
被
爲
揃
候
而
御
安
息
被
遊
御
座
候
様
奉
南
山
候
随
而
御
役
向
様
御
始
拙
者
共
一
統
無

事
ニ
二
月
十
四
日
昼
サ
ン
ト
イ
ス
国
へ
着
海
日
本
里
数
ニ
而
二
千
四
十
五
里
半
無
恙
御
安
慮
可
被
下
候
當
地
ニ
而
四
五
日
上
陸
當
港

ニ
而
凡
大
角
豆
西
瓜
抔
ハ
真
盛
り
ニ
而
御
座
候
珍
味
仕
候
蚊
蠅
甚
多
鶏
夜
四
ツ
時

鳴
申
候
異
風
難
尽
寸
書
帰
後
ト
文
略
仕
候
廿
五

日
出
帆
又
々
寅
卯
之
方
へ
乗
向
三
月
九
日
亜
国
之
内
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
と
申
港
江
正
四
ツ
時
着
日
本
里
数
ニ
而
千
百
十
里
也

立
川
章
次

安
政
年
間

亜
墨
利
加
紀
行

乾
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今
日
上
陸
之
後
見
渡
し
候
何
レ
明
日
ニ
も
上
陸
ニ
相
成
可
申
候
乍
未
筆
御
双
方
江
宜
敷
被
仰
出
可
被
下
候
帰
朝
之
上
目
出
度
珍
話
可

申
上
候
恐
々
可
祝

三
月
九
日
夜
認

喜
三
郎

弥

助

岡
田
主
人
様

御
惣
中
様人

々
御
中

右
之
通
今
日
於
御
面
御
奉
行
様
之
御
書
翰
之
中
江
封
入
御
座
候
ニ
付
写
奉
入
御
覧
候
以
上

正
月
十
八
日

新
見
豊
前
守
正
興
公

正
使

村
垣
淡
路
守
範
正
公

小
栗
豊
後
守
忠
順
公

右
御
三
公
始
御
役
人
廿
人
臣
下
五
十
一
人
也

正
月
十
九
日
晴

横
浜
沖
ニ
碇
泊
西
風
夜
ニ
至
而
大
風
水
夫
一
人
牛
一
匹
溺
死
す
則
棺
船
中
ニ
而
造
ル

同
廿
日
晴

北
風
横
浜
碇
泊

同
廿
一
日
晴

雨
不
定
午
後
雪
積
ル

同
廿
二
日
晴

五
ツ
時
出
帆
正
午

方
位

東
北
馳
ル
蒸
気
焰
々
疾
事
箭
の
如
ク
半
時
許
ニ
し
て
豆
州
大
嶋
沖
ニ
至
ル

一
北
三
十
四
度
五
十
分
四
十
秒
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一
西
百
三
十
九
度
五
十
分
二
十
秒

寒
暖
計

四
十
九
度

同
廿
三
日
朝
晴

午
後
西
北
風
猛
烈
暴
風
雨

方
位

同
正
午
迄
ニ
百
十
八
里
今
日
日
本
之
地
方
更
ニ
毫
毛
も
見
え
ず
四
面
目
測
茫

た
る
の
ミ
八
ツ
時

益
暴
風
波
天
を
蹴
る
一
同
砕
魂
を
消
ス

一
北
三
十
五
度
廿
分
十
秒

四
百
三
十
馬
力

一
西
百
四
十
三
度
十
分
十
秒

寒
暖

同
廿
四
日
陰
定
ら
ず

方
位

同
午
後
迄
ニ
弐
百
三
里

一
北
三
十
五
度
十
七
分
四
十
秒

三
百
九
拾
馬
力

一
西
百
四
十
三
度
十
八
分
四
十
五
秒

寒
暖
五
十
度

同
廿
五
日
半
陰
半
晴
北
風
後
雨
雪

方
位

同

一
北
三
十
五
度
五
十
四
分
五
十
九
秒

四
百
三
十
馬
力

一
西
百
五
十
三
度
十
七
分
四
十
五
秒

寒
暖
同
度

同
廿
六
日
晴
正
午
迄
二
百
二
十
五
里

方
位

同
風
寅
卯
逆
風
故
只
蒸
気
之
勢
を
以
走
る
の
ミ

一
北
三
十
五
度
五
十
一
分
廿
九
秒

五
百
三
十
九
馬
力

一
西
百
五
十
五
度
四
十
五
分

寒
暖
五
十
度

同
廿
七
日
晴
正
午
迄
百
九
十
里
南
風
夜
ニ
至
ル
暴
風
雨

方
位

東
北
夜
半
包
己
丹
数
ケ
處
損
亡
之
事
バ
ツ
テ
ィ
ラ
一
艘
流
失
す
船

将
廿
年
以
来
航
海
を
な
す
と
い
え
共
斯
る
難
風
ハ
初
而
之
由
今
一
際
強
ク
吹
時
ハ
帆
柱
を
下
け
一
同
船
底
ニ
入
而
天
之
扶
を
待
而

巳
と
云
翌
朝
斯
申
す

一
北
三
十
六
度
三
十
九
秒

馬
力
不
詳
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一
西
百
五
十
九
度
廿
八
分

寒
暖
五
十
六
度

同
廿
八
日
晴
朝
南
風
午
後
西
風
正
午
迄
百
五
十
四
里

方
位

同

一
北
三
十
六
度
四
十
八
分
三
十
三
秒

三
百
二
十
馬
力

一
西
百
六
十
二
度
三
十
四
分

寒
暖
五
十
六
度

同
廿
九
日
晴
正
午
迄
弐
百
八
十
里

方
位

東
北

一
北
三
十
五
度
五
十
八
分
四
十
二
秒

五
百
三
十
八
馬
力

一
西
百
六
十
六
度
四
十
五
分
十
秒

寒
暖
五
十
六
度

同
晦
日
陰
正
午
迄
百
八
十
里

方
位

東
北
風

一
北
三
十
五
度
三
十
三
分
二
十
五
秒

馬
力
不
詳

一
西
百
七
十
度
廿
分
三
十
三
秒

寒
暖
五
十
五
度

二
月
朔
日
朝
陰
正
午
迄
百
五
十
五
里

方
位

東
北
四
ツ
時
ヨ
リ
大
風
雨

一
北
三
十
六
度
三
十
分
五
十
三
秒

五
百
二
十
八
馬
力

一
西
百
七
十
三
度
三
十
三
分
三
秒

寒
暖
五
十
四
度

同
二
日
朝
風
雨
正
午
迄
百
二
十
里
午
後
陰

方
位

東
北
今
夕
八
ツ
時
半
球
ヲ
行
過
ル

一
北
三
十
七
度
五
十
一
分

一
西
百
七
十
七
度
三
十
六
分
十
五
秒

寒
暖
四
十
八
度
半

同
三
日
朝
陰

方
位

同
西
風
夜
微
雨
今
十
二
時
東
西
半
球

一
北
三
十
七
度
五
十
五
分
三
十
秒

馬
力
不
詳
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一
西
百
七
十
七
度
五
十
分
四
十
秒

寒
暖

同
四
日
朝
正
午
迄
二
百
四
里

方
位

寅
卯
乾
風

一
北
三
十
八
度
一
分
三
十
六
秒

馬
力

一
西
百
七
十
度
三
十
六
分
三
十
秒

寒
暖
五
十
五
度

同
五
日
朝
晴
正
午
迄
弐
百
里

方
位

寅
卯
風
乾

一
北
三
十
八
度
三
十
秒

一
西
百
六
十
九
度
三
十
一
分
三
十
秒

寒
暖
五
十
五
度

同
六
日
朝
晴

方
位

寅
卯
東
風
正
午
迄
百
八
十
里
夜
四
ツ
時

烈
風

一
北
三
十
八
度
廿
一
分
十
二
秒

一
西
百
六
十
九
度
四
十
八
分
十
五
秒

寒
暖
五
十
三
度

同
七
日
朝
晴
北
風
正
午
迄
百
六
十
三
里

方
位

同

一
北
三
十
八
度
四
十
一
分

一
西
百
六
十
二
度
二
十
四
分
三
十
秒

寒
暖
五
十
七
度

同
八
日
朝
陰
正
午
迄
二
百
九
里
風
寅
卯
今
五
ツ
時
転
揖
（
サ
ン
ト
ウ
ヰ
ス
）
江
向
て
航
ス
其
故
は
頃
日
逆
風
且
ハ
去
ル
廿
七
日
之
暴

風
ニ
而
船
中
一
同
瘴
癘

薪
水
闕
亡
ニ
相
成
依
て
一
ト
先
「
サ
ン
ト
ウ
ヰ
ス
」
江
志
す
千
里
餘
之
航
海
ヲ
費
ス

一
北
三
十
五
度
二
十
六
分
五
十
二
秒

一
西
百
六
十
一
度
十
七
分
二
十
秒

寒
暖
五
十
八
度

同
九
日
朝
陰
正
午
迄
百
七
十
二
里

方
位

辰
巳
東
風
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一
北
三
十
三
度
十
六
分
十
一
秒

一
西
百
六
十
分
三
十
七
分

寒
暖
五
十
六
度

同
十
日
朝
陰
東
風
正
午
迄
百
五
十
二
里

方
位

辰
巳

一
北
三
十
度
廿
一
分
四
十
秒

一
西
百
五
十
九
度
三
十
分

寒
暖
六
十
五
度

同
十
一
日
朝
陰
正
午
迄
百
十
里

方
位

巳
之
方
南
風

一
北
二
十
八
度
三
十
八
分
五
十
三
秒

一
西
百
六
十
度
十
二
分
五
十
一
秒

寒
暖
七
十
度

同
十
二
日
朝
風
雨
正
午
迄
百
五
十
八
里
昼
後
陽

方
位

辰
巳

一
北
二
十
六
度
一
分
五
十
八
秒

一
西
百
五
十
度
三
十
七
分
五
十
秒

寒
暖
七
十
二
度

同
十
三
日
朝
晴
東
風

方
位

巳
之
方
正
午
迄
百
七
十
里

一
北
廿
三
度
二
十
分
三
十
二
秒

一
西
百
五
十
度
三
十
七
分
五
十
一
秒

寒
暖
七
十
三
度

同
十
四
日
晴
東
風
正
午
迄
百
五
十
一
里

方
位

寅
卯
今
朝
七
ツ
時

「
サ
ン
ト
ウ
ヰ
ス
」
地
方
船
之
左
之
方
ニ
見
ゆ
る
六
ツ
半
時

彼
島

爲
案
内
ハ
ツ
テ
イ
ラ
弐
艘
来
る
八
ツ
時
一
同
上
陸
ス
委
處
ハ
別
冊
ニ
有
之

一
北
二
十
一
度
十
八
分

一
西
百
五
十
七
度
五
十
二
分

寒
暖
七
十
四
度
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同
十
五
日
朝
曇
今
日
薩
摩
芋
夫
々
調
一
貫
目
ニ
付
価
コ
ー
ト
ル
一
同
終
日
旅
舘
ニ
於
て
休
息

同
十
六
日
朝
今
日
箱
舘
江
向
け
航
海
便
艦
を
解
て
有
依
之
一
同
書
状
を
認
め
御
定
役
江
相
頼
候
午
後
「
包
巴
丹
之
「
コ
ム
ド
ー
ル
」

當
地
張
之
「
コ
ン
シ
ユ
ル
」
其
外
之
士
官
旅
舘
ニ
来
ル

寒
暖
七
十
五
度

同
十
七
日
脱

同
十
八
日
朝
今
日
十
二
時

一
同
発
駕
「
包
巴
丹
ニ
帰
ル
役
々
ハ
皆
車
ニ
乗
て
行
徒
者
ハ
歩
行
ス

寒
暖
七
十
四
度

同
廿
日
朝
晴
今
日
國
王

魚
鳥
を
献
す

同
廿
一
日
朝
晴
九
ツ
時
港
沖
合
ニ
英
船
二
艘
見
る
七
ツ
時
蘭
船
二
艘
入
津
大
ニ
暑
を
催
す

寒
暖
前
同
度

同
廿
二
日
朝
晴
午
後
陰

寒
暖
七
十
六
度

同
廿
三
日
朝
今
朝

石
炭

薪
水
積
込
夜
五
ツ
時
陰

寒
暖
昨
同
断

同
廿
四
日
朝
雨
九
ツ
時

日
高
名
村
着
上
陸

寒
暖
七
十
三
度

同
廿
五
日
朝
晴
四
ツ
時

一
同
上
陸
且
今
般
は
旅
舘
ニ
於
而
入
湯
す

寒
暖

同
廿
六
日
朝
晴
正
午
ニ
島
之
長
主
包
巴
丹
ニ
来
る
祝
炮
廿
一
発
是
ハ
明
廿
七
日
當
港
開
碇
ニ
付
送
別
ニ
来
る
者
也
其
外
士
官
或
ハ
婦

人
小
童
群
り
来
る
船
中
賑
敷
事

寒
暖

同
廿
七
日
朝
晴
八
ツ
時
包
巴
丹
當
港
解
纜
東
北
江
向
而
航
す

寒
暖
七
十
六
度

同
廿
八
日
朝
陰
正
午
迄
百
里

方
位

東
北
西
風

一
北
二
十
一
度
五
十
八
分
四
十
秒

一
西
百
五
十
六
度
三
十
分
三
十
秒

寒
暖
六
十
八
度

同
二
十
九
日
朝
陰
正
午
迄
百
二
十
八
里

方
位

東
北
風
今
日
船
中
一
統
調
練
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一
北
二
十
二
度
五
十
八
分
十
一
秒

一
西
百
五
十
四
度
三
十
二
分
五
十
五
秒

寒
暖
昨
同
断

三
月
朔
日
朝
陰
東
風
正
午
迄
百
四
十
六
里

方
位

東
北

一
北
二
十
四
度
四
十
三
度
四
十
秒

一
西
百
五
十
三
度
三
十
二
分
十
五
秒

寒
暖
七
十
二
度

同
二
日
晴
東
風
正
午
迄
百
六
十
六
里

方
位

東
北

一
北
廿
六
度
三
十
七
分
十
四
秒

一
西
百
五
十
度
二
十
四
分
四
十
五
秒

寒
暖
六
十
九
度

同
三
日
朝
晴
西
北
風
正
午
迄
弐
百
十
里

方
位

東
北

一
北
二
十
八
度
十
四
分
十
一
秒

一
西
百
四
十
七
度
十
分
三
十
秒

寒
暖
六
十
度

同
四
日
晴
東
風
正
午
迄
弐
百
四
十
八
里

方
位

東
北

一
北
三
十
度
四
十
一
分
二
十
秒

一
西
百
三
十
九
度
二
分

寒
暖
五
十
八
度

同
五
日
晴
西
北
風
正
午
迄
二
百
三
十
里

方
位

東
北

寒
暖
六
十
一
度

同
六
日
朝
曇
西
北
風
正
午
迄
二
百
廿
一
里

方
位

東
北
夜
半
雨

一
北
三
十
二
度
十
六
分
三
十
秒
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一
西
百
二
十
五
度
三
分
四
十
五
秒

寒
暖
六
十
四
度

同
七
日
晴
南
風
正
午
迄
弐
百
六
十
三
里

方
位

寅
昏
小
雨

一
北
三
十
四
度
弐
分

一
西
百
三
十
度
六
分
五
秒

寒
暖
六
十
三
度

同
八
日
晴
巽
風
正
午
迄
弐
百
七
十
里

方
位

寅

一
北
三
十
六
度
五
十
七
分
十
九
秒

一
西
百
二
十
五
度
二
十
六
分
十
五
秒

寒
暖
六
十
度

同
九
日
晴
東
北
風
正
午
迄
百
五
十
里
今
朝
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
の
近
山
連
々
と
し
て
見
ゆ
る
八
ツ
時
湊
入
當
處
海
門
東
ニ
向
直
ニ

小
舟
来
り
二
月
廿
五
日
勧
臨
丸
着
岸
セ
し
を
報
す
且
メ
ー
ル
ス
島
ニ
而
造
作
之
由
包
巴
丹
メ
ー
ル
ス
」
に
航
ス
此
間
三
十
里
七
ツ

半
時
着
ス

一
北
三
十
七
度
二
十
分

一
西
百
二
十
二
度
二
十
一
秒

寒
暖
六
十
度
半

同
十
日
朝
陰
四
ツ
時
木
村
摂
津
守
勝
麟
太
郎
来
る
佐
々
倉
氏
も
来
る
成
瀬
日
高
辻
塩
沢
四
公
森
公
ら
旅
舘
ニ
至
ル
今
夜
小
栗
忠
順
公

木
村
公
之
旅
舘
ニ
泊
ス

寒
暖
六
十
度

同
十
一
日
朝
陰
十
時
ニ
雨
全
権
外
役
々
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
に
至
る

昨
夕
迎
船
来
る
則
蒸
気
船
也
来
移
之
節
ハ
楽
を
奏
ス
亦
同

處
ニ
構
置
軍
艦
ニ
而
祝
砲
を
発
す
包
巴
丹
ニ
而
も
発
ス
初
メ
之
一
発
當
處
之
コ
ン
シ
ュ
ル
ニ
的
焰
す

寒
暖

同
十
二
日
陰
今
十
時
ニ
従
者
共
六
人
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」

船
ニ
而
帰
ル

便
船
之
由

寒
暖
六
十
度

同
十
三
日
朝
曇
森
田
公
を
初
と
し
て
残
の
御
役
々
都
合
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
ニ
行
夕
方
大
雨

寒
暖
五
十
九
度
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同
十
四
日
朝
曇
午
後
入
湯
す
夜
五
ツ
時
雨
正
使
御
役
々
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

船
ニ
而
帰
ル

寒
暖
六
十
二
度

同
十
五
日
朝
曇
今
日
石
炭
積
入
終
日
也
八
ツ
時

勧
臨
丸
ニ
浴
湯
立

寒
暖
五
十
七
度

同
十
六
日
朝
晴
十
一
時
ニ
當
處
出
帆
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
ニ
而
投
碇
今
日
賄
共
又
蔵
八
ツ
時
過
異
人

論
ニ
及
ひ
帰
船
後
三
日
之

慎
被
仰
付

寒
暖

同
十
七
日
朝
晴
今
五
ツ
時
一
同
乗
込
且
今
朝
包
巴
丹
之
コ
ム
ト
ル
」

士
官
三
人
別
船
ニ
而
バ
ナ
マ
江
航
す
是
ハ
先
着
し
て
ハ
ナ
マ

に
て
蒸
気
車
其
外
手
當
之
爲
也

寒
暖
五
十
四
度

同
十
八
日
朝
晴
七
ツ
半
時
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
出
帆
當
處
之
臺
場
ニ
而
祝
砲
廿
一
発
船
中
も
同
断
発
す
湊
口
を
放
れ
転
揖
辰
巳
に

向
て
祝
す
西
風

寒
暖
五
十
六
度
半

同
十
九
日
朝
陰
西
風
正
午
迄
百
十
七
里

方
位

辰
巳

一
北
三
十
五
度
五
十
分
二
十
四
秒

一
西
百
二
十
二
度
五
十
分
二
十
四
秒

寒
暖
六
十
三
度

同
廿
日
朝
晴
西
風
正
午
迄
二
百
五
十
里

方
位

巳

一
北
二
十
二
度
十
分
四
秒

一
西
百
二
十
度
四
十
二
分

寒
暖
六
十
三
度

同
廿
一
日
朝
晴
西
北
風
正
午
迄
弐
百
四
十
里

方
位

巳

一
北
二
十
八
度
廿
六
分
四
秒

一
西
百
十
九
度
三
十
分
十
五
秒

寒
暖
六
十
四
度

同
廿
二
日
朝
晴
北
風
正
午
迄
二
百
十
里

方
位

巳
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一
北
二
十
五
度
五
分

一
西
百
十
八
度
廿
五
分
十
三
秒

寒
暖
六
十
六
度

同
廿
三
日
朝
晴
正
午
迄
弐
百
十
一
里

方
位

巳

同
廿
四
日
朝
晴
西
北
風
正
午
迄
弐
百
二
里

方
位

巳

一
北
廿
度
四
十
八
分
十
四
秒

一
西
百
十
二
度
三
十
五
秒

寒
暖
七
拾
五
度

同
廿
五
日
朝
晴
東
風
正
午
迄
弐
百
十
五
里

方
位

卯
今
日
三
時
頃
ホ
ウ
ク
ス
」
と
云
魚
多
遊
浮
ス
其
形
三
間
位
亦
巳
之
方
ニ
島
見

ゆ
る
ソ
コ
ラ
と
云
島
名
也

一
北
十
九
度
七
分

一
西
百
九
度
十
九
分
三
秒

寒
暖
八
十
二
度

同
廿
六
日
朝
晴
正
午
迄
二
百
十
三
里

方
位

○卯

一
北
十
七
度
七
分
三
十
五
秒

一
西
百
五
度
十
一
分
十
五
秒

同
廿
七
日
朝
晴
正
午
迄
弐
百
四
里

方
位

卯

一
北
十
六
度
十
三
分
十
五
秒

一
西
百
二
十
二
度
三
十
八
分

寒
暖
八
十
七
度

同
廿
八
日
朝
晴
西
風
正
午
迄
弐
百
三
十
里

方
位

卯
此
辺
之
島
萬
木
草
共
四
季
青
葉
に
し
て
紅
葉
の
時
無
し

一
北
十
四
度
四
十
七
分
十
秒
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一
西
九
十
九
度
四
分

寒
暖
八
十
八
度

同
廿
九
日
朝
晴
南
風
正
午
迄
二
百
十
五
里

方
位

東

一
北
十
三
度
十
四
分
四
十
七
秒

一
西
九
十
五
度
六
分
三
十
秒

寒
暖
八
十
九
度

同
晦
日
朝
晴
南
風
正
午
迄
二
百
十
五
里

方
位

東
今
午
ノ
刻
包
巴
丹
日
輪
之
真
下
に
あ
り

一
北
十
一
度
五
十
三
分
四
十
七
秒

一
西
九
十
二
度
十
五
分
十
五
秒

寒
暖
八
十
五
度

閏
三
月
朔
日
朝
晴
南
風
正
午
迄
弐
百
里

方
位

辰
今
十
時
蒸
気
損
二
時
之
間
漂
航
す

一
北
十
度
三
分

一
西
八
十
九
度
七
分

同
二
日
朝
晴
北
風
正
午
迄
百
八
十
里

方
位

卯
辰
昨
今
ハ
日
輪
北
方
ニ
見
ゆ
る
七
ツ
半
時
ホ
ー
ク
ス
浮
遊
す
和
名
イ
ル
カ
也

一
北
九
度
二
十
二
分
四
十
七
秒

一
北
八
十
九
度
二
十
三
分

寒
暖
八
十
四
度

同
三
日
朝
曇
北
風
正
午
迄
二
百
四
十
里

方
位

卯
辰
今
朝
未
明

寅
ノ
方
メ
キ
シ
コ
の
地
方
見
ゆ
る
八
ツ
時
英
國
之
軍
艦
ニ
遇
ふ

既
に
航
過
之
時
士
官
甲
板
に
出
而
高
聲
ニ
曰
「
ユ
イ
ナ
イ
テ
ツ
ホ
ー
ハ
テ
ン
と
名
乗
る
則
合
衆
國
軍
艦
ホ
ー
ハ
テ
ン
と
云
意
な
り

一
北
七
度
四
十
一
分

一
西
八
十
二
度
四
十
三
秒

寒
暖
八
十
二
度

同
四
日
朝
晴
北
風
正
午
迄
二
百
里

方
位

卯
辰
八
ツ
時

風
雨
電
光
今
時
五
ツ
時
変
換
寅
ノ
方
ニ
向
ふ
是
は
バ
ナ
マ
港
門
を
得
る
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爲
也一

北
七
度
三
分

一
西
八
十
度
二
十
分
三
十
秒

寒
暖

同
五
日
朝
晴
六
ツ
時
ハ
ナ
マ
港
着
岸
船
中
ニ
而
祝
炮
九
発
當
處
軍
艦
ニ
而
も
同
九
発
ス
軍
旗
日
の
丸
両
旗
を
あ
く
待
設
ケ
敬
愛
也
八

ツ
時
陸
ニ
荷
物
を
運
ふ
五
六
百
石
積
位
之
小
船
蒸
気
船
也
同
時
ハ
ナ
マ
出
張
之
士
官
十
人
船
中
ニ
来
る

同
六
日
朝
晴
六
半
時
一
同
上
陸
小
舟
之
蒸
気
船
ニ
而
迎
ニ
出
る
ハ
ナ
マ
警
衛
ハ
別
舟
ニ
有
り
直
ニ
蒸
気
車
ニ
乗
移
り
卯
ノ
七
ツ
半
時

ニ
ハ
ナ
マ
発
車
十
一
時
ニ
ア
ス
ヘ
ン
ワ
ル
に
着
ス
此
間
之
里
程
卯
ノ
五
十
七
里
十
二
時
迄
に
ロ
ノ
ヲ
ク
と
云
軍
艦
迎
ひ
に
ア
ス
ヘ

ン
ワ
ー
ル
に
来
て
待
事
十
二
ケ
月
と
云
此
船
江
一
同
乗
込
ム
餘
ハ
別
舟
に
有
り

同
七
日
朝
晴
四
ツ
時

陰
十
時
ニ
解

子
之
方
ニ
向
て
航
す
八
ツ
半
時
頃
イ
ス
ハ
ニ
ア
領
之
内
ホ
ウ
テ
ヘ
ロ
ン
ト
云
入
江
に
下
碇
す

是
ハ
薪
水
此
處
ニ
而
積
込
其
夜
滞
舶
此
所
北
風
亥
之
方
ニ
海
面
を
見
渡
し
其
外
ハ
連
山
崔
巍
た
り

ニ
ハ
人
家
十
軒
斗
有
ロ
ノ
ヲ

ク
下
碇
之
麓
ニ
ハ
草
屋
一
見
有
之
諸
舩
積
入
之
薪
水
を
守
護
ス
四
季
は
葉
也

同
八
日
朝
晴
四
ツ
時

山
麓
に
上
陸
す
洗
衣
或
ハ
水
遊
す
九
ツ
時
帰
舩
此
辺
ニ
虎
狼
大
な
る
蛇
ク
チ
ナ
ハ
其
外
猛
獣
住
昨
夜
九
時
吼

ル
聲
を
聞
も
の
有
八
ツ
半
時
當
處
出
帆

同
九
日
朝
晴
北
風
正
午
迄
九
十
一
里

方
位

寅

寒
暖

一
北
十
度
五
十
八
分

一
西
七
十
八
度
五
十
九
分

寒
暖
八
十
四
度

同
十
日
朝
晴
北
風
正
午
迄
百
十
一
里

方
位

寅

一
北
十
三
度
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一
西
七
十
九
度
三
十
二
分

寒
暖
八
十
三
度

同
十
一
日
朝
陰
東
風
正
午
迄
百
三
十
七
里

方
位

寅
五
ツ
時

晴

一
北
十
五
度
四
十
四
分

一
西
八
十
度
十
分

寒
暖
八
十
二
度

同
十
二
日
朝
陰
正
午
迄
百
八
十
三
里

方
位

寅

一
北
八
十
二
度
三
十
四
分

一
西
十
八
度
二
十
四
分

寒
暖
七
十
四
度

同
十
三
日
朝
晴
東
風
正
午
迄
百
七
十
五
里

方
位

寅

七
ツ
時
東
ノ
方
ニ
「
キ
ュ
バ
と
云
島
見
ゆ
る
則
イ
ス
バ
ニ
ヤ
領
之
中
其
長

サ
七
百
里
幅
百
里
「
ア
ス
ヘ
ン
ワ
ー
ル

此
辺
都
而
「
サ
ル
ド
ン
海

一
北
二
十
一
度
十
七
分

一
西
八
十
四
度
二
十
九
分

寒
暖
七
十
八
度

同
十
四
日
朝
晴
東
風
正
午
迄
百
九
里

方
位
寅
卯
今
日
終
日
舩
之
右
江
キ
ュ
バ
島
見
ゆ
る
折
々
高
山
有
り

一
北
二
十
二
度
五
十
七
分

一
西
八
十
三
度
四
十
四
分

寒
暖
七
十
一
度

同
十
五
日
朝
陽
東
風
正
午
迄
百
七
十
里

方
位

寅

一
北
二
十
七
度
二
十
四
分

一
西
七
十
九
度
七
十
一
分

寒
暖
七
十
九
度

同
十
八
日
晴
東
風
正
午
迄
百
四
十
六
里

方
位

寅
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一
北
三
十
三
度
三
十
八
分

一
西
七
十
六
度
四
十
二
分

寒
暖
六
十
二
度

同
十
九
日
晴
北
風
正
午
迄
百
七
十
三
里

方
位

子

一
北
三
十
六
度
三
十
分

一
西
七
十
四
度
三
十
分

寒
暖
六
十
七
度

同
廿
日
陰
東
風
正
午
迄
百
七
十
三
里

方
位

子
夕
六
ツ
時
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク

十
七
里
所
サ
ン
テ
ィ
ホ
ク
港
に
下
碇
す
夜
五
ツ
時
ワ
シ

ン
ト
ン
の
命
を
受
ブ
レ
ス
テ
ン
来
て
直
に
都
府
江
着
舩
致
す
べ
き
旨
を
報
す

一
北
三
十
九
度
二
十
分

一
西
七
十
四
度
十
一
分

寒
暖
六
十
一
度

同
廿
一
日
陰
今
朝
江
戸
在
住
之
コ
ン
シ
ュ
ル
ハ
ル
リ
ス
死
去
の
風
説
有
故
ハ
支
那
之
新
文
史
に
載
す
る
所
と
云
右
新
文
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク

江
来
る
依
之
其
説
有
然
共
詳
な
ら
ず
終
日
碇
泊

寒
暖
六
十
一
度

同
廿
十
二
日
陰
東
風
今
日
是
非
共
「
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク

上
陸
を
好
望
す
其
注
進
則
其
通
報
ニ
曰
ニ
ウ
マ
ロ
ク
移
し
其
外
一
切
不
都
合
之

事
多
く
有
之
仍
而
都
府
迄
着
舩
可
被
成
由
を
報
す
則
ヲ
ロ
ノ
ヲ
ク
開
碇
航
す
旦
十
時
頃
な
り

寒
暖

同
廿
三
日
陰
午
後
陽
夜
五
ツ
時
ウ
ュ
セ
ン
ヤ
着
下
碇
昨
夜
水
夫
死
去
今
十
時
に
水
葬
す

寒
暖

同
廿
四
日
陽
十
時
ニ
華
盛
頓
よ
り
フ
レ
デ
ル
ヒ
ヤ
と
云
蒸
気
舩
爲
迎
来
る
其
長
さ
三
十
二
間
幅
七
間
三
層
に
し
て
華
美
な
る
事
先
二

段
目
之
南
側
に
は
寐
處
を
爲
す
百
三
十
八
ケ
所
い
わ
ゆ
る
押
入
之
如
く
構
江
赤
地
緞
子
之
幕
を
一
面
に
張
廻
し
間
毎
に
白
地
之
帷

を
懸
る
所
々
ニ
ハ
大
い
な
る
姿
見
鏡
を
懸
け
都
而
舩
中
造
作
之
飾
り
ハ
金
滅
金
を
以
て
す
艫
之
下
に
食
料
所
有
結
構
毫
に
盡
し
難

く
料
理
も
又
か
な
り

寒
暖
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同
廿
五
日
晴
明
方
華
盛
頓
よ
り
流
末
之
川
口
に
着
掛
る
是

華
盛
頓
迄
川
竪
百
二
十
里
其
間
之
川
幅
半
里
或
ハ
拾
丁
位
南
側
ニ
人
家

折
々
有
之
亦
見
通
し
に
畑
有
小
麦
青
々
と
し
て
景
色
好
し
四
ツ
半
時
華
盛
頓
に
着
す
十
二
時
ニ
上
陸
す
兼
而
下
知
有
事
と
見
ゆ
陸

に
ハ
八
百
人
斗
鉄
砲
を
以
四
行
ニ
立
日
本
人
上
陸
を
警
守
す
旅
館
に
至
る
時
ハ
騎
馬
十
六
人
真
先
に
進
む
其
外
ソ
ル
タ
ト
八
百
人

使
節
之
前
後
に
警
守
し
て
旅
館
に
至
る
迄
送
る
餘
ハ
別
冊
に
記

ワ
シ
ン
ト
ン
府
旅
館

一
町
名
ペ
ン
シ
バ
ニ
ヤ
街
拾
三
町

一
宿
所
名
ウ
イ
ラ
ル
ッ
ホ
ー
テ
ー
ル

一
亭
主
名
ウ
イ
ラ
ル
ト

一
家
内
人
数
百
四
拾
人
斗

當
所
町
数

一
東
西
南
北
里
数

東
西
二
里
弱

南
北
一
里
弱

一
男
女
人
口

六
萬
餘

一
國
王
之
名

チ
ェ
ー
ム
ス

ホ
カ
ナ
ン

年
齢

フ
レ
ト
ル
ヒ
ヤ

一
コ
ン
チ
ネ
ン
チ
ー
ル
ホ
ー
テ
ー
ル

旅
館
名

一
チ
ェ
ス
ネ
ッ
ト
ス
ト
リ
ー
ト

同
町
名

一
男
女
人
口

五
拾
萬
人
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ニ
ウ
ヨ
ロ
ク

一
東
西
里
数
五
里

長
サ
十
六
里
と
云

幅
六
里

南
北
最
広
之
處
ニ
而
一
里
弱

一
旅
宿
之
町
名

ブ
ロ
ー
ト
ウ
エ
イ

一
同
家
名

ミ
ツ
ト
ロ
ホ
リ
テ
ン
ホ
ウ
テ
ー
ル

一
同
主
人
名

レ
イ
ラ
ン
ト

一
男
女
人
口

百
拾
萬
人

ボ
ル
ト
モ
ル

一
旅
宿
之
町
名

一
亭
主
之
名

一
當
處
軒
数

三
萬
軒

一
惣
人
口

弐
拾
萬
人

安
政

庚
申

年
正
月
十
八
日
ヨ
リ
同
廿
一
日
迄
横
濱
滞
留
同
廿
六
日
出
帆
同
年
二
月
十
四
日
昼
時
オ
ワ
ホ
の
ホ
ノ
ル
港
江
着
す
横

濱
よ
り
亜
の
四
千
五
千
五
里
海
上
廿
二
日

同
年
二
月
廿
七
日
昼
八
ツ
時
サ
ン
ト
井
ス
出
帆

同
年
三
月
九
日
四
ツ
時
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
着
昼
頃
ヒ
ヤ
ク
リ
メ
ン
ト
云
河
を
上
り
子
ビ
ヤ
ル
ト
に
着
す
此
舩
路
十
五
里
七
ツ
時
ニ

着
す
サ
ン
ト
井
ス
よ
り
亜
ノ
二
千
四
百
里
サ
ン
ト
イ
ス

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
迄
十
二
日
目
横
濱
よ
り
亜
ノ
六
千
四
百
五
十
五
里
也

子
ビ
ヤ
ル
其
外
ニ
八
十
日
滞
る
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同
年
三
月
十
八
日
昼
七
ツ
時
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
帆
閏
三
月
五
日
朝
六
時
バ
ナ
マ
江
着
海
上
十
八
日
目
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

同

里
数
亜
之
三
千
四
百
七
十
二
里
也
横
濱

バ
ナ
マ
迄
亜
九
千
九
百
二
十
七
里
也

同
年
閏
三
月
六
日
バ
ナ
マ
ヲ
上
陸
直
に
車
に
乗
ス
亜
之
四
千
九
里
之
間
二
時
斗
に
は
し
る
ア
ス
ベ
ン
ワ
ル
港
に
着
す
直
に
ロ
ノ
オ
ー

ク
舩
に
乗
込
ム

同
月
七
日
朝
四
ツ
時
ア
ス
ベ
ン
ワ
ル
出
帆
此
苑
所
迄
亜
之
八
九
里
ナ
リ

同
月
八
日
夕
七
時
オ
オ
ヘ
ラ
出
帆

同
月
廿
二
日
舩
を
返
し
出
帆

同
月
廿
三
日
夜
五
ツ
時
ハ
ム
ト
ン
ロ
ー
ツ
ト
云
處
に
舩
を
止
め
華
盛
頓
之
迎
舩
来
ル

同
月
廿
四
日
昼
後
ヒ
ル
ト
ル
ヒ
ヤ
ト
云
迎
舩
に
乗
込
翌
廿
五
日
ワ
シ
ン
ト
ン
に
着
ア
ス
ベ
ン
ワ
ル
よ
り
海
上
十
九
日
目
着
ス
横
濱

都
府
迄
乗
組
之
日

九
十
七
日
目
也

内
滞
留
日
二
十
六
日

海
上
車
上
共
七
十
一
日
都
府
ニ
滞
留
廿
五
日

同
年
四
月
廿
日
四
時
都
府
出
車
同
八
ツ
半
「
ホ
ル
ト
モ
ル
ト
云
所
に
至
ル
此
間
亜
之
三
十
六
里
「
ホ
ル
ト
モ
ル
江
泊
ニ
而
翌
廿
一
日

五
ツ
半
時
蒸
気
車
ニ
乗
組
「
ヒ
ル
ト
ル
ヒ
ヤ
ト
云
處
ニ
行
此
間
ニ
大
川
有
り
其
一
ツ
ハ
橋
ニ
而
渡
ル
其
一
ツ
ハ
蒸
気
舩
ニ
而
総
車
ヲ

乗
セ
渡
ス
八
時
フ
レ
ト
ル
ヒ
ヤ
ニ
着
す
ボ
ル
ト
モ
ル
よ
り
亜
之
九
十
九
里

二
時
半
ニ
行
ト

ヒ
ル
ト
ヒ
ヤ
よ
り
出
ル
警
固
人
数
二

千
七
百
人
同
所
滞
留
の
日
数
七
日
也

同
月
廿
八
日
四
ツ
半
時
「
フ
レ
ト
ル
ヒ
ヤ
出
車
ス
夫

「
ソ
ー
ト
ア
ン
ボ
ウ
ヱ
ト
云
處

右
車
よ
り
下
リ
ル
「
フ
レ
ド
ル
ヒ
ヤ
よ
り

此
處
迄
亜
之
六
十
四
里
有
夫
よ
り
「
ア
ラ
イ
タ
ト
云
蒸
気
舩
ニ
乗
「
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク
港
に
着
ス
「
ソ
ー
ト
ア
ン
ホ
ウ
ヱ
よ
り
亜
ノ
十
五

里
也
「
フ
レ
ト
ル
ヒ
ヤ
よ
り
「
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク
迄
亜
ノ
七
十
九
里
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク
着
車
之
日
警
固
人
数
七
千
五
百
人
也
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同
年
五
月
九
日
夜
爲
馳
走
踊
奥
行
有
り
大
ニ
群
集
ナ
ス

此
處
滞
留
日
数
十
三
日
也

同
月
十
二
日
「
ニ
ウ
ヨ
ロ
リ
出
車
夫

小
蒸
気
舩
ニ
而
ナ
イ
ヤ
カ
ラ
舩
江
乗
組
都
府
へ
上
陸
之
日

「
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク
出
立
之
日
迄
日

数
七
十
七
日
也
都
府

「
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク
迄
亜
ノ
二
百
十
四
里
也

同
月
十
三
日
出
帆
同
月
廿
八
日
ア
フ
リ
カ
之
内
シ
ン
ト
ウ
井
ン
セ
ン
ト
云
島
に
着
ス
石
炭
を
積
込
水
ハ
無
之
由
一
日
滞
碇
ニ
而
出
帆

同
年
六
月
朔
日
出
帆
ス
「
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク
よ
り
日
数
十
六
日
亜
之
三
千
五
十
里
半
也

同
月
十
五
日
頃
ア
ノ
ン
ホ
ン
島
辺
を
通
ル
此
辺
海
一
円
黄
泡
を
見
ル
是
ハ
ア
フ
リ
カ
の
内
ア
ン
ベ
ル
河
と
云
大
川

流
出
る
泡
ト
云

亜
ノ
百
里
沖
ニ
而
此
泡
一
円
ニ
見
え
た
り

同
月
十
七
日
ニ
至
石
炭
盡
其
上
無
風
ニ
而
十
八
九
日
頃
に
ハ
亜
ノ
三
十
里
或
は
五
六
十
里
位
走
る
而
巳
也
又
水
も
ツ
キ
て
一
同
難
渋

す同
月
廿
一
日
夕
六
時
ア
フ
リ
カ
之
内
ホ
ル
ト
カ
ル
領
ロ
ア
ン
タ
ト
云
港
に
着
す
此
地
甚
暑
く
黒
人
也
男
女
共
彫
物
ア
リ
水
石
炭
ハ
亜

之
三
十
里
沖

小
舩
ニ
而
運
ひ
諸
舩
ニ
入
る
シ
ン
ト
ウ
井
ン
セ
ン
ト
湊
よ
り
ロ
ア
ン
タ
迄
日
数
十
九
日
同
ロ
ア
ン
ダ
迄
亜
之
三
千
五

十
九
里
半
也
此
湊
滞
碇
日
数
九
日
也

同
月
晦
日
夕
七
ツ
時
ロ
ア
ン
ダ
出
帆
ス

七
月
十
一
日
喜
望
峰
ノ
沖
を
乗
過
る
波
高
也
是

方
位
東
江
直
ス

同
月
廿
九
日
天
笠
海
ノ
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
島
を
過
る
是
無
人
の
境
也
此
辺
浪
少
し
低
し

八
月
十
三
日
ジ
ャ
ウ
国
西
の
方
の
島
を
見
て
通
る
「
ス
モ
タ
ラ
国
の
山
を
左
ニ
見
る
」

同
月
十
五
日
夜
「
シ
ャ
ウ
人
「
ア
ン
ジ
ャ
ホ
ヱ
ン
と
云
港
ニ
舩
を
進
ル

同
十
六
日
朝
此
處
出
帆
左
右
ニ
三
百
餘
ノ
小
島
有
り
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同
十
七
日
朝
四
ツ
時
シ
ャ
ウ
大
湊
バ
タ
ア
ビ
ア
と
云
處
に
着
す
「
ロ
ア
ン
ダ
よ
り
「
バ
タ
ヒ
ヤ
迄
日
数
四
十
六
日
亜
之
七
千
八
百
里

也同
廿
七
日
バ
タ
ヒ
ヤ
出
帆
九
月
十
日
「
カ
ン
ト
ン
と
「
ホ
ン
コ
ン
ト
の
間
を
乗
入
此
間
一
里
同
日
四
ツ
時
香
港
に
着
す
「
バ
タ
ビ
ヤ

よ
り
海
上
日
数
十
二
日
也
同
里
数
亜
の
千
八
百
九
十
二
里
也
香
港
ハ
唐
土
ノ
南
に
出
タ
ル
島
也
二
十
ケ
年
前
英
國
に
取
上
ル
也
「
ホ

ン
コ
ン
滞
留
日
数
八
日
也

九
月
十
八
日
四
ツ
時
香
港
出
帆
ス

同
月
廿
日
台
湾
國
を
北
に
見
た
り
此
辺
ハ
日
本
よ
り
少
々
狭
き
と
云
彼
國
姓
爺
之
住
居
せ
し
地
也

同
月
廿
四
日
西
北
之
間
ニ
日
本
薩
摩
之
國
徳
ノ
島
を
見
ル
香
港
出
帆
海
上
日
数

右
よ
り
横
濱
迄
里
数
亜
之
欠

同
月
廿
八
日
横
濱
ニ
着
す

當
四
月
ヨ
リ
唐
國
を
攻
メ
八
月
廿
九
日
北
京
の
都
を
攻
落
王
帝
近
臣
六
人
韃
靼
國
に
落
行
と
云
々

合
衆
國
蒸
気
軍
艦

ロ
ノ
ー
ク
舩
号

長
サ
凡
三
百
十
フ
ー
ト

一
フ
ー
ト
ハ
我
曲
尺

一
尺
〇
〇
二
厘
七
毛

幅
五
拾
二
フ
ー
ト

積
載
数
三
千
四
百
ト
ン

一
ト
ン
ハ
凡
我

六
百
余
ニ
当
ル

蒸
気
之
力
一
千
馬
力

乗
組
人
数
凡
百
人

大

五
十
二
挺
備

同
ナ
イ
ア
ケ
ラ
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長
三
百
七
拾
五
フ
ー
ト

幅積
載
数
五
千
ト
ン

蒸
気
馬
力
一
千
二
百
馬
力

乗
組
人
数
六
百
人
斗

大
砲
十
二
挺
備

巣
口
九
寸
二
分

長
一
丈
一
尺
斗

中
砲
四
挺

但
大
車
附
也

ロ
ー
ア
ン
タ

家
数
二
百
軒
餘

商
人
ハ
ホ
ル
ト
カ
ル
之
人
也

ジ
ャ
ウ
フ
之
内
バ
タ
ビ
ヤ

人
口
六
百
九
十
人
余

香
港長

サ
二
拾
里

廣
サ
二
十
六
里
也

男
女
人
口
三
萬
七
千
人

人
家
二
千
軒

北
亜
墨
利
加
華
盛
頓
府
ハ
古
此
国
不
開
時
裸
人
斗
之
由
を
遣
し
て
国
ハ
ン
コ
ー
ク
ト
云
人
航
海
シ
テ
此
国
を
見
出
し
英
吉
利
王
を
遣

し
て
人
を
な
ず
け
爰
ニ
於
て
其
種
を
廣
メ
リ
「
ワ
シ
ン
ト
ン
と
云
強
賢
人
英
国
を
攻
取
此
人
を
亜
ノ
王
に
せ
ん
と
い
え
と
も
辞
し
て

家
に
帰
り
門
戸
を
閉
て
出
ず
其
後
又
々
英
兵
亜
国
ニ
攻
来
る
故
に
華
盛
頓
の
戌
に
行
て
防
く
事
を
乞
ふ
再
度
出
て
英
兵
を
破
る
佛
蘭

西
國
を
以
て
和
睦
を
求
メ
国
境
を
定
ル
北
ノ
方
を
英
國
南
の
方
を
米
國
と
し
華
盛
頓
を
以
又
棟
梁
と
し
是
を
治
め
し
む
バ
ト
マ
ツ
ク
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河
の
辺
に
都
を
建
て
其
名
を
地
号
と
す
と
云
國
を
治
る
事
四
年
に
し
て
跡
を
他
人
に
讓
り
申
由
代
々
子
孫
に
讓
る
ハ
貧
る
也
と
云
夫

大
統
領
有
徳
人
を
入
札
ニ
而
四
年
勧
め
り
右
賢
人
ハ
世
後
ハ
山
に
引
籠
り
隠
逸
す
死
後
人
ニ
其
徳
を
感
し
死
骸
を
硝
子
の
大
壺
に

入
焼
酎
漬
に
し
て
尊
敬
す
死
し
て
よ
り
六
十
四
年
に
な
る
由
今
日
生
前
の
如
し
と
云

以
上

此
一
冊
ハ
我
安
政
庚
申
の
年
亜
國
江
使
節
罷
越
候
節
賄
方
之
者
見
聞
之
手
記
也
中
村
伝
清
よ
り
借
得
而
写
置
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安
政
七
庚
申
年
正
月
十
八
日

亜
米
利
加
國
ホ
ー
ハ
タ
ン
舩
江
使
節
之
御
役
ニ
御
乗
込
被
遊
右
御
賄
御
用
相
蒙
り
代
と
し
て
料
理
人
両
人
罷
越
候
事
出
帆
後
萬
端

所
置
申
合
取
扱
可
申
事

一
御
賄
方
一
日
御
一
人
上
下
ニ
而
平

銀
弐
匁
八
分
ツ
ツ
ニ
而
今
般
海
中
日
限
七
十
五
日
之
積
ヲ
以
右
日
限
代
金
ハ
當
地
ニ
而
請
取

済
ニ
相
成
候
事

一
航
海
日
限
七
十
五
日
相
立
候
上
ハ
彼
地
在
留
中
ハ
其
土
地
之
諸
事
直
段
ヲ
以
一
日
一
人
分
何
程
と
申
所
相
立
凡
日
限
ハ
幾
日
之
間

と
申
所
ニ
而
代
金
拝
借
被
致
御
用
相
勤
可
申
事

亜
行
日
記

我
安
政
七
申
年
正
月
十
八
日
則
西
洋
一
千
八
百
六
十
年
第
二
月
九
日
ニ
當
ル
ナ
リ
大
日
本
國
之
使
節
を
案
内
セ
ん
事
を
進
メ
亜
墨
利

加
軍
艦
ホ
ハ
タ
ン
ト
云
大
舩
ニ
而
迎
し
故
則
正
使
三
公
御
始
上
二
十
人
家
臣
方
五
十
一
人
外
ニ
御
賄
方
御
用
と
し
て
町
人
都
合
六
人

総
人
数
七
十
七
人
也
尤
即
日
正
五
ツ
時
過
頃
致
出
立
荷
物
ハ
前
以
筑
地
迄
舩
廻
し
也
御
役
々
御
見
送
り
之
方
両
人
同
道
ニ
而
筑
地
講

武
所
江
相
越
し
候
處
最
早
御
奉
行
様
御
始
御
揃
ニ
付
数
十
艘
之
舩
ニ
而
御
乗
出
し
品
川
御
臺
場
沖
彼
ホ
ー
タ
ン
江
御
乗
込
夕
七
ツ
時

石
炭
焼
始
夫

御
見
送
之
御
方
と
御
帰
舩
ニ
而
七
ツ
半
時
出
帆
南
に
向
て
走
る
暮
六
ツ
時
弐
分
ニ
横
濱
沖
ニ
止
碇
す
夫

即
舩
御

賄
用
意
ニ
相
懸
り
尤
御
蔵
米
布
袋
八
百
俵
外
ニ
店
わ
り
御
買
入
ニ
而
御
賄
諸
物
前
日
迄
ニ
本
舩
江
不
残
積
込
ニ
相
成
居
候
凡
八
十
人

前
用
意
す
附
菜
ハ
持
参
之
豆
腐
ニ
カ
ナ
ト
ミ
煮
付
也
六
日
過
ニ
御
用
と
し
て
御
普
請
方
之
御
使
舩
来
る
同
夕
方
少
々
雨
降
す
直
ニ
止

候
事
御
乗
込
之
御
衆
左
ニ
記
之

外
國
奉
行
正
使

新
見
豊
前
守
正
興

四
十
才

同

副
使

村
垣
淡
路
守
範
正

四
十
八
才
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御
目
付

小
栗
豊
後
守
忠
順

三
十
二
才

御
勘
定
組
頭

森
田
岡
太
郎
清
行

四
十
九
才

外
國
組
頭

成
瀬
善
四
郎
正
典

三
十
九
才

同
御
調
役

塚
原
重
五
郎
昌
義

二
十
六
才

御
勘
定
格
御
徒
士
目
付

日
高
圭
三
郎
爲
吉

二
十
七
才

同
断

刑
部
銕
太
郎
政
好

三
十
七
才

御
医
師

宮
崎
立
元
正
義

三
十
四
才

同

村
山
伯
元

濟

三
十
二
才

同

川
崎
道
民

勤

三
十
才

御
小
人
目
付

栗
島
彦
八
郎
主
全

四
十
九
才

御
小
人
目
付

塩
頭
駿
次
郎

三
十
四
才

御
普
請
役

益
沢
彦
次
郎

三
十
二
才

同

辻
弟
五
郎
信
明

三
十
二
才

御
定
役

松
下
三
之
烝
春
房

三
十
歳

同

吉
田
佐
五
六
衛
門
久
通

四
十
歳

同
格
通
弁
方

名
村
吾
八
郎

三
十
四
歳

通
弁
方

立
石
得
十
郎

三
十
二
歳

同

立
石
斧
次
郎
教
之

十
七
歳
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以
上
弐
拾
人

新
見
豊
前
守
内

三
崎
司
義
路

三
十
五
歳

新
井
貫
貞
一

三
十
一
歳

佐
山
八
郎
高
貞

二
十
四
歳

安
田
善
一
郎
爲
政

三
十
七
歳

堀

内
周
吾
朝
治

十
七
歳

柳
川
兼
三
郎
當
朝

二
十
五
歳

荒
木
数
右
衛
門
茂
勝

二
十
七
歳

玉
虫
左
太
夫
誼
茂

三
十
六

歳

日
田
仙
蔵

四
十
四
歳

村
垣
淡
路
守
内

高
橋
森
之
助
恒
春

四
十
五
歳

野
々
村
市
之
進
忠
実

四
十
三
歳

西
井
金
五
郎
長
忠

三
十
五
歳

吉
川
金
次
郎
謹
信

十
六
歳

綾
部
新
五
郎
常
佐

二
十
歳

松
山
吉
次
郎
好
直

五
十
九
歳

福
村
磯
吉
宗
明

四
十
二
歳

谷
文
一
郎
文
一

三
十
五
歳

鈴
木
岩
次
郎
金
命

二
十
三
歳

小
栗
豊
後
守
内

吉
田
好
三
信
義

三
十
五
歳

塚
本
貞
彦
勉

三
十
九
歳

江
幡
祐
造
尚
賢

二
十
九
歳

三
好
権
三
義
路

二
十
四
歳

福

島
恵
三
郎
義
言

十
九
歳

三
村
廣
三
郎
秀
勝

十
七
歳

木
村
鉄
三
敬
直

三
十
一
歳

佐
藤
藤
七
信
有

五
十
四
歳

木

村
浅
蔵
正
義

二
十
六
歳

森
田
岡
太
郎
内

廣
瀬
格
蔵
包
章

五
十
歳

石
川
勘
吉
克
巳

三
十
五
歳

加
納
庄
蔵
定
安

三
十
四
歳

三
浦
藤
蔵
道
賢

三
十
四
歳

五

味
安
郎
右
衛
門
張
元

六
十
一
歳

成
瀬
善
四
郎
内

北
條
源
蔵
煥

三
十
歳

山
田
馬
次
郎
清
村

三
十
歳

平
野
新
蔵

三
十
二
歳
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日
高
圭
三
郎
内

伊
藤
久
三
郎
一
貫

三
十
二
歳

庵
原
熊
蔵
春
孝

二
十
八
歳

塚
原
重
五
郎
内

木
島
八
郎
芳
義

三
十
歳

谷
村
左
右
助
勝
武

二
十
九
歳

刑
部
鉄
太
郎
内

佐
藤
栄
三
政
行

二
十
八
歳

小
池
専
次
郎
光
義

三
十
二
歳

松
本
三
之
丞
内

吉
田
作
五
左
右
衛
門
内

大
浜
玄
之
助
玄

二
十
三
歳

岸
弥
平
重
満

三
十
一
歳

名
村
五
八
郎
内

宮
崎
立
元
内

片
山
友
武
富

二
十
七
歳

斎
藤
吾
一
郎
忠
実

三
十
歳

村
山
伯
元
内

川
崎
道
民
内

大
橋
金
蔵
隆
道

五
十
歳

島
内
栄
之
助
包
孝

二
十
八
歳

栗
原
彦
八
郎
内

塩
澤
彦
次
郎
内

坂
本
東
吉
郎
保
吉

二
十
歳

木
村
傅
之
助
正
盛

二
十
八
歳

益
頭
俊
次
郎
内

辻
芳
五
郎
内

佐
野
定
助
鼎

三
十
歳

中
村
信
五
郎
信
仲

二
十
七
歳

以
上
家
臣
五
十
壱
人

岡
田
平
作
代
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喜
三
郎

三
十
九
歳

素
毛

三
十
二
歳

文
蔵

三
十
五
歳

恒
蔵

三
十
七
歳

半
次
郎

五
十
五
歳

鉄
蔵

二

十
二
歳

上
下
惣
人
数
七
拾
七
人

一
正
月
十
九
日
晴
横
濱
湊
ニ
碇
泊
す
諸
荷
物
取
調

御
賄
所
手
狭
ニ
付
異
人

心
付
棚
ホ
を
拵
呉
候
事
今
四
時
御
賤
と
し
て
神
奈
川

表

酒
井
隠
岐
守
様
赤
松
左
衛
門
尉
様
御
来
舩
夕
方
御
帰
之
事
同
舩
ニ
喜
三
郎
壱
人
便
舩
ニ
而
横
濱
へ
相
越
す
九
ツ
半
時
過
同
人

帰
帆
致
候
今
昼
御
賄
鮭
也
調
物
有
之
候
ニ
付
七
ツ
時

喜
三
郎
文
蔵
横
濱
江
相
越
す
一
泊
す
夕
方
御
普
請
方

御
膳
相
廻
ら
さ
る

故
御
書
付
被
仰
渡
候
夕
飯
干
物
ニ
而
御
賄
差
上
る
終
日
西
風
夜
に
入
大
風
船
中
ニ
而
紙
帳
挑
燈
不
相
成
候
段
被
仰

候
事

一
同
廿
日
夜
明
頃

風
和
く
喜
三
郎
文
蔵
六
ツ
時
過
横
濱

帰
船
終
に
北
風
同
七
ツ
時
異
人
人
数
十
人
ニ
而
始
末
奥
行
之
事
今
朝
迄
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ニ
御
米
都
合
五
俵
相
渡
ノ
事
同
夜
御
目
付
方

火
之
用
心
専
一
ニ
可
守
段
被
仰

候
事

一
同
廿
一
日
晴
雨
不
定
午
後
雪
降
出
し
候
今
日
ド
ン
タ
ク
ニ
付
滞
舩
今
朝
御
賄
昆
布
雑
魚
差
候
八
ツ
時

雪
一
寸
餘
積
り
候
午
後
牛

一
疋
横
濱

積
込
候
昼

御
張
出
し
其
文
面
之
記

日
本
乗
組
人
可
相
守
規
則

第
一

一
舩
将
部
屋
之
外
舩
之
中
段
ニ
而
煙
草
を
免
さ
す

第
二

一
舩
中
ニ
而
紙
帳
挑
燈
を
用
ゆ
べ
か
ら
ず

第
三

一
舩
将
部
屋
之
外
夜
四
ツ
時
限
燈
明
を
消
す
べ
し

第
四

一
煮
焚
所
ハ
夜
五
ツ
時
ニ
仕
舞
へ
し
旦
日
本
煮
焚
所
之
火
ハ
夜
五
ツ
時
ニ
消
す
べ
し

第
五

一
煮
焚
所
之
用
水
ハ
水
置
所

樽
ニ
而
舩
中
壱
人
前
凡
二
升
之
割
ヲ
以
與
ふ
べ
し

第
六欠

）

第
七

一
合
葉
又
ハ
火
器
類
は
日
本
人
に
渡
せ
し
部
ヤ
内
に
置
へ
か
ら
ず
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第
八

一
部
屋
内
に
火
を
免
さ
ず

第
九

一
船
中
火
之
用
心
之
爲
諸
燈
明
を
第
一
ニ
心
付
べ
し

第
十

一
役
人
之
外
船
中
之
士
官
之
部
屋
ニ
来
る
を
免
さ
ず

第
十
一

一
右
之
方
便
所
ハ
第
一
等
役
人
左
之
方
便
所
ハ
第
二
等
役
人
ニ
而
徒
者
共
ニ
船
長
之
方
を
用
ゆ
べ
し

第
十
二

一
船
中
之
者
共

彼
方
水
夫
等
を
云

日
本
人
に
対
し
過
ち
有
之
者
之
時
ハ
通
弁
人

其
段
第
一
等
リ
ウ
テ
ナ
ン
ト
官
ニ
知
ら
す
べ

し右
之
通
舩
将

申
聞
候
間
銘
々
堅
可
相
守
事

一
御
賄
處
火
之
元
御
見
廻
り
御
番
割
廿
一
日

始
而
廿
一
日
御
普
請
役
廿
二
日
御
小
人
目
付
廿
三
日
外
國
方
以
後
右
之
順
ニ
而
御
届

可
申
上
候
事
同
夕
方
異
人
共
舩
中
ニ
而
雪
玉
打
合
戯
れ
候
事
同
夕
釣
瓶
一
ツ
団
扇
六
本
便
舩
ニ
而
届
是
昨
日
文
蔵
調
置
候
分
也

一
同
廿
二
日
晴
天
正
五
ツ
時
横
濱
湊
出
帆
北
風
寒
暖
計
四
十
九
度
四
ツ
時
頃
浦
賀
湊
を
右
之
方
ニ
見
て
走
正
九
ツ
時
頃
右
之
方
ニ
豆

州
大
島
を
見
る
儘
ニ
三
四
里
之
隔
也
左
ニ
房
総
半
島
之
鼻
を
見
過
る
蒸
気
車
之
轟
ニ
而
舩
中
地
震
の
如
し
勿
論
御
賄
諸
道
具
御
臺

所
辺
ニ
積
重
有
之
候
處
異
人

波
高
ニ
及
ひ
損
う
程
も
難
斗
段
申
聞
候
間
不
用
之
物
ハ
夫
々
仕
舞
申
候
御
賄
願
大
根
汁
豆
腐
ニ
切
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鯣
也
大
嶋
沖
辺
ニ
而
漁
四
艘
本
舩
へ
近
寄
て
来
る
又
此
辺
ニ
而
異
舩
弐
艘
見
請
候
寅
卯
之
方
へ
向
て
走
る
同
夜
中
雨
降
出
し
候

一
同
廿
三
日
晴
午
後
雨
降
西
北
風
雨
ニ
及
寅
卯
へ
走
る
昨
正
午

今
正
午
迄
亜
之
百
七
十
八
里
今
朝
最
早
日
本
之
地
方
毫
毛
程
も
不

相
見
候
惟
四
面
洲
芒
た
る
太
洋
の
ミ
也
八
ツ
時

風
相
増
波
天
を
蹴
る
一
同
無
食
ニ
而
済
候
外
な
く
無
事
な
る
ハ
半
次
郎
一
人
也

昼
頃

弥
助
引
籠
候
今
日
四
百
三
十
馬
力
夜
五
ツ
時

雨
降
出
ス
大
荒
ニ
而
折
々
舩
中
江
浪
を
打
上
候
臺
所
薪
抔
流
失
致
候
事

一
同
廿
四
日
晴
陰
不
定

方
位

寅
卯
明
頃
霰
降
出
し
大
波
ニ
而
舩
を
動
し
部
屋
々
々
之
棚
之
物
皆
落
候
程
之
事
正
午
迄
弐
百
三
里

走
る
三
百
九
十
馬
力
寒
暖
計
五
十
度
部
屋
々
々
江
半
次
郎
壱
人
ニ
而
粥
抔
焚
差
上
る
今
昼
時
牛
一
匹
打
殺
し
候
八
ツ
時
大
鳩
之
位

之
水
鳥
一
羽
舩
中
ニ
而
異
人
生
捕
候
事

一
同
廿
五
日
晴
半
陰
北
風
後
に
雨
降
出

方
位

寅
卯
江
走
る
正
午
迄
二
百
四
里
四
百
三
十
馬
力
寒
暖
計
五
十
度
也

一
同
廿
六
日
晴
東
風
ニ
而

方
位

寅
卯
之
方
ニ
向
ふ
正
午
迄
二
百
廿
五
里
五
百
三
十
九
馬
力
寒
暖
計
五
十
二
度
也

一
同
廿
七
日
晴
南
風
正
午
迄
百
九
十
里
寒
暖
五
十
六
度
夜
ニ
及
大
風
雨

方
位

東
北
夜
中
大
荒
ニ
而
本
舩
数
ケ
處
損
し
候
バ
ッ

テ
ィ
ー
ラ
一
艘
流
損
す
舩
将
二
十
年
来
航
海
を
な
す
と
い
へ
共
斯
る
難
風
ニ
逢
し
事
初
而
の
由
今
一
際
強
き
時
ハ
帆
柱
を
下
け
一

同
舩
底
ニ
入
天
の
助
け
を
待
の
外
無
之
と
翌
朝
申
出
候
趣
ニ
而
馬
力
不
詳
無
事
な
る
ハ
半
次
郎
外
一
人
も
無
之
皆
部
屋
ニ
而
祈
念

の
ミ
也

一
同
廿
八
日
晴
朝
南
風
午
後
西
風
正
午
迄
百
五
十
四
里

方
位

寅
卯
寒
暖
計
五
十
六
度
三
百
三
十
馬
力
今
日
も
相
応
ニ
浪
高
く

皆
々
不
快
也

一
同
廿
九
日
晴
陰
不
定
正
午
迄
二
百
八
里

方
位

東
北
也
五
百
三
十
八
馬
力
寒
暖
五
十
六
度
今
日
迄
千
四
百
二
里
走
る

一
晦
日
陰
北
風
又
東
風
ニ
成

方
位

東
北
逆
風
正
午
迄
百
八
拾
里
寒
暖
五
十
五
度
馬
力
不
詳

一
二
月
朔
日
朝
陰
西
風
正
午
迄
百
六
十
五
里

方
位

東
西
四
ツ
時

大
風
雨
ニ
及
ひ
五
百
廿
八
馬
力
寒
暖
五
十
四
度
今
日
ハ
亜
國
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之
始
祖
ワ
シ
ン
ト
ン
降
誕
日
ニ
付
舩
中
異
人
祝
砲
色
々
と
料
理
致
候
事

一
同
二
日
朝
風
雨
正
午
迄
二
百
二
十
里
寒
暖
四
十
八
度
也

方
位

東
北
夕
六
ツ
半
線
を
行
過
る

一
同
三
日
晴
西
北
風

方
位

東
正
午
迄
弐
百
二
十
里
今
昼
時

朔
日
之
誕
生
日
雨
天
ニ
付
祝
砲
二
十
一
発
大
砲
也
今
十
二
時
東
西

半
球
夜
ニ
入
雨
降
出
し
候
事

一
同
四
日
朝
晴
正
午
迄
二
百
四
里

方
位

寅
卯
乾
風
ニ
而
寒
暖
五
十
五
度
也

一
同
五
日
朝
晴
正
午
迄
二
百
里

方
位

寅
卯
風
乾
ニ
而
寒
暖
五
十
五
度
也

一
同
六
日
晴

方
位

寅
卯
東
風
正
午
迄
百
八
十
里
夜
四
ツ
時

烈
風
ニ
及
ふ

一
同
七
日
晴
東
北
風

方
位

寅
之
方
正
午
迄
百
六
十
三
里
寒
暖
五
十
五
度
也

一
同
八
日
朝
陰
正
午
迄
二
百
九
里

方
位

寅
卯
今
五
ツ
時

転
揖
致
し
サ
ン
ト
ウ
井
ス
方
江
向
て
航
す
其
故
ハ
日
頃
逆
風
旦
ハ
去

廿
七
日
夜
暴
風
ニ
而
舩
中
一
同
瘴
癘

薪
水
石
炭
ホ
闕
亡
ニ
相
成
候
故
也
全
千
里
餘
之
費
也
寒
暖
五
十
九
度
也

一
同
九
日
朝
陰
西
東
風
正
午
迄
百
七
十
二
里

方
位

辰
巳
昨
夜
中

暖
氣
ニ
覚
ヘ
候
昼
頃
六
十
五
度
也
一
昨
日

逆
風
勝
ニ
而
追

風
無
之
候
素
毛
今
日
ニ
而
二
日
半
引
込
候

一
同
十
日
朝
雨
降
出
し
昼
頃

晴
東
風
正
午
迄
百
五
十
二
里

方
位

辰
巳
寒
暖
六
十
五
度
也

一
同
十
一
日
朝
曇
東
風

方
位

巳
之
方
正
午
迄
百
十
里
南
風
寒
暖
七
十
度
也

一
同
十
二
日
東
風
烈
し
く
半
陰
正
午
迄
百
五
十
八
里

方
位

巳
之
方
寒
暖
七
十
二
度
也

一
同
十
三
日
晴
東
風

方
位

巳
之
方
正
午
迄
百
七
十
里
終
日
風
強
く
逆
風
午
後
時
頃
之
季
候
江
戸
之
四
月
中
旬
頃
と
同
断
也
寒
暖

七
十
五
度
也

一
同
十
四
日
晴
東
風
正
午
迄
百
五
十
一
里

方
位

寅
卯
今
朝
七
ツ
時

舩
之
左
之
方
に
當
り
サ
ン
ト
ウ
井
ス
之
地
方
山
々
見
ゆ
る

52

立
川
章
次

安
政
年
間

亜
墨
利
加
紀
行

乾



弥
以
六
ツ
半
時
彼
島
よ
り
爲
案
内
小
舩
二
艘
ニ
而
乗
組
四
五
人
本
舩
に
着
上
す
早
朝
よ
り
一
統
蘇
生
之
心
地
ニ
而
髪
月
代
閑
致
候

事
尤
山
之
形
異
風
ニ
而
樹
木
少
し
段
々
山
々
近
寄
島
に
つ
き
異
人
共
一
統
舩
具
帆
縄
ホ
迄
取
片
付
繁
茂
之
事
ニ
候
夜
明
頃
よ
り
日

の
丸

米
里
堅
之
両
旗
を
揚
候
扨
弥
以
湊
口
相
見
之
候
異
舩
大
小
凡
四
五
十
艘
泊
舩
す
市
中
之
家
造
り
是
又
異
風
浪
戸
場
ニ
は
貴

賤
老
若
見
物
之
者
衣
服
色
々
ニ
而
花
野
之
如
く
見
ゆ
る
川
岸
よ
り
に
一
町
も
隔
て
碇
を
卸
す
夫
よ
り
彼
島
之
役
人
来
る
舩
将
ニ
談

し
帰
る
八
ツ
時
バ
ッ
テ
ィ
ラ
ニ
而
正
使
御
始
一
統
上
陸
す
兼
而
通
し
有
之
ニ
付
車
数
挺
之
連
馬
ニ
而
引
御
徒
者
方
我
ホ
ニ
而
四
五

人
宛
荷
物
之
上
抔
に
来
旅
館
迄
凡
十
二
三
町
程
も
有
之
市
中
見
物
之
者
群
集
す

一
大
日
本
國
横
濱
よ
り
當
國
迄
亜
数
七
千
〇
九
拾
一
里
朝
数
に
し
て
二
千
〇
四
拾
五
里
也
寒
暖
七
十
四
度
旅
館
は
右
之
方
也
門
前
に

高
く
板
額
有
之
亭
主
之
名
を
「
ヒ
ュ
ク
サ
ン
」
と
云
國
主
の
名
「
サ
メ
ハ
メ
ハ
」
と
云

ホ
ノ
ロ
ロ
府
住
居
ス

年
齢
ハ
欠
諸
島

之
政
令
を
受
く
寒
暖
昨
同
断
今
日
御
賜
物
海
魚
野
菜
菜
木
爪
大
角
豆
ホ
調
相
用
候
西
爪
も
有
之
味
本
朝
之
通
な
り

一
同
十
五
日
戊
朝
曇
雨
降
出
し
日
本
五
月
雨
の
如
し
折
々
大
雨
降
る
今
日
薩
摩
芋
夫
々
に
相
調
候
壱
貫
目
に
付
価
コ
ウ
ト
ロ
也
昼
時

よ
り
當
時
之
島
主
江
謁
見
に
御
越
し
候
皆
車
ニ
而
候
七
ツ
時
に
御
帰
館
後
本
國
王

う
ぐ
ひ
の
如
き
長
サ
二
尺
程
之
大
魚
二
尾
献

上
す
直
に
料
理
被
仰
付
候
事
一
同
休
息
入
湯
す
水
の
如
く
の
湯
也
夜
中
時
々
に
半
鐘
を
撞
聲
を
揚
る
是
ハ
非
常
を
戒
る
の
爲
な
り

と
扨
高
楼
よ
り
見
渡
す
に
左
ハ
山
岳
な
り
去
な
か
ら
禿
山
に
て
樹
木
ハ
稀
也
寒
暖
七
十
三
度
な
り

一
同
十
六
日
晴
雨
幾
度
も
変
す
扨
箱
館
航
海
便
り
有
之
趣
ニ
付
夫
々
宅
状
可
致
様
被
仰

候
間
連
名
ニ
而
壱
封
相
認
相
願
候
事
昼
後

に
弟
波
丹
之
コ
ム
ド
ー
ル
當
處
出
張
之
コ
ン
シ
ュ
ル
其
外
之
士
館
ニ
来
り
候
昼
後
よ
り
村
垣
様
小
栗
様
成
瀬
様
塚
原
様
市
中
御
遊

歩
今
夕
日
本
人
上
陸
す
新
文
書
大
判
物

上
致
候
事

一
同
十
七
日
晴
陰
定
ら
す
四
時
よ
り
御
正
使
御
始
當
地
之
王
之
叔
父
ミ
ニ
ス
ト
ル
之
館
に
御
出
車
有
之
半
時
過
に
御
帰
館
之
事
寒
暖

七
十
五
度
也
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一
同
十
八
日
朝
晴
十
時
ニ
本
舩
コ
ム
ト
ー
ル
上
陸
ニ
而
御
正
使
御
同
伴
ニ
而
国
王
之
居
住
處
住
處
江
御
出
車
時
ニ
雨
降
虹
時
々
ニ
立

候
寒
暖
七
十
五
度
也

一
同
十
九
日
晴
弥
以
今
日
御
乗
込
之
段
相
立
候
ニ
付
早
朝

荷
物
取
調
旁
以
繁
用
之
事
尤
御
賄
具
一
處
に
乗
出
し
弥
助
先
ニ
相
越
候

塚
原
様
御
預
之
徳
利
五
本
渡
場
ニ
而
異
人
共
盗
取
此
段
御
乗
込
之
上
御
届
申
上
候
事
十
二
時

御
正
使
御
始
御
一
統
川
岸
迄
御
車

夫

小
舩
ニ
而
御
乗
込
ニ
相
成
夕
飯

御
賄
相
勤
候
寒
暖
七
十
四
度
也

一
同
廿
日

一
同
廿
一
日
朝
晴
今
日
も
滞
碇
九
ツ
時
沖
合
ニ
英
舩
二
艘
見
ゆ
る
七
ツ
時
蘭
舩
二
艘
此
湊
入
津
す
今
日
別
而
暑
し
寒
暖
六
十
七
度

一
同
廿
二
日
朝
晴
午
後
陰
寒
暖
七
十
六
度
也
折
々
雨
降
出
る
今
日
も
島
主
之
使
折
々
通
舩
有
之
候
事

一
同
廿
三
日
半
陰
半
晴
今
朝

石
炭

薪
水
数
舩
ニ
而
積
入
候
事
夜
五
ツ
時
ニ
漸
仕
舞
候
事
寒
暖
七
十
六
度
也

一
同
廿
四
日
朝
雨
降
正
午
時

御
用
ニ
付
日
高
様
御
用
弁
名
村
様
御
家
来
御
上
陸
七
ツ
時
に
御
帰
舩
之
事
寒
暖
七
十
三
度
也

一
同
廿
五
日
朝
正
四
ツ
時

入
湯
之
爲
一
統
上
陸
御
免
ニ
付
先
達
中
之
旅
館
ニ
行
入
湯
又
洗
濯
物
ホ
致
し
夕
方
本
舩
江
帰
候
寒
暖
昨

同
断

一
同
廿
六
日
朝
晴
正
九
ツ
時
ニ
島
王
御
暇
乞
之
爲
弟
波
丹
に
来
る
尤
外
ニ
士
官
或
ハ
婦
人
小
童
迄
群
来
り
て
終
日
舩
中
賑
敷
事
正
午

時
本
舩
ニ
而
祝
砲
廿
一
発
す
寒
暖
七
十
六
度
也

一
同
廿
七
日
晴
今
朝
之
御
賄
汁
也
御
昼
ハ
菜
ニ
鶏
卵
之
つ
ゆ
な
り
弥
以
今
日
ハ
出
帆
ニ
付
島
役
人
大
勢
爲
御
暇
乞
本
舩
江
相
越
し
候

今
日
國
王

新
文
紙
大
判
粟
献
し
候
事
正
八
時
當
湊
解

東
北
ニ
向
て
航
す
勿
論
四
五
里
之
内
ハ
山
を
左
に
見
て
走
り
候
寒
暖
七

十
六
度
也

一
同
廿
八
日
朝
陰
正
午
迄
百
里

方
位

東
北
西
風
也
寒
暖
六
十
八
度
當
港

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
迄
凡
弐
千
二
百
里
有
之
相
当
趣
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之
事

一
同
廿
九
日
朝
陰
正
午
迄
百
廿
八
里

方
位

東
北
風
也
今
昼
時
舩
中
一
同
調
練
す
寒
暖
昨
同
断

一
三
月
巳
朔
日
朝
晴
東
風
正
午
迄
百
四
十
六
里

方
位

東
北
寒
暖
七
十
二
度
也

一
同
二
日
晴
東
風
正
午
迄
百
六
十
六
里

方
位

東
北
寒
暖
六
十
九
度
也

一
同
三
日
朝
晴
當
賀
弥
助

弥
助
乗
組
名
前
無
之
如
何

終
日
不
快
ニ
而
引
籠
る
今
日
ハ
「
サ
ン
ト
ー
井
ス
」
出
帆
よ
り
初
而
追
風

西
北
に
て
正
午
迄
弐
百
拾
里
走
り
候
事

方
位

東
北
寒
暖
六
十
六
度
也
午
後

帆
不
残
揚
け
候
今
四
ツ
時

ゴ
ー
レ
イ
官
始
メ

マ
ド
ロ
ス
に
至
迄
鎗
鉄
砲
ニ
而
大
調
練
有
之
候
八
ツ
時
に
終
ル
実
に
見
事
也
八
ツ
時

少
々
雨
降
出
る
弥
助
一
句
あ
り
「
雛
な
ら

て
棚
に
並
ふ
や
舩
の
中
」
と
申
捨
に
御
役
々
様
も
御
詩
作
和
歌
ホ
有
之
候

一
同
四
日
晴
雨
北
風
正
午
迄
弐
百
四
十
八
里
寒
暖
五
十
九
度
也

一
同
六
日
朝
曇
西
北
風

方
位

東
北
正
午
迄
弐
百
拾
一
里
寒
暖
六
十
四
度
也
今
日
残
り
物
御
改
ニ
付

書
上
覚

白
米

三
十
七
俵

味
噌

五
樽

醤
油

十
三
樽

澤

漬

十
一
樽

梅
干

九
樽

〆
五
品
改

同
夜
ニ
入
小
雨
降
出

し
候
事

一
同
七
日
晴
南
風
正
午
迄
弐
百
六
十
三
里

方
位

寅
夕
方
小
雨
降
る
寒
暖
六
十
三
度
也

一
同
八
日
晴
今
七
ツ
時
前
頃
に
北
海
之
方
日
之
如
く
一
圓
に
赤
き
事
極
星
之
理
か
と
一
統
不
思
議
ニ
思
え
り
明
る
に
隋
ひ
薄
く
消
る

正
午
迄
弐
百
七
十
里

方
位

寅
寒
暖
六
十
度
也

一
同
九
日
晴
東
北
風
正
午
迄
百
五
十
里
今
朝
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
之
近
山
連
々
と
し
て
見
ゆ
る
八
ツ
時
彼
湊
口
に
懸
る
舩

右
之
方

ニ
見
ゆ
る
則
市
中
を
見
渡
す
繁
花
之
湊
ニ
而
数
舩
碇
を
下
し
居
市
中
地
面
之
高
低
有
山
上
に
至
る
迄
町
続
に
て
臺
場
も
見
事
也
湊
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入
當
處
海
内
東
ニ
向
え
り
夫
よ
り
即
時
に
小
舩
ニ
而
此
地
之
士
官
乗
来
り
二
月
廿
五
日
ニ
勧
臨
丸
着
岸
致
候
段
言
上
す
旦
當
時

メ
ー
ル
ス
島
に
て
造
作
中
之
由
依
之
直
様
弟
波
丹
メ
ー
ル
ス
に
趣
候
此
川
尤
三
拾
里
に
て
川
幅
弐
三
町

又
ハ
拾
丁
餘
も
有
之
又

ハ
牛
馬
も
放
し
有
之
樹
木
の
様
子
迄
絶
景
也
右
メ
ー
ル
ス
迄
之
間
に
川
有
り
て
蒸
気
舩
其
外
小
舩
数
艘
見
受
候
七
ツ
半
時
メ
ー
ル

ア
イ
ラ
ン
ト
申
處
之
方
江
着
す
川
岸
ハ
長
六
尺

壱
丈
ニ
及
幅
二
尺
位
之
切
石
ニ
而
畳
メ
リ
本
舩
直
着
也
御
舩
ハ
弟
波
丹

三
十

間
程
川
上
に
着
せ
り
御
舩
之
義
ハ
正
月
十
九
日
浦
賀
出
帆
舩
将
始
乗
合
総
人
数
七
拾
六
人
内
異
人
十
三
人
有
之
趣
ニ
候
正
月
廿
七

日
夜
之
大
風
に
御
舩
数
ケ
處
損
亡
し
乗
組
壱
人
病
死
之
由
承
り
候
寒
暖
六
十
度
半
川
向
之
方
ニ
人
家
四
五
十
軒
程
見
ゆ
る
着
し
候

方
ハ
造
作
小
屋
其
外
漸
々
に
拾
軒
程
に
及
へ
り
本
舩

桟
橋
二
ケ
處
を
差
渡
し
上
陸
通
用
す
夜
中
本
舩
之
士
砲
持
弐
人
ニ
而
警
固

す
一
同
十
日
朝
陰
四
ツ
時
木
村
摂
津
守
様
佐
々
倉
様
勝
麟
太
郎
様
本
舩
江
御
来
入
ニ
而
暫
時
之
程
御
咄
し
被
遊
御
帰
宿
昼
後

成
瀬
日

高
辻
塩
澤
右
の
四
君
木
村
公
之
旅
館
に
御
泊
之
事
今
朝

終
日
小
車
ニ
而
石
炭
積
込
候
事
同
夕
方
長
四
尺
程
之
鮫
一
本
異
人

献

上
ニ
付
夜
飯
に
焼
御
一
統
江
差
上
る
此
残
ハ
森
田
様
江
御
召
ニ
相
成
候
寒
暖
六
十
度
也

一
同
十
一
日
朝
曇
正
七
ツ
時

起
御
弁
當
用
意
被
仰
付
候
今
正
九
ツ
時

御
三
公
御
始
森
田
様
成
瀬
様
御
始
其
外
御
役
之
都
合
御
上

下
欠
人
様
ニ
而
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
江
御
下
舩
ニ
付
御
賄
方
ハ
恒
蔵
文
蔵
鉄
蔵
三
人
茶
碗
之
類
味
噌
沢
庵
醤
油
ホ
持
参
〇
七
ト
ル

半
喜
三
郎

文
蔵
江
相
渡
遣
候
御
迎
舩
ハ
昨
日
彼
地

参
本
舩
之
川
下
に
着
す
蒸
気
舩
ハ
美
を
尽
せ
り
凡
二
千
石
積
御
乗
込
之
時

本
舩
ニ
而
楽
を
奏
し
出
帆
之
時
祝
砲
を
発
す
近
岸
ニ
有
之
候
舩
館
ニ
而
も
同
発
す
當
處
之
コ
ム
ト
ー
ル
職
本
舩
之
筒
先
通
行
之
時

発
し
候
所
火
気
ニ
而
少
し
致
怪
我
候
由
之
事
御
残
り
之
分
本
ノ
マ
マ

弐
拾
余
之
御
賄
ニ
懸
る
今
昼
時
大
煙
出
し
候
中
筒
修
覆
之
爲
大
綱
ニ
而

引
揚
川
岸
江
釣
渡
す
石
炭
昨
同
断
積
込
候
夕
方
よ
り
雨
降
出
し
候

一
同
十
二
日
陰
今
日
舩
ド
ン
タ
ク
今
昼
時
長
サ
二
尺
五
寸
位
之
大
鮭
一
尾
異
人
よ
り
献
上
す
仰
ニ
隋
ひ
御
三
公
様

刺
身
御
弐
十
人
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様
分
雉
子
焼
ニ
致
し
差
上
る
御
賄
方
ハ
切
干
の
ミ
也
今
七
ツ
時
御
徒
士
方
迄
廿
六
人
便
舩
ニ
而
御
帰
恒
蔵

鉄
蔵
肴
買
調
帰
候
事

文
蔵
壱
人
彼
地
ニ
相
残
候
同
夕
御
舩
勧
臨
丸
ニ
湯
出
来
ニ
付
相
伴
ニ
罷
越
候
事
今
日
も
折
々
雨
降
出
し
候
寒
暖
六
十
度
也

一
同
十
三
日
朝
曇
今
四
ツ
時

森
田
様
御
始
御
役
々
様
方
御
残
り
之
人
数
三
十
人
様
な
り
今
日
も
終
日
石
炭
積
込
候
夕
方
大
雨
降
出

暮
頃
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

御
三
公
御
始
御
役
々
様
御
帰
舩
尤
恒
蔵
鉄
蔵
一
所
ニ
帰
る
豆
腐
油
揚
海
魚
ホ
調
来
候
ニ
付
直
ニ
夕
飯

焚
彼
魚
ニ
而
御
帰
り
之
方
々
江
差
上
候
鉄
蔵
帰
り
直
ニ
不
快
ニ
付
引
籠
候
今
昼
時
當
所
之
異
人

大
鮫
半
分
献
上
す
寒
暖
計
五
十

九
度
也

一
同
十
四
日
晴
今
日
森
田
様
ニ
而
四
人
塚
原
様
ニ
而
三
人
其
外
松
本
様
立
石
様
ニ
而
三
人
メ
拾
人
様
御
賄
方
弥
助
壱
人
〇
五
ド
ル
喜

三
郎

請
取
醤
油
樽
沢
庵
漬
十
本
持
参
正
午
時
乗
込
蒸
気
車
之
士
官
始
異
人
凡
弐
十
人
程
也
夫

早
行
す
此
川
中
程
ニ
而
當
國
之

大
舩
ニ
行
違
ひ
舩
将
同
士
出
て
遠
礼
致
し
候
八
ツ
時
頃
湊
口
に
至
り
當
處
之
臺
場
凡
壱
里
丸
位
之
岩
山
ニ
而
右
之
方
ニ
見
へ
た
り

（
景
）

気
色
佳
な
り
八
ツ
半
時
湊
に
入
碇
泊
す
則
右
之
方
江
着
す
諸
國
之
舩
凡
百
艘
程
も
懸
り
川
岸
迄
に
半
里
隔
て
一
統
小
舩
ニ
而
上
陸

す

今
日
之
川
蒸
気
舩
正
面
略
図

長
サ
式
拾
間
位

幅
四
間
位

車
覆
出
五
尺
余

小
舩
を
六
艘
釣
た
り
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湊
之
川
岸
ヨ
リ
兼
而
迎
之
車
数
馬
参
り
居
候
上
下
共
乗
市
中
凡
八
町
程
山
手
ニ
入
旅
宿
處
は
右
之
方
ニ
而
町
名
「
チ
ョ
キ
ソ
ン

ス
ー
リ
」
と
云
「
名
を
ホ
テ
ル
イ
ン
テ
ル
ナ
シ
ヨ
ナ
ル
」
と
云
此
處
之
家
数
一
萬
八
千
餘
戸
人
口
男
女
十
萬
餘
人
其
内
に
唐
人

男
千
五
百
人
女
五
百
人
程
也
家
ハ
五
階
造
之
大
家
也
間
数
も
百
三
十
八
有
之
家
内
之
人
数
欠
人
と
申
事
ニ
候
扨
今
日
旅
窓
前
江

下
車
之
時
飯
野
氏
の
刀
鞘
走
り
候
而
馬
方
之
童
子
此
刀
を
握
り
指
先
少
々
斬
候
様
子
之
事
御
賄
之
義
ハ
先
賄
ニ
付
御
菜
一
種
伊

勢
屋

別
段
可
差
上
様
御
定
役

被
仰
渡
候
ニ
付
左
様
取
計
候
事
猶
今
日
諸
向
様
當
宿
御
出
立
御
帰
舩
之
趣
行
違
ニ
相
成
候
八

ツ
時

諸
向
様
市
中
御
見
物
ニ
御
越
ニ
付
拙
文
蔵
と
両
人
ニ
而
近
町
見
物
す
唐
人
酒
店
江
参
り
居
其
外
支
那
人
男
女
共
余
程
見

請
七
ツ
半
時
御
一
統
御
帰
宿
直
ニ
食
事
場
処
壱
番
下
ニ
而
川
口
よ
り
右
之
方
曲
縁
六
行
ニ
而
並
数
百
三
十
餘
有
之
此
席
幅
六
間

程
長
サ
八
間
餘
程
ハ
無
之
実
以
見
事
也
料
理
数
々
酒
も
三
色
程
出
候
御
上
に
ハ
別
席
也
當
今
夕
方
文
蔵
が
申
や
う
ハ
昨
日
迄
之
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御
賄
菜
料
不
足
ニ
付
御
定
役

御
医
師
御
普
請
方
ホ
ニ
時
借
り
有
之
趣
申
立
候
間
喜
三
郎

請
取
参
り
候
五
ド
ロ
之
内
三
ド
ロ

半
相
渡
則
返
上
相
済
申
候
拙
者
之
部
屋
ハ
四
階
目
奥
口

右
之
二
番
目
也

扨
今
日
當
湊
御
出
立
之
御
方
々
夜
五
ツ
時
弟
波
丹
江
御
帰
之
趣
帰
り
後
承
候
寒
暖
六
十
弐
度
也

一
同
十
五
日
朝
曇
六
ツ
半
時
頃
宿
處

壱
町
半
程
隔
し
横
町

出
火
有
之
趣
ニ
而
半
鐘
を
撞
搔
き
候
ニ
付
弥
助
市
中
行
之
序
ニ
近
隣

迄
相
越
見
物
す
諸
町
火
消
道
具
を
馬
車
ニ
積
甲
笠
を
被
鳴
物
金
銀
之
籏
印
を
立
十
方

馳
集
り
速
ニ
華
筒

水
を
出
し
忽
ち
消
す

59

苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要

第
六
号

二
〇
〇
一
年
九
月



壱
軒
内
之
家
財
焼
天
井
焼
抜
両
壁
ハ
例
之
焼
焦
積
立
ニ
付
別
条
無
之
様
子
今
朝
御
賄
油
揚
之
つ
ゆ
差
上
る
支
那
人
店
ニ
而
相
調
候

を
見
る
に
二
寸
ニ
三
寸
位
厚
七
八
分
も
有
之
味
日
本
之
通
り
豆
腐
ハ
絹
漉
ニ
而
白
キ
事
雪
の
如
く
厚
サ
三
寸
程
を
径
し
六
七
寸
四

方
ニ
及
ヘ
リ
正
五
ツ
時
諸
向
様
市
中
御
見
物
ニ
御
越
被
遊
候
事
今
朝
文
蔵
江
一
ト
ロ
相
渡
す
昨
日
分
共
〆
三
ト
ロ
半
相
渡
當
宿
處

ニ
御
舩
之
勝
麟
太
郎
様
佐
々
倉
様
松
岡
様
萬
次
郎
様
外
ニ
御
家
来
三
人
同
宿
被
成
候
事
昼
時
ニ
雨
降
出
し
直
ニ
止
ム
今
九
ツ
時
御

出
立
之
旨
被
仰
出
候
得
共
雨
天
ニ
付
御
延
引
今
昼
御
賄
菜
湯
豆
腐
差
上
る
昼
後
雨
中
文
蔵
同
道
ニ
而
二
町
程
行
八
百
屋
江
相
越
唐

の
廿
十
一
ト
ロ
分
相
調
御
夜
飯
御
菜
に
差
上
る
七
ツ
時
過
頃
成
瀬
様
御
始
御
残
り
之
御
方
ニ
御
来
舩
同
夜
近
町
ニ
芝
居

大
男
之

見
せ
物
有
之
ニ
付
各
様
御
見
物
ニ
御
越
我
ホ
文
蔵
居
残
り
候
事
本
舩
ハ
今
日
も
石
炭
を
積
込
候
事
寒
暖
五
十
七
度
也

一
同
十
六
日
晴
今
朝
御
賄
菜
油
揚
ニ
葱
昼
飯
ハ
海
魚
也
今
昼

御
帰
舩
之
趣
被
仰
渡
夫

御
荷
物
夫
々
車
ニ
而
川
岸
江
相
廻
し
候
塚

原
様
御
先
ニ
御
乗
込
被
遊
候
今
十
一
時
弟
波
丹

御
出
帆
之
趣
ニ
而
御
残
り
之
諸
向
様
夕
方

御
到
着
被
遊
候
事
今
正
八
ツ
時
於

臺
所
文
蔵
酔
狂
之
上
異
人
と
及

論
彼
異
人
ハ
懐
中

鉄
砲
を
出
し
文
蔵
ハ
脇
指
を
抜
ん
と
致
候
故
多
く
の
異
人
共
取
揚
夫

塚

原
様
御
始
御
役
々
様
御
立
合
御
下
緒
ニ
而
御
戒
之
上
彼
部
屋
江
異
人
共
釣
り
揚
け
本
性
ニ
相
成
候
迄
御
番
弐
人
被
附
置
弥
助
に
心

附
可
致
様
被
仰
渡
候
事
此
争
ひ
中
ニ
は
弥
助
ハ
他
行
ニ
而
不
居
会
間
も
な
く
帰
宅
驚
入
候
事
夫

七
ツ
時
ニ
諸
向
様
車
ニ
而
御
出

立
弥
助
も
文
蔵
ニ
附
添
歩
く
然
ル
處
便
舩
無
之
ニ
付
川
岸
ニ
夕
暮
迄
相
待
候
處
則
弟
波
丹

迎
舩
来
る
ニ
付
御
上
下
〆
拾
弐
人
帰

舩
之
事
右
本
舩
ハ
今
八
ツ
時
ニ
メ
ー
ル
ス
出
帆
七
ツ
時
過
當
湊
着
川
岸

三
町
程
沖
ニ
碇
泊
す

一
同
十
七
日
晴
今
五
ツ
時
御
一
統
御
乗
込
旦
今
朝
弟
波
丹
コ
ム
ー
ル
士
官
三
人
別
舩
ニ
而
バ
ナ
マ
表
江
航
す
是
ハ
先
着
し
て
バ
ナ
マ

ニ
而
蒸
気
車
其
外
手
當
之
爲
な
り
寒
暖
五
十
四
度
也

一
同
十
八
日
晴
七
ツ
半
時
頃
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
出
帆
之
時
當
所
之
臺
場
ニ
而
祝
砲
す
二
十
一
発
本
舩
ニ
而
も
同
断
発
す
湊
口
を
放

れ
転
揖
辰
巳
ニ
向
っ
て
航
す
西
風
な
り
寒
暖
五
十
六
度
也

60

立
川
章
次

安
政
年
間

亜
墨
利
加
紀
行

乾



一
同
十
九
日
朝
曇

方
位

辰
巳
之
方
西
風
正
午
迄
百
十
七
里
寒
暖
六
十
三
度
な
り
今
七

ツ
時
三
日
目
ニ
付
文
蔵
事
御
免
ニ
相
成
候
事

一
同
廿
日
晴

方
位

巳
西
風
ニ
而
正
午
迄
弐
百
五
十
里
今
昼
時
鮫
片
身

鮭
献
上
ニ
付

御
一
統
江
差
上
候
事
今
日
寒
暖
計
昨
同
断

一
同
廿
一
日
朝
晴
西
北
風

方
位

巳
之
方
正
午
迄
弐
百
四
十
里
寒
暖
六
十
四
度
也

一
同
廿
二
日
晴
北
風

方
位

巳
之
方
正
午
迄
ニ
百
十
里
寒
暖
六
十
六
度
也

一
同
廿
三
日
朝
晴

方
位

巳
之
方
今
昼
時
水
夫
ニ
至
迄
戦
争
調
練
舩
中
賑
敷
事
正
午
迄

二
百
十
一
里
寒
暖
七
十
四
度
也

一
同
廿
四
日
晴
西
北
風

方
位

巳
之
方
正
午
迄
二
百
二
里
也
寒
暖
七
十
五
度
也

一
同
廿
五
日
晴
東
風

方
位

卯
之
方
今
三
時
頃
舩
之
左
右
江
壱
丁
程
隔
る
「
ホ
ー
ク
ス

と
云
長
サ
七
八
尺
も
有
之
魚
数
多
浮
遊
す
大
き
さ
ハ
三
間
位
も
可
有
之
成
又
飛
魚
も
二

三
十
宛
連
尾
す
是

十
間
位
も
隔
て
見
ゆ
る
又
六
ツ
半
頃
よ
り
右
之
方
巳
に
當
る
「
ソ

コ
ラ
と
云
島
地
三
ツ
見
ゆ
る
此
島
迄
海
上
十
二
三
里
も
可
有
之
哉
今
昼
羊
大
キ
な
る
を

一
疋
殺
し
料
理
す
今
昼
時
御
定
役
方

向
後
醤
油
之
儀
多
く
不
遣
殊
大
切
之
段
被
仰
渡

候
事
同
夕
方
船
尻
に
於
て
小
雁
な
と
の
水
鳥
一
羽
水
夫
殺
す
同
夜
鳳
鳥
の
羽
異
人

献

上
致
候
趣
之
事
寒
暖
八
十
二
度
な
り

一
同
廿
六
日
晴

方
位

卯
辰
海
上
如
川
正
午
迄
二
百
十
三
里
今
日
も
昨
同
断
ホ
ー
ク
ス

魚
左
右
ニ
浮
け
り
今
昼
時
々
舩
中
之
異
人
一
統
更
衣
白
地
之
服
に
改
む
夫

講
釈
有
之
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候
同
夕
昨
日
通
の
水
鳥
舩
先
に
生
捕
此
足
に
壱
丈
程
の
縄
を
つ
け
放
シ
遣
し
候
事
尤
暮
際
迄
帆
柱
之
辺
を
立
廻
る
今
日
別
而
強
暑

寒
暖
八
十
五
度
也

一
同
廿
七
日
晴

方
位

卯
辰
正
午
迄
二
百
四
里
今
昼
時
舩
之
辺
江
ホ
ー
ク
ス
浮
遊
す
寒
暖
八
十
七
度
也
同
夜
五
ツ
時
頃
北
極
星
を

実
ニ
低
地
ニ
見
た
り

一
同
廿
八
日
晴
西
風

方
位

卯
辰
之
間
に
向
ふ
正
午
迄
二
百
三
十
里
此
辺
ニ
島
見
ゆ
る
四
季
青
葉
と
い
へ
り
今
夕
方
も
水
鳥
三
羽

迄
生
捕
舩
中
ニ
而
水
夫
戯

す
寒
暖
計
八
十
八
度
な
り

一
同
廿
九
日
晴
南
風

方
位

東
ノ
方
卯
辰
ニ
向
ふ
正
午
迄
二
百
十
五
里
今
昼
時
庵
原
生
と
鉄
蔵
口
論
致
候
事
別
而
強
暑
八
十
九
度

也
今
夕
方
巳
午
之
間
に
當
て
稲
光
甚
し
夜
に
入
寅
の
方
ニ
而
も
光
る
又
雷
鳴
も
有
り

一
晦
日
晴
南
風
正
午
迄
二
百
十
五
里

方
位

東
今
午
ノ
刻
弟
波
丹
日
輪
之
直
下
に
有
斗
四
度
下
る
八
十
五
度
也
太
陽
十
二
度
也

一
閏
三
月
朔
日
晴
南
風

方
位

卯
辰
正
午
迄
百
八
十
里
昨
今
日
輪
北
之
方
ニ
見
ゆ
る
今
朝

水
切
ニ
付
飯
茶
飯
之
如
ニ
付
焚
直
し

被
仰
渡
候
今
朝
残
り
居
候
午
房
一
種
芋
共
々
水
夫
ホ
海
中
江
打
捨
候
事
七
ツ
半
時
ホ
ー
ク
ス
浮
遊
ふ
旦
夕
方
帆
柱
之
鍔
際
ニ
而
長

サ
三
寸
位
蟬
の
如
く
大
蛾
一
匹
生
捕
た
り
異
形
躰
也
寒
暖
計
八
十
四
度
同
夜
五
ツ
時
頃
雨
降
雷
電
致
し
夜
半
大
ニ
寒
し

一
同
二
日

一
同
三
日
晴
北
風

方
位

辰
の
方
正
午
迄
二
百
四
十
里
今
朝

今
昼
時
法
談
あ
り
八
ツ
時
英
國
之
軍
艦
三
本
柱
大
舩
也
本
舩

半

町
余
隔
て
北
之
方
を
行
違
ふ
士
官
甲
板
に
出
る
高
聲
ニ
而
曰
「
ユ
ー
ナ
イ
テ
ツ
ス
テ
ツ
ホ
ー
ハ
タ
ン
」
ト
名
乗
る
則
合
衆
國
軍
艦

ホ
ー
ハ
タ
ン
と
云
意
也
計
八
十
二
度
今
夕
本
舩

左
子
丑
の
方
ニ
當
る

角
長
岩
山
壱
ツ
見
ゆ
る
五
六
里
を
隔
て
り
同
夜
松
本

様

酢
徳
利
二
本
御
預
申
候
事

一
同
四
日
晴
北
風

方
位

之
方
正
午
迄
二
百
里
五
ツ
時
北
之
方
二
十
里
程
隔
る
「
ミ
ン
ウ
ン
」
と
云
高
山
見
ゆ
る
九
ツ
時

戊
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亥
之
方
ニ
高
山
近
く
見
ゆ
る
今
五
時

変
航
寅
之
方
江
向
け
た
り
是
ハ
バ
ナ
マ
之
湊
門
を
得
る
爲
也
右
之
方
の
山
ニ
附
廻
る
也
八

ツ
時

風
雨
電
到
り
寅
卯
の
方
に
二
里
余
隔
る
異
舩
壱
艘
見
え
る
又
戊
之
方
ニ

長
三
四
丁
之
小
島
を
見
る
尤
右
之
方

ニ
小
島
弐
ツ
並
見
え
た
り
其
島
向
に
地
之
高
山
見
え
た
り

一
同
五
日
晴
明
六
時
バ
ナ
マ
湊
に
着
岸
す
本
舩
ニ
而
祝
砲
〆
九
発
す
當
處
軍
艦
も
同
く
九
発
す
華
旗
日
之
丸
之
両
旗
を
揚
く
是
ハ
先

達
而
コ
ム
ド
ー
ル
先
着
し
て
命
令
を
施
し
兼
而
待
設
け
愛
敬
也
八
ツ

時
荷
物
を
迎
え
舩
五
六
百
石
積
位

小
舩
之
蒸
気
ニ
而
引

来
る
夫

不
残
荷
物
士
官
立
会
ニ
而
積
渡
し
上
乗
ハ
異
人
の
ミ
也
同

刻
バ
ナ
ナ
出
張
之
士
官
拾
人
本
舩
ニ
来
る
用
談
し
て
帰
る

一
同
六
日
晴
暁
七
ツ
時

一
統
起
る
御
賄
具
無
之
ニ
付
握
飯
ニ
沢
庵
漬

用
意
早
速
諸
向
様
に
差
上
候
處
六
ツ
半
時
御
迎
と
し
て
異
舩
一
艘
来

る
ニ
付
御
一
統
御
乗
組
尤
蒸
気
舩
也

一
同
七
日
晴
四
ツ
時
少
々
曇
十
時
ニ
解
纜
「
ベ
ン
ウ
ヲ
ル
」
出
帆
子
之

方
ニ
向
ひ
航
す
八
ツ
半
時
「
イ
ス
バ
ニ
ヤ
」
領
之
内
「
ホ
ー
テ
ヘ
ロ

ン
」
ト
云
入
江
に
下
碇
す
是
薪
水
を
此
處
ニ
而
積
入
る
爲
也
此
處
之

地
風
交
之
方
に
海
面
を
見
渡
し
其
外
連
山
崔
巍
た
り
麓
に
は
人
家
拾

軒
斗
有
本
舩
「
ロ
ノ
ヲ
ク
」
下
碇
す
る
麓
に
ハ
九
尺
四
方
位
之
茅
屋

一
軒
有
リ
是
ハ
諸
舩
積
入
薪
水
を
守
護
之
者
也
軒
に
聊
之
菜
畑
抔
ア

リ
鶏
十
羽
餘
放
せ
り
此
小
屋
に
男
女
三
人
住
り
着
舩
直
に
舩
の
左
の
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方

筧
華
を
湊
口
ヘ
引
張
此
谷
水
ハ
小
屋
之
左
之
方
ニ
流
落
る
本
舩
之
水
陶
江
水
入
候
事
凡
三
十
間
も
有
此
辺
ハ
四
季
青
葉
た
り

寒
暖
計
八
十
七
度
也

一
同
八
日
晴
昨
夕

今
朝
ニ
至
リ
水
不
絶
入
候
事
四
ツ
時

小
舩
ニ
而

へ
諸
向
様
夫
々
御
上
陸
ニ
付
我
々
も
御
跡

参
行
彼
水
番

屋
ニ
而
休
息
氷
水
一
統
江
出
し
た
り
此
小
屋

谷
の
奥
迄
三
十
間
程
也
細
道
也
茂
草
小
路
に
石
畳
の
如
く
也
尤
凸
凹
ニ
而
蟻
数
多

居
る
大
小
螫
す
又
木
の
実
数
品
あ
り
右
谷
中
弐
尺
よ
り
六
尺
位
も
あ
り
水
至
て
和
か
に
し
て
少
し
甘
味
あ
り
波
水
深
き
處
ニ
て
各

洗
濯
入
江
の
川
岸
ニ
而
水
遊
す
此
谷
の
辺
ニ
立
木
あ
り
石
龍
之
如
き
も
の
居
け
る
を
異
人
短
炮
ニ
而
打
落
す
小
屋
ニ
持
参
る
を
見

る
に
恐
し
き
形
象
至
て
毒
虫
の
由
下
の
図
の
如
し
此
外
山
中
に
強
虎
狼
又
ハ
大
蛇
ク
チ
ナ
ハ
の
聲
数
多
住
め
る
由
ニ
付
異
人

申

聞
奥
深
入
事
を
不
許
御
沙
汰
ニ
而
八
ツ
半
時
迄
ニ
皆
々
帰
る
此
川
岸
ニ
五
六
寸
の
魚
数
多
居
り
又
昨
夜
半
に
何
と
吼
聲
を
聞
く
者

あ
り
夫
よ
り
七
ツ
時
上
陸
當
湊
を
出
帆
す

方
位

一
同
九
日
晴
北
風

方
位

寅
正
午
迄
九
十
壱
里
今
四
ツ
半
時
水
夫
之
病
死
弐
人
舩
中
格
子
左
右
窓
よ
り
吊

済
後
に
臺
板
に
乗
せ

上
に
國
印
付
浅
黄
の

を
覆
ひ
死
骸
い
白
綿
之
袋
に
入
砲
玉
を
裾
の
方
に
入
添
異
人
四
五
人
ニ
而
左
右
江
荷
ひ
出
し
絹
を
取
臺
之

上
よ
り
辷
り
落
す
実
に
哀
れ
な
り
寒
暖
八
十
四
度
也

一
同
十
日
朝
晴
北
風

方
位

寅
正
午
迄
百
十
一
里
也
寒
暖
八
十
三
度
也

一
同
十
一
日
晴
東
風

方
位

寅
正
午
迄
百
三
十
七
里
也
寒
暖
七
十
九
度
也

一
同
十
二
日
晴

方
位

寅
三
方
正
午
迄
百
八
十
三
里
也
寒
暖
八
十
二
度
也

一
同
十
三
日
晴
東
風

方
位

寅
正
午
百
七
十
五
里
也
今
七
時
東
ノ
方
に
「
キ
ュ
バ
」
と
云
島
見
ゆ
る
則
「
イ
ス
ハ
ニ
ア
」
領
之
内

其
長
サ
七
百
里
有
「
ア
ス
ベ
ン
ワ
ー
ル
」
よ
り
此
辺
都
而
「
カ
ル
ビ
ン
」
海
也
寒
暖
七
十
八
度
也

一
同
十
四
日
晴
東
風
正
午
迄
百
九
里

方
位

寅
卯
今
日
本
舩
之
右
之
方
江
キ
ュ
ハ
島
見
ゆ
る
折
々
高
山
有
リ
寒
暖
七
十
一
度
也
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一
同
十
五
日
晴
東
風

方
位

寅
正
午
迄
百
七
十
里
寒
暖
七
十
六
度
也
今
昼
時
亜
之
蒸
気
舩
本
舩

三
丁
程
東
之
方
を
行
違
ふ
同

寅
頃

亥
の
方
弐
十
里
も
隔
る
小
島
弐
ツ
見
ゆ
る
也

一
同
十
六
日
晴
東
風

方
位

寅
正
午
迄
百
八
十
里
也
寒
暖
七
十
九
度
昼
後
本
舩
之
左
右
江
十
四
五
丁
又
ハ
三
四
里
を
隔
て
異
舩

三
艘
見
ゆ
る
今
昼
時
も
舩
中
大
掃
除
ニ
而
一
統
困
入
候
事

一
同
十
七
日
晴
昨
夜
半

追
風

く
南
風

方
位

寅
之
方
車
止
メ
帆
不
残
揚
る
正
午
迄
二
百
二
十
三
里
寒
暖
七
十
八
度
也

一
同
十
八
日
晴
東
風

方
位

寅
正
午
迄
百
四
十
六
里
也
今
昼
後
御
荷
物
不
残
舩
底

出
し
當
時
不
用
之
分
御
残
之
段
被
仰
渡
夫
々

御
一
統
取
調
候
事
今
夕
方
も
舩
壱
艘
見
受
候
残
米
一
俵
出
候
間
明
日
分
不
相
頼
候
事
寒
暖
六
十
三
度
也

一
同
十
九
日
晴
北
風

方
位

子
正
午
迄
百
七
十
三
里
昨
日
之
調
残
り
御
賄
荷
物
ホ
取
調
不
用
之
物
異
人
江
相
頼
候
事
寒
暖
六
十
七

度
也
今
夕
少
々
雨
降
出
ス

一
同
廿
日
曇
東
風

方
位

子
昨
夜
よ
り
大
ニ
寒
サ
強
く
又
々
今
日

米
御
立
合
之
上
請
取
り
候
事
正
午
迄
百
七
十
三
里
今
昼
頃
小

舩
四
五
艘
左
之
方
地
近
く
見
ゆ
る
酉
戊
方
ハ
地
続
也
高
燈
籠
見
ゆ
る
凡
二
里
位
も
隔
へ
き
也
又
亥
の
方
ニ
小
島
見
ゆ
る
夕
六
時

ニ
ー
ヨ
ロ
ク

十
七
里
前
「
サ
ン
テ
イ
ホ
ク
湊
に
下
碇
す
夜
五
ツ
時
ワ
シ
ン
ト
ン
の
命
を
請
「
ブ
レ
ス
テ
ン
来
て
直
ニ
都
府
へ

着
舩
可
被
成
旨
を
報
告
す
此
所

ニ
ー
ヨ
ロ
ク
」
の
市
中
見
物
ニ
見
ゆ
る
諸
國
之
大
小
舩
数
柱
又
ハ
出
入
之
舩
多
し
景
色
も
佳
也

折
角
之
着
舩
を
又
何
里
か
を
差
戻
る
儀
ハ
當
處
よ
り
上
陸
に
及
ひ
候
得
は
都
府
迄
弐
百
里
之
間
に
大
川
壱
弐
ケ
所
有
之
日
本
人
之

荷
物
多
ニ
付
蒸
気
車
ニ
而
運
送
無
覚
束
故
之
風
説
も
有
寒
暖
六
十
壱
度
也

一
同
廿
一
日
曇
今
日
滞
舩
ニ
而
扨
當
朝
風
聞
に
江
戸
在
住
之
「
コ
ン
シ
ェ
ル
」
ハ
ル
リ
ス
」
死
去
之
説
有
故
ハ
支
那
人
之
新
文
史
ニ

載
せ
り
と
云
寒
暖
六
拾
壱
度
也

一
同
廿
二
日
陰
東
風
今
日
正
使

是
非
「
ニ
ウ
ヨ
ロ
ク
」
江
上
陸
を
好
望
す
其
注
進
「
テ
ウ
カ
ラ
ツ
フ
」
を
以
て
都
府
ニ
通
す
旦
三
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密
剣
多
之
中
ニ
通
報
有
リ
故
ハ
廿
日
の
記
ニ
あ
る
如
く
二
百
里
之
道
筋
に
大
川
有
り
萬
事
不
都
合
之
趣
故
也
夫
ニ
付
弥
以
ロ
ノ
ヲ

ク
今
十
時
頃
に
當
湊
を
出
帆

方
位
欠
之
方
江
戻
る

一
同
廿
三
日
陰
夜
五
時
に
至
り
「
ウ
ヱ
ヤ
」
と
申
處
江
着
舩
下
碇
昨
夜
水
夫
壱
人
病
死
ニ
付
今
十
時
水
葬
す
行
列
先
に
申
通
り
也

一
同
廿
四
日
晴
十
時
ニ
華
盛
頓

「
レ
デ
ル
ヒ
ヤ
」
と
云
蒸
気
舩
迎
と
し
て
来
る
其
長
サ
三
十
三
間
幅
七
間
三
層
に
し
て
花
美
な
る

事
先
ハ
二
段
目
之
南
側
ニ
は
寝
處
と
し
て
百
三
十
八
ケ
所
い
わ
ゆ
る
押
入
之
如
く
也
赤
地
緞
子
の
幕
を
一
面
二
張
り
間
毎
ニ
白
地

之
帷
を
掛
處
々
ニ
而
大
な
る
姿
見
鏡
又
ハ
山
水
人
物
之
額
を
懸
け
都
而
舩
中
造
作
之
飾
ハ
金
滅
金
を
以
す
艫
之
下
に
食
料
所
有
二

ケ
所

梯
カ階

子
有
上
下
す
飯
臺
器
財
料
理
結
構
な
る
事
実
以
筆
端
に
尽
さ
れ
ず

一
同
廿
五
日
晴
明
方
よ
り
都
府
之
流
末
之
川
口
江
着
懸
る
是

ワ
シ
ン
ト
ン
府
迄
川
竪
百
二
拾
里
其
間
之
川
幅
ハ
半
里
又
は
十
町
位

其
両
側
に
人
家
折
々
有
之
又
見
通
し
に
畑
有
り
小
麦
青
々
と
し
て
景
色

し
又
此
間
上
下
之
舩
数
艘
に
逢
ふ
又
川
の
右
に
小
川
落

合
ふ
場
處
三
四
ケ
所
も
有
又
流
末
川
口
よ
り
壱
里
程
入
右
之
方
ニ
臺
場
有
旗
を
立
り
遠
く
よ
り
都
府
を
左
之
方
に
見
る
又
右
之
方

ニ
是
も
家
数
多
く
見
ゆ
る
十
二
時
ニ
上
陸
す
兼
而
下
知
有
事
と
見
へ
陸
ニ
ハ
八
百
人
斗
鉄
砲
を
持
四
行
ニ
列
而
日
本
人
之
上
陸
を

警
守
す
川
岸
よ
り
男
女
老
壮
共
見
物
群
集
す
尤
正
使
御
始
一
統
連
馬
之
車
三
人
又
は
相
向
ふ
に
四
人
乗
也
此
真
先
に
騎
馬
十
六
人

其
外
之
「
ソ
ル
ダ
ト
」
八
百
人
使
節
之
前
後
を
警
守
す
旅
館
迄
送
る
町
続
き
余
程
横
町
も
通
行
す
川
岸
よ
り
凡
何
町
程
乗
り
旅
舎

ハ
右
之
方
角
之
家
也

家
を
「
ハ
ウ
ス

旅
宿
を
「
ホ
テ
ル

と
云
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し
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う
じ
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学
非
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師
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所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
流
布
本
イ
Ｃ
系
統
に
つ
い
て

石
川
透
氏
の
絵
巻
筆
者
の
説
を
う
け
て

R
eco
n
sid
era
tio
n
o
n
T
h
e
B
o
o
k
o
f
a
F
a
iry
T
a
le
o
f
U
rash
im
a
T
aro
P
a
rt
III;

A
ccep

tin
g
th
e
IS
H
IK
A
W
A
’s
H
y
p
o
th
esis

林

晃

平

K
o
u
h
e
i
H
A
Y
A
S
H
I

キ
ー
ワ
ー
ド：

浦
島
伝
説
・
御
伽
草
子
・
絵
巻
筆
者
・
流
布
本
・
異
本

要
旨

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
流
布
本
に
新
た
に
一
系
統
が
確
認
さ
れ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
図
書
館
蔵
絵

巻
、
長
野
県
立
歴
史
館
蔵
絵
巻
、
瀧
門
寺
蔵
絵
巻
、
東
洋
文
庫
蔵
岩
崎
文
庫
絵
巻
の
四
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
イ

Ｃ
系
統
と
し
て
分
類
し
た
。
近
年
石
川
透
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
絵
巻
筆
者
か
ら
見
る
と
、
前
者
三
本
が
、

太
平
記
絵
巻
筆
者
と
同
筆
で
あ
る
。
よ
っ
て
系
統
と
筆
者
の
関
係
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
挿
絵
の
方
も
筆
者
の

よ
う
に
は
関
連
を
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
が
、
異
文
の
あ
る
程
度
に
挿
絵
も
違
い
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
石
川
氏
の
提
言
は
絵
巻
研
究
に
新
た
な
る
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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一

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
の
流
布
本
、
例
え
ば
祝
言
御
伽
文
庫
で
は
、
浦
島
太
郎
が
龍
宮
に
行
く
き
っ
か
け
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
浦
島
が
亀
を
釣
っ
て
そ
れ
を
放
生
し
た
翌
日
、
女
が
た
だ
一
人
で
小
船
で
流
れ
着
く
。
浦
島
は
憐
れ
ん
で
訳
を
尋
ね
る
と
、
女
は

故
郷
ま
で
送
っ
て
ほ
し
い
と
泣
い
て
頼
む
。
浦
島
は
「
あ
は
れ
と
思
ひ
」
そ
の
女
の
舟
に
乗
り
移
り
送
っ
て
い
く
。
女
の
教
え
に
従
っ

て
「
遥
か
十
日
あ
ま
り
」
海
上
を
進
み
、
着
い
た
と
こ
ろ
が
女
の
故
郷
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
銀
の
築
土
、
金
の
甍
の
あ
る
立
派
な
宮

殿
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
女
は
い
う
。

さ
て
、
女
房
の
申
（
し
）
け
る
は
、「
一
樹
の
蔭
に
宿
り
一
河
の
流
れ
を
汲
む
こ
と
も
、
皆
こ
れ
他
生
の
縁
ぞ
か
し
。
ま
し
て
や
遥
か
の
波
路
を

遥
々
と
送
ら
せ
給
ふ
事
、
ひ
と
へ
に
他
生
の
縁
な
れ
ば
、
何
か
は
苦
し
か
る
べ
き
。
わ
ら
は
と
夫
婦
の
契
り
を
も
な
し
給
ひ
て
、
同
じ
所
に
明
か
し
暮

ら
し
候
は
ん
や
」
と
細
々
と
語
り
け
る
。
浦
島
太
郎
申
（
し
）
け
る
は
、「
と
も
か
く
も
仰
せ
に
従
ふ
べ
し
」
と
ぞ
申
（
し
）
け
る
。

（
原
文
に
適
宜
漢
字
を
当
て
、
句
読
点
鉤
括
弧
等
を
施
し
、
括
弧
で
送
り
仮
名
を
補
っ
た
。
以
下
同
じ
。

女
の
口
説
き
に
、
浦
島
は
一
言
「
と
も
か
く
も
仰
せ
に
従
ふ
べ
し
」
と
、
い
と
も
簡
単
無
造
作
に
夫
婦
と
な
る
こ
と
を
承
知
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
さ
て
、
偕
老
同
穴
の
語
ら
ひ
も
浅
か
ら
ず
、
天
に
あ
ら
ば
比
翼
の
鳥
、
地
に
あ
ら
ば
連
理
の
枝
と
な
ら
ん
、
と
互
ひ
に

鴛
鴦
の
契
り
浅
か
ら
ず
し
て
明
か
し
暮
ら
さ
せ
給
ふ
」
と
文
章
は
続
く
。
三
年
後
に
は
故
郷
の
父
母
が
心
配
だ
と
い
う
こ
と
を
帰
郷
の

理
由
に
す
る
浦
島
に
し
て
は
、
こ
の
言
動
は
に
い
か
に
も
思
慮
分
別
が
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
流
布
本
の
浦
島

の
態
度
の
不
可
解
さ
に
対
し
、
異
本
も
あ
る
。
所
謂
御
伽
草
子
の
中
で
も
例
え
ば
仏
教
色
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
古
梓
堂
文
庫
旧
蔵
本

な
ど
は
、
女
の
故
郷
へ
送
っ
て
欲
し
い
と
い
う
と
い
う
頼
み
に
対
し
て
、
浦
島
は
心
を
動
か
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
旦
家
に
戻
り
、
女
か

ら
貰
っ
た
経
を
与
え
父
母
と
妻
子
に
女
を
送
っ
て
い
く
言
い
訳
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
見
ず
知
ら
ず
の
女
と
な
ん
と
も
簡
単
に
夫
婦
と
な
っ
て
し
ま
う
浦
島
太
郎
に
対
し
て
、
同
じ
流
布
本
な
が
ら
少
し
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趣
を
異
に
す
る
浦
島
が
描
か
れ
て
い
る
本
文
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
一
例
を
財
団
法
人
東
洋
文
庫
蔵
岩
崎
文
庫
絵
巻
（
以
下
岩
崎
本
と

略
称
）
の
本
文
で
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
異
文
を
若
干
の
前
後
を
も
含
め
て
示
す
と
「
浦
嶋
太
郎
申
（
し
）
け
る
は
、
と
も
か
く
も
仰

せ
に
従
ふ
べ
し
と
、
さ
も
う
れ
し
げ
に
答
へ
け
り
」
の
ご
と
く
で
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
部
分
に
浦
島
の
感
情
が
何
と
も
よ
く
表
現
さ

れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
た
っ
た
七
文
字
が
あ
る
こ
と
で
、
言
動
の
不
可
解
さ
は
何
と
な
く
解
消
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
異
文

は
、
こ
の
岩
崎
本
だ
け
に
限
る
の
で
は
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
こ
の
他
に
長
野
県
立
歴
史
館
蔵
絵
巻
（
二
巻
本
、
以
下
長
野
本
と
略

称
）、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
図
書
館
蔵
絵
巻
（
以
下
コ
大
本
と
略
称
）、
神
奈
川
県
真
鶴
町
瀧
門
寺
蔵
絵
巻
（
以
下
瀧
門
寺
本
と
略
称
）
の

三
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
都
合
こ
の
四
本
一
群
を
標
題
の
よ
う
に
流
布
本
イ
Ｃ
系
統
と
仮
に
名
付
け
る
こ
と
に

注
一

す
る
。
今
こ
の
部
分

を
含
む
そ
の
本
文
を
一
覧
で
き
る
対
照
表
に
し
て
表

と
し
て
示
す
。
流
布
本
の
基
準
と
な
る
祝
言
御
伽
文
庫
の
本
文
を
上
段
に
掲

げ
、
そ
の
下
に
イ
Ｃ
系
統
の
四
本
の
本
文
を
対
照
さ
せ
表
組
と
し
た
。
主
な
異
同
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
、
イ
Ｃ
系
統
に
当
該
本
文
が

な
い
部
分
は
「
・
・
」
で
示
し
た
。
な
お
、
お
ど
り
字
は
都
合
上
「
／
╲
」
で
記
す
（
以
下
の
表
も
同
じ
）。

こ
の
Ｃ
系
統
の
四
本
の
本
文
に
は
他
本
に
な
い
「
さ
も
う
れ
し
げ
に
」
が
共
通
し
て
付
属
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
こ
と

ば
が
付
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
実
は
、
こ
の
流
布
本
Ｃ
系
統
の
本
文
の
特
徴
の
第
一
は
、
今
見
た
よ
う
に
浦
島
の
人
格
に
関
わ
る
描
写

に
あ
る
。
浦
島
が
女
に
惹
か
れ
や
す
く
涙
も
ろ
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
そ
う
し
た
部
分
を
本
文
に
即
し

て
見
て
い
こ
う
。
表

は
、
女
が
浦
島
の
と
こ
ろ
へ
流
れ
着
い
た
時
の
記
述
で
あ
る
。

浦
島
が
う
れ
し
げ
だ
っ
た
の
は
、
表

に
示
し
た
よ
う
に
、
前
か
ら
こ
の
女
に
好
意
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
御
伽
文
庫
で

は
、
た
ん
に
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
た
か
ら
、
女
の
船
を
引
き
寄
せ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
コ
大
本
・
長
野
本
・
瀧
門
寺
本
と
も
に

船
を
引
き
寄
せ
て
「
と
か
く
語
ら
ひ
寄
る
心
の
内
こ
そ
浅
か
ら
ね
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
岩
崎
本
で
は
「
我
が
船
に
乗
せ
帰
り
て
と
か
く

語
ら
ひ
け
る
心
の
内
こ
そ
浅
か
ら
ね
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
浦
島
は
女
を
初
め
て
見
た
時
に
好
意
を
抱
き
、
内
心
こ
の
女

林

晃
平

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
流
布
本
イ
Ｃ
系
統
に
つ
い
て
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と
し
た
し
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
と
か
く
語
ら
ひ
寄
る
」
の
で
あ
り
、
女
の
頼
み
を
聞
い
て
送
っ
て
行

き
、
そ
し
て
い
と
も
簡
単
に
夫
婦
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
こ
れ
こ
そ
が
浦
島
の
願
い
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
さ

も
う
れ
し
げ
に
」
許
諾
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
好
色
な
浦
島
像
は
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
。
所
謂
御
伽
草
子
の
浦
島
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
感
情
の
起
伏
に
乏
し
く
聖
人

の
よ
う
に
亀
に
説
教
を
施
し
、
人
間
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
Ｃ
系
統
の
浦
島
は
涙
も
ろ
い
。
次
の
表

の
よ

う
に
女
が
別
れ
に
際
し
て
、
い
か
に
浦
島
の
こ
と
を
気
遣
っ
て
き
た
か
と
訴
え
涙
を
流
せ
ば
、
浦
島
も
一
緒
に
な
っ
て
涙
を
流
す
の
で

表

女
か
ら
の
求
婚
に
答
え
る
浦
島

御

伽

文

庫

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
本

長
野
県
立
歴
史
館
本

瀧
門
寺
蔵
絵
巻

岩

崎

文

庫

わ
ら
は
と
ふ
う
ふ
の

ち
ぎ
り
を
も
な
し
給
ひ

て
お
な
し
所
に
あ
か
し

く
ら
し
候
は
ん
や
と
こ

ま
ご
ま
と
か
た
り
け
る

〔
第
三
図

浦
島
龍
宮

で
歓
待
さ
れ
る
〕

う
ら
し
ま
太
郎
申
け
る

は
と
も
か
く
も
仰
せ
に

し
た
が
ふ
べ
し
と
ぞ
申

け
る

わ
ら
は
と
ふ
う
ふ
の

ち
き
り
・
・
な
し
玉
へ

お
な
し
と
こ
ろ
に
て
あ

か
し
く
ら
し
申
へ
し
と

こ
ま
／
╲
か
た
り
け
る

ほ
と
に
う
ら
し
ま
太
郎

申
け
る
は
と
も
か
く
も

仰
に
し
た
か
ふ
へ
し
と

さ
も
う
れ
し
け
に
こ
た

へ
け
る

〔
第
三
図

四
季
の
庭

と
乙
姫
に
歓
待
さ
れ
る

浦
島
（
長
大
）〕

わ
ら
は
と
ふ
う
ふ
の

ち
き
り
を
・
な
し
た
ま

へ
お
な
し
所
に
て
あ
か

し
く
ら
し
給
へ
や
と
こ

ま
／
╲
と
か
た
り
け
る

う
ら
し
ま
太
郎
申
け
る

は
と
も
か
く
も
お
ほ
せ

に
し
た
か
ふ
へ
し
と
さ

も
う
れ
し
け
に
こ
た
え

け
る

〔
第
三
図

龍
宮
で
女

と
向
か
い
合
う
〕

わ
ら
は
と
ふ
う
ふ
の

ち
き
り
を
・
な
し
た
ま

へ
お
な
し
所
に
て
あ
か

し
く
ら
し
玉
へ
や
と
こ

ま
／
╲
と
か
た
り
け
る

浦
嶋
太
郎
申
け
る
は
と

も
か
く
も
お
ほ
せ
に
し

た
か
ふ
へ
し
と
さ
も
う

れ
し
け
に
こ
た
へ
け
る

〔
第
二
図

女
と
翁
媼

と
向
か
い
合
う
〕

わ
ら
は
と
夫
婦
の
ち

き
り
・
・
な
し
玉
へ
お

な
し
所
に
て
あ
か
し
く

ら
し
給
へ
や
と
こ
ま
／

╲
と
か
た
り
け
る
浦
嶋

太
郎
申
け
る
は
と
も
か

く
も
仰
せ
に
し
た
か
ふ

へ
し
と
さ
も
う
れ
し
け

に
こ
た
へ
け
り

〔
第
二
図

女
と
翁
媼

と
向
か
い
合
う
〕
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あ
る
。
し
か
も
岩
崎
本
で
は
相
手
の
女
に
合
わ
せ
た
よ
う
に
「
さ
め
／
╲
と
」
涙
を
流
す
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
浦
島
が
一
人
帰
る
波
路
で
女
の
こ
と
を
思
い
詠
む
歌
も
、
御
伽
文
庫
本
で
は
「
か
り
そ
め
に
契
り
し
人
の
面
影
を
忘
れ
も
や

ら
ぬ
身
を
い
か
に
せ
ん
」
と
あ
る
も
の
が
、
こ
の
Ｃ
系
統
の
本
文
で
は
初
句
が
「
か
ぎ
り
な
く
」
と
さ
ら
に
情
熱
的
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
初
句
の
違
い
は
、
単
な
る
浦
島
の
そ
の
時
の
感
情
の
違
い
だ
け
で
な
く
、
浦
島
と
い
う
人
物
の
設
定
の
違
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
明
ら
か
に
浦
島
と
い
う
人
間
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

表

心
中
女
を
思
う
浦
島

御

伽

文

庫

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
本

長
野
県
立
歴
史
館
本

瀧
門
寺
蔵
絵
巻

岩

崎

文

庫

う
ら
し
ま
太
郎
も
さ

す
か
い
は
木
に
あ
ら
ざ

れ
ば
あ
は
れ
と
お
も
ひ

つ
な
を
と
り
て
ひ
き
よ

せ
に
け
り

〔
第
二
図

浦
島
浜
で

は
し
舟
の
女
と
出
会

う
〕

う
ら
し
ま
太
郎
も
さ

す
か
い
は
木
に
あ
ら
さ

れ
は
あ
は
れ
と
お
も
ひ

手
を
と
り
・
ひ
き
よ
せ

と
か
く
か
た
ら
ひ
よ
る

こ
ゝ
ろ
の
う
ち
こ
そ
あ

さ
か
ら
ね

〔
第
二
図

浦
島
同
じ

舟
で
女
と
語
ら
う
〕

う
ら
し
ま
太
郎
も
さ

す
か
い
は
木
に
あ
ら
さ

れ
は
あ
は
れ
と
お
も
ひ

手
を
と
り
・
ひ
き
よ
せ

と
か
く
か
た
ら
ひ
よ
る

心
の
う
ち
こ
そ
あ
さ
か

ら
ね

〔
第
二
図

浦
島
舟
で
は

し
舟
の
女
と
出
会
う
〕

う
ら
し
ま
太
郎
も
さ

す
か
い
は
木
に
あ
ら
さ

れ
は
あ
は
れ
と
お
も
ひ

手
を
と
り
・
ひ
き
よ
せ

と
か
く
か
た
ら
ひ
よ
る

こ
ゝ
ろ
の
う
ち
こ
そ
あ

さ
か
ら
ね

う
ら
し
ま
太
郎
も
さ

す
か
い
は
木
に
あ
ら
さ

れ
は
あ
は
れ
と
お
も
ひ

手
を
・
・
引
よ
せ
わ
か

ふ
ね
に
の
せ
か
へ
り
て

と
か
く
か
た
ら
ひ
け
る

心
の
う
ち
こ
そ
あ
さ
か

ら
ね
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表

女
と
共
に
涙
を
流
す
浦
島

御

伽

文

庫

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
本

長
野
県
立
歴
史
館
本

瀧
門
寺
蔵
絵
巻

岩

崎

文

庫

女
房
お
ほ
せ
け
る
は
三

と
せ
が
ほ
ど
は
ゑ
ん
わ
う

の
ふ
す
ま
の
し
た
に
ひ
よ

く
の
ち
ぎ
り
を
な
し
か
た

と
き
み
え
さ
せ
給
は
ぬ
さ

へ
と
や
あ
ら
ん
か
く
や
あ

ら
ん
と
心
を
つ
く
し
申
せ

し
に
い
ま
わ
か
れ
な
ば
ま

た
い
つ
の
世
に
か
あ
ひ
ま

い
ら
せ
候
は
ん
や
二
世
の

え
ん
と
申
せ
ば
た
と
ひ
こ

の
世
に
て
こ
そ
ゆ
め
ま
ぼ

ろ
し
の
ち
ぎ
り
に
て
さ
ふ

ら
ふ
と
も
か
な
ら
ず
ら
い

せ
に
て
は
ひ
と
つ
は
ち
す

の
え
ん
と
む
ま
れ
さ
せ
お

は
し
ま
せ
と
て
さ
め
／
╲

と
な
き
給
ひ
け
り

女
は
う
お
ほ
せ
け
る
は

三
と
せ
か
ほ
と
は
え
ん
わ

う
の
ふ
す
ま
の
し
た
に
ひ

よ
く
の
ち
き
り
を
な
し
か

た
時
み
え
さ
せ
た
ま
は
ぬ

さ
へ
と
や
あ
る
ら
ん
か
く

や
わ
た
ら
せ
給
は
む
と

こ
ゝ
ろ
を
つ
く
し
申
せ
し

に
い
ま
わ
か
れ
・
・
・
・

い
つ
の
世
に
か
あ
ひ
ま
い

ら
せ
候
は
ん
や
二
世
の
え

ん
と
申
せ
は
た
と
ひ
こ
の

よ
に
て
こ
そ
夢
ま
ほ
ろ
し

の
ち
き
り
に
て
さ
ふ
ら
ふ

と
も
か
な
ら
す
来
世
に
て

は
ひ
と
つ
は
ち
す
の
え
ん

と
む
ま
れ
さ
せ
お
は
し
ま

せ
と
て
さ
め
／
╲
と
な
き

玉
ふ
う
ら
し
ま
も
う
ち

き
ゝ
と
も
に
涙
を
な
か
し

け
り

女
は
う
お
ほ
せ
け
る
は

み
と
せ
か
ほ
と
は
え
ん
わ

う
の
ふ
す
ま
の
し
た
に
ひ

よ
く
の
ち
き
り
を
な
し
か

た
時
見
え
さ
せ
給
は
ぬ
さ

へ
と
や
あ
る
ら
ん
か
く
や

わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
心
を

つ
く
し
申
せ
し
に
い
ま
わ

か
れ
・
・
・
・
い
つ
の
世

に
か
あ
ひ
ま
い
ら
せ
し
候

は
ん
や
二
世
の
え
ん
と
申

せ
は
た
と
ひ
こ
の
よ
に
て

こ
そ
夢
ま
ほ
ろ
し
の
ち
き

り
に
て
さ
ふ
ら
ふ
と
も
か

な
ら
す
来
世
に
て
は
ひ
と

つ
は
ち
す
の
え
ん
と
む
ま

れ
さ
せ
お
は
し
ま
せ
と
て

さ
め
／
╲
と
な
き
玉
ふ
う

ら
し
ま
も
う
ち
き
ゝ
と
も

に
な
み
た
を
な
か
し
け
り

女
は
う
お
ほ
せ
け
る
は

み
と
せ
か
ほ
と
は
え
ん
わ

う
の
ふ
す
ま
の
う
へ
に
ひ

よ
く
の
ち
き
り
を
な
し
か

た
と
き
見
え
さ
せ
給
は
ぬ

さ
へ
と
や
あ
る
ら
ん
か
く

や
わ
た
ら
せ
た
ま
は
ん
と

心
を
つ
く
し
申
せ
し
に
い

ま
わ
か
れ
・
・
・
・
い
つ

の
世
に
か
あ
ひ
ま
い
ら
せ

候
は
ん
や
二
世
の
え
ん
と

申
せ
は
た
と
ひ
こ
の
世
に

て
こ
そ
夢
ま
ほ
ろ
し
の
ち

き
り
に
て
さ
ふ
ら
ふ
と
も

か
な
ら
す
来
世
に
て
は
ひ

と
つ
は
ち
す
の
え
ん
と
む

ま
れ
さ
せ
お
は
し
ま
せ
と

て
さ
め
／
╲
と
な
き
玉
ひ

う
ら
し
ま
も
う
ち
き
ゝ
と

も
に
な
み
た
を
な
か
し
け

り

女
は
う
申
さ
れ
け
る
は

三
と
せ
か
ほ
と
は
え
ん
あ

ふ
の
ふ
す
ま
の
う
へ
に
ひ

よ
く
の
ち
き
り
を
な
し
か

た
と
き
み
え
さ
せ
給
は
ぬ

さ
へ
と
や
せ
ん
か
く
や
あ

る
ら
ん
い
か
に
わ
た
ら
せ

玉
ふ
に
や
と
心
を
つ
く
し

申
せ
し
に
今
わ
か
れ
な
は

い
つ
の
世
に
・
あ
ひ
た
て

ま
つ
り

侍

ら

ん

・

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
ゆ

め
ま
ほ
ろ
し
の
契
り
に
て

さ
ふ
ら
ふ
と
も
か
な
ら
す

来
世
に
て
は
ひ
と
つ
は
ち

す
の
え
ん
と
む
ま
れ
さ
せ

お
は
し
ま
せ
と
さ
め
／
╲

と
な
き
玉
ひ
け
れ
は
う
ら

し
ま
も
う
ち
き
ひ
て
さ

め
／
╲
と
な
み
た
を
な
か

し
け
り
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二

で
は
、
こ
の
こ
の
流
布
本
イ
Ｃ
系
統
の
諸
本
は
、
相
互
に
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
掲
出
の
表

を
見
て
も
わ

か
る
よ
う
に
、
御
伽
文
庫
本
が
「
お
な
し
所
に
明
か
し
暮
ら
し
候
は
ん
や
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
長
野
・
瀧
門
寺
・
岩
崎
本
は
三
本
共

通
し
て
「
お
な
し
所
に
て
あ
か
し
く
ら
し
給
（
玉
）
へ
や
」
と
敬
語
の
使
い
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
大
本
は
「
お
な
し
と
こ

ろ
に
て
あ
か
し
く
ら
し
申
へ
し
」
と
い
う
強
い
語
調
の
独
自
の
異
文
を
持
つ
。
こ
の
三
本
の
関
係
は
、
次
に
示
す
表

物
語
の
冒
頭
部

分
で
も
同
じ
で
あ
る
。

「
し
に
」「
け
り
」
の
各
二
文
字
の
二
箇
所
あ
る
欠
落
は
Ｃ
系
統
に
共
通
な
が
ら
、「
う
ら
し
ま
太
郎
」
が
「
う
ら
し
ま
の
太
郎
」
と

「
の
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
長
野
・
瀧
門
寺
・
岩
崎
本
の
三
本
に
の
み
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
瀧
門
寺
本
の
「
あ
け
く
れ

表

冒
頭

御

伽

文

庫

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
本

長
野
県
立
歴
史
館
本

瀧
門
寺
蔵
絵
巻

岩

崎

文

庫

む
か
し
た
ん
ご
の
國

に
う
ら
し
ま
と
い
ふ
も

の
侍
し
に
そ
の
子
に
う

ら
し
ま
太
郎
と
申
て
と

し
の
よ
は
ひ
二
十
四
五

の
お
の
こ
有
け
り
あ
け

く
れ
う
み
の
う
ろ
く
づ

を
と
り
て
ち
ゝ
は
ゝ
を

や
し
な
ひ
け
る
が

む
か
し
た
ん
こ
の
國

に
う
ら
し
ま
と
い
ふ
も

の
侍
・
・
り
そ
の
子
に

う
ら
し
ま
太
郎
と
申
て

年
の
よ
は
ひ
廿
四
五
の

お
の
こ
あ
り
・
・
あ
け

く
れ
う
み
の
う
ろ
く
つ

を
と
り
て
父
母
を
や
し

な
ひ
け
る
か

む
か
し
た
ん
こ
の
國

に
う
ら
し
ま
と
い
ふ
者

侍
り
・
・
そ
の
子
に
浦

し
ま
の
太
郎
と
申
て
と

し
の
よ
は
ひ
廿
四
五
の

男
あ
り
・
・
あ
・
く
れ

は
海
の
う
ろ
く
つ
を
と

り
て
ち
ゝ
は
ゝ
を
や
し

な
ひ
け
る
か

む
か
し
丹
後
（
た
ん

ご
）
の
國
に
う
ら
し
ま
と

い
ふ
も
の
は
ん
へ
り
・
・

そ
の
子
に
う
ら
し
ま
の

太
郎
と
申
て
と
し
の
よ

は
ひ
二
十
四
五
の
お
の

こ
あ
り
・
・
あ
け
く
れ

は
う
み
の
う
ろ
く
つ
を

と
り
て
ち
ゝ
は
ゝ
を
や

し
な
ひ
け
る
か

む
か
し
丹
後
の
く

に
ゝ
浦
嶋
と
い
ふ
も
の

侍
り
・
・
そ
の
子
に
う

ら
し
ま
の
太
郎
と
申
て

と
し
の
よ
は
ひ
二
十
四

五
の
お
の
こ
あ
り
・
・

明
暮
は
う
み
の
う
ろ
く

つ
を
と
り
て
ち
ゝ
は
ゝ

を
や
し
な
ひ
か
う
／
╲

第
一
の
も
の
成
け
る
か
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は
」
の
「
は
」
も
、
長
野
本
の
「
あ
・
く
れ
は
」
を
「
け
」
の
誤
脱
と

え
れ
ば
、
こ
れ
も
三
本
共
通
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
都
合

三
例
か
ら
こ
の
三
本
が
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
な
す
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
本
間
の
関
係
は
、
表

に
お
い
て
、「
鴛
鴦
の
衾
の
下
に
」
の
常
套
句
が
瀧
門
寺
・
岩
崎
の
二
本
の
み
「
ふ
す

ま
の
う
へ
に
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
龍
門
寺
・
岩
崎
の
二
本
共
通
の
異
文
は
都
合
六
例
あ
る
。
ま
た
、
岩
崎
本
に
は
「
か
う
／
╲
第

一
の
も
の
成
」
と
い
う
よ
う
な
独
自
付
加
部
分
が
三
十
箇
以
上
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
単
純
簡
略
な
本
文
か
ら
増
補
改
変
本
文
へ
と
い
う

流
れ
を
前
提
と
し
た
場
合
、
長
野
本
か
ら
瀧
門
寺
本
を
経
て
岩
崎
本
へ
、
と
い
う
本
文
の
流
れ
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
簡
単
に
処
理
は
で
き
な
い
部
分
も
残
る
。
長
野
・
瀧
門
寺
・
岩
崎
本
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
コ
大
・
瀧
門
寺
・
岩
崎

本
と
い
う
三
本
が
グ
ル
ー
プ
を
成
す
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。
表

亀
の
放
生
の
場
面
で
あ
る
。

意
味
の
上
で
は
「
い
た
は
し
」
と
「
ふ
び
ん
な
り
」
は
共
に
か
わ
い
そ
う
と
い
う
意
で
大
差
は
な
い
。
だ
が
、
明
ら
か
に
文
字
面
は

違
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
一
例
の
み
と
は
い
え
長
野
本
か
ら
瀧
門
寺
本
と
い
う
流
れ
を
安
易
に
肯
定
は
で
き
な
い
。

表

亀
の
放
生

御

伽

文

庫

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
本

長
野
県
立
歴
史
館
本

瀧
門
寺
蔵
絵
巻

岩

崎

文

庫

た
ち
ま
ち
こ
ゝ
に
て

い
の
ち
を
た
ゝ
ん
事
い

た
は
し
け
れ
ば
た
す
く

る
な
り
つ
ね
に
は
此
お

ん
を
思
ひ
い
だ
す
べ
し

と
て
此
か
め
を
も
と
の

う
み
に
か
へ
し
け
る

た
ち
ま
ち
こ
ゝ
に
て

い
の
ち
を
た
ゝ
む
事
ふ

ひ
ん
な
り
け
れ
は
た
す

く
る
な
り
つ
ね
に
は
こ

の
お
ん
を
お
も
ひ
い
た

す
へ
し
と
て
こ
の
か
め

を
も
と
の
う
み
へ
そ
入

に
け
り

た
ち
ま
ち
こ
ゝ
に
て

い
の
ち
を
た
ゝ
む
事
い

た
は
し
け
れ
は
た
す
く

る
な
り
つ
ね
に
は
こ
の

お
ん
を
お
も
ひ
い
た
す

へ
し
と
て
こ
の
龜
を
も

と
の
う
み
へ
そ
入
に
け

り

た
ち
ま
ち
こ
ゝ
に
て

い
の
ち
を
た
ゝ
む
事
の

ふ
ひ
ん
な
れ
は
た
す
く

る
な
り
つ
ね
に
は
此
お

ん
を
は
思
ひ
い
た
す
へ

し
と
て
こ
の
か
め
を
も

と
の
う
み
へ
そ
入
に
け

り

た
ち
ま
ち
こ
れ
に
て

命
を
た
ゝ
ん
事
ふ
ひ
ん

な
れ
は
た
す
く
る
也
つ

ね
は
此
お
ん
を
は
思
出

す
へ
し
と
て
こ
の
か
め

を
も
と
の
う
み
へ
そ
入

に
け
る
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と
こ
ろ
で
、
同
じ
表

の
末
尾
御
伽
文
庫
本
「
も
と
の
う
み
に
か
へ
し
け
る
」
と
あ
る
部
分
、
Ｃ
系
統
諸
本
は
係
助
詞
「
ぞ
」
を
入

れ
な
が
ら
も
コ
大
・
長
野
・
瀧
門
寺
本
で
は
「
も
と
の
う
み
へ
そ
入
に
け
り
」
と
係
り
結
び
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
岩
崎
本
の
み

は
語
尾
を
「
け
る
」
と
連
体
形
で
結
ん
で
い
る
。
岩
崎
本
は
他
と
は
異
な
る
本
文
基
準
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
前
者
コ
大
・
長

野
・
瀧
門
寺
本
と
い
う
三
本
の
グ
ル
ー
プ
が
、
実
は
三
本
共
通
の
異
文
と
し
て
は
二
十
一
箇
所
と
一
番
多
い
。

で
は
コ
大
・
長
野
本
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
両
本
が
極
近
い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
す
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
表

の
龍
宮
の
冬
の
庭
の
描
写
で
あ
る
。

表

冬
の
庭

御

伽

文

庫

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
本

長
野
県
立
歴
史
館
本

瀧
門
寺
蔵
絵
巻

岩

崎

文

庫

又
き
た
を
な
が
む
れ

ば
冬
の
け
し
き
と
う
ち

み
え
て
よ
も
の
木
ず
ゑ

も
冬
が
れ
て
か
れ
ば
に

を
け
る
は
つ
し
も
や

山
／
╲
や
た
ゞ
白
た
え

の
雪
に
む
も
る
ゝ
谷
の

と
に
心
ぼ
そ
く
も
炭
が

ま
の
煙
に
し
る
き
し
づ

か
わ
ざ
冬
と
し
ら
す
る

氣
色
哉

さ
て
ま
た
北
を
な
か

む
れ
は
冬
の
け
し
き
と

う
ち
見
え
て
よ
も
の
こ

す
ゑ
も
ふ
ゆ
の
け
し
き

と
う
ち
見
え
て
ふ
ゆ
か

れ
・
の
こ
る
こ
の
は
に

を
け
る
は
つ
霜
は
山
／

╲
・
た
ゝ
し
ろ
た
へ
の

し
も
に
う
も
る
ゝ
谷
の

戸
に
心
ほ
そ
く
も
す
み

か
ま
の
け
ふ
り
に
し
る

き
し
つ
か
わ
さ
冬
と
し

ら
す
る
け
し
き
か
な

さ
て
又
北
を
な
か
む

れ
は
冬
の
け
し
き
と
う

ち
見
え
て
四
方
の
木
す

ゑ
も
冬
の
け
し
き
と
う

ち
見
え
て
ふ
ゆ
か
れ
・

の
こ
る
木
の
葉
に
を
け

る
は
つ
霜
は
山
／
╲
・

た
ゝ
し
ろ
た
え
の
し
も

に
う
も
る
ゝ
谷
の
戸
に

心
ほ
そ
く
も
す
み
か
ま

の
け
ふ
り
に
し
る
き
し

つ
か
わ
さ
冬
と
し
ら
す

る
け
し
き
か
な

さ
て
ま
た
北
を
な
か

む
れ
は
冬
の
け
し
き
と

う
ち
み
へ
て
よ
も
の
こ

す
ゑ
も
ふ
ゆ
か
れ
て
の

こ
る
木
の
葉
に
を
く
霜

の
山
／
╲
は
さ
な
か
ら

し
ろ
た
え
の
雪
に
む
も

る
ゝ
た
に
の
戸
に
こ
ゝ

ろ
ほ
そ
く
も
す
み
か
ま

の
け
ふ
り
に
し
る
き
し

つ
か
わ
さ
ふ
ゆ
と
し
ら

す
る
け
し
き
か
な

さ
て
又
き
た
を
な
か

む
れ
は
冬
の
け
し
き
と

う
ち
み
え
て
四
方
の
木

す
ゑ
も
冬
か
れ
て
の
こ

る
木
の
葉
に
を
く
し
も

の
山
々
は
た
ゝ
白
た
へ

の
雪
に
む
も
る
ゝ
谷
の

戸
に
こ
ゝ
ろ
ほ
そ
く
も

す
み
か
ま
の
け
ふ
り
に

し
る
き
し
つ
か
わ
さ
冬

と
し
ら
す
る
け
し
き
か

な
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コ
大
・
長
野
本
の
「
冬
の
け
し
き
と
う
ち
見
え
て
」
と
い
う
文
の
近
接
す
る
重
な
り
は
、
目
移
り
に
よ
る
衍
文
と

え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
ど
ち
ら
か
が
衍
文
を
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
「
し
ろ
た
へ
の
し
も
に
う
も
る
ゝ
谷
」
の
「
し
も
」
も
白

妙
の
「
雪
」
の
誤
写
の
可
能
性
が
大
き
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
近
い
例
が
も
う
一
例
あ
る
。
表

の
浦
島
が
故
郷
に
戻
っ
た
場
面
で
あ

る
。
浦
島
は
知
る
人
も
な
く
て
困
惑
し
、
傍
ら
に
あ
る
柴
の
庵
を
訪
れ
、
そ
こ
の
翁
に
浦
島
の
行
方
を
尋
ね
る
。
そ
し
て
翁
か
ら
七
百

年
以
前
の
こ
と
と
聞
か
さ
れ
、
浦
島
は
驚
い
て
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
話
す
。
そ
の
翁
の
語
っ
た
と
こ
ろ
が
、
次
の
通
り
。

御
伽
文
庫
本
で
は
「
あ
れ
に
見
え
て
候
古
き
塚
古
き
石
塔
こ
そ
そ
の
人
の
廟
所
と
申
（
し
）
伝
へ
て
こ
そ
候
へ
」
と
あ
る
。
こ
の
部

分
コ
大
本
・
長
野
本
共
に
「
あ
れ
に
見
え
て
候
ふ
る
き
つ
か
ふ
る
き
七
き
た
う
こ
そ
人
の
べ
う
し
よ
と
申
（
し
）
つ
た
へ
て
候
へ
」
と

二
箇
所
の
脱
落
と
「
七
」
は
「
せ
（
世
）」
の
誤
写
と
思
わ
れ
る
本
文
を
持
つ
。
但
し
、
コ
大
本
は
で
「
七
」
の
横
画
の
右
端
に

ち
ょ
っ
と
し
た
撥
ね
が
あ
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
が
、「
せ
（
世
）」
の
字
体
と
し
て
見
る
に
は
明
ら
か
に
こ
の
絵
巻
の
他
の
「
せ

（
世
）」
と
は
違
い
、
こ
の
前
後
に
出
て
く
る
「
七
百
年
」
の
「
七
」
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
岩
崎
本
の
異
同
箇
所
は
、
そ
の
内
容
を

検
討
す
る
と
、
前
者
三
本
の
人
間
ら
し
く
な
っ
た
浦
島
の
言
動
に
対
し
て
、
さ
ら
に
「
あ
は
れ
」「
な
み
だ
」「
こ
ひ
し
」「
心
ほ
そ
し
」

な
ど
の
こ
と
ば
と
共
に
感
傷
的
場
面
を
増
補
し
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。

さ
て
、
も
う
一
度
表

を
見
て
そ
の
異
文
を
確
認
し
て
み
る
と
、
基
本
的
に
コ
大
本
・
長
野
本
・
瀧
門
寺
本
の
三
本
が
一
つ
の
グ

ル
ー
プ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
コ
大
本
と
長
野
本
の
関
係
の
近
さ
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、

コ
大
本
と
瀧
門
寺
本
と
の
共
通
し
長
野
本
が
異
な
る
本
文
が
あ
る
こ
と
を

慮
す
る
と
、
長
野
本
か
ら
他
の
二
本
へ
と
い
う
直
接
な
関

係
を
想
定
す
る
こ
と
も
難
し
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
諸
本
間
の
先
行
関
係
の
大
よ
そ
を
示
せ
ば
、
次
の
Ａ
・
Ｂ
の
よ
う
な
二
通
り
の
案
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
Ａ
は
長
野
本
が
先
行
し
て
い
る
と

え
た
場
合
の
も
の
、
Ｂ
は
、
三
本
に
共
通
の
本
を
想
定
し
た
場
合
の
も
の
。
今
の
と
こ
ろ
ど
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表

故
郷
に
帰
っ
た
浦
島

御

伽

文

庫

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
本

長
野
県
立
歴
史
館
本

瀧
門
寺
蔵
絵
巻

岩

崎

文

庫

太
郎
大
き
に
お
ど
ろ
き
こ

は
い
か
な
る
こ
と
ぞ
と
て
そ

の
い
は
れ
を
あ
り
の
ま
ゝ
に

か
た
り
け
れ
ば
お
き
な
も
ふ

し
ぎ
の
お
も
ひ
を
な
し
な
み

だ
を
な
が
し
申
け
る
は
あ
れ

に
み
え
て
候
ふ
る
き
つ
か
ふ

る
き
せ
き
た
う
こ
そ
そ
の
人

の
び
や
う
し
よ
と
申
つ
た
へ

て
こ
そ
候
へ
と
て
ゆ
ひ
を
さ

し
て
を
し
へ
け
る

〔
第
六
図

翁
浦
島
に
指
差

し
て
教
え
る
〕

太
郎
は
な
く
／
╲
草
ふ
か

く
露
し
げ
き
の
べ
を
わ
け
ふ

る
き
つ
か
に
ま
い
り
な
み
だ

を
な
が
し
か
く
な
ん

太
郎
大
き
に
を
と
ろ
き
て

こ
は
い
か
な
る
事
そ
と

よ
・
・
い
は
れ
を
あ
り
の

ま
ゝ
に
か
た
り
け
れ
は
お
き

な
も
ふ
し
き
の
お
も
ひ
を
な

し
な
み
た
を
な
か
し
申
け
る

は
あ
れ
に
見
え
て
候
ふ
る
き

つ
か
ふ
る
き
七
き
た
う
こ

そ
・
・
人
の
へ
う
し
よ
と
申

つ
た
へ
て
・
・
候
へ
と
な

く
／
╲
・
・
・
・
・
・
を
し

へ
け
る
を
き
ゝ
て
う
ら
し
ま

は
な
み
た
と
と
も
に
た
ち
か

へ
ら
れ
け
り

〔
第
六
図

室
内
で
玉
手
箱

を
開
け
た
浦
島
〕

さ
て
太
郎
は
な
く
／
╲
草

ふ
か
く
つ
ゆ
し
け
き
野
邊
を

わ
け
ふ
る
き
つ
か
に
ま
い
り

涙
を
な
か
し
か
く
な
ん

太
郎
大
き
に
お
と
ろ
き
て

こ
は
い
か
な
る
事
そ
と
よ

よ
・
い
は
れ
を
あ
り
の
ま
ゝ

に
か
た
り
け
れ
は
お
き
な
も

ふ
し
き
の
お
も
ひ
を
な
し
な

み
た
を
な
か
し
申
け
る
は
あ

れ
に
見
え
て
候
ふ
る
き
つ
か

ふ
る
き
七
き
た
う
こ
そ
・
・

人
の
べ
う
し
よ
と
申
つ
た
へ

て
・
・
候

へ

と

な

く
／

╲
・
・
・
・
・
・
を
し
へ
け

る
を
き
ゝ
て
う
ら
し
ま
は
な

み
た
と
ゝ
も
に
立
か
へ
ら
れ

け
りさ

て
太
郎
は
な
く
／
╲
草

ふ
か
く
露
し
け
き
野
へ
を
わ

け
ふ
る
き
つ
か
に
ま
い
り
な

み
た
を
な
か
し
か
く
な
ん

太
郎
大
き
に
お
と
ろ
き
て

こ
は
い
か
な
る
こ
と
そ
と

て
・
・
い
は
れ
を
あ
り
の

ま
ゝ
に
か
た
り
け
れ
は
お
き

な
も
ふ
し
き
の
お
も
ひ
を
な

し
な
み
た
を
な
か
し
申
け
る

は
あ
れ
に
見
え
て
候
ふ
る
き

つ
か
ふ
る
き
せ
き
た
う
こ
そ

其
人
の
へ
う
し
よ
と
申
つ
た

へ

て

候

へ

と

な

く
／

╲
・
・
・
・
・
・
お
し
へ
け

る
を
き
ゝ
て
う
ら
し
ま
涙
と

共
に
た
ち
か
へ
ら
れ
け
り

〔
第
五
図

浦
島
故
郷
で
翁

嫗
に
尋
ね
る
〕

さ
て
太
郎
は
な
く
／
╲
草

ふ
か
く
露
し
け
き
野
へ
を
わ

け
ふ
る
き
つ
か
に
ま
い
り
な

み
た
を
な
か
し
か
く
な
ん

太
郎
お
ほ
き
に
お
と
ろ
き

て
こ
は
い
か
な
る
事
そ
と
よ

と
て
む
か
し
の
あ
り
さ
ま
身

の
う
へ
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
か

た
り
け
れ
は
お
き
な
も
ふ
し

き
の
お
も
ひ
を
な
し
な
み
た

を
な
か
し
申
け
る
は
さ
て
も

あ
は
れ
な
る
御
事
か
な
あ
れ

に
見
え
て
候
ふ
る
き
つ
か
ふ

る
き
せ
き
た
う
こ
そ
そ
の
人

の
ひ
よ
う
し
よ
と
申
つ
た
へ

て
は
候
へ
く
は
し
き
事
を
い

ひ
つ
た
へ
も
な
け
れ
は
し
り

た
る
人
も
な
し
と
な
く
／

╲
・
・
・
・
・
・
お
し
へ
け

る
を
き
ゝ
て
浦
嶋
は
な
み
た

と
ゝ
も
に
立
い
て
ゝ

み
れ
は
く
さ
た
か
ひ
お
ひ

し
け
り
露
し
け
き
野
へ
ひ
よ

う
／
╲
し
た
る
を
わ
け
い
り

ふ
る
き
つ
か
せ
き
た
う
に
む

か
ひ
な
み
た
を
な
か
し
ま
も

り
ゐ
て
と
か
く
思
ひ
わ
き
た

る
こ
と
も
な
く
む
か
し
こ
ひ

し
心
ほ
そ
く
て
詠
し
け
り
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ち
ら
と
も
決
し
が
た
い
。

な
お
、
イ
Ｃ
系
統
で
一
つ
気
に
な
る
こ
と
は
龍
宮
城
の
こ
と
で
あ
る
。
コ
大
本
・
長
野
本
・
瀧
門
寺
本
の
三
本
で
は
浦
島
が
女
と
共

に
訪
れ
た
場
所
を
「
り
う
ぐ
う
じ
や
う
ど
ゝ
申
す
」
と
紹
介
し
、
四
季
の
庭
を
案
内
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
御
伽
文
庫
本
「
り
う
ぐ

う
じ
や
う
と
申
（
す
）
所
」
や
岩
崎
本
「
り
う
宮
じ
や
う
と
申
（
す
）
と
こ
ろ
」
な
ら
ば
「
龍
宮
城
と
申
す
所
」
の
意
で
よ
い
が
、
三

本
が
共
通
し
て
「
り
う
ぐ
う
じ
や
う
ど
ゝ
申
（
す
）
所
」
で
あ
る
こ
と
は
、
単
純
に
誤
写
と

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

例
え
ば
日
本
民
藝
館
蔵
室
町
末
絵
巻
に
「
こ
の
り
う
く
う
し
や
う
と
の
、
四
は
う
の
、
し
き
を
」（
室
町
時
代
物
語
大
成
第
二
・
603
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
こ
の
四
方
四
季
の
理
想
世
界
を
「
龍
宮
浄
土
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三

と
こ
ろ
で
、
近
年
石
川
透
氏
に
よ
っ
て
絵
入
り
本
絵
巻
の
筆
者
の
解
明
が
精
力
的
に
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
石
川
氏
が
特
定
さ
れ
た

は
次
の
三
名
で

注
二

あ
る
。
朝
倉
重
賢
、「
太
平
記
絵
巻
筆
者
」、「
落
窪
春
」
の
三
名
は
そ
の
字
体
に
特
徴
が
あ
り
比
較
的
判
別
が
し
や
す

い
。
こ
の
三
名
を
、
石
川
氏
の
指
摘
を
も
と
に
し
て
、
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
に
関
し
て
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
含
め
て
当

て
は
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ｂ
案

コ
大
本

長
野
本

瀧
門
寺
本

岩
崎
本

御
伽
文
庫

コ
大
本

瀧
門
寺
本

岩
崎
本

長
野
本

御
伽
文
庫

Ａ
案
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所

蔵

者

形
態

巻
数

寸

法

絵

数

備

★
未
詳
「
う
ら
し
ま
太
郎
」

絵
巻

一
巻

320
×

絵
６
図

古
典
会
・
昭
58
目
録
・
65

★
浮
木
庵
〔
寛
文
・
延
宝
頃
〕

絵
巻

一
巻

328
×
8750

絵
６
図

古
典
会
・
平
９
目
録
・
168

★
東
洋
文
庫
・
岩
崎
文
庫

絵
巻

一
巻

323
×
9172

絵
６
図

★
未
詳
〔
貞
享
元
禄
頃
〕

絵
巻

一
巻

250
×
7830

絵
６
図

思
文
閣
目
録
一
五
〇

★
未
詳
〔
寛
文
元
禄
頃
写
〕

絵
巻

一
巻

絵
６
図

弘
文
荘
目
録
24

★
個
人
蔵

絵
巻

一
巻

サ
ン
ト
リ
ー
展

★
大
英
博
物
館

絵
巻

一
巻

317
×
9375

絵
５
図

☆
長
野
県
立
歴
史
館

絵
巻

二
巻

304
×
4534
、
4904

絵
５
図

☆
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

絵
巻

一
巻

335
×
10720

絵
７
図

☆
瀧
門
寺

絵
巻

一
巻

321
×
9260

絵
６
図

★
は
朝
倉
重
賢
、
☆
は
太
平
記
絵
巻
の
筆
者
と
同
筆
で
あ
る
こ
と
を
を
示
す
。
こ
の
表
を
見
る
と
筆
者
の
判
明
し
た
の
は
、
す
べ
て

流
布
本
系
統
の
諸
本
で
あ
り
、
三
名
の
内
、
落
窪
春
の
も
の
は
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
前
節
で
触
れ
た
イ
Ｃ
系
統

の
三
本
間
で
最
も
共
通
異
文
の
多
い
コ
大
本
・
長
野
本
・
瀧
門
寺
本
の
グ
ル
ー
プ
は
太
平
記
絵
巻
の
筆
者
と
同
筆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
付
加
異
文
を
多
く
持
つ
岩
崎
本
は
朝
倉
重
賢
と
同
筆
と
特
定
さ
れ
る
の
で

注
三

あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
新
た
に
Ｃ
系
統
の
諸
本
の
問
題
の
若
干
に
つ
い
て

察
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
石
川
氏
が
の
推
定
さ
れ
た

筆
者
と
の
筆
跡
の
確
認
を
簡
単
に
行
っ
て
お
く
。
石
川
氏
が
指
摘
す
る
太
平
記
絵
巻
の
筆
者
の
特
徴
あ
る
文
字
を
図
１
と
し
て
次
に
掲
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出
す
る
。
石
川
氏
の
指
摘
し
た
文
字

あ
・
い
・
を
・
八
・
五
・
山
・
御

の
中
で
絵
巻
「
浦
島
太
郎
」
に
見
ら
れ
る
の
は
「
縦
に
へ

こ
む
」「
あ
（
安
）」、「
縦
に
短
く
な
る
」「
い
（
以
）」、「
突
き
抜
け
方
」
が
特
徴
的
な
「
を
（
遠
）」
の
三
字
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
下
に
稿
者
（
林
）
の
見
た
三
本
の
筆
者
（
太
平
記
絵
巻
筆
者
）
の
特
徴
あ
る
文
字
を
図
２
と
し
て
掲
出
す
る
。
稿
者
が
見
た
限
り
に

お
い
て
は
、「
き
（
幾
）」・「
す
（
春
）」・「
せ
（
世
）」
に
も
共
通
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

者
（
林
）
の
見
た
特
徴
あ
る
文
字

長
野
本

コ
大
本

瀧
門
寺
本

図
１

石
川
氏
が
指
摘
す
る
特
徴
あ
る
文
字

長
野
本

コ

き
（
幾
）

す
（
春
）

せ
（
世
）

を
（
遠
）

い
（
以
）

あ
（
安
）

図
２

稿

小
牧
駒
澤
大
学
紀
要

大
本

瀧
門
寺
本
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像
の
中

画

★

の
パ
タ
ー
ン
同
じ
★

心
に
す
る
た
め
に
画
像
の
中
に

ア
タ
リ
の
文
字
枠
あ
り
ま
す
。
以
下
こ



こ
れ
ら
か
ら
、
こ
の
三
本
は
同
一
筆
者
で
の
筆
跡
と
見
て
か
ま
わ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
ど
ん
な
問
題
が
起
き
て
く
る
か

え
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
筆
者
が
同
じ
で
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
の
語

句
に
ど
ん
な
文
字
（
字
母
）
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
う
ら
し
ま
」
の
表
記
と
そ
の
文
字
を
見
て
み
よ
う
。

こ
れ
を
使
用
頻
度
順
に
諸
本
に
よ
っ
て
掲
出
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

長
野
本

全
26
例

：

宇
良
志
万

18

宇
良
志
末

３

浦
嶋

３

浦
志
万

２

コ
大
本

全
25
例

：

宇
良
志
満

16

宇
良
志
末

５

浦
嶋

２

宇
羅
志
満

１

瀧
門
寺
本

全
23
例

：

宇
良
志
末

13

宇
良
志
満

４

宇
良
嶋

３

浦
嶋

２

浦
志
末

１

こ
れ
に
よ
り
、
同
じ
筆
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
字
母
の
使
用
に
関
し
て
は
一
つ
の
傾
向
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
が
わ
か

る
。
字
母
に
関
し
て
は
、
仮
名
遣
い
も
見
て
お
こ
う
。
い
く
つ
か
の
語
句
を
抜
き
出
し
て
そ
の
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
見
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。ゑ

ん
あ
う
（
鴛
鴦

ゑ
ん
わ
う
（
伽

／
え
ん
わ
う
（
長
・
コ
・
瀧
・
岩
）／
え
ん
あ
ふ
（
岩
）

御
お
ん
（
恩

御
お
ん
（
伽
・
瀧
・
岩

／
御
を
ん
（
長
・
コ
）

べ
う
し
よ
（
廟
所

び
や
う
し
よ
（
伽

／
へ
う
し
よ
（
長
・
コ
・
瀧
）／
ひ
よ
う
し
よ
（
岩
）

を
し
へ
（
教

を
し
へ
（
伽
・
長
・
コ

／
お
し
へ
（
瀧
・
岩
）

い
は
ひ
（
祝

い
わ
ゐ
（
伽
）／
い
は
ゐ
（
長
・
岩

い
は
ひ
（
コ
）

同
じ
絵
巻
の
中
で
、
例
え
ば
鴛
鴦
（
ゑ
ん
あ
う
）
の
よ
う
に
、「
え
ん
わ
う
」
と
長
野
本
・
コ
大
本
・
瀧
門
寺
本
は
一
致
し
て
い
て

も
、
岩
崎
本
は
「
え
ん
わ
う
」
と
「
え
ん
あ
ふ
」
の
異
な
る
二
通
り
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、
長
野
本
・
コ
大
本
・
瀧
門
寺
本
は
筆
者

が
同
じ
は
ず
な
の
に
、
例
え
ば
教
（
を
し
へ
）
は
長
野
・
コ
大
本
が
「
を
し
へ
」
で
、
瀧
門
寺
本
が
「
お
し
へ
」、
逆
に
祝
（
い
は
ひ
）
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は
、
長
野
・
瀧
門
寺
本
本
が
「
い
は
ゐ
」、
コ
大
本
が
「
い
は
ひ
」
と
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
絵
巻
筆
者
に
文
字
（
字
母
）・
仮

名
遣
い
の
規
範
意
識
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

図
３

「
う
ら
し
ま
」
の
字
体

瀧
門
寺
本

コ
大
本

長
野
本
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以
上
、
ま
ず
石
川
氏
の
筆
者
の
論
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
文
の
異
本
系
統
と
筆
者
と
の
間
に
あ
る
程
度
の
相
関
関
係
が
見

出
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
筆
者
の
特
定
か
ら
、
そ
の
筆
者
の
絵
巻
が
持
つ
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ど
う

や
ら
こ
の
筆
者
は
好
色
な
浦
島
を
作
り
上
げ
た
絵
巻
を
一
手
に
書
写
し
て
い
る
。
こ
れ
が
単
純
に
絵
巻
を
書
写
し
た
結
果
な
の
か
、
あ

る
い
は
本
文
の
作
成
に
ま
で
関
わ
っ
て
い
た
も
の
な
の
か
、
一
概
に
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
一
筆
者
で
三
本
そ
れ
ぞ
れ
に

独
自
異
文
が
あ
る
こ
と
を
も

慮
す
る
な
ら
ば
、
筆
者
が
親
本
を
極
め
て
忠
実
に
筆
写
し
て
い
た
だ
け
と
で

え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ

積
極
的
に
異
文
作
り
に
荷
担
し
て
い
た
と
見
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

四

絵
巻
の
筆
者
が
同
一
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
筆
者
の
絵
巻
群
の
作
製
時
期
と
製
作
場
の
限
定
が
可
能
と
な
ろ
う
。
一
人

の
筆
者
ゆ
え
に
肉
体
的
に
も
時
間
的
に
も
自
ず
と
製
作
に
限
界
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
ご
く
限
ら
れ
た
時
代
に
ご
く
限
ら
れ
た
地
域

で
絵
巻
は
作
製
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
具
体
的
に
特
定
す
る
手
立
て
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
文
の
実
態
や
文
字
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
が
、
で
は
、
挿
絵
の
問
題
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
。
本
文
の

よ
う
に
な
に
が
し
か
の
流
れ
は
見
ら
れ
る
の
か
。
瀧
門
寺
本
と
岩
崎
本
に
の
み
見
ら
れ
る
不
可
解
な
挿
絵
に
つ
い
て
は
か
つ
て

察
し

た
こ
と
が

注
四

あ
る
。
次
に
示
し
た
絵
巻
挿
絵
は
、
図
４
が
瀧
門
寺
の
第
二
図
で
、
下
段
図
５
が
浮
木
庵
蔵
絵
巻
の
第
三
図
で
あ
る
。
一
見

全
く
別
々
の
様
な
挿
絵
で
あ
る
が
、
左
右
を
反
転
さ
せ
る
と
絵
柄
（
構
図
）
は
よ
く
似
て
い
て
、
違
う
の
は
絵
様
（
和

唐
様
の
描
か

れ
方
）
だ
け
で
あ
る
の
が
わ
か
る
。
恐
ら
く
は
、
何
か
の
情
報
の
手
違
い
か
ら
、
瀧
門
寺
本
の
よ
う
な
挿
絵
が
描
か
れ
、
岩
崎
本
も
踏

襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
浮
木
庵
蔵
絵
巻
の
筆
者
は
、
岩
崎
本
と
同
じ
朝
倉
重
賢
で
あ
り
、
朝
倉
重
賢
の
場
合

は
イ
Ｃ
系
統
以
外
の
本
文
も
書
写
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
絵
柄
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
絵
様
の
違
い
は
情
報
の
錯
誤
と
い
う
よ
う
な
解
釈
で
処
理
で
き
る
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、

ど
う
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
同
じ
絵
巻
の
場
合
、
挿
絵
の
絵
師
も
情
報
も
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
で
当
然
と

え
ら
れ
る
が
そ
う
は
簡

単
に
い
か
な
い
。
絵
柄
や
絵
様
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
図
６
は
長
野
本
、
図
７
は
コ

図
５

浮
木
庵
絵
巻
・
第
三
図

図
４

瀧
門
寺
本
・
第
二
図
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大
本
の
共
に
第
二
図
、
浦
島
が
流
れ
着
い
た
女
と
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
挿
絵
に
対
す
る
当
該
本
文
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
既
に
表

で
確
認
し
て
き
て
い
る
。
絵
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
絵
柄
は

似
て
い
る
が
、
よ
く
見
る
と
い
く
つ
も
の
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
コ
大
本
に
は
他
の
漁
師
た
ち
が
船
と
共
に
描
か
れ
て
い
る

図
７

コ
大
本
・
第
二
図

図
６

長
野
本
・
第
二
図

90

林

晃
平

所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
流
布
本
イ
Ｃ
系
統
に
つ
い
て



の
に
、
長
野
本
に
は
そ
れ
ら
が
な
い
。
松
の
木
の
位
置
も
違
う
。
し
か
し
何
よ
り
も
違
う
の
は
、
浦
島
と
女
の
描
か
れ
方
で
あ
る
。
船

の
数
も
違
う
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
長
野
本
に
描
か
れ
て
い
る
浦
島
の
船
は
コ
大
本
で
は
ど
こ
へ
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

実
は
浦
島
は
本
来
は
船
に
は
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
。
浦
島
は
釣
り
を
し
よ
う
と
思
っ
て
、
浦
で
海
上
を
見
て
い
た
。
そ
こ
へ
女
の
船

が
浦
島
「
太
郎
が
立
ち
た
る
と
こ
ろ
へ
」
着
い
た
と
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
御
伽
文
庫
な
ど
の
他
の
流
布
本
の
挿
絵
で
は
、
浜
に

立
っ
て
か
し
ゃ
が
ん
で
い
る
浦
島
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
Ｃ
系
統
の
本
文
で
は
全
て
そ
の
部
分
が
「
太
郎
が
舟
の
あ
た
り

へ
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
長
野
本
の
挿
絵
が
本
文
を
基
に
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
な
る
と
、
長
野
本
は
そ
れ
ぞ

れ
の
船
で
二
人
が
出
会
っ
た
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
コ
大
本
は
、
浦
島
が
既
に
女
の
船
に
乗
り
込
ん
で
「
と
か
く
語
ら

ひ
寄
る
」
場
面
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
場
面
は
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
程
瀧
門
寺
本
と
浮
木
庵
蔵
絵
巻
の
挿
絵
に
関
し
て
、
和
様
と
唐
様
の
絵
様
の
違
い
に
触
れ
た
が
、
イ
Ｃ
系
統
の
中
で

も
そ
の
違
い
は
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
次
に
示
す
図
五
の
龍
宮
の
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
長
野
・
コ
大
本
も
瀧
門
寺
本
も
龍
宮
を
描
く
時

は
唐
様
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
描
か
れ
る
女
た
ち
は
少
し
違
う
。
瀧
門
寺
本
は
、
浦
島
以
外
の
登
場
人
物
が
す
べ
て
唐
様

な
の
に
対
し
て
、
長
野
・
コ
大
本
で
は
、
乙
姫
も
和
様
の
所
謂
十
二
単
衣
の
衣
裳
な
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
情
報
に
基
づ
い
て

絵
師
は
何
を
ど
う
描
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
こ
の
部
分
他
の
流
布
本
諸
本
の
挿
絵
で
は
、
乙
姫
は
和
様
に
描
か
れ
て
い

る
。
ゆ
え
に
も
し
、
こ
の
和
様
が
古
く
先
行
し
た
も
の
と

え
る
と
、
唐
様
の
乙
姫
は
、
後
に
描
き
換
え
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

ち
ょ
う
ど
、
長
野
・
コ
大
本
と
瀧
門
寺
本
と
で
は
本
文
が
多
少
異
な
る
よ
う
に
、
絵
も
改
変
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
姫
の
衣
装
の
つ
い
で
に
、
浦
島
の
衣
装
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
絵
巻
絵
入
本
で
は
、
帰
郷
し
た
浦
島
は
烏
帽
子
狩
衣
の
姿

に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
衣
装
に
浦
島
が
着
替
え
る
の
は
浦
島
が
龍
宮
に
滞
在
し
て
い
る
時
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
客
人

と
し
て
迎
え
ら
れ
た
漁
師
浦
島
に
と
っ
て
の
正
装
と

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
故
郷
に
錦
を
着
て
帰
る
類
で
正
装
の
ま
ま
帰
郷
し
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た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
衣
装
の
こ
と
は
本
文
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
挿
絵
の
上
で
の
約
束
ご
と
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
そ
の
約
束
ご
と
は
絵
師
達
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
衣
装
の
色
が
具
体
的
に
、
狩
衣
は
赤
茶
系

に
、
下
の
単
衣
は
青
緑
系
に
、
指
貫
袴
は
縹
に
と
、
決
め
ら
れ
た
色
で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
の
絵
巻
絵
入
に
見

図
10

瀧
門
寺
本
・
第
四
図

図
８

長
野
本
・
第
四
図

図
９

コ
大
本
・
第
四
図
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ら
れ
る
浦
島
の
衣
装
の
色
を
表

に
近
似
し
た
色
で
示
し
た
。
こ
れ
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
浦
島
の
狩
衣
の
色
は
柿
色
が
圧
倒
的
に

多
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
緑
青
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
浦
島
の
図
像
に
は
少
な
く
と
も
そ
の
衣
装
の
色
か
ら
二
つ
の
系
統
が
あ
る
こ
と
が

い
え
る
。

こ
れ
が
イ
Ｃ
系
統
で
も
長
野
・
コ
大
本
や
瀧
門
寺
本
は
柿
色
な
の
に
対
し
て
、
岩
崎
本
は
緑
青
で
あ
る
。
同
じ
系
統
筆
者
で
も
明
ら

か
に
断
絶
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
瀧
門
寺
本
も
亀
を
釣
っ
た
時
の
浦
島
の
衣
装
は
緑
青
の
単
衣
に
腰
蓑
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
浦

島
の
図
像
に
新
し
い
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
の
時
の
浦
島
の
髪
型
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
他
の
イ
Ｃ
系
統
の
諸
本
が
月
代
の
あ
る
浦
島
を
描
く
こ
と
が
多
い
（
あ
る
い
は
笠
を
被
っ
て
い
る
）
の
に
対
し

て
、
月
代
を
剃
っ
て
い
な
い
成
人
前
の
浦
島
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
挿
絵
の
す
べ
て
で
緑
青
の
帷
子
を
着
て
い

る
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
の
奈
良
絵
本
Ａ
本
と
同
じ
絵
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
同
系
統
内
で
の
本
文
の
改
変
と
連
動
を

え
る
べ
き

か
、
あ
る
い
は
他
の
系
統
の
挿
絵
か
ら
の
影
響
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
但
し
、
岩
崎
本
の
浦
島
は
月
代
を
剃
っ
た
成
人
し
た
浦
島
で
あ

る
。
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表

所
謂
御
伽
草
子
類
絵
巻
絵
本
図
像
一
覧

系

統

所

蔵

釣

女

龍
宴

庭

別

送

尋

開

神

①

②

③
ａ

ｂ

ｃ

④

⑤

⑥

⑦

総
数

宇
良
神
社
蔵
絵
巻

○
〔
○
〕

○

〔
○
〕
○

○

○

？

イ

民
藝
館
蔵
絵
巻
（
前
半
欠
）

○

○

○

○

○

○

11
図

ハ

パ
リ
絵
巻
（
奈
良
絵
本
）

１
２
３

４

５

６
７
８

８
図

日
本
民
藝
館
蔵
絵
巻

１

２

３

○

○

○

○

14
図

古
梓
堂
旧
絵
巻
（
奈
良
絵
本
）

２

17
18

24
25

32

33

34
図

イ
Ａ

多
久
文
書
奈
良
絵
横
本

１

２

３

４

５

５
図

王
舎
城
横
本
（
前
半
欠
）

？

１

２

３

３
図

東
大
国
文
奈
良
絵
本
Ｂ

１

２

〔
３
〕
４

５

５
図

浮
木
庵
奈
良
絵
横
本
〔
寛
文
頃
写
〕

１

２

３

４

５

６

６
図

★
浮
木
庵
奈
良
絵
巻
〔
寛
文
延
宝
頃
写
〕

１

２

３

４

５

６

６
図

★
大
英
博
物
館
蔵
奈
良
絵
巻

１

２

３

４

５

５
図

赤
木
文
庫
絵
巻

１

２

３

４

５

６

７

７
図
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Ｂ

パ
リ
（
丹
緑
）
刊
本

１

２

３

４

５

６

６
図

Ｃ
★
岩
崎
文
庫
奈
良
絵
巻

１
〔
２
〕

３

４

５

６

６
図

☆
瀧
門
寺
蔵
絵
巻

１
〔
２
〕

３

４

５

６

６
図

☆
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
絵
巻

１

２

３

４

５

６

７

７
図

☆
長
野
県
立
歴
史
館

１

２

３

４

５

５
図

Ｄ

東
大
国
文
奈
良
絵
本
Ａ

１

２

〔
３
〕
４

５

５
図

パ
リ
絵
巻

１

２

３

４

４
図

Ｅ

元
禄
刊
本

２

３
〔
４
〕
５
６

７

８

９
10
１

10
図

ロ

御
伽
文
庫
本

１

２

３

４

５

６

７

８

８
図

ニ

浮
木
庵
奈
良
絵
本
断
簡

○

○

？
図

大
阪
青
山
短
大
奈
良
絵
本

○

○

○

○

６
図

★
奈
良
絵
〔
寛
文
元
禄
頃
〕
巻
・
弘
文
荘
24

○

６
図

奈
良
絵
巻
〔
寛
文
延
宝
頃
〕・
思
文
閣
145

○

○

○

○

６
図

★
奈
良
絵
巻
〔
貞
享
元
禄
頃
〕・
思
文
閣
150

○

○

○

○

？

６
図

★
奈
良
絵
巻
・
古
典
会
・
昭
58

○

？

？

？

？

？

６
図

・
各
絵
巻
の
下
の
数
字
は
挿
絵
の
順
番
を
示
す
。
丸
付
き
数
字
は
そ
の
場
面
内
容
を
示
す

①
亀
を
釣
る

②
女
と
出
会
う

③
龍
宮
（
ａ
宴
・
ｂ
庭
を
見

る
・
ｃ
別
れ
）

④
見
送
る

⑤
翁
に
尋
ね
る

⑥
箱
を
開
く

⑦
神
と
神
社

・
数
字
の
上
の
色
は
そ
れ
ぞ
れ
の
浦
島
の
衣
装
（
狩
衣
ほ
か
）
の
色
を
示
す

柿
色
・
緑
青
・
薄
縹
・
灰
色
は
未
確
認
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ま
と
め

本
稿
で
は
、
第
一
節
に
お
い
て
、
ま
ず
本
文
を
見
て
、
異
文
を
見
出
し
、
次
に
第
二
節
に
お
い
て
系
統
を
勘
案
し
た
。
そ
し
て
、
石

川
氏
の
絵
巻
筆
者
の
説
に
よ
り
、
筆
者
と
の
関
わ
り
の

察
を
進
め
た
。
こ
れ
ま
で
の
所
謂
御
伽
草
子
研
究
は
個
々
の
作
品
に
関
し
て

は
、
本
文
研
究
と
書
物
の
形
態
に
つ
い
て
の

察
が
主
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
さ
ら
に
絵
巻
筆
者
の
こ
と
を

え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
は
新
し
い
次
元
を
迎
え
た
と
い
え
る
。
い
わ
ば
、
書
物
の
形
態
と
本
文
と
い
う
二

次
元
世
界
で
の
研
究
か
ら
、
そ
の
世
界
を
別
の
次
元
で
構
成
す
る
、
筆
者
と
い
う
制
作
者
の
次
元
が
加
わ
っ
て
、
三
次
元
世
界
で
の

察
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

所
謂
御
伽
草
子
の
研
究
は
、
こ
う
い
っ
た
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
研
究
の
細
分
化
詳
細
化
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
新
し
い
視
点
か
ら
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
統
合
収
斂
し

て
い
く
可
能
性
を
持
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

注
一

流
布
本
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
所
謂
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
再

・
そ
の
二
｜
流
布
本
に
関
す
る
二
三
の
問
題
を
中
心
に
｜
」（
苫
小
牧
駒
澤
大
学
紀
要
・
第

２
号
（
平
10
・
10
・
31
）、
後
に
『
浦
島
伝
説
の
研
究
』（
２
０
01
・
２
・
28
、
お
う
ふ
う
）
に
収
録
）
に
お
い
て
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岩
崎
本
と
瀧
門
寺
本
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
瀧
門
寺
本
を
某
寺
蔵
絵
巻
と
し
て
紹
介
し
、
若
干
の

察
を
試
み
て
い
る
。
流
布
本
全
体
の
系
統
は
次
に
示
す
通
り
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
系
統

図
は
諸
本
間
の
直
接
の
書
承
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
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注
二

石
川
氏
が
膨
大
な
絵
入
本
・
絵
巻
類
の
中
の
筆
跡
の
特
徴
か
ら
特
定
さ
れ
た
筆
者
の
論
は
次
の
四
編
に
よ
る
。

①
石
川
透

奈
良
絵
本
筆
者
の
諸
問
題

『
説
話
論
集
』
八

清
文
堂

１
９
98
年
８
月

②
石
川
透

奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
製
作

『
魅
力
の
御
伽
草
子
』
三
弥
井
書
店

平
成
12
年
３
月
31
日

③
石
川
透

草
紙
屋
城
殿
の
周
辺

む
ろ
ま
ち

第
四
集

２
０
00
年
３
月
31
日

④
石
川
透

太
平
記
絵
巻
・
絵
本
の
製
作

軍
記
と
語
り
物

36

２
０
00
年
３
月

な
お
、
平
成
一
三
年
度
の
中
世
文
学
会
春
季
大
会
（
於
・
群
馬
県
立
女
子
大
学
）
に
お
い
て
石
川
氏
は
、
淺
井
了
意
の
筆
跡
を
特
定
さ
れ
た
の
で
現
在
は
都
合
四

Ｂ
御
伽
文
庫
・
三
九
冊
本

Ｃ
二
三
冊
本

Ａ
浮
木
庵
奈
良
絵
横
本

Ｂ
パ
リ
丹
緑
本

Ａ

浮
木
庵
絵
巻
★

天
理
写
本

国
籍
写
本

Ｃ

ａ
長
野
本
☆

ＤＥ
元
禄
刊
本

東
大
Ａ
本

パ
リ
絵
巻

Ｆ
南
葵
写
本

ｂ
瀧
門
寺
本
☆

ｃ
岩
崎
本
★

コ
大
本
☆

イロ

【
流
布
本
分
類
略
系
統
図
・
改
訂
版
】
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名
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
本
発
表
時
点
で
は
三
名
で
あ
る
の
で
、
ま
た
本
稿
に
は
直
接
関
係
し
な
い
の
で
三
名
と
す
る
。

注
三

昭
和
五
八
年
古
典
会
目
録
掲
載
の
絵
巻
六
五
「
う
ら
し
ま
太
郎
」（
極
彩
色

絵
六
図

紙
高
32
㎝

箱
入

一
巻

三
頁
・
写
真
版
三
〇
頁
）
の
筆
者
が
、
石

川
氏
に
よ
る
と
や
は
り
浅
倉
重
賢
で
あ
る
。
こ
の
絵
柄
が
岩
崎
文
庫
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
・
絵
師
共
に
岩
崎
文
庫
と
同
じ
と
思
わ
れ
、
お
そ
ら
く
は

本
文
も
同
じ
系
統
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注
四

前
掲
注
一
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オーストラリアの言語教育政策の
歴史的展開

英語以外の言語の教育に視点を当てて

LanguageEducationPoliciesinAustralia

FromthePointofLOTEEducation

青 木 麻衣子
MaikoAOKI

キーワード：言語政策、英語以外の言語（LOTE）、移民、優先アジ

ア言語、多文化主義

要旨

オーストラリアでは、1987年に最初の国家言語政策が策定されたが、それは主として

英語を母語としない人々に対する言語教育の保障を目的としたものであった。しかし、

1991年に新たな政策が発表されるとその目的が主として国の経済発展に資する言語教育

を推進することに大きく転換された。そしてそのような流れの中で、ある特定の英語以外

の言語（LOTE）の教育が推進されるようになった。本稿は、このようなオーストラリア

の言語政策の転換が生じた理由とその影響とを、特にLOTEの教育に焦点を当てて明ら

かにすることを目的とする。そしてそれにより、同国における言語教育の意義と役割とを

察する。

苫小牧駒澤大学紀要 第６号 2001年９月

苫小牧駒澤大学紀要第６号（2001年９月28日発行）

BulletinofTomakomaiKomazawaUniversityVol.6,28September2001

注意：この次頁は白になります。（裏白）



はじめに 問題の所在

オーストラリアは今年（2001年）、連邦制樹立百周年を迎えた。その

間、様々な国・地域から大勢の人々が渡豪し移住してきた。特に第二次

世界大戦後は、経済復興のために多くの労働力が必要とされ、南ヨー

ロッパやアジア等英語圏以外の地域から多くの移民が受け入れられた。

このような英語を母語としない人々の大量移入は、当時白豪主義を国

是としていたオーストラリアに様々な言語教育の必要性を生じさせた。

はじめそれは、移民に対する英語教育の必要性という形で生じた。英語

教育は当初、移民に対する強制・奨励と捉えられていたが、移民の増加

に伴い、次第に彼らの権利と捉えらるようになっていった。そしてこの

ような変化は、彼らの母語の教育に対する関心を高揚させ、アジア諸国

に対する関心の高まり等を背景に、すべてのオーストラリア人に対する

英語以外の言語（LanguagesOtherThanEnglish：以下LOTE）の教

育の必要性をも喚起した。つまり、オーストラリアには移民に対する英

語教育、母語の教育、そしてすべてのオーストラリア人に対する

LOTEの教育の必要性や要求が存在したのである。そしてこのような

必要性や要求が民族学校等における母語の教育の実施、各州の言語政策

の確立を導いていったのであった。

オーストラリアの連邦レベルの最初の言語政策は1987年に発表され

たが、この政策はまさにそれ以前に存在していた言語教育に関する必要

性や要求を充たすために確立されたといえる。この政策の確立以前は、

言語教育は各州で各地の必要に応じて実施されていた。政策の目的は、

すべてのオーストラリア人に英語の能力の向上を保障するとともに、英

語を母語としない移民等の母語の教育を保障すること、またすべての

オーストラリア人にLOTEの教育を提供することにあった。そして、

それらの目的を達成するために種々のプログラムが計画・実施された。

しかし1991年に新たな言語政策が発表されると、政策の目的が、主と
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して国の経済発展に資する言語教育を強化することに大きく転換され

た。そしてそのような観点から、学校教育を通して提供される、すべて

のオーストラリア人に対するLOTEの教育が重視されるようになった。

このように、政策レベルで見ると、オーストラリアの言語教育の主眼

は、言語教育の保障という視点から経済発展への貢献という視点へと移

行していったと捉えることができる。現在ではこのような流れから、ア

ジア諸国の言語の教育が学校教育を通して積極的に推進されている。

本稿は、以上のようなオーストラリアの言語教育政策の歴史的展開

を、特に1991年の政策で重視されることとなったLOTEの教育に焦点

を当てて明らかにすることを目的とする。そしてその展開から、同国に

おける言語教育の意義と役割とを 察していきたいと える。

言語政策の前史 政策確立の要因

連邦政府が1987年に最初の連邦レベルの言語政策を確立した背景に

は、様々な要因が存在した。主な要因として えられるのは、移民およ

び移民子弟に対する言語教育の必要性と関心が高まったこと、宗主国で

あるイギリスから政治的・経済的に独立を試みた一方でアジア諸国に対

する関心が高まったこと、大学で外国語学習の衰退に対する危機意識が

高まったことの三点である。これら三点について、以下で具体的に見て

いきたい。

オーストラリアは、第二次世界大戦後、国防のための人口増加と経済

発展のための労働力不足から、1947年に大量移民導入計画を開始した。

最初は英語を母語とするヨーロッパ系の移民を優先的に受け入れていた

が、それでは数が少なかったため、英語を母語としない南ヨーロッパ系

の移民、東ヨーロッパ社会主義圏からの難民を含んだ移民、そして中近

東の国々からの移民、最終的にはアジア諸国からの移民を次々と受け入

れた 。そのため、第二次世界大戦後のオーストラリアには、英語を母

青木麻衣子 オーストラリアの言語教育政策の歴史的展開
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語としない人々が多く存在することになったのである。

これらの移民に対する言語教育は、はじめに英語教育の必要性という

形で生じた。移民子弟は学校で英語を話すことを強制され、彼らの両親

も子どもの教育のために家庭内で英語を使用することを奨励された。こ

の英語に対する強制・奨励は、移民自身にとって、新たな居住地である

オーストラリアで社会的・職業的成功を収めるために必要不可欠であっ

たといえる。しかし1960年代に入ると、移民の増加による平等や公正

に対する関心の高まりから白豪主義が撤回され、連邦政府が移民に対す

る英語教育に支援を提供すべきことが主張されるようになった 。そし

て1970年代には、移民に対する英語教育に財政的な支援が提供され、

彼らに焦点を当てた政策が実施されるようになった 。つまり、当初、

移民に対し強制・奨励されていた英語教育は、彼らがオーストラリア社

会で生きていく上での「権利」として捉えられるようになったのであ

る。

また、このような移民に対する英語教育に生じた変化は、新たに彼ら

の母語の維持・開発という要求を生じさせた。1972年には、当時移民

担当大臣を勤めたグラスビーが、移民に関する総括的な調査の報告の中

で、英語を母語としない移民が母語の学習から多くの恩恵を得ているこ

とを主張した 。また1978年には『移民に対する到着後のプログラム

およびサービスの評価に関する報告』（ReportoftheReview ofPost-

ArrivalProgramsandServicesforMigrant）、通称ガルバリー報告が

発表され、連邦政府が移民に対し総合的な支援を提供する必要性のある

ことが強調された 。このような報告により、連邦政府は、移民の英語

教育だけではなく、彼らの母語の教育に対する保障をもその支援の範疇

に含めていくことになったのである。

このような移民に対する言語教育の必要性とともに、アジア諸国の言

語に対する関心も高まりをみせた。それは、特に連邦政府の政治的・経
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済的動向と密接に関係したものであった。

基本的に第二次世界大戦前までのオーストラリアの安全保障政策は、

有事の際に、宗主国であるイギリスがオーストラリアの安全を保障する

ことを前提に組み立てられていた。しかし大戦によるイギリスの疲弊か

ら、大戦後はオーストラリアがイギリスに自身の安全保障を委ねること

は非現実的であると認識されるようになった 。これにより、それ以前

から国際情勢の認識や外交・防衛政策をめぐってイギリスと対立のあっ

たオーストラリアは、イギリスから離れ、独自の政治・経済政策を追及

していくこととなった 。そのためオーストラリアは、1950年代後半

以降、その地理的状況からアジア諸国、特に日本と中国との関係を深め

ていった 。

このような政治的・経済的状況を背景に、アジア諸国の言語に対する

関心が高揚した。1970年代には、種々の調査報告書で、同国における

アジア諸国の言語や文化の教育の実状が報告されるとともに、オースト

ラリアとの地理的・経済的関係からその教育の強化を図るべきことが提

唱された 。そして1986年には３年間という期限つきでアジア教育審

議会（AsianStudiesCouncil）が設立され、アジア諸国の言語や文化

を学習する生徒の数を増やすための具体的な目標が提示された 。

アジア諸国の言語に対するこのような関心の高揚は、オーストラリア

の言語教育に新たな局面をもたらした。移民に対する言語教育の必要性

はオーストラリア国内の問題として捉えられてきたが、アジア諸国の言

語の教育に対する関心の高揚は国外との関係を重視していたという点

で、対外的な問題と捉えることができる。つまり、言語教育に対する関

心が、内的なものから外的なものにまで範囲を拡大したことが指摘でき

る。また移民に対する言語教育は英語であれ母語であれ、基本的にその

教育を必要とする人々を対象としたのに対し、アジア諸国の言語の教育

はすべての生徒を対象とした。つまり、言語教育がすべての生徒に対し
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て実施されるべきであるという認識の高まりを呼び起こしたといえる。

さらに連邦レベルで言語政策を確立させたもう一つの要因として、大

学での外国語学習の衰退に対する危機意識の高揚が挙げられる。これは

具体的には、大学入学試験（matriculation）で外国語を受験する生徒

の割合が、1940年代の約３分の１にまで減少したことに起因する 。

この危機意識は、すべてのオーストラリア人に対するLOTEの教育の

必要性を強く主張するとともに、それを保障するための政策の必要性を

喚起した。

以上のようにこの時期には、特に上記の三点が絡み合って、連邦レベ

ルの言語政策を確立する要求が高まっていった。移民や移民子弟に対す

る言語教育の必要性は、英語教育に端を発し、彼らの母語の教育にまで

その範囲を広げた。また、アジア諸国の言語に対する関心は、オースト

ラリアの政治的・経済的動向を背景に高まったが、すべての生徒に対す

るLOTEの教育の必要性を呼び起こした。これは大学における言語学

習の衰退に対する危機意識と相俟って、一層その必要性が叫ばれるよう

になった。

また、このような言語政策の確立に対する要求は、1970年代を通し

て盛んだった多文化主義に関する議論を通して一層高まった。特に

LOTEの教育は、オーストラリアの文化的多様性を理解するために、

すべてのオーストラリア人にとって重要であると捉えられるようになっ

ていった。しかしこの時期には、言語政策を確立させる種々の要求が見

られたものの、各州の調整を図るような政策が存在しなかったため、民

族学校等を中心として各地の状況に応じた言語教育が引き続き実施され

ていた。

言語政策の確立 『言語に関する国家政策』

前述のような言語政策の確立に対する要求の高まりから、1982年に、
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上院の常任委員会で、全国的かつ包括的な言語に関する政策を立てる要

求が出された。同年、連邦教育省（Commonwealth Department of

Education）は、この要求を受けて『国家言語政策に向けて』

（TowardsaNationalLanguagePolicy）を公表した。これにより、各

州で言語政策の樹立に関する聞き取り調査が実施され、それらの成果が

1984年に『国家言語政策』（ANationalLanguagePolicy）としてまと

められた。この政策では言語政策の樹立に国家レベルで取り組む必要が

あること、そのような言語政策は言語に関するすべての内容を含むもの

であること等が提言された 。そのため、連邦政府からの各言語に対

する支援提供の配分も、オーストラリアに居住する各民族の言語、アジ

ア諸国の言語、先住民の言語という枠組みの中から決定されるべきこと

が議論された 。この政策はその後、議会に承認されず連邦レベルで

の言語政策を実現するには十分でなかったが、連邦レベルでの言語政策

の必要性に対する関心を一層高めることに貢献し、その結果、多くの州

で州の言語政策が発表された。

1986年７月、教育大臣は本格的な言語政策を再度計画するために、

言語政策の専門家であるロ・ビアンコを政策立案の顧問として任命し

た。彼は、1986年から1987年の間に、言語に起因する問題や要求を明

らかにするために、移民や先住民の団体、各州の専門家等を含む80以

上の団体や個人と協議を重ねた 。それらの集大成として、1987年に

『言語に関する国家政策』（NationalPolicyonLanguages：以下NPL）

が、オーストラリアにおける最初の包括的な言語政策として策定され

た。

NPLでは最初に、個人、民族（group）・文化、国家、人類という四

つのレベルで、それぞれのアイデンティティの拠り所として、言語が重

要な位置を占めていることが宣言された 。これは言語の持つ影響力

の大きさとその範囲の広さの表明であり、言語教育を多角的な視点から
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保障する必要性があることの主張であると捉えることができる。

そのためNPLでは、国家言語政策は規範的な方針を打ち立てるので

はなく、言語問題に関する国家の姿勢を公に示すとともに、共通の目標

に向かって行動する契機を与えるものであることが示された 。これ

は、NPLが先に示した各レベルにおける言語の重要性を 慮するとと

もに、従来独自に実施されてきた民族学校等での言語プログラムや各州

政府の取り組み等を 慮した結果だと捉えることができる。

NPLの目標は①オーストラリアの言語資源の保持・管理、②それら

の資源の開発・拡張、③国家の経済的・社会的・文化的政策で謳われる

言語使用と言語教授との関係の調和、④言語サービスの提供であ

る 。ここでいうオーストラリアの言語とは、オーストラリアで使用

されている言語、つまり英語、移民の母語、先住民の言語を指す。また

政策で謳われている言語とは、特に経済的な関心を背景にそれ以前にそ

の教育の必要性が言われてきたアジア諸国の言語を指す。これらの項目

から、NPLが、それ以前に懸念されてきた英語や移民等の母語の教

育、アジア諸国の言語の教育に対する必要性や要求を明確に反映してい

たと捉えることができる。また、それらの教育のバランスを重視してい

たことも窺える。

政策で扱われる言語の領域は①英語、②先住民の言語、③オーストラ

リアのコミュニティで使用されている言語と区分された 。LOTEは

この区分で示された「コミュニティで使用されている言語」に含まれ

る。この名称から顕著なように、NPLではLOTEの教育は、第一に英

語を母語としない人々が自身の母語を維持するため、そして第二にすべ

てのオーストラリア人がそれらの言語を幅広く理解するために重要であ

ると捉えられていた。

また、NPLではそれ以前のアジア諸国に対する関心の高揚を 慮

し、オーストラリアの経済的・対外的政策に貢献することを目的とした
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LOTEの教育が促進されるべきことも提唱された。そしてそれらの教

育に対する支援を集中させるために「幅広く教授されるべき言語」

（LanguagesofWiderTeaching）として、中国語（マンダリン）、イ

ンドネシア／マレー語、日本語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、

現代ギリシア語、アラビア語、スペイン語が掲げられた 。これらの

言語は、オーストラリアの対外的関係を重視して設定されたが、同時に

対内的必要性をも 慮して設定されたと えられる。日本語、中国語は

オーストラリアにとって経済的に重要な言語であるが、イタリア語、現

代ギリシア語は、オーストラリアに多く生活する移民の言語でもある。

そして上記の目標を達成するためにNPLの中で連邦政府は、1987

年から1988年の間と1990年から1991年の間に、約9,400万オースト

ラリアドルの資金を拠出することを明らかにした 。これにより、「ア

ジア研究プログラム」（theAsianStudiesProgram）、「オーストラリ

アの第二言語学習プログラム」（the Australian Second Language

LearningProgram）、「新しく到着した人々に対する第二言語としての

英語プログラム」（theEnglish asa Second LanguageforNew

ArrivalsProgram）等のプログラムが開始された。プログラムの名

称・内容から、言語の教育が特定の領域に傾倒することなく、第二言語

としての英語や、移民に対する言語の教育等、言語に関する幅広い支援

をその範疇に収めていたことが分かる。

以上に述べたように、オーストラリアの最初の連邦レベルの言語政策

は、それ以前に存在していた言語教育に関する様々な必要性や要求を充

たすために策定された。特にLOTE教育に関しては、移民に対する母

語の教育を保障するとともに、移民の言語や文化の理解を深めることを

主目的にすべてのオーストラリア人に対する教育が重視されていたとい

える。ここからNPLには、言語教育の保障とともにオーストラリアの

文化的多様性に対する理解の推進という視点の重視が見て取れる。
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しかし同時に、言語教育に一定の枠組みが与えられたことは、その教

育に国家が介入する契機を生み出したことも事実である。つまり、

NPLの確立は、言語教育に対する要求の承認、財政面での安定等を図

る一方で、言語教育が国の統制を受けることを意味していたとも捉えら

れる。NPLでは言語政策が規範的なものでないことが明示されたが、

その後のプログラムの設立や財政的な支援の大きさを えると、いかな

る政策であれ国家レベルでの政策の策定がその後の言語教育に大きな影

響を与えたと えられるであろう。

言語政策の転換 『オーストラリアの言語』

1987年に制定された最初の言語政策は、1991年に新たな言語政策が

策定されたことによりその目的を大きく転換した。1990年の「国際識

字年」（InternationalLiteracyYear）を契機に、連邦雇用・教育・訓

練省（Commonwealth DepartmentEmployment,Education and

Training）は、先のNPLや従来独自に実施されてきた民族学校での言

語教育 等の総括をもとに1990年代における新たな言語政策の策定に

向けて動き出した。そして、その成果は『オーストラリアの言語：1990

年代のオーストラリアの識字および言語政策に関する協議文書』（The

LanguageofAustralia:DiscussionPaperonanAustralianLiteracy

andLanguagePolicyforthe1990’s）としてまとめられた。この文書

に対する各州からの返答や数々の協議の結果、翌1991年に『オースト

ラリアの言語：オーストラリアの言語および識字に関する政策』（Aus-

tralia’sLanguage:TheAustralianLanguageandLiteracyPolicy：以

下ALLP）が連邦レベルの新たな言語政策として発表された。

ALLPでははじめに「オーストラリア国家のアイデンティティは、

言語を通して探求され、表現され、活気付けられている」と宣言され

た 。そして、公用語としての英語の位置づけが強く確認されるとと
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もに、LOTEはオーストラリアの文化的活力であるとも述べられた。

これらのことから言語に関する国家目標は①オーストラリア社会に参

加する上で必要不可欠である英語の識字の維持・開発、②LOTEの学

習の拡張・促進、③先住民の言語の維持・開発、④言語サービスの拡

張・促進と設定された 。またそれらの中でも特に、英語の識字の維

持・開発とLOTEの学習の拡張・促進が重視された。LOTEの学習の

拡張・促進の重視には、オーストラリアのコミュニティを文化的・国際

的に豊かにするから、経済的・科学技術的、外交上・戦略上の発展に貢

献するから等の理由が挙げられた 。

このようなことから、NPLが多層的に言語の重要性を認識していた

のに対し、ALLPは国家レベルでの言語の重要性を全面に打ち出した

政策であると捉えることができる。またNPLでは言語教育の保障とい

う視点からオーストラリアの言語資源の保持や拡張等が強調されたが、

ALLPでは国家レベルで必要とされる言語教育が重視されたため、英

語やLOTEの教育が強調された。特にLOTEの教育は、国の経済発展

に貢献するといった観点から重視された。つまり、ALLPでは政策の

視点が、言語教育の保障から国家の政治的・経済的発展の貢献へと移行

されたと えられる。

ALLPでは具体的にLOTE教育の目標を12年生のLOTE学習者数

を25％増加させること等と定めた 。そして目標を達成するために、

NPL同様、「優先言語」を設定し、限られた数の教員、カリキュラム

資源、財源等を分散させないよう努めることが提言された 。優先言

語は、それ以前に策定された各州のLOTE教育政策や審議会等での議

論を参 に決定された。それらの政策・議論の中で中国語、日本語、ア

ラビア語、インドネシア語、韓国語、タイ語、スペイン語はオーストラ

リアの対外的関係から、またドイツ語とフランス語は対内的・対外的関

係から重要であると認識されてきた。またフランス語、ドイツ語、日本
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語、インドネシア語、中国語はすべての州でその教育に優先的な支援が

提供されている 。ALLPではこれらを 慮し、先住民の言語、アラ

ビア語、中国語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア

語、日本語、韓国語、現代ギリシア語、ロシア語、スペイン語、タイ

語、ベトナム語の14言語を優先言語に設定した 。

またこのような優先言語の設定とともに、「学校における言語プログ

ラム」（SchoolLanguageProgram）が発足した。これは、言語の教育

を、特に学校教育を通して促進することを目的としている。プログラム

には、「優先言語を奨励する部分」（thePriorityLanguagesIncentive

Element）と「コミュニティ言語の部分」（theCommunityLanguage

Element：以下CLE）の二つが含まれる。前者は、ALLPで優先言語

に指定された言語の教育を学校教育で促進していくための支援である。

そのため、連邦政府は政策で掲げた目標を達成するために、各学校に対

し、12年生で優先言語を学習している生徒の割合により財政的な支援

を提供する方針を打ち出した。後者は、従来、民族学校等で実施されて

いた教育を、放課後等の時間を利用することにより、民族学校以外の普

通学校に組み入れていくためのプログラムである。このような移行は、

コミュニティ言語の教育を必要としない生徒が、これらの言語や文化に

対する理解を深めることを目的として実施された。

このような「学校における言語プログラム」の発足は、学校教育に

よってLOTEの教育を提供するという体制を構築した。そして連邦政

府からの財政的な支援も、すべて学校に提供されることになった。しか

し同時に、従来一括してLOTEと扱われていた言語を、その目的に応

じ二分させることともなった。つまりLOTEに、コミュニティ言語、

優先言語という区分を生じさせたのである。そしてこの区分により、連

邦政府の財政的な支援も、それぞれに別々に提供されることとなった。

このようにALLPはLOTE教育を、特に学校教育で推進していくこ
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とを政策の中心に据えたが、この理由には上記の政策で明示された事柄

以外に、この時期に進められた一連の教育改革を 慮に入れる必要があ

る。これは特に当時のオーストラリアの経済状況と密接に関連してい

る。

1983年、それまでの自由党に代わり労働党のホークが政権を掌握し

た。当時、長引く経済不況と失業率上昇の最中にあったホーク政権の主

眼は、オーストラリア経済の立て直しにあった 。この政策は、当然、

教育政策にも大きな影響を及ぼすこととなった。

1989年、当時、連邦雇用・教育・訓練担当大臣であったドーキンス

が発表した政策の中で、学校は、社会的・経済的関係の中で重要かつ中

心的役割を担っていると明言された 。つまり、オーストラリアの国

力を増強するために、学校教育の質を高めることが、政策の目的に掲げ

られたのである。そして、この提言に基づきナショナル・カリキュラム

の制定等が図られた。そこでは、LOTEは学校で教えられるべき八つ

の主要学習領域（KeyLearningArea）の一つに位置づけられた。それ

により、ALLPで設定された優先言語それぞれのカリキュラム・ガイ

ドラインが作成された。

これら一連の教育改革を 慮すると、ALLPはこれらの諸改革の中

で実施された言語と識字に関する部分を担う政策であるといえるであろ

う。NPLは、移民の言語の維持・開発の必要性、アジア諸国に対する

関心の高揚等を背景に作成され、それらの必要性や要求を充たすことを

目的に策定された。NPLの中でLOTE教育は、英語を母語としない

人々の母語の維持・開発を目的としていた。しかし、ALLPは、先に

述べた国の経済発展を念頭に置いた一連の教育改革の中で策定され、そ

の目的を国の経済発展を重視する方向に大きく転換させた。ALLPの

中でLOTE教育は、特にオーストラリアと政治的・経済的に関係の深

い言語の教育を重視することを目標としており、そのような観点から優

( )14

青木麻衣子 オーストラリアの言語教育政策の歴史的展開



先言語が設定されたのである。そして優先言語の設定は、学校における

言語プログラムを発足させ、さらにナショナル・カリキュラム等の制定

により、その教育が体系的に行われる基盤を構築したのである。

現行の取り組み

このような国の経済発展を重視した言語政策策定の流れは、1994年

にオーストラリア政府審議会（the CouncilofAustralian Govern-

ment）が発表した『アジア言語とオーストラリア経済の将来』（Asian

LanguagesandAustralia’sEconomicFuture：以下COAGレポート）

で決定的となった。COAGレポートは、オーストラリアの経済発展の

ために、学校教育において特にアジア諸国の四言語（優先アジア言語）

を教授すべきことを提言した。これらの四言語とは、オーストラリアと

の地理的・経済的関係から設定された、日本語、インドネシア語、中国

語、韓国語の四つである。そして、これら四言語の教育を促進するため

に、具体的に目標とされる学習者数の割合が明示された 。連邦政府

はこの目標を達成するために、自ら資金を拠出し、自ら主導となってそ

の教育を推進していく体制を構築した 。

このようなCOAGレポートの提言は、優先アジア言語の確立ととも

に、従来二領域に区分されていたLOTEをさらに次の三領域に細分化

した。それらは、①優先アジア言語を支援する部分 、②優先言語を

支援する部分（the Priority Languages Support Element：以下

PLE）、③コミュニティ言語を支援する部分（CLE）である。優先アジ

ア言語の確立によりPLEは、従来の優先言語から優先アジア言語を除

いた10言語を対象とすることとなった。しかし、PLEの目標や連邦政

府からの財政的な支援の受け方には、変化はない。

現在、LOTE教育は、上記のように三つの区分に基づいてその支援

が提供されている。1998年に発表された『進歩的なオーストラリアの
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言語：全体報告』（Advanced Australia’s Languages: Overview

Report）によると、三者に対する連邦政府の財政的な支援には、明確

な差異が見て取れる。優先アジア言語の教育に対する連邦政府の財政的

な支援は、過去５年間で約10倍になっている 。それに対してPLE、

CLEのそれはほぼ横ばいである 。また学習者数の増加については、

優先アジア言語を学習する生徒は、公立学校を中心に急増傾向にあるこ

とが報告されている 。特に、初等教育段階における伸び率が高い。

それに対し、PLEの言語はほぼ横ばい状態、CLEのそれは州によって

違いはあるものの、全体的には減少傾向にある 。またCLEについて

は、当初コミュニティ言語の教育の場を民族学校から普通の学校へ移行

させることを狙いに発足されたが、依然として民族学校等で実施されて

いることも指摘されている 。

このような現状を鑑みると、COAGレポートの策定によるLOTEの

細分化は、連邦政府のLOTEに対する関心の高低を明確に反映したも

のであるといえる。つまり現在では、主として国の経済発展に資するこ

とを目的に、その推進が謳われている言語の教育に集中的な支援が提供

されているといえる。またこのような関心や支援の集中は、それらの言

語を学習する生徒数の増減にも大きく反映されている。CLEには特定

の言語が掲げられておらず、言語のみを えると他の二つの領域との重

複がある。それにも拘らず依然として民族学校で移民の母語の教育が実

施されている。これは裏を返せば、民族学校以外の学校では経済的な関

心を背景とした言語の教育が推進されていると捉えることができる。

おわりに まとめにかえて

今まで、オーストラリアの言語政策の歴史的展開を眺めることによ

り、その目的の変遷を明らかにしてきた。また、その中でLOTE教育

がどのように扱われてきたのかを明らかにしてきた。最後にまとめとし
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て言語政策の展開を、特に政策の目的、LOTE教育の枠組みという観

点から整理するとともに、オーストラリアにおける言語教育の意義と役

割とについて 察したい。

オーストラリアの最初の連邦レベルの言語政策（NPL）は、移民に

対する母語の教育の必要性やアジア諸国の言語の教育に対する関心の高

揚等を背景に1987年に確立した。NPLでは言語の重要性を多層的に

認識すべきことが謳われ、特に英語を母語としない人々の言語の教育を

保障していくことが目的とされた。しかし、1991年に新たな言語政策

（ALLP）が発表されると、その目的は、国の経済発展に資する言語教

育を促進することに大きく転換された。それは、当時のオーストラリア

の政治的・経済的理由によるものであり、国の経済発展と教育成果とを

結び付けて える潮流に由来するものであった。言語政策の焦点は、こ

のように言語教育の保障から経済発展への貢献へと移行していったと捉

えることができる。そしてこのような傾向は、1994年のCOAGレポー

トでさらに強められ、現在に至っている。

またこのような言語教育の目的の移行は、LOTEの枠組みにも変化

を生じさせた。表１はLOTEの枠組みの変化を表したものである。

【1991年に設定された優先言語（上記14言語）】

【幅広く教授される言語】

【現行の優先言語】

先住民の言語

ロシア語

タイ語

ベトナム語

フランス語

ドイツ語

イタリア語

現代ギリシア語

アラビア語

スペイン語

【優先アジア言語】

中国語

インドネシア語

日本語

韓国語

表１ LOTEの枠組みの変化
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これによるとNPLにより設定された「幅広く教授されるべき言語」、

ALLPにより設定された「優先言語」とも、主として経済的な関心を

背景にその教育の必要性が高揚したアジア諸国の言語（日本語、中国語

等）とオーストラリアに多く生活する移民の言語（イタリア語、現代ギ

リシア語等）の双方をその範疇に含めていることが分かる。これは、連

邦レベルの言語政策策定当初から、これら二つの教育に対する必要性や

要求が存在したことの表われである。また、「幅広く教授されるべき言

語」から「優先言語」への移行では、言語数の拡大という変化も見て取

れる。しかしこのような言語の拡大は、それに見合う財政的な支援の配

分や学習者数の増加を生み出すものではなかった。ALLPはオースト

ラリアの経済発展に資する言語教育を推進することを目的とし、そのよ

うな観点から優先言語を学習する生徒数に応じた財政的な支援を提供し

た。そしてCOAGレポートの策定により設定された優先アジア言語

は、さらにこのような観点を強調した。先に示した1998年の報告から

は、優先アジア言語に対する連邦政府からの財政的な支援の集中、それ

による学習者数の急増を窺うことができる。

現在、優先アジア言語は、連邦政府により、その教育を推進する体制

が整えられ、財政的な支援も増強されつつある。それに対しコミュニ

ティ言語の教育は、依然として民族学校等で提供される傾向がある。近

年、オーストラリアに定住する、英語を母語としない移民が、ある特定

地域に固まって定住する傾向があることが指摘されている 。そのた

めコミュニティ言語が民族学校で教授されるという傾向、つまり移民の

母語が特定の教育機関で提供されるという傾向は一層強まっていくので

はないかと えられる。

今後、多文化主義を国是とするオーストラリアにおいて、言語教育に

このような状況が継続されること、つまり連邦政府の経済的な関心の高

低により言語教育に対する支援が決定されるという状況が継続されるこ
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とは、オーストラリアの言語政策、特にLOTEの教育に関する政策の

意義を問い直す必要を生じさせる。「公正」という観点から国の経済発

展に基盤を置いた言語教育の推進が適当なのかどうか、また移民の言語

や文化を保持・発展させていくということは、彼らにとって、新たな居

住地であるオーストラリア社会で本当に必要とされているのかどうか

等、改めて えていく必要があると える。オーストラリアの言語教育

は、政策策定当初から、オーストラリアの多言語・多文化資源の維持・

拡張という機能とともに、それらの資源の経済的活用という二面性を有

してきた。今後、経済のグローバル化が一層強まるなか、どのようにし

てこれらのバランスを保っていくべきなのか。これは、言語教育だけで

はなくオーストラリアが国是とする多文化主義が抱える問題でもあろ

う。本稿では、これらの点に関して踏み込んだ 察ができなかった。今

後の課題としたい。
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Asperger’sSyndrome:
ACaseStudyInJapan

アスパーガーズの症候群：危険な無秩序または誤解された病気？

ロバート・カール・オルソン
RobertCarlOLSON

KEYWORDS：Pervasive DevelopmentalDisorder,Asperger’s

Disorder,Qualitative impairment,Quantitative

impairment,DiagnosticandStatisticalManualof

MentalDisorders(DSM-IV),AmericanPsychology

Association(APA),ConductDisorder

ABSTRACT

Educatorsarefacedwithamultitudeofresponsibilities.Oneofthem isthe
educatingofthepublicinregardstolearningimpairments/socialdisordersand
defusingthemythssurroundingthem.OnDecember27th,2000,itwasreportedby
TheJapanTimesthattheNagoyaFamilyCourthaddecidedtosenda17-yearoldboy
arrestedforallegedlymurderinganelderlywomanandinjuringherhusbandtoa
“reformatory”ratherthanhandhimovertoprosecutors.Thedecisionwasbasedon
theboybeingdiagnosedasbeingafflictedwitha“rare,antisocialdisorder”that
preventedhim from understandingtheseverityofhisactions.Thenameofthis
“disorder”isAsperger’ssyndrome.ThedecisionbytheNagoyaFamilyCourtand
theapparentlackofdiscussionbytheeducationalandmentalhealthcommunitiesbeg
anumberquestions;
HowwasAsperger’ssyndromedefinedinthissituation?
Howdidthisdefinitionrelatetotheboy’sallegedroleinthisbrutalcrime?
IsAsperger’ssyndromethemostappropriatediagnosis?
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PURPOSE

Thepurposeofthispaperwillbethreefold.

1.) ExploreAsperger’ssyndrome(referred to asAsperger’s

DisorderinalloftheliteratureIencountered)andoffera

definition.

2.) Compareandcontrastthisdefinitionwiththoseofferedby

theNagoyaFamilyCourt.

3.) Explorepossibleramificationsofthiscourtdecision.

Itisnotthepurposeofthispapertoascertainthenumberof

peopleinJapanwhomaybeafflictedwiththisdisorderortoexplore

and/orassessmethodsoftreatment.

Itispossiblethatthereadermayquestionwhyalecturerina

universityisexploringatopicthatseemsbettersuitedtoamember

ofthementalhealthcommunity.Theanswercontainstwoparts:

Duetotheamountoftimewespendwithstudents,teachersare

oftentheoneswhowillbethefirsttonoticethecharacteristics

thatrevealadisorderorimpairment.

Itappearsthatthiscasestudyisoflittleornointeresttothe

mentalhealthcommunity.Granted,myknowledgeoftheactiv-

itiesofthementalhealthcommunityislimitedtowhatIseeand

hearfromthemassmedia.Butwhenoneexaminesthefollowing

case,itwillbeclearthatmoreshouldhavebeensaidbyagreater

numberofprofessionals.
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THEARTICLE

Asynopsisofthearticlewouldbebeneficialatthispoint(acopy

oftheentirearticleisincludedinthereferencesection).

OnMay1stof2000,a17-yearoldboyallegedlymurdereda

64-yearoldwomanandinjuredher68-yearoldhusbandintheir

Toyokawa,AichiPrefecturehome.Thekillingsappeartoberan-

dom:whenaskedforareason,theboystatedthathe“wantedto

experiencekilling.” Thereisnoevidenceofpriorcontactbetween

theboyandtheelderlycouple.

Theboythenunderwentsixandahalfmonthsofpsychiatric

testingthatconcludedheisafflictedwithAsperger’sDisorder.

Thisdisorderallegedlycontributedtotheboy’s“diminishedability

todistinguishrightfrom wrong.” Accordingly,JudgeYoshihiko

Iwatadecidedtosendtheboytoareformatory,hisreasonbeingthat

“correctionaleducationandmedicaltreatment”wouldbethemost

appropriatecourseofaction.

POINTS WORTH EXAMINING

Therewereanumberofpointsinthisarticlethatareworth

examining.

1.) Inadditiontothecurrentcase,therehasbeenonlyoneother

instanceofacrimebeingcommittedinwhichAsperger’s

Disorderwasdiagnosed.Thiscase,ironicallyenough,also

involvedajuvenile(JapanTimes,2000).

2.) JudgeIwatainsinuatedthatwhiletheactionsoftheboywere

suchthatheshouldbeheldcriminally“liable,”theboy’safflic-

RobertCarlOLSON Asperger’sSyndrome？
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tionwithAsperger’sDisorderrequiresleniencyastheboy’s

abilitytounderstandthedifferencebetweenrightandwrong

wassignificantlyimpaired(JapanTimes,2000).

3.) ToshiroSugiyama,professorofchildpsychologyatShizuo-

kaUniversity,suggestedthattheboy’sviolencecouldhave

beenavertedhadpeopleclosetohimrecognizedthisdisorder

andsoughtprofessionalintervention(JapanTimes,2000).

4.) KosukeYamazaki,professorofpsychiatryatTokaiUniver-

sity,addedthatAsperger’sDisorderbyitselfdoesnotcompel

thoseinflictedwithittocommitcrimes(2000).

5.) “RAREANTISOCIALDISORDER”wastypedin18-point

printandappearsdirectlyoverthe24-point,heavily-blacked

words “Teenage killer.” Professor Yamazaki’s above-

mentionedcautionofassociatingAsperger’sDisorderwith

criminalbehavioristypedin10-pointprint(asistheentire

article)andmentionedinthethird-to-the-lastparagraphofthe

story(JapanTimes,2000).

AUTHOR’S IMPRESSIONS

Itistheopinionoftheauthorthatanumberofinsinuationsare

beingmade.

Theblameforthisviolentcrimeisbeinglaidatthefeetof

Asperger’sDisorder.

ThesymptomsofAsperger’sDisordercanberecognizedand

treated.

Peopleafflictedwiththisdisordermaybepronetoviolent,

antisocialbehavior.

( )27

苫小牧駒澤大学紀要 第６号 2001年９月



Peopleafflictedwiththisdisorderarenotcapableoffully

understandingthedifferencebetween“rightandwrong”and,

therefore,cannotbeheldresponsibleforcrimestheymaycommit.

WHATIS ASPERGER’S DISORDER?

Beforeanyresponsiblediscussionregardingthedecisionbythe

NagoyaFamilyCourtcanbeinitiated,thetermAsperger’sDisorder

mustbeclarified.Asperger’sDisorderiscategorizedasaPervasive

DevelopmentalDisorder(PDD).PDD’sareagroupofdisorders

thatarecharacterizedbysevereimpairmentofsocialinteraction

andcommunicationskills(Ref.#5).Therewasonceatimewhen

PDD’swerereferredtoaspsychosisand/orchildhoodschizophrenia.

WhilethechanceexiststhatachildwithaPDDmaylaterdevelop

suchacondition,thereisnoguaranteethatafflictionwiththeformer

willleadtoafflictionwiththelatter.Otherdisordersfallinginto

thiscategoryareChildhoodDisintegrativeDisorder,Rett’sDisorder,

Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified

(PDDNOS)andAutisticDisorder(Autism).A pointofinterest---

andrelevance---isthattherecurrentlyisadebateinthepsychologi-

calcommunityastowhetherornotAutismandAsperger’sarethe

same.Iwilllaterreturntothispoint.

TheDiagnosticandStatisticalManual(4thedition)ofthe

AmericanPsychologyAssociationdefinesAsperger’sDisorderas

impairmentofsocialinteractions.CharacteristicsofAsperger’s

Disorderincludebutarenotlimitedtothefollowing.

lackoforinappropriatepeerrelations.
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lackofinvolvementwithothers.

lackofsocialoremotionalreciprocity.

fixedorobsessionwithsetroutinesorbehavior.

AUTHOR’S IMPRESSION

Itistheopinionoftheauthorthatapersonafflictedwith

Asperger’sDisorderwouldmostlikelybedescribedaswithdrawnor

despondent.Ihavenotencounteredanymaterialthatsuggeststhat

Asperger’sDisorderinitselfwouldcauserandomviolentbehavior.

AnotherpointworthmentioningisthatIhavenotencountered

anyinformationthatoffersaquantitativeexplanation(forexample,

chemicalimbalancesinthebrain)fortheafflictionofAsperger’s

Disorder.Thispointhasparticularrelevanceassuchmaterial

providesthetangiblerootsnecessaryforqualitativebranches.In

manyinstances,oursisa“factandfigures”world;conceptsarenot

takenseriouslyuntiltheycanbe“scientificallyproven.” Iamnot

suggestingthatAsperger’sDisorderisapsychosomaticorafigment

oftheimagination.Iamsuggesting,however,thatadisorderthat

canbequantitativelymeasured(inthecaseofdyslexia,theNumber

16chromosomeissomehow “defective”)ismorelikely to be

diagnosedandtreated.

POINTS WORTH EXAMINING

Iam unclearaboutanumberofareasregardingAsperger’s

Disorderandthefieldofpsychology,ingeneral,buttherearesome

specificquestionsthatdeservefurtherinvestigation.
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Whatconstitutes“inappropriate”relationsand/orbehavior?

Whatconnections,ifany,canbemadebetweentheboy’sseem-

inglyrandomviolentbehaviorandAsperger’sDisorder?

AsIam notapsychologistorapersonafflictedwiththis

disorder,Isoughtcounselfromthosewhoare.

THE UNIVERSITY OF YALE’S LDA SOCIAL
LEARNING DISABILITES PROJECT

Inthehopesofacquiringrelevantinformationonthesubjectof

Asperger’sDisorder,IcontactedtheUniversityofYale’sDivisionof

PervasiveDevelopmentalDisorders.Thekeyquestionintheletter

Isentis:

Cantheboy’sviolentbehaviordescribedinthenewspaper

articlebeattributedtoAsperger’sDisorderand,ifso,towhat

extent?

FredVolkmar,amemberoftheYaleLDA SocialLearning

DisabilitiesProject,offeredthisreply:

“InourexperienceindividualswithAsperger’sDisorderare

usuallytheVICTIMratherthantheperpetrator---althoughthereare

peoplewhothinkotherwise.”

SannoZack,aResearchAssistantwiththesamegroup,made

threerelevantpoints:
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1.) ThereisnocorrelationbetweenAsperger’sDisorderand

randomviolentbehavior.

2.) Asperger’sDisorderisasocialdisability,notanantisocial

disorder.Thedifferencebetweenthetwoisprofound;the

formerischaracterizedbypoorcommunicationskillssuchas

usingpooreyecontactormisunderstandingnon-verbalcues

(thisiswhatisreferredtoas“inappropriatebehavior”)while

thelatterisoftenseenasthesourceofviolentbehavior.

3.) IndividualsafflictedwithAsperger’sDisorderareperfectly

capableofunderstandingmoralconceptsanddistinguishing

between“right”and“wrong.”

ADAM’S STORY

Atthetimeofhiswebsitecompletion,Adamwas16yearsold.

HisstoryisrelevanttothisstudybecauseAdamhasbeeninvolved

inactsofviolencethatheattributestohisafflictionwithAsperger’s

Disorder(Ref.#7).Accordingtohiswebsite,Adam hasnotonly

beendangeroustoothers(Adamclaimstohaverepeatedlystabbed

apersoninthehandwithapencilandchokedanotherintouncon-

sciousness)butalsotohimself(hestatesthathehasplacedhishead

inavice,stabbedhimselfintheheadwithapencil,attemptedto

stranglehimselfwithanecktieandrepeatedlyrammedhisheadinto

walls,desksandchairs).

Inhiswebsite,Adaminvitedreaderstocorrespondwithhimto

discussAsperger’sDisorderorhiswebsite.Butrepeatedattempts

tocontactAdamwentunanswered.
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“RAINMAN”

Imentionedbeforethatthereisadebateamongthemental

health community regarding whetherAsperger’sDisorderand

Autismareoneinthesame.Idonotwishtoexplorethisdebatebut

ratherusethisopportunitytogivethisdisorder“aface”aswellas

aname.

TheworldofHollywoodoftencreatesmoremythsthanit

clarifiesbutinthecaseoftheDustinHoffman’scharacter,Raymond

Babbitt,inthemovietitled“Rainman,”weareprovidedwitha

reasonableaccuraterepresentationofwhatitmeanstobeautistic.

Inrelationtothisreport,noreasonableclaimcanbemadethat

Raymondwaspronetorandomviolencethatconstitutedattacking

anotherindividual.Itwouldbemoreaccuratetosuggestthat

Raymondwouldretreatwithinhimselfwithconfrontedwithconflict.

IfAsperger’sDisorderissimilartoAutismtothepointthatthereis

seriousdiscussioninthementalhealthcommunityastoiftheyare

thesamedisorder,oneshouldquestionthatclaim thatAsperger’s

Disorderisresponsiblefortheviolentcrimebeingdiscussedinthis

report.

AUTHOR’S IMPRESSION

Thereisadistinctdifferencebetweenapersonafflictedwith

Asperger’sDisordercommittingacrimeandapersoncommittinga

crimebecauseofbeingafflictedwithAsperger’sDisorder.While

academicprudencepreventsmefrom statingthatrandom violent

behaviorandAsperger’sDisorderare100% mutuallyexclusive,the

evidenceuncoveredduringtheresearchingofthistopicsuggeststhat

( )32

RobertCarlOLSON Asperger’sSyndrome？



thereisnorealisticcorrelationbetweenthetwo.

A COMPARISON

Thechartbelowtellsaninterestingstory.

Onewouldbejustifiedinsuggestingthattwoseparatedisorders

werebeingdiscussedandtheauthorchoosesnottospeculateasto

thereasonsforwhythereissuchadrasticdifferenceinresults.It

shouldbepointedout,however,thatnumerousattemptstodiscuss

thefindingswentunanswered.

POSSIBLERAMIFICATIONS

Itwouldbeunderstandableforonetobelievethatrevengeisthe

motiveforthispaper;thatacriminalisreceivinglenienttreatment

andtheauthorwouldliketoseejusticeserved.Thisisafalse

conclusion.

Thereasonforenteringintothisdilemmaisthehopethatthis

AUTHOR’SRESEARCH NAGOYAFAMILYCOURT

Definitionof

Asperger’s

Disorder

Asocialinteractionimpairment Arareantisocialdisorder

Suggested/implied

characteristics

ofAsperger’s

Disorder

＊ difficultywithnon-verbalcommunication

＊ difficultywithinitiating/maintainingfriendships

＊ abnormalspeechpatterns

＊ abletodistinguishbetweenrightandwrong

＊ random violence

＊ inabilitytodistinguishbetweenright

andwrong

Relationtocriminal

activity
＊ unproven;unlikely,atbest

＊ twocasesdirectlyimplicated;both

involvingjuveniles

Suggestedcourseof

treatment/intervention

＊counseling,behaviormodification,

asnecessary

＊ placementinareformatory;possible

isolationinferred
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willcontributetothepreventionofinaccuratelystereotypingpeople

whoareafflictedwithAsperger’sDisorder.Whilethisobjective

wouldbebeneficialtostudentsinanycountry,ithasspecialrele-

vanceinJapanfortworeasons.

1.) SpecialEducationinJapanisoftensubstandard.Theimage

ofJapaninregardstoSpecialEducationandhandicaps/

impairments,ingeneral,isoneofacountrythatisfarbehind

themajorityofotherFirstWorldCountries.Interviewswith

peopleconnectedtothefieldofeducationsuggestthatthereis

substancetothisimage.ItisonlyrecentlythatJapanhas

begunalteringitssocietyandeducationalpracticestoaccom-

modatetheuniqueneedsofthesecitizens.Despitethese

improvements,mainstreamingandintegrationaretheexcep-

tionsratherthantherule.

2.) Stereotypingisanobstacletosocial/professionalpromotionin

Japan.Therearemanypositiveattributesinregardstolifein

andthecitizensofJapan.Despitethis,itcannotbedeniedthat

stereotyping,whichoftenadvancestovariousformsofdiscrim-

ination,isrampantinthiscountry.Butsuchostracismisnot

limitedtoresidentsofforeigndescent;anymemberdeemed

differentcanbeprohibitedfrom partakinginmainstream

society.

Combinethistendency forstereotyping with theabove-

mentionedlackofqualityspecialeducationandyouhavethe

potentialforastudentwithamisunderstoodlearningdisorder

beingremovedfromwhatlittlechanceheorshehasforreceiv-
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inganybeneficialdiagnosisandtreatmentaswellasbeing

ostracizedfrom society.Suchascenariocanhavecatas-

trophicconsequencesforanindividualasthestoryofTony

Petrisoclearlyshows.

READING,WRITING AND RAGE---THE TONY
PETRISTORY

TonyPetriwasavictimofsuchascenario.

TonyPetrihasdyslexiabutitwasimproperlydiagnosed.His

lackofmotorskillsandcoordinationweredismissedaschildhood

clumsiness.Hisinabilitytorecognizeanddistinguishtheshapeof

letterswasblamedonpooreyesight.Hissubsequentinabilityto

readwasthoughttobetheresultoflazinessandtheragehefeltafter

alifetimeofacademicfailurewaslaidatthefeetofhisparents’

maritalproblems.

Buthavingbeenlabeledaseverythingexceptdyslexic,Tony

neverreceivedtheinterventionthatwouldhavelikelyenabledhim

toutilizevariousreadingstrategiesanditneveroccurredtoanyof

histeachersthatalternateformsoftestingwouldhavedisclosedthe

factthatToniwas,infact,agiftedstudentwithnumeroustalents.

Tony’sinaccuratelabelingandthestereotypethatcamewithit

allowedastudenttofallbetweenthecracks.

Partofthisdismalstoryisunderstandableaswellasregret-

table;atthetimeTonywasinschool,“dyslexia”wasstillarelative-

lyunknownlearningdisorderandthemajorityofschoolshadsparse,

ifany,specialeducation/remedialreadingresources.

ThesamecannotbesaidforwhatIsuggestisthetruesourceof
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theactionsofthe17-yearoldboy’sviolentactions.

CONDUCT DISORDER AND OPPOSITIONAL
DEFIANTDISORDER.

ActingoninformationIreceivedfromtheYaleUniversityLDA

SocialDisabilitiesProject,Iresearchedtwoafflictionsknownas

“ConductDisorder”and“OppositionalDefiantDisorder.Theinfor-

mationIuncoveredhasledmetobelievethattheNagoyaFamily

Courtsaid“Apserger’sDisorder”whenoneofthesetwodisorders

waspossiblywhattheywerereferringto.Ironicallyenough,Con-

ductDisorderwashighlightedonthenewsonJanuary18 (News

Station).Itwasintroducedasthereasonforthe1997“Sakakibara

(Devil)”murdercaseinwhichajuniorhighschoolstudentmurdered

anddecapitatedanelementarystudent.Allonehastodoisglance

atthecharacteristicsofeachdisordertoseetherelevancetonot

onlytheToyokawamurder/assaultbuttoasignificantportionof

thejuvenileviolencethathasrecentlyplaguedJapan.

CharacteristicsofConductDisorder(Ref.#2)

Thesecharacteristicscanbedividedintofourcategories.They

are:

Aggression to people and animals.Bullying others,using

weaponsagainstothers,physicalcrueltyandforcedsexualactiv-

ity.

Destructionofproperty.Settingfiresandgeneralvandalism.

Deceitfulnessandstealingandlying.Shoplifting,generaltheft.
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Lackofrespectforauthority.Disregardsrules/requestsfrom

parents,teachers,etc.

CharacteristicsofOppositionalDefiantDisorder(Ref.#3)

SymptomsofODDincludebutarenotlimitedtothefollowing

behaviors.Anongoingpatternisusuallythebestindicatorif

affliction.

frequenttempertantrums

excessivearguingwithadults

blamingothersformistakesorbehavior

easilyangered

hatefulpersonalitywhenangry

seekingrevenge

Theauthorfindstwoaspectsofthistobedisturbing.

1.) How isitthatadisorderthatwasdefinedyearsagocan

suddenlybe“discovered?” Japaneseleadersinthemental

healthfieldhaveadmittedthattheyarebehindotherFirst

WorldCountriesinpsychiatricstudiesbutConductDisorder

andOppositionDefiantDisorderarenotnewconceptsandone

thatcaneasilybeaccessedandlegitimatelyconfirmedwith

simpleuseoftheInternet.Ifsomeonelikeme(whoisevenless

adeptatcomputersthanlearningimpairmentsanddisorders)

canlocateandconfirmthisinformation,certainlythemental

healthofficialswhodiagnosedthe17-yearoldboyashaving

Asperger’sDisorderandstatedthatthisdisorderwasthe
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sourceofhisviolentactioncouldhavedonethesame.

2.) Whyhasn’tthementalhealthfieldsoughttore-examinethis

case? Itshouldcomeasnosurprisethatthetreatment/inter-

ventionsuggestedforConductDisordersisdifferentfromthe

strategiesusedtocombatAsperger’sDisorder.

IN CLOSING

SannoZackhadthistosayabouttheportraitofAsperger’s

Disorderthatwaspaintedinrelationtothemurder/assaultcase.

“Unfortunately,thisisnotthefirsttimethatwehaveseen...a

grosslydistortedpictureofAsperger’ssyndrome.” Thisbegsthe

questionastohowandwhysuchaninaccurateportrayalcanbe

madeandallowedtostand.Iwouldliketosuggestonereason.

Whenfacedwithevil,weoftenneed“avillain.”

A villainprovidesatargetforouranger,anoutletforour

feelingsofsadnessanddespair.Mostimportantly,though,identify-

ingavillain,humanorotherwise,bringsclosuretotheeventand

helpsusmakesenseoftheworld.Wefeelbetteraboutourselves,

morehuman.

Butoursearchforunderstandinganddesireforclosuredoesnot

justifythecreationofavillainandIsuggestthatmaybehappening

inthecaseofAsperger’sDisorder.Ibelievethatthisreporthas

shownthatthereispreciouslittlereasontoassociatethisdisorder

withtheviolentbehaviorshownbythe17-yearoldboydiscussedin

thearticle.Ialsosuggestthatthementalhealthcommunity---or
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anyonewhospendstheirlifeservingsociety---shouldre-examinethis

case.Thismayalsoservetomakeusfeelmorehuman.
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財務業績計算書について
OntheFinancialPerformanceStatement

川 島 和 浩
KazuhiroKAWASHIMA

キーワード：財務業績、包括利益、包括利益計算書、持分変動計算

書、時価会計

要旨

現在、IASCの財務業績報告プロジェクトでは、損益計算書に計上されずに直接株主資

本の部に計上される損益の変動を企業業績の一部として把握しようとする新たな計算書の

導入を検討している。企業の財務業績を包括利益によって開示しようという試みが検討さ

れているのである。本稿では、IASCによる財務業績報告プロジェクトの推移に焦点を置

きながら、企業の財務業績を包括利益の適用によって開示しようとする計算書についてど

のような議論が展開されているのか、また、会計情報利用者にどのような情報が提供され

るべきかについて えてみることとする。
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我が国企業における包括利益の開示状況

おわりに

はじめに

国際会計基準委員会（InternationalAccountingStandardsCommit-

tee:IASC）は、2000年５月に証券監督者国際機構（IOSCO）がコア・

スタンダードを承認したことを受けて、「評議会（Trustees）」、「理事

会（IASB）」、「基準勧告委員会（SAC）」および「解釈指針委員会

（SIC）」の４つの機構に組織を刷新した。その後、2001年１月に新しい

IASC理事会（IASB）の発足によって会計の実質的な世界基準の作成

がスタートすることとなった。今後の我が国における会計基準は、2000

年末に活動を終えた旧IASC理事会において検討課題として残された

財務業績報告や金融商品に係る包括的基準などの動向によって重大な影

響を受けることと思われる。全面的時価会計が世界の潮流になりつつあ

る現在、日本の会計基準の在り方が問われているのである。

企業の経営成績を明らかにする報告書である損益計算書においては、

当該会計期間中の企業業績を適切に反映しなければならないはずであ

る。しかしながら、金融商品の時価評価に伴う諸問題の発生に関連し

て、例えば、有価証券の未実現損益が損益計算書において計上されずに

貸借対照表の株主資本の部に期末残高として表示されるものがある。会
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計情報利用者が企業業績の実態を適切に判断して意思決定できない状況

が生じつつある。2002年３月期から長期保有の持ち合い株式の時価会

計が導入されている我が国の現行基準では、持ち合い株式の評価損益が

貸借対照表の株主資本の部に反映されるだけで業績には影響を及ぼさな

い。

現在、IASCの財務業績報告プロジェクトでは、損益計算書に計上さ

れずに直接資本の部に計上される損益の変動を企業業績の一部として把

握しようとする新たな計算書の導入を検討している。すなわち、英国や

米国ですでに制度化されているいわゆる包括利益計算書（statementof

comprehensiveincome）を想定しているのである。企業の財務業績を

包括利益によって開示しようという試みが検討されているのである。こ

の場合、包括利益とは、損益計算書に表示される当期純利益と、その他

の包括利益に大別されるものとして えられている。特に、後者では、

当期純利益以外に企業の株主資本を増減させる要因（例えば、我が国で

は「その他有価証券」の評価損益）が該当し、未実現損益がまさにその

代表である。

そこで、本稿では、IASCによる財務業績報告プロジェクトの推移に

焦点を置きながら、企業の財務業績を包括利益の適用によって開示しよ

うとする計算書についてどのような議論が展開されているのか、また、

会計情報利用者にどのような情報が提供されるべきかについて えてみ

ることとする。

IASCの「包括的利益」概念の適用

１．〝第２の損益計算書"の提案

IASCの金融商品起草委員会では、1996年２月に、金融商品の時価

による測定に際して時価変動に伴う差額を、どこに、どのように表示す

るかが議論され、その変動差額を〝第２の損益計算書"に含めるという

川島和浩 財務業績計算書について
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提案が示された。これは、いわゆる「包括的利益」概念を適用する提案

である。この提案では、一定期間における株主資本取引以外の取引、事

象および状況から発生した企業の純資産の変動額を包括利益として把握

するため、「伝統的な」損益計算書上の純損益はその一部（全部ではな

い）として表示されることになる 。

IASC理事会では、同年６月に、公開草案第53号「財務諸表の表示」

を公表するための検討を行った。そこでは、「資本の部の非株主取引に

よる変動計算書（StatementofNon-ownerMovementsinEquity）」

が議論され、〝第２の損益計算書"としてそれを基本財務諸表に含める

ことが提案された。すなわち、主要財務諸表の１つとして損益計算書と

並存して財務業績を示す〝第２の損益計算書"の導入が提案され、損益

計算書に計上されない損益を収容する計算書の役割が付与されたのであ

る。これによると、その他の国際会計基準（IAS）で個別に規定された

有形固定資産の再評価に伴う評価損益、在外子会社等の財務諸表の換算

に伴う為替換算調整勘定の変動などがその計算書において表示されるこ

ととなる 。

IASCでは、後述する英国会計基準審議会（ASB）が公表したFRS3

の「総認識利得損失計算書（statementoftotalrecognizedgainsand

losses）や、米国財務会計基準審議会（FASB）が公表したSFAS130

の「包括利益計算書（reportingcomprehensiveincome）」によって制

度化された包括利益の変動を示す計算書を検討したのである。そのた

め、財務業績を表示する計算書を「包括的利益」概念の適用によって浮

き彫りにするために、①財務業績の構成項目、②財務業績の報告、③財

務業績の区分および④複数の計算書間の関係という４つの論点を提示し

たのである 。

それによると、①財務業績の構成項目については、財務業績を包括的

利益概念でとらえようとする え方と、これより狭義に解釈しようとす
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る え方が明らかにされた。この場合、包括的利益概念では、資本の部

の株主以外との取引による変動が財務業績であるとみなす え方（財務

資本維持概念）となり、他方、狭義の解釈では、物的資本維持概念、当

期業績主義、実現概念、配当可能性などといった概念にもとづいて財務

業績が認識されるという え方となる。ここでは、最終的には、財務業

績が包括的利益概念にもとづいて報告されるべきであるとの え方が支

持を得ることとなった。

②財務業績の報告については、財務業績がフロー計算書で報告される

べき情報であることが確認された。そして、「伝統的」損益計算書にお

ける当期純損益も含めた財務業績の合算値を包括利益として報告する必

要性があるか議論され、最終的には、その合算値を報告するということ

が支持を得ることとなった。

③財務業績の区分については、財務業績を示す活動区分の え方とし

て、財務活動（financingactivities）、当期営業業績（currentoperat-

ingperformance）および非営業活動（nonoperatingactivities）の３

つの区分が示された。そして、事例として英国の実務が検討され、財務

活動と当期営業業績を損益計算書で表示し、非営業活動を〝第２の損益

計算書"で表示するという２つの計算書を利用する え方が示された。

④複数の計算書間の関係については、財務業績の報告に際しては、

「伝統的」損益計算書の概念を残すべきであるという え方、言い換え

れば、当初「包括利益」として計上された損益をそれが実現した時点で

再度損益計算書に計上するという え方、すなわち、損益を〝第２の損

益計算書"から「伝統的」損益計算書へ振り替える「リサイクリング」

という え方と、リサイクリングを認めずに財務業績を報告する複数の

計算書において損益（包括利益を含む）を１度しか認識しないという

え方の２つが示された。FASBは前者の え方を採用し、ASBは後者

の え方にもとづいて企業業績が報告されている。この〝第２の損益計
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算書"は、IASCにおける金融商品プロジェクトの諸課題を解決するた

めに欠かせないツールとなることが予想されている。

以上のように、IASCでは、財務業績を包括利益の適用によって表示

する計算書の議論を展開したのである。ところが、1997年４月の

IASC理事会では、96年７月に公表された公開草案第53号を修正し

て、最終基準として承認することとしたのである。当初の公開草案第

53号では、業績報告のための新しい計算書として「資本の部の非株主

取引による変動計算書（statement of Non-owner Movements in

Equity）」を提案していた。しかしながら、同年10月までに受け取っ

たコメントにおいてこの提案に対する賛成が少ないため、この計算書を

強制しない代わりに、「持分変動計算書（Statement of Changes in

Equity）」を導入することとしたのである。

２．持分変動計算書の導入背景

IASC理事会が公開草案第53号を修正した理由には、「資本の部の非

株主取引による変動計算書」の背後にある包括的利益概念という え方

を完全に放棄したというわけではなく、むしろこの概念がまだ十分に議

論されていないことにより、当時の段階で「資本の部の非株主取引によ

る変動計算書」を強制することは時機尚早であると判断したことがあげ

られている。したがって、IASCでは、包括的利益概念をより明確にす

るために、「財務業績報告プロジェクト」を設定したのである。とはい

え、新たに提案された「持分変動計算書」は、株主資本の部の変動を表

示することとしているため、その内容においては「資本の部の非株主取

引による変動計算書」とほとんど同じものであるといわれている。特徴

としては、この計算書が包括的利益概念の明確な適用を避けていること

と、単に資本の部の変動状況を開示する計算書であるということであ

る 。
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持分変動計算書の導入は、財務諸表の独立した構成要素としての計算

書を意味しており、結果として、「資本の部の非株主取引による変動計

算書」の導入を見送ったことにより、それに相当する情報が別の計算書

において表示されることとなったのである。これらの情報としては、①

当期純損益、②他のIASの規定によって直接資本の部で認識された収

益、費用、利得または損失の各項目、ならびにその合計、および③

IAS8の標準処理にもとづいて計上された会計方針の変更の累積的影響

額および重大な誤謬の修正である。また、新しく導入された「持分変動

計算書」では、株主資本の部全体の変動を報告する計算書という位置づ

けもできるとしており、上記の３つの情報に加えて、さらに、④株主と

の資本取引および株主への分配、⑤累積利益の期首および期末の残高と

当期中の変動、および⑥期首と期末の時点における株主資本、株式払込

剰余金および各種積立金の残高と、当期中の変動を個別に開示した調整

表の３つの情報も加えて、それらを上記の同一の計算書で表示するか、

あるいは財務諸表の注記で表示することとなった 。

財務業績報告プロジェクトとは、97年４月のIASC理事会で急遽採

用されたプロジェクトであり、包括的利益概念の適用を明確にすること

によって、IASCで進行しているいくつかのプロジェクトでも利用が検

討されているものである。具体的には、IAS1「財務諸表の表示」、

IAS16「有形固定資産」、金融資産・金融負債の認識・測定プロジェク

ト、農業プロジェクトなどでの利用が検討されている。このプロジェク

トでは、企業の財務業績を測定し、報告するために現行の損益計算書だ

けで十分であるかという問題意識に立脚して、包括的利益概念の導入を

視野に入れながら、改めてIASCの枠組みの中で財務業績報告の在り

方を再検討しようとするものである 。
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３．IAS1改訂にみる持分変動計算書の採用

IASCは、公開草案第53号を修正することによって、1997年８月

に、IAS1（改訂）「財務諸表の表示（PresentationofFinancialState-

ments）」を公表した。このIAS1では、IASCの財務諸表の作成表示に

関する「枠組み」（フレームワーク）に合致するものであり、IASを利

用して表示される財務諸表の質の向上を図ることが意図されている

［para.２］。ここでは、会計情報利用者が損益計算書に示される「利益」

よりも広い意味で測定される「業績」にもとづく包括的な情報を要求す

ることに対処できるように、損益計算書にはいまだ表示されていない利

得・損失を基本財務諸表で示すという新しい規定を設定している。そし

て、その新しい計算書では、「伝統的な」多欄形式（columnform）に

よる株主持分勘定調整表で表示するか、あるいは単独の業績計算書（a

statementofperformance）で表示するかのいずれかで採用できるとし

ている［para.３］。

IAS1における財務諸表の目的は、経済的意思決定を行う広範囲の利

用者にとって有用となる企業の財政状態、業績およびキャッシュフロー

に関する情報を提供することであり［para.５］、財務諸表の構成部分と

しては、①貸借対照表、②損益計算書、③次のうちいずれかを示す計算

書として、（ｉ）株主持分のすべての変動を示す計算書、（ii）株主との

資本取引および株主への分配以外の原因による株主持分の変動を示す計

算書、④キャッシュフロー計算書、および⑤会計方針および説明的注記

が示されている［para.７］。また、そこでは、当該企業が財務諸表のほ

かに、財務業績、財政状態および直面する重要な不確実性に対する主要

な特徴を記述説明した経営者による財務観測（afinancialreview）を

公表することが奨励されている。したがって、そのような報告書には、

①業績を決定する主要な要因と影響（例えば、企業が事業を営む環境の

変化、その変化に対する企業の対応とその効果、および配当政策を含む
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業績の維持発展のための投資方針）、②企業の資金調達源泉、資本負債

比率に関する方針（thepolicyongearing）とそのリスク管理方針、お

よび③企業の強みや資源という国際会計基準に準拠して作成される貸借

対照表においてもその価値が反映されないような観測が奨励されている

［para.８］。

株主持分の変動については、1997年４月のIASC理事会によって当

初の公開草案第53号が修正され、結果として、「持分変動計算書」が導

入されている。このことから、資本の拠出や配当などの株主との取引か

ら生じる変動を除いて、株主持分の全般的な変動は、企業の会計期間中

の活動によって生み出される総利得損失を示すこととなる［para.87］。

例えば、IAS8「期間純損益、重大な誤謬および会計方針の変更」では、

ある期中に認識されたすべての収益と費用の項目はその会計期間の純損

益の計算に含めなければならないことが要求されている。また、他の

IASにおける再評価剰余金・欠損金および特定の外国為替差額などの

利得損失については、株主との資本取引や分配を通じた株主持分の変動

として直接認識しなければならない。企業の財政状態の変動を検討する

場合、すべての利得損失を 慮に入れることが重要であるため、IAS1

では、株主持分に直接認識されるものを含めて企業の総利得損失を明確

にする財務諸表の個別の構成部分を要求している［para.88］。

すなわち、株主資本の変動については、株主持分の変動の明細を１つ

の独立した計算書による情報の開示として要求しているのである。この

場合、株主持分の変動は広義の利益であるいわゆる包括利益の部分と資

本取引の部分についての開示が要求されている。また、表示について

は、多欄形式によりすべての株主持分に関する各項目の期首と期末の残

高調整方法と、包括利益に関連する項目のみを示す計算書を財務諸表の

独立の構成部分として明らかにし、資本取引に関連する項目を財務諸表

の注記として表示するという方法である。さらに、会計情報利用者が期
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中の企業の営業活動から生じた総利得損失の跡付けができるように項目

の小計を表示することが要求されている［para.89］。

財務業績報告プロジェクトの推移

１．Ｇ４＋１による財務業績報告の試案

1998年１月に、カナダ、オーストラリア・ニュージーランド、イギ

リスおよびアメリカの国家基準設定団体の代表者と、IASCの代表者か

ら構成されている「Ｇ４＋１」の基準設定者グループは、財務業績報告

に関する議論を活性化させるために特別報告書『財務業績報告 最近

の展開と将来の方向性 （ReportingFinancialPerformance:Cur-

rentDevelopmentsandFutureDirections）』を公表している。そし

て、G４＋１は、その特別報告書において未解決の問題として残された

項目に対する回答として、経過資料（PositionPaper）を提示してい

る。そこでは、まず広範な現行実務や実行可能な将来の実務を調査し

て、財務業績報告の適用可能性を探るアプローチを試験的に提案してい

る。そして、会計情報利用者が適切に意思決定できる有用な情報を確保

するために、財務業績は単独の業績計算書（a single performance

statement）で報告すべきであるとしている。さらに、その場合、その

構成要素を、①経常（営業）活動の成果、②財務活動とその他の資金調

達活動の成果、および③その他の利得損失という３つの区分で表示すべ

きであるとしている 。

その後、IASCにおいても、上記のG４＋１の経過資料を整理して、

1999年８月に、討議資料（DiscussionPaper）『財務業績報告（Ｇ４＋

１ PositionPaper:ReportingFinancialPerformance）』を公表して

いる 。そこでは、まず、財務諸表の作成表示に対するIASC概念フ

レームワークで記述されている財務諸表の目的が経済的意思決定をする

広範な会計情報利用者に有用となる財政状態、業績、および企業の財政
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状態の変動に関する情報を提供することであると明記されている。そし

て、この概念フレームワークでは、損益計算書において業績を測定する

ために直接的に関連する財務諸表の諸要素は収益と費用であり、「伝統

的な」損益計算書を利用して業績が報告される構造になっているもの

の、現状では、業績のさまざまな側面が損益計算書の諸要素によって報

告されていることが示されている。例えば、いくつかの業績が「伝統的

な」損益計算書以外で報告されていたり、株主資本に直入されて報告さ

れていたり、個別的な持分変動計算書で報告されていたり、財務諸表の

注記として開示されていたりしていることである。

持分の変動を表示する計算書は、IASCによる討議資料では、1997

年に公表されたIAS1（改訂）「財務諸表の表示」において、企業の財

務業績を表示する「代替的な方法（alternativeways）」の一つとして

提案されたことが示されている。IASC理事会では、すべての企業が同

一の方法（anidenticalway）で業績を報告することを要求するのでは

なく、むしろすべての企業が貸借対照表、損益計算書およびキャッシュ

フロー計算書に加えて、財務諸表の完全なセットの４番目の構成要素と

して持分変動計算書の表示を要求したのである。

さらに、討議資料では、Ｇ４＋１によって、①財務業績は、二つ以上

の計算書よりもむしろ一つの計算書（onestatement）で表示されるべ

きであること、②財務業績の単一計算書では、（ｉ）経常（営業）活動

の成果、（ii）財務活動およびその他の資金調達活動の成果、および

（iii）その他の利得損失という３つの構成要素に区分表示されるべきで

あること、③リサイクリング（recycling）は一般的に容認されるべき

ではないこと、④異常項目（extraordinaryitems）カテゴリーは廃止

されるべきであることや正常ではない項目や例外的な項目は収益費用の

別個のカテゴリーとして報告されるべきではないこと、⑤継続事業や廃

止事業の成果は分離されるべきであること、および⑥会計方針の変更は
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新しい会計方針を以前の会計期間に遡って再修正することによって報告

されるべきであること、という６つの主要な提案がなされていることが

明らかにされている 。

２．IASCによる財務業績報告プロジェクトの展開

2001年１月から新組織として始動した国際会計基準委員会の新理事

会（IASB）は、財務業績報告について、次のように、①背景、②最近

の展開、③基準設定委員会のアプローチ、④諸提案および⑤諸問題の観

点から議論を展開している 。

そこでは、まず、①議論の背景として、フレームワーク、1997年改

訂のIAS1、および公正価値の利用の増大という３つが示されている。

この場合、フレームワークでは、利益が業績の重要な測定であること、

収益と費用が「利益に直接関連している」こと、「利益（income）」が

収益と利得を包括していること、および「費用」が通常の活動において

発生する損失と費用を包括していることが示されている。次いで、1997

年に改訂されたIAS1では、最小限の内容の損益計算書、持分のすべて

の変動計算書、資本取引の結果として発生するもの以外の持分変動計算

書で容認された多様な様式を示していること、さらに、公正価値の利用

では、1997年から2000年にかけて国際会計基準で公正価値の利用が増

大したため、例えば、IAS19、38、39、40、41であり、大部分におい

て公正価値の変動は利益あるいは持分の個別な構成要素になること、首

尾一貫性が欠如していることが示されている。

②最近の展開では、次の５つのことが示されている。すなわち、英国

がFRS3を公表して総認識利得損失計算書を導入しているものの、〝第

２の業績計算書"と呼ばれているそれに対してアナリストが消極的であ

ること、ニュージーランドがFRS2を公表して持分変動計算書を採用

して損益計算書の一部分とみなしていること、米国がSFAS130を公表
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して包括利益計算書を採用しているものの、そこでは代替的な表示も容

認されていること、IASCが公開草案第53号において「資本の部の非

株主取引による変動計算書」を提案したもののIAS1では採用されな

かったこと、および1998年から99年においてＧ４＋１が報告書を公表

したことや英国ASBが2000年12月に公開草案第22号（FRED22）

の基準を公表していることである。

③アプローチでは、次の８つのことが示されている。すなわち、基準

設定委員会が2000年３月に設置され、同年の６月と11月に会合を持っ

たこと、この議論の出発点が1999年のＧ４＋１の報告書であったこと、

1999年の報告書では「財務業績」が一つの計算書で報告されるべきで

あるという結論が示されたこと、IASC理事会が1999年報告書におけ

る定義の欠如によって「財務業績」の構成要素に関心を寄せたこと、基

準設定委員会がフレームワークを遵守することでその答えを見つけられ

ることを信じていること、財務業績が株主の許容範囲（例えば、資本取

引）における株主との取引から発生するもの以外ですべて認識された収

益費用の結果であること、議論がフレームワークにもとづいているこ

と、何らかの認識規定あるいは測定規定の設定をしないこと、および提

案された計算書が認識された収益費用の項目が報告される場所を規定し

ていることが示されている。

④諸提案では、次の４つのことが示されている。すなわち、認識され

た「収益」と「費用」がフレームワークの定義を利用して決定されてい

る単一の計算書を採用すること、資本取引から発生するもの以外で純資

産におけるすべての変動の影響を含んでいること、単一の持分変動計算

書を採用すること、損益計算書の様式がキャッシュフロー計算書と連携

していること、IAS8の変更、例外的な項目の削除、その他の会計変更

に対する代替的な「累積的遡及（cumulativecatch-up）」を削除するこ

とが示されている。
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最後に、⑤諸問題では、基本的な原則においても識別されていないこ

と、計算書の分類以外にもいくつかの諸問題があることが示されてい

る。

３．ASBによる財務業績報告書の検討

英国の会計基準審議会（ASB）は、1992年に財務報告基準書第３号

（FRS3）「財務業績の報告（ReportingFinancialPerformance）」を公

表し、主要財務諸表の一つとして「総認識利得損失計算書」の作成を要

求して、当期中に認識されるすべての利得損失のうち、損益計算書に計

上されない株主帰属のものを収容して計上することとした。英国におけ

る総認識利得損失計算書の新規導入やその主要財務諸表化は、財務報告

制度の画期的な展開として各国の会計基準設定主体に影響を与えたとい

われている 。

ASBでは、IASCで展開されている財務業績報告プロジェクトに歩

調を合わせるように、現行基準であるFRS3「財務業績の報告」に置き

換わる会計情報の表示に関する新しい基準の展開として位置付けている

ようである。具体的には、ASBが2000年12月に公表した公開草案第

22号（FRED22）「FRS3『財務業績の報告』の改訂」であり、それに

対するコメントが2001年４月30日まで求められていた。ここでの

FRED22における提案の内容は、ASBが1999年６月に公表した討議

資料『財務業績の報告：変更提案（ReportingFinancialPerformance

:ProposalsforChange）』での議論が 慮されている。ASBは、Ｇ

４＋１の基準設定機関や国際的な利害関係者を誘引する提案として、包

括利益の報告（reportingcomprehensiveincome）を視野に入れた国

際的な潮流への転換を図っているのである。したがって、FRED22に

おいて提案されているFRS3からの主要な展開は、次の６つである。

すなわち、①損益計算書と総認識利得損失計算書が単一の財務業績計算
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書として結合されること、②その業績計算書が当該会計期間中に認識さ

れたすべての利得と損失を示していること、③その計算書が営業、財務

およびその他の利得損失という３つの区分で表示されること、④業績計

算書では異なる部門間の利得損失に関するリサイクルが容認されていな

いこと、⑤会計期間中の配当金については、費用以外に株主取引を示す

業績計算書から除外すること、⑥株主の利害の調和が主要な計算書とし

て示されることである 。

我が国企業における包括利益の開示状況

1999年１月、我が国の企業会計審議会は、「金融商品に係る会計基準

の設定に関する意見書」を公表した。そこでは、同じ有価証券でありな

がらも、短期売買目的の有価証券と満期保有目的の有価証券以外のその

他市場性のある有価証券の属性によって、その評価差額に対する会計処

理が異なることとなった。短期売買目的の有価証券の評価差額について

は、当期の損益計算書に含められるのに対して、その他有価証券のそれ

は、洗替法にもとづき、次のいずれかの方法によって処理することと

なった。すなわち、①評価差額の合計額を株主資本の部に計上するか、

②時価が取得原価を上回る銘柄の評価差額は株主資本の部に計上するも

のの、反対に、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額は当期の損失に

含めるというものである。したがって、我が国における「その他有価証

券」の会計基準に関しては、評価差額の処理の観点から、正の差額を当

期の利益または包括利益に組入れる方法を選択基準に含めていないとい

う点で国際会計基準（IAS）や米国基準（SFAS）とは異なっている。

また、正の評価差額は資本の部に計上して売却時まで利益計上を繰り延

べる一方で、負の評価差額は当期の損失に直入するという保守主義的処

理の選択を認めている点でも異なっているといわれている 。

我が国では、2001年３月期から売買目的の有価証券やデリバティブ
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（金融派生商品）取引などにおける時価評価の開示が導入された。ただ

し、持ち合い株式に関する時価評価については産業界の意向を 慮し

て、翌2002年３月期からの適用とされたが、2000年９月中間期から含

み益のある企業を中心として前倒しの早期適用も認められた 。この前

倒し処理の事例として、古河電気工業が評価差額の黒字幅が最も大き

かった企業として有名であった。古河電気工業は、米国の光通信関連部

品大手メーカーであるJDSユニフェィズ株を中心に１兆4,600億円相

当の含み益を保有していたため、将来の売却時に発生する税金分などを

除く１兆231億円を株主資本に直入する会計処理を行った。この結果、

株主資本の77％を評価差額が占める特異なバランスシートになったよ

うである 。

それでは、我が国を代表するソニー株式会社（以下「ソニー」とす

る）では、米国基準にもとづいて包括利益をどのように開示しているの

であろうか。平成12年３月期決算の『有価証券報告書総覧』によると、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュフロー計算書に次

ぐ、第４番目の基本財務諸表として「連結資本変動表」を加えているこ

とがわかる（図表を参照）。この連結資本変動表は、連結財務諸表注記

において、次のように記述されている。すなわち、「連結財務諸表の一

部として、資本勘定の期中の動きを表示した連結資本変動表を作成して

います。連結資本変動表の中で、包括利益とその内訳を基準書第130号

にもとづき開示しています。当該基準書において、包括利益とは資本取

引以外の資本勘定の増減と定義され、当期純利益とその他の包括利益か

らなっています。その他の包括利益には外貨換算調整額、未実現有価証

券評価損益および最小年金債務調整額の増減額が含まれています。な

お、わが国における連結剰余金計算書に記載される利益剰余金の年度中

の増減は、連結資本変動表に含まれています。」 という記述である。

具体的な包括利益に関する記述としては、外貨換算（基準書第52号）
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図表 ソニーにおける連結資本変動表

（出所）『有価証券報告書総覧（ソニー）』平成12年３月期、59ページ。
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では、「…資産および負債は、決算日の為替相場により、収益および費

用は、おおむね取引発生時の為替相場により円貨に換算しています。そ

の結果生じた換算差額は、累積その他の包括利益の一部として資本の部

に表示しています。」 と、有価証券および投資有価証券（基準書第

115号）では、「売却可能証券に区分された、負債証券および公正価額

が容易に確定できる持分証券にかかる取得原価と公正価額との差額（未

実現有価証券評価損益）は、税効果 慮後の額で累積その他の包括利益

の一部として資本の部に表示しています。」 と、さらに、年金および

退職金制度（基準書第87号）では、「最小年金債務に対応する金額は未

認識過去勤務債務の額を限度として無形固定資産に計上され、未認識過

去勤務債務を超える額については、税効果 慮後の額が、累積その他の

包括利益に計上されています。」 と記述されている。

このように、ソニーにおける包括利益（当期純利益＋その他の包括利

益）の開示は、米国基準（SFAS130）にもとづいて、持分変動計算書

の方法を利用していることがわかる。この方法では、資本の部の変動内

訳を示す「持分変動計算書」の中でその他の包括利益項目が表示されて

おり、国際会計基準（IAS）でも選択肢の一つとして例示されている。

この方法によると、外貨換算調整額、未実現有価証券評価損益および最

小年金債務調整額の期中変動額などがその他の包括利益として個別に反

映される項目となって開示されることとなる。

おわりに

日本公認会計士協会は、2000年12月に、「金融商品に関する多国間

共同作業会議（JWG）」による会計基準草案の概要を公表している。そ

れによると、株式だけでなく預金や借入金など企業が抱えるすべての金

融資産と金融負債に時価会計を導入し、期末ごとの評価差額を業績に反

映させることが明らかにされている。現在の我が国における会計基準で
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は、持ち合い株式に関して評価損益が計上された場合でも、貸借対照表

の株主資本の部に直接計上するだけで、業績には影響を与えない会計処

理になっている。しかしながら、IASCやＧ４＋１、ABSなどで積極

的に議論されている財務業績報告プロジェクトの新たな展開において

は、それらの毎期の評価損益を損益計算書に計上しなければならなくな

ることが予想されている 。

現在の議論においては、企業の財務業績を包括利益の適用によって明

らかにすることで資本直入される項目のあいまいさを排除して、企業間

の比較可能性を高める方向性が検討されている。会計情報利用者が企業

の当期純利益の会計情報だけでなく、その他の包括利益項目の会計情報

にも関心を寄せているからである。したがって、企業の経営者にとって

は、資本直入項目がどれくらい管理可能であるかを精査した上で、業績

の報告をする必要があると思われる。企業の財務業績を一つの計算書で

開示・表示するためには、その開示・表示を前提とした報告様式の在り

方を具体的に提示して、会計情報の客観性と信頼性を確保することが必

要になっているのである。

１ 『JICPAジャーナル』No.490、1996年５月号、93ページ。また、第２の損益計算書

に関しては、石川純治「時価会計と〝第２の"損益計算書構想 その意義と問題点

」『JICPAジャーナル』No.507、1997年10月号、48-52ページを参照されたい。

さらに、包括利益に関する調査研究として、包括利益研究委員会『包括利益をめぐる

論点』企業財務制度研究会、1998年８月が有用である。

２ 『JICPAジャーナル』No.494、1996年９月号、61-62ページ。

３ 同上誌、62-63ページ。

４ 『JICPAジャーナル』No.503、1997年６月号、58ページ。

５ 『JICPAジャーナル』No.507、1997年10月号、88-89ページ。

６ 同上誌、92ページ。

７ IASC,DiscussionPaper,G4＋1PositionPaper:ReportingFinancialPerformance,

August1999,ExecutiveSummaryより抜粋。なお、この特別報告書については、岩

崎勇「財務業績の報告 Ｇ４＋１の特別報告書を中心として 」『JICPAジャー

ナル』No.515、1998年６月号、66-70ページを参照されたい。
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８ この討議資料については、岩崎勇「財務業績の報告の展開」『産業経理』Vol.60.No.
１、2000年４月、21-27ページを参照されたい。

９ Ibit,p.(v)
10 IASB,“ReportingFinancialPerformance:AnIntroduction”,April2001.http://

www.iasc.org.uk/docs/bdpapers/200104/rfp.pdf
11 菊谷正人「英国における総認識利得損失計算書」『企業会計』、2001年７月号、39-48

ページを参照されたい。

12 ASB,TechnicalActivities-CurrentProjects,“ReportingFinancialPerformance”,

http://www.asb.org.uk/technical/current.cfm
13 醍醐聡編『新版・財務会計ガイダンス』中央経済社、2000年、50、76-77ページ。

14 2000年12月９日付『日本経済新聞』によると、2002年３月期から義務づけられてい

る持ち合い株式の時価評価を2000年９月中間決算から前倒しで実施した上場企業が

1,306社に達し、３月期上場全体の３社に２社の割合であり、持ち合い株式の評価差

額の合計が７兆800億円のプラスとなり、実施企業全体の株主資本を６％押し上げた

ことが記載されている。

15 http://www.furukawa.co.jp/zaimu/179/kihon.con0009.pdfを参照されたい。

16 ソニー『有価証券報告書総覧』（平成12年３月期）、60ページ。

17 同上誌、60ページ。

18 同上誌、61ページ。

19 同上誌、80ページ。

20『日本経済新聞』2000年12月14日付の記事を参照されたい。また、最近の包括利益

を巡る多角的な検討として、佐藤信彦「包括利益概念と利益観」『企業会計』Vol.53、

No.７、2001年７月号、18-24ページ、荻原正佳「包括利益概念の日本への導入に関

する論点」『企業会計』Vol.53、No.７、2001年７月号、25-30ページ、大塚成男

「米国における包括利益計算書の事例」『企業会計』Vol.53、No.７、2001年７月号、

31-38ページを参照されたい。

（かわしま かずひろ・本学講師)
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ヨーロッパの未来と多文化の共存
ドイツを中心として

InSearchofUnificationofEuropeansCountriesunder

MulticulturalismfortheEuropeanFuture

永 石 啓 高
HirotakaNAGAISHI

長 倉 誠 一
SeiichiNAGAKURA

キーワード：人の国際的移動、多民族国家、文化相対主義、多文化の

共生・共存、統合と共存

要旨

今日ドイツは、ドイツ国民の国家というよりも、むしろEUの中心国の一つであるが、

この国は多民族国家への転換期を迎えている。EUの統合の強化にもいえることだが、ド

イツの国籍取得法の改正やグリーン・カードの導入、さらに政府移民委員会の設置といっ

た2000年の政治政策は、明らかにハンチントン説に反するものである。移民の積極的受

け入れにともない、異なる文化の共存問題が重要な課題となっている。多様な文化が共存

するためには異質との関係のあり方はどうあるべきかが問われる。国境を越える人々の移

動が増加している今日、転換期のドイツの議論に学ぶことは、国際化を迫られつつあるわ

が国の今後の内外における文化政策を える上において、新たな視角を提供するものであ

る。
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目 次

はじめに

１．多民族国家へ

⑴ ドイツ国籍取得法改正

⑵ グリーン・カードの導入と政府移民委員会

２．東西の壁の崩壊からEUの統合まで

⑴ ベルリンの壁の崩壊

⑵ 東欧の共産主義の崩壊

⑶ EU 多様な文化の共存へ

３．誇大な民族性の強調

⑴ バルカンの民族紛争の教訓

⑵ 排外的動向への対策

４．異文化間の共存社会

⑴ ハンチントン説への挑戦

⑵ 共存と統合

おわりに ドイツを越えて

はじめに

ベルリンの壁の崩壊は、東西冷戦の終結を象徴するものであり、また

これに続く10年余りの時代もきわめて急激な変化のなかにあった。通

信、メディア、金融市場でのグローバル化は、それ以前とはっきり時代

を画するものと言えよう。

この新たな時代においては、地球環境問題やIT問題に代表されるよ

うに、もろもろの問題そのものが国際社会にその解決のための世界的規

模での取り組みを求めており、この社会問題のグローバル化は国際社会

における「共通利益概念」の登場と相俟って、この10年余りでわれわ

れに途方もない広大な領域を視野に収めるように要求するようになって

いる。この傾向は、今後も否応なく社会のすみずみにまで浸透していく

に違いない。またそれに相応して、われわれは何らかの形で社会変革に

着手せざるを得ないような事態に直面するであろう。こうした時代の要

請に対して、わが国の対外文化政策はそれをいまだ十分に反映したもの
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とはなっていように思われる。ここにわが国の特殊性を認めることもで

きようが、しかし早晩根本的な転換を求められることとなろう。今後な

お一層の国際化が推進されるだろうし、それに伴い双方の国際化が求め

られる日がまちがいなく到来することとなろう。

また、いまや先進国病とも言われる若者世代の減少に伴う労働力不足

は、スウェーデンやドイツ等と同じくわが国も直面している大きな課題

となっている。だとすれば、これらの国の政策に習って移民受け入れも

一つの選択肢として議論の俎上に載せる必要性が出てくるかも知れな

い。もっとも、この労働市場の安易な開放は、ドイツやオランダ等の例

にも見られたように、職をめぐっての社会的混乱や人権問題を誘発する

危険性をも孕んでいることから、経済的視点のみからこの問題にアプ

ローチを試みることは、早計の判断と言わざるを得ない。これら労働市

場開放先進国の実態につぶさに検討を加え、慎重に対応を試みていくこ

とが必要とされるだろうし、また労働市場の開放にはそれによって起こ

る社会的混乱、国家間の摩擦、国際的世論による非難をも覚悟しておく

ことが必要となろう 。

しかしその一方で、実際の国際情勢として国境を越える人々の移動は

確実に増加しており、これが減少に転じることはもはや えられないよ

うな状況を呈している。「現在、東アジア地域だけでも1500万人前後の

人々が母国を離れて働いている」。またスポーツ界ではサッカーの例

をとるまでもなく、容易に国境を越えて人的交流、文化の交流が活発化

している。人の国際的移動は、もはや政策によって完全にコントロール

できないほどに活発化してきており、人々は経済的利得を求めて、或い

はそのステータスを求めて、自らの意思で容易に国境を越えるのであ

る。また、自由な人の移動は、単に物理的な人の移動のみを意味しな

い。そこには必ずや、その人物が背負った文化の移動が伴う。そしてそ

れが、受け入れ国社会との間の文化的摩擦、或いは衝突を生起させ、そ

永石啓高 長倉誠一 ヨーロッパの未来と多文化の共存
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の一方で、国家にとって外からの大量の人の流入は、ナショナル・アイ

デンティティの在り様に直接影響をもたらすのである。加えて文化の相

互的交流の実態から言えば、文化の相克の問題は、何も人の移動のみに

よって生じるというものではない。東アジア諸国でブームとなっている

「日本のポピュラー文化」の浸透は、そのことを如実に物語っている。

極めて自然に流入する外国文化によって、受け入れ国側に文化変容、或

いは文化的淘汰が起こらないとは限らない。国家は、流入するこの文化

の洪水に対して、自国文化の保護、或は自国文化との調整を図らざるを

得ず、自国文化の在り様を、ナショナル・アイデンティティの観点から

再構築せざるを得ない状況に直面しているものと思われる。また一つの

精神文化がそれを生み出す自然および生態環境に大きく依存しているこ

とからすれば、さらに言えば、従来の国ごとの文化的統一性ではなく、

自然環境や地縁に結びついた「生態環境」を基底として、国家という枠

を越えて一つの地域文化圏が形成されるとも限らない。文化の同質性お

よび 質性を強調し、異質なものを排して国民文化へと収斂させるか否

か、それとも文化を相対的なものと捉え、「生態環境」を同じくするも

の同士が互いの文化を尊重しあいながら一つの文化的まとまりを形作る

のか否か、これはひとえに、文化の流入に伴う社会的変化を国民がどう

捉えるかにかかっていると えられよう。かくて、そこに生じる問題

は、畢竟、異文化、あるいは多文化共存の問題を提起するのである。

えてみれば、有史以来の国際関係は、文化の相克の歴史とも位置付

けることもでき、国ごとの文化的統一性の問題は、近代国家誕生以来の

現象と捉えることもできよう。すなわち近代国際社会は、ヨーロッパキ

リスト教文明を一つの基準とし、一つの権力の下に別個独立した存在と

して、主権国家同士が相互に互いの存在（主権）を尊重しあうことに

よって誕生したのであり、近代以降の国際関係は、政治権力と文化を相

互に尊重しあうことによって形成されてきたと えられるのである。国

( )67

苫小牧駒澤大学紀要 第６号 2001年９月



際的法関係における主権平等、内政不干渉等の原則についても、政治的

なもののみならず、経済的・文化的相互不浸透性を相互に承認しあうこ

とを基底に形成されており、またそのことによって主権国家の同質性が

確保されていたのである。現代国際社会も、近代国際体制とされるウエ

ストファリア体制の延長線上に位置づけられるものであり、その意味で

は基本的に大きな違いはないが、しかし先にあげた例からも明らかなよ

うに、社会問題のグローバル化や、経済のボーダレス化、またそれに伴

う行動主体の多元化とその相互的交流の活発化によって、相対的に国家

的存在の機能の低下と同質性維持の困難さに直面しているのである。国

家間交流のみならず、多元的行動主体の相互的交流が活発化している今

日の世界の状況からみれば、異文化、あるいは多文化の共存問題はもは

や避けて通れない問題であると断言できよう。ドイツは今まさにこの問

題に直面しているのであり、現在のドイツは、政治的にも経済的にも欧

州連合（EU）の中心国の一つとして、ドイツ国民の国家から欧州連合

（EU）の一国へと変わりつつある。いな変わったと言ってもよい段階

に達している。したがってドイツ、いなEUでは、異なる文化の交流

ではなく、まさに異なる文化の共存こそ避けて通ることのできない現実

の課題となっているのである。

国連は2001年を「異文化間の対話の国際年」に指定したという。こ

のように異文化の共存は、いまや世界的な課題となっており、本稿では

こうした現状認識を踏まえ、たんなる国際的文化交流を超えた、グロー

バルな世界における異文化共存のあり方について検討を試みる。異文化

の共存は、サミュエル・ハンチントンの予言に対する挑戦であるという

点でも注目すべきものであり、我々の関心もこの点を出発点とするもの

である。ドイツやスウェーデンと同じく、出生率低下による労働力不足

で更なる国際化を迫られつつあるわが国、またわが国が抱える内なる外

国人問題、ことにわが国が特殊な法的地位を与えている「在日韓国・朝
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鮮人」の問題について える際に、ドイツおよびEUの大いなる実験、

またそこで展開されている議論および政策に焦点をあて検討を試みるこ

とは、たとえ日本がアジアというヨーロッパとは違った文化環境に位置

するとしても、この問題に対するアプローチへの新たな視点を獲得する

という意味でも大いに意義があるものと思われる。

本稿はこのような共通認識の共有を出発点としており、我々両名は執

筆に先立ち事前に打ち合わせを重ね、また論文作成に当たっても、それ

ぞれの専門分野が必ずしも一致しないことから、相互に原稿を確認しあ

いながら作業を進めてきた。その意味で本稿は、私ども両名の共同作業

によるものである。但し、作業過程上の必要性から、凡その責任範囲を

設け分担することとし、主としてドイツおよびEUの現状と統合過程

の全般的論 については長倉が担当し、民族の統合と共存にかかわる民

族主義および多文化共生等の問題に関する論 については永石が担当す

ることとした。本稿は、一応この責任分担を基本としつつ、相互の意見

を調整し、加筆、修正を加えながらまとめたものである。本稿での 察

が、わが国の今後の国内及び国際文化政策のあり方を検討する上で、若

干でも参 となる視点を提起できればと える次第である。なお、共同

作業という性格上、論旨に統一性がはかれていない点があるとすれば、

それは全体の論文構成を任された永石の責任である。

多民族国家へ

⑴ ドイツ国籍取得法改正

ヨハネス・ラウ、ドイツ大統領は、2000年の５月中旬「移民受け入

れと融合の促進をアピール」した。その内容には次のようなことが含ま

れていた。「異なる出自や文化圏の人々同士の共生は、ドイツではもは

や一時的状態ではなくなっている」。したがって「移住の条件を明確に

するとともに、それに法的な拘束力をもたせなければならない」。ラ
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ウ大統領のこうした発言は、2000年１月から新国籍法が発効したこと

と無縁ではなく、そこには以下で指摘するように、ドイツ国内の現状と

それに対応した政策実施がもはや無視できず、放置しておけない水準と

なっているとの認識があったと思われる。

この改正法の骨子は次の点にある。

「ドイツに８年以上合法的に滞在する外国人を父または母としてドイ

ツで生まれた子供は、自動的にドイツ国籍を得る。ただし、この父親ま

たは母親は、滞在権または少なくとも３年前から無期限の滞在許可を所

持していなければならない。子供が誕生と同時にもうひとつの国籍を得

る場合は、18歳で成人に達した時点から５年以内に、ドイツ国籍と第

２の国籍のいずれかを選択しなければならない。23歳になった後もド

イツ国籍を保持しようとする者は、23歳になるまでに外国籍の放棄ま

たは喪失の証明を提出しなければならない。これが行われない場合、ド

イツ国籍は消滅する。

新法の発行以前に生まれた10歳未満の子供には経過措置が適用され、

法施行から１年以内であれば、ドイツ国籍を取得することができる。こ

の子供たちの場合も、成人に達した時点でドイツ国籍と外国籍のいずれ

かを選択しなければならない。成人の帰化については、必要な滞在年数

を短縮することで容易化が図られる。これまでの15年に代わって８年

の滞在、および一定の条件が満たされていれば、ドイツ国籍を申請する

ことができる。一定の条件とは、滞在許可か滞在権の所持、基本法への

忠誠、生活保護や失業手当ての給付によらず自らと家族を扶養できる経

済力、無犯罪証明、ドイツ語能力などである」。

現在のドイツでは、ラウ大統領の演説も、国籍取得法の改正も当然の

もの、自然な出来事とされている。またそれがヨーロッパの水準だとも

言われている。というのも、ドイツにもきわめて多くの外国人が滞在し

ているからである。現在ドイツには、およそ「730万人の外国人」が暮
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らしており、これは「総人口の約９パーセント」にあたる。「最大のグ

ループは210万人強［2107000人］のトルコ人、さらに、旧ユーゴスラ

ビアの出身者が約120万人［セルビア／モンテネグロ721000人、ボス

ニア・ヘルツェゴビナ283300人、クロアチア206600人、マケドニア

42600人、スロベニア18100人］、イタリア人が約60万人、ギリシャ人

が約36万人となっている。（中略）外国人の半数以上はすでに10年以

上ドイツに住んでいる。とくに、170万人いる18歳未満の外国人では、

10年以上ドイツに暮らす人たちが３分の２以上を占める」。

こうした現状を踏まえ、国籍法改正によって従来の血統主義に、出生

地原則が加味されたのである。わが国も血統主義を原則としており、と

くに在日朝鮮人の三世・四世さえ日本国籍を取得できないとする一般認

識と比較するなら、画期的な内容であると評価することもできよう（但

し、それがわが国の国籍法上、ならびに政策上の問題のみに起因するも

のではないということも併せて認識しておく必要がある)。先にも述

べたように、法改正はドイツでは自然なものであるが、さらに驚くべき

次のような指摘を 慮するなら、法改正は必要不可欠なものであったと

も えられる。指摘によれば、ドイツでは「何年か後には、ドイツの大

都市に住む子供や青少年の40－50パーセントが移民の家族出身という

ことになろうし、現在でもドイツの新生児の９人にひとりが、異なった

文化的背景を持つパートナー同士の結び付きから生まれている」 とさ

れている。数字の上では驚くべきものだが、それがドイツの現状であ

り、ドイツは、この新国籍法によって新たな国民国家の建設に着手した

ことになる。ドイツ人にとってドイツ連邦共和国とは、もはや民族的

一性とは何の関係もなく、多様な文化が共存する社会へと変容を遂げて

いくこととなろう。これは、何もアメリカのような多民族国家にとって

は目新しいことではない。だが、将来わが国も含め世界規模で、各国が

ドイツの目下の課題に直面することになると予想するなら、転換期にあ
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るドイツの取り組みは極めて注目に値するものであり、今後、新しい国

民国家建設に着手したドイツの試みとその推移を見守っていく必要があ

ろう。特に日本において、特殊な法的地位に置かれている「在日韓国・

朝鮮人」の問題を える上で、また今後の国際化を える上で、ラウ大

統領の発言（移民条件の明確化とその法制度化）とその後のドイツの取

り組みは参 となる示唆を与えてくれるものと思われる。

⑵ グリーン・カードの導入と政府移民委員会

ドイツは多民族国家への歩みを確実に推し進めている。「グリーン・

カード」の導入もそうした歩みを示す一例と見ることができよう。ドイ

ツの「グリーン・カード法」は、2000年８月１日に施行された。「その

骨子は、まず外国から１万人のIT専門家を受け入れ、モニタリング実

施後、その数を２万人に増加するというもの」であり、彼らに「最長５

年の滞在許可を与える」というものである 。とくにこの場合、IT専

門家として念頭に置かれているのは、これに反対した野党の保守政治家

のスローガン「インダー（インド人）の代わりにキンダー（子どもた

ち）を 」から明らかなように、インド人である。だがこのグリーン・

カードの導入後、「2900人の外国人技術者」（編集締め切り2000年11

月20日）しか移住していないと報告されている。「政府移民委員会」委

員長リタ・ジュースムートは、この状態について、滞在期間が５年では

「アメリカやカナダ、イギリスに比べてひけをとっているのかもしれま

せん」 と、率直に施行した「グリーン・カード法」の問題点を認めて

いる。

このグリーン・カードの導入は、直接にはIT分野での対策が取られ

てこなかったことに対する緊急の対応策である。「現在ドイツ国内では、

７万5000人のIT関連ポストが空白になっており、この数字は数年の

うちに50万にまで膨れ上がるという予想もある」 。とはいえIT技術
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者の受け入れは、当然異文化の流入を伴うものである。したがって「政

府移民委員会」の討論に際しても、その点は当然織り込まれていたもの

と えられる。

「政府移民委員会」の設置は、多民族国家へ舵を切るにあたっての対

応策を練ることにあり、同委員会はすでに2000年９月12日第一回会議

を開催している。「この超党派の専門委員会は、ドイツの新しい外国

人・移民政策策定のための実際的解決案および勧告を作成する」ことを

目的とするもので、2001年末までに、「新しい法案の基礎となる具体的

な提案」を課せられている 。これは、ドイツには現在、およそ「730

万人の外国人」が暮らしているという、先にあげた数字だけでは理解で

きるものではない。だがドイツにおける移住者についての報告を見れ

ば、「政府移民委員会」の設置も当然の対応であったと理解できるであ

ろう。それによれば、「過去40年間に、3000万人以上もがドイツに移

住した。同じ期間に約2100万人がドイツから外国へ移住している。と

くに90年代初頭、ドイツへの移住数が増加した（例えば92年は150万

人が移住）。その主な原因は、旧ソ連地域と東ヨーロッパ諸国から移住

したドイツ系住民の増加、亡命希望者および91／92年以後旧ユーゴか

らの避難民の増加、EU加盟国以外の国からの雇用移民の増加などだっ

た」とされる。このようにドイツは今や移民の国になりつつあるが、そ

れは決して否定的な意味で語られているわけではない。移民の効果に寄

せられる期待も大きいのである。「ドイツの人口は高齢化の一途をた

どっている。30年後には高齢者の割合が若年者のそれの２倍以上にな

ると見られる。移民によって、この高齢化に歯止めがかかることが期待

される。移民の平 年齢は、全人口の平 年齢よりも若いからだ。ま

た、移民は労働市場を活性化し、社会保障制度の維持にも貢献すると

えられている」 。こうした利点も合わせ持っているのである。

いずれにせよ、ベルリンの壁の崩壊、旧ユーゴスラビアの解体、さら
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には出生率の低下、こういった諸々の要因によってドイツは、大きな転

換期をむかえていることは疑いようがない。時代がどんなにゆっくりと

した歩みをたどるにせよ、今後多くの国家は多民族国家に移行すること

となろう。ドイツは今、そうした転換期の姿をはっきりと示しているの

である。

東西の壁の崩壊から の統合まで

⑴ ベルリンの壁の崩壊

現代史の幕はベルリンの壁の崩壊から開かれた。「ただいまから東ド

イツ市民は、ドイツ民主共和国とドイツ連邦共和国の間のすべての国境

検問所を越えて出国できます」 西ドイツの通信社dpaは89年11月

９日19時４分、緊急ニュースとしてこう伝えた 。

ベルリンの壁が崩れたのは89年11月９日。その直接の引金は、旅行

に関する新しい規定が、上記のような誤解を招く表現で発表されたこと

にあった。時代を画する事件は、まったくの偶然を直接の引き金とする

ものだったのである。

東ドイツ市民の第一陣が西ベルリンに入ったのは、「21時25分」

だった。1961年からこの間、東西ベルリンを分断する壁は、ヨーロッ

パを民主主義の西ヨーロッパと共産主義の中央・東ヨーロッパとに分断

する象徴であり、ひいては世界における東西冷戦の象徴でもあった。そ

れが、誰もが予期せぬ偶然的出来事から崩壊したのである。たしかに後

ろから振り返るならば、その徴候が前もってなかったわけではない。

すでに89年夏に、東ドイツ市民の大規模な逃亡が始まっていた。た

とえばチェコは、プラハの西ドイツ大使館に逃げ込んでいた6000人に、

９月30日出国を許可した。またハンガリーは９月11日にオーストリア

との国境を解放し、この国境を経由して西ドイツに逃げた人の数は数千

人にのぼっていたのである。時を同じくして、「ライプチヒなどの大都
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市で大規模なデモが発生。11月４・５両日には東ベルリンで東ドイツ

史上最大のデモが発生。89年11月６日、ライプチヒで行われた月曜デ

モにはほぼ50万人が参加した」 。これらをベルリンの壁が崩壊する

前兆と語ることは、そのうち世界史の常識とされるだろう。歴史とは、

このように因果関係にもとづいて作られるものである。

⑵ 東欧の共産主義の崩壊

ベルリンの壁の崩壊は、今みたような、チェコやハンガリーでの出来

事が影響をおよぼしていた。少なくともそれと連動していたことはまち

がいない。ではなぜチェコやハンガリーでそうしたことが起こったのだ

ろうか。その理由としては、両国で実質的に共産主義支配が幕を閉じて

いたという事実を挙げることができよう。したがって、ポーランドのあ

るジャーナリストが、「ベルリンの壁はまず、ワルシャワで崩れたの

だ」 と語るのも無碍に否定するわけにはいかない。このジャーナリス

トはその理由として、次のように語っている。「なぜなら、ポーランド

においてまず模範的な妥協が成し遂げられ、中部・東ヨーロッパの国と

して初めて反共産主義的な野党の代表が首相の座に就いたのだから」

と。レフ・ワレサをリーダーとする「連帯」の登場は、タデウシュ・マ

ゾビエツキ政権樹立へとつながった。それは、国民の手によって樹立さ

れたソ連・東欧圏における最初の非共産党政権であった。壁の崩壊へ

至った要因としては、こういった外的政治状況の変化をあげることもで

きるであろう。

⑶ EU 多様な文化の共存へ

ベルリンの壁の崩壊は、結果として欧州連合（EU）にとっても無関

係ではあり得なかった。統一ドイツというあまりに大きな国家が、戦前

のような単独の国家として存続することは、EUの他の国々にとって脅
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威と映ったことは想像に難くない 。またそれが、「欧州連合（EU）

は統一ドイツを迎え入れ ドイツの強すぎる経済力を調整する意味も

あって 、通貨統合を実施するとの決断を下した」 との指摘のごと

く、欧州連合の統合を加速する大きな要因ともなったのである。厳密に

歴史の過程をたどるならば、たしかに「88年６月のハノーバーEU首

脳会談は、コール首相の主導で通貨統合研究委員会（いわゆるドロール

委員会）の設置を決定、通貨統合の具体的な計画作りを始めた」 ので

あった。だが、壁の崩壊と統一ドイツの誕生が、EUの通貨統合を加速

したことは想像に難くない。「冷戦終了により欧州情勢は流動化。欧州

新秩序の核としてのEUの求心力が従来にも増して求められるように

なり、統合の加速が不可欠になった」。そこで「コール独首相とミッテ

ラン仏大統領らは、サッチャー英首相の反対を退ける形で通貨統合に関

する政府間会議（IGC）開催を決めた」 とされているのである。通貨

統合に至る過程は決して平坦なものではなかったが、今では単一通貨

ユーロが導入され、2001年12月には、個人への配布が開始される段階

にまで至っている。たしかに、2000年９月28日に実施されたデンマー

クのユーロ導入の是非を問う国民投票は否決され、またイギリスとス

ウェーデンの国民投票の先行きも暗いことからすれば、これも表面的に

は決して安定路線に入ったとはいえない。だが、2001年参加のギリ

シャを加え、2002年初めから、EU15カ国のうち12カ国で予定通り

ユーロが使われることに変更はなく、統合へ向けた歩みに停滞があるに

しても、EUがその歩みを止めてしまうことはないであろう。

しかしながらその一方で、EU内部の多様性を統一することも容易な

ことではない。目下EUについて、意見が一致していることといえば、

「たんなる経済共同体ではないということだけ」 だという辛口の評価

もある。半世紀別々の国だった東西ドイツに生きた人々でさえ、決して

単一民族だからといってすぐに同一化され得るものではない。ドイツの
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国内には今「二つのアイデンティティ」があり、「容易に一つに混ぜ合

わせることもできない」とジャーナリストのテオ・ゾンマーは指摘して

いる 。民族ないし民族性が生活様式の決定要素ではないことから、

彼が、半世紀にわたる国家体制の違いがドイツ国民に生活様式の違いを

もたらしたと見たことは何ら不思議なことではない。ドイツ国内でさえ

こうだ。EU内部で容易に統一出来ないことがあるのは当たり前ではな

いか。EUの中心となるフランスとイギリス、あるいはドイツでさえ、

それぞれの国民性を反映した、つまり異なる文化に根ざした異なる意見

を持っているのではないか。EU統合の困難さを指摘する評価は、その

意味で説得性をもってくる。EU域内の多様な意見とは次のようなもの

だという。「ドイツ人は連邦制という えに愛着をもち、自らの歴史的

経験を踏まえてヨーロッパ連邦国家にしたいと えている。イギリス人

はそれとは正反対で、連邦制と聞いただけで怖気をふるう。そしてフラ

ンス人は、複数の祖国ないしは国民の総体としてのヨーロッパにすべき

だとする立場を依然として崩していない。祖国の伝統という支えがなけ

れば、ひとはグローバル化の荒波の中で途方に暮れるだけ、というのが

フランスの えなのだ」 。

だが、EUは独自の議会と通貨をもつにとどまらず、共同の軍隊をも

持つことになり、その「EU緊急対応部隊」の構成もすでに固まってい

る。これは「1999年12月のEU首脳会議（ヘルシンキ）で、共通外交

を補強する手段として設置が決まった」 ものだが、こうした共同行動

の推進は、多様性を徐々に中和する要因となるであろう。

では将来のEUはどうだろうか。EUはすでに91年に、チェコスロ

バキア、ハンガリー、ポーランドと準加盟協定を締結しており、その後

も中・東ヨーロッパ諸国の加盟交渉が控えている。現在の15カ国に加

えて、将来はこれらの国々も加盟国になると予想されるが、こうした

EUの拡大には、イギリスのある経済学者による東ヨーロッパの人々と
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西ヨーロッパの人々との違いを指摘する次のような意見もあり、その実

現にはこれまで以上の高いハードルを越えなければならず、それにはま

だ多くの時間を要するものと思われる。この経済学者は、東ヨーロッパ

社会の特性を「人々の間の連帯意識や平等の観念がきわめて強く、また

彼らは西ほど個人主義的ではなく、チームワーク精神に富んでおり」、

「国家意識は西ヨーロッパより強いという印象を受ける」 と指摘して

いるのである。

こうした点からすれば、EUが将来どこまで統合できるかは、生活様

式という意味での文化の違いをどこまで乗り越えるかにかかっているよ

うに思われる。文化の違いをことさら強調することは、統合に逆行する

ことになるだろうし、したがって統合にとっては、今後民族主義の台頭

が最大の障害となってこよう。しかし、ヨーロッパがこの民族主義を乗

り越えて一つの纏まりを持った広域地域へと統合するのは容易なことで

はないように思われる。旧共産圏諸国であったユーゴスラビアの混乱し

た現状からも明らかなように、冷戦構造下でソ連によって強権的に民族

主義が押さえ込まれていた旧東欧圏諸国においては、ソ連による力によ

る重石が取れた直後ということもあり、この民族主義の台頭を押さえ込

むには相当な困難が予想されるからである。その意味で、旧東欧諸国を

も含めたヨーロッパ統合には、今後さらにいくつものハードルが横た

わっていると思われる。またそのような障害を乗り越えるだけの求心力

を、EU議会がその政治政策、経済政策、また文化政策等を通じて発揮

できるか否かが統合の成否を左右することになるだろう。

誇大な民族性の強調

⑴ バルカンの民族紛争の教訓

ユーゴスラビア連邦大統領選は2000年９月24日に実施された。ボイ

スラフ・コシュトニツァは、ミロシュビッチ前大統領側の不正工作にも

( )78

永石啓高 長倉誠一 ヨーロッパの未来と多文化の共存



かかわらず、また「決選投票」の提案をも拒絶し、選挙から11日目に

して新大統領に就いた。振り返れば、ミロシェビッチがセルビア共和国

幹部会議長に就任し、権力を握ったのは1987年12月。その後、旧ユー

ゴスラビアを構成した６つの共和国のうち４つが次々と独立していっ

た。こうしたユーゴスラビア解体の歴史、さらにはコソボ紛争の中心に

ミロシェビッチがいたのであり、彼の敗北は、一つの時代の終焉を意味

していると言えよう。またそれと同時に、この解体の歴史は多くの教訓

を後世に残したともいえる。教訓の一つとして、バルカン半島は異なる

民族の共存に失敗してきた実例ということを挙げることができる

が 、それはEUにとっての教訓でもあるはずである。

振り返れば、1943年11月、チトー（1892－1980）に率いられたパル

ティザンは、ボスニアのヤイツェで、戦後のユーゴスラビアが連邦人民

共和国として再出発することを宣言した。地域名が付けられた「ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ」を除けば、他の共和国は各民族の国であったので

あり、「国立東欧・国際問題研究所」教授によれば、旧ユーゴスラビア

には建国時から欠陥があったとされる。すなわち「６つの共和国から成

るユーゴスラビア連邦の建設にあたっては、民族性が強調されるあまり

民主主義の重要性がかすれてしまったこと、各民族グループごとに権利

を与える方式をとった結果、個人の基本的人権が忘れられてしまったこ

とが、その欠陥であった」 と指摘されているのである。一方これと若

干論調を異にする日本の新聞記事もあり、それによれば、「旧ユーゴス

ラビアでは、故チトー大統領が徹底的に民族主義を抑えていた。しかし

冷戦の崩壊やドイツの統一がそれぞれの民族意識を目覚めさせた。その

うえ低迷する経済から市民の不満をそらすため、指導者たちは民族主義

を扇動する言動を取り始めた。／一番分かりやすい例が、当時のセルビ

ア共和国の指導者だったミロシェビッチ氏（前・ユーゴ連邦大統領）の

対コソボ政策だ。／コソボは80年代から多数派のアルバニア系住民が政
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治・経済の主導権を握り、少数派のセルビア人に不満が募っていた。ミ

ロシェビッチ氏は89年６月、セルビア王国を中心とするバルカン連合

軍がオスマン・トルコ軍に敗れた『コソボの戦い』の600周年の記念集

会で演説し、『差別や迫害からセルビア人を守る』と約束。アルバニア

系住民の自治権の縮小を図るなど、親セルビア人政策を打ち出して国内

の支持を集めた。／セルビア民族主義を利用した結果、スロベニアやク

ロアチアなどでも民族主義に火がついて独立に向かい、旧ユーゴは崩壊

した」 としている。なおこの民族紛争については、「日本で一般に

『民族紛争』と捉えられているのは皮相的である。経済問題が根底にあ

り、ドイツのスロベニア、クロアチア分離政策が対立を激化させたとみ

るべきであろう」 とする指摘も存在する。

89年６月のミロシェビッチの演説からすれば、コソボ問題の根底に

民族主義があることは疑いようのない事実とも思える。がしかし、現在

のユーゴ民族問題の複雑さと、精鋭さを えれば、そこには民族主義の

みならず、建国から解体に至る歴史的過程の中で生じた政治的、経済的

制度の歪も大きな影響を持っていた。すなわちチトーの治世の在り方、

その後の治世の在り方が、本来根底にあった民族主義に火をつけたと解

すことができるだろう。翻ってみれば、冷戦構造下において、世界の各

国内で民族問題が比較的に表面化せず火を吹かなかったのは、米ソ両国

が強権的に力によってこれを押さえ込んでいたからである。これが、冷

戦の終結により、上からの力の重石が取れたことによって、それまで押

さえ込まれていた民族的なるものを求める民族意識が一挙に噴出してき

ているのである。極めて単純化して言えば、一つの価値観の下で、民族

的なるものを否定ないし制限してきたところに、今日の民族問題の大い

なる原因があると言えるだろう。

民族主義というのは、一面において排他的な幻想である。それはかつ

てナチスが唱えたアーリア人種の優位という幻想を想い出すだけで十分
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だろう。ナチスのように異質なものを排除し、過度な民族意識を唱える

ことは、人間の学問的成果を無視しようとする無知にもとづく所業であ

ると断じざるを得ない。民族主義なるものをかように捉えるならば、

我々はこれ迄の人類の所業に対する反省を込めて、かつてアフリカの森

林から人類が二本足で出てきたこと、人類は、したがってどの民族もこ

こから始まったということを改めて再度自覚することが必要とされるで

あろう。

⑵ 排外的動向への対策

たしかにオーストリアで右翼政党が参加した連立政権が誕生（2000

年２月４日）したり、ドイツ国内にもネオナチのグループがあり、反ユ

ダヤ主義を掲げる国家民主党（NPD）もある。オーストラリアへの

EU14ヵ国による外交制裁は、約７ヵ月続いて頓挫した。この連立政権

の誕生は、EUの国々に予想だにしない問題を提起することになった。

オーストラリアの連立政権誕生は、「成熟した民主国家で、大衆迎合的

な右翼政党が現実に与党になった」という、EUの国々にとっての大誤

算であった。これに対して、各国は決定的な対抗手段を取り得なかった

のである。「オーストリア新政権による人権侵害が実際にあるわけでは

なく、欧州連合条約７条に基づく制裁はもとより発動できなかった。条

約上の対抗手段はないが、何かせずにはおけない。こんなEUのジレ

ンマが『二国間制裁×14』という奇手になった」 のだという。この反

省から、外交制裁が頓挫した後で、条約改正の動きもあるという。「聞

こえのいい政治宣伝」に躍らされる大衆は、「成熟した民主国家」にも

多く、「成熟した民主国家」の国民がすべて成熟した国民とは限らない。

一般国民大衆は、日常的日々の生活の反映として政治的選択を行うので

あり、そこには政治的宣伝が吸引力を持つだけの社会に対する何らかの

鬱積した国民の不満が存在し、またそこには、その不満を生み出す社会
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的問題が介在しているものと えることができよう。オーストリアの例

はその証拠のように思われる。

では、ドイツのNPDについてはどうか。これは「64年に結成され、

党員約6000人。反ユダヤ主義と外国人排斥を掲げ、今年［2000年］６

月に東部のデッサウで起きた外国人労働者襲撃殺人事件も支持者の犯行

だった」 とされる。これに対して、「反ユダヤ主義・外国人排斥」に

反対する20万人以上の人々による集会とデモがベルリンで11月９日開

催された。またドイツ各州代表で構成する連邦参議院（上院）は10日、

NPDの「活動禁止を連邦憲法裁判所に申請する」ことを決め、「８日

にはシュレダー内閣も同様の申請をすることを閣議決定した」 とい

う。このように、EUの推進にとって克服しなければならない問題もあ

るが、いずれにせよ問題解消への方策も打ち出されてはいるようであ

る。

かつてのフランスの場合なら、「大量のイスラム系移民をその構成員

とするようなフランス国民国家というものを えることができるか」を

めぐって議論がなされたし、イギリスでは「有色人種を多数抱えたイギ

リスを許容できるか」疑問が提示されたこともあった が、しかしこ

の種の議論はもはや、EUの統一を阻止することはできないように思わ

れる。先にバルカンの民族紛争を取り上げたのは、たんに民族主義の顚

末を物語るためではない。バルカン地域の多民族性こそは、ドイツが、

あるいはヨーロッパの国々が、目下創出しようとし、またしつつあるも

のだからである。多民族が共生することは断じて不可能なことではな

い。同一民族に属する個々人が共同社会に属し、国家に属することが不

可能でないのと同じように、不可能なことではないのである。共生に必

要なのは、自己と他者との違いを相互に承認しあって、冷静に相互の利

益を創りだそうと不断に努力することである。異質な他者との出会い

は、たとえそこに数々の問題が発生しようとも、それが自国文化の再確
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認につながるだろうし、また「異なる文化が出会って新しいものが生ま

れてくることが、結局はフランス文化の活力になっている」 とする高

階秀爾氏の指摘もあるように、そうした異文化との接触が新たな文化の

創造への道を切り開いてきたのである。またこれが人類の歴史でもあっ

たはずである。たしかに変化の速度はきわめて速くなった。そして人々

にはその新たな変化に即座に対応できるだけの心の準備が十分にあるわ

けでもない。異文化の流入に反対する人々は、この変化に対応できない

でいるのではないだろうか。だが冷静に えれば、変化の速度がただ速

くなっただけであり、人類のこれまでの歴史とまったく異なる展開がみ

られるわけではないのである。

異文化間の共存社会

⑴ ハンチントン説への挑戦

1800年から1914年の間に、推定で5000万人がヨーロッパからアメ

リカに移住したという。これが今日では急激に、かつ世界的規模で認め

られるということである。「毎年、数百万もの人々が自発的、あるいは

政治上の理由でやむなく、自分のものとは異なる文化圏に移住してい

る」。1984年だけでも、50万人以上がアメリカに移住しているとされ、

「今日、ニューヨークやサンフランシスコ、ロサンゼルスの人口の４分

の１は移民である」と言われている。先にドイツの外国人について触れ

たが、イギリス、フランスも同じ状況といえる。「フランスには300万

人以上の非白人 その多くは北アフリカ出身のイスラム教徒が住み、イ

ギリスもほぼ同じような数字を示している」 のである。フランスで

は、これらのイスラム教徒もフランス国民として重要な社会的役割を

担っている。ドイツのトルコ人もまた同様である。

さらに模範的な移民国スウェーデンについても触れておかなければな

らない。「人口約880万のこの国には現在、外国人の背景をもつ人々
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（移住者とその子供）170万人強が住んでいる」。この国にも「外国人敵

視」の問題がある。しかしその一方で、「低出生率による人口減を補い、

福祉国家の財源を長期的に確保するためには、より多くの移住者が必要

なのである。2030年までに合計90万人の移住者が必要」と推定されて

もいるのである 。こうなれば、実際にはもはや単一民族国家は幻想

でしかなくなり、否応なく共生への社会システムが求められることにな

る。

こうした状況は、ハンチントンがおこなった未来予想とは、まったく

相容れないものといえよう。ヨーロッパは、決して一つの「ヨーロッパ

文明」という言葉によって一括されうるわけではない。ハンチントン

は、「今後の世界政治をめぐる紛争は、むしろ異なる文明下にある国家

や集団によって引き起こされる文明上の対立が、その主要な要因になっ

ていくだろう」 と述べ、「今後、人々が文明を軸として自己と他者を

区別するようになれば、旧ソビエトや旧ユーゴのような、多様な文明を

内包する国家は解体していく運命にあるといえるだろう」 と述べた。

ドイツの新国籍法にはじまる動き、あるいはEUの統合の動きは、「多

様な文明を内包する国家」を今創りだそうとしていることに他ならな

ず、これは、ハンチントンが説く異なる文明の戦争とは、まったく逆の

えに基づいている。すでに内部に異なる文化、文明を包み込んで、

ヨーロッパが成り立つという発想なのである。

たしかに「文化的アイデンティティの相違は、しばしば危機や紛争の

原因になってきた。したがって自己イメージと他者イメージを相対化す

る異文化間ダイアローグは、21世紀における最重要課題となる」 。し

かしハンチントンの議論は、「ふたつの文化うんぬんのディスカッショ

ンは、あまり意味がないと思う。相互に切り離されたふたつの文化が存

在するということが前提となっているのだから。（中略）文化はつねに

ダイナミックで、変化しうるものだ。それが文化に活力を与えてい
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る」 とするドイツ移民トルコ人であるジェム・エズデミル連邦議会議

員の常識的見解と明らかに矛盾する。たしかに異文化の共存において

は、あるものが生き残り、あるものは消滅する。すべてをそのままに保

存するなどということは不可能なことであろう。だが、これはわが国

で、世代間の相違などといわれることとどこが違うのだろうか。

もっとも、この問いかけは伝統文化の否定を意味するものではない。

たしかに伝統文化の保存にも目配りを怠ってはいけない。人類の知恵も

教訓も、いつまた活用される機会が訪れないとも限らないからである。

だが今日では「資料館、博物館、学校といった御陰で、知識が消失する

度合いが次第に減った」とも言えるし、「伝統を広めたり後続世代に伝

えるために新しいメディアを利用すること」もできる。たとえば「ハワ

イのレオキ・メールボックス・プロジェクトは、それによって固有の言

語を若い世代に伝えることに成功した。同プロジェクトは、この島国の

いくつかの学校でハワイ語が再び教えられるようになるほどの成功をみ

ている」 との実例もあるのである。

国家が、ただ闇雲に民族性や民族固有の文化を強調することは、先の

指摘からすると豊かな文化の創出を妨げる。戦前の対外文化政策は自国

の宣伝であったが、そうした時代は終わった。国家が歴史や伝統を振り

かざして国民に 一性を持ちこもうとする時代は過ぎ去ろうとしている

のである。ドイツの現状はその否定し難い事実を示している。国籍法の

改正その他の政治政策は、それを法的に確定したもの、確定しようとす

るものである。

⑵ 共存と統合

もう少し異なる民族の共存であり方について踏み込んで検討しておこ

う。これには、多数への「統合」か、多数との「共存」かという議論が

ある。ライナー・ミュンツは、「圧倒的多数を占めるドイツ人とマイノ
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リティの関係は、将来どうあるべきか」と問い、二つの選択肢を示して

いる。「ひとつは、マイノリティは広く同化すべきだとするもの。先ご

ろ議論を呼んだ、移民とその子どもたちは『主導文化』たるドイツ文化

に適応すべきという え方が、その代表である。（中略）これと反対の

見解は、民族的多様性を受け入れ、そのような状態が恒久的に続くこと

を肯定する」 ことであるとする。ミュンツは、たんなる「同化」が無

理なことを承知しており、将来のドイツは「永続的にドイツにとどまる

『新市民』を必要とする」と認識している。異なる文化の流入は当然あ

らたな摩擦を生む。しかしそれを誇大に取り上げる必要はない。パスカ

ル・ザカリーの「知識社会においては、価値創造の源泉はアイデアにあ

り、新しい価値あるアイデアは、しばしば思いがけない方向からやって

くる。さまざまな見解がぶつかり合って、それは生まれるのだ。そし

て、このようなぶつかり合いは、異質な人々が共生する社会があってこ

そ可能なのだ」 とする指摘もあるのである。かつてのラジオやテレ

ビ、今日ならインターネットや携帯電話といったものに、人は、当人は

たとえ無自覚であろうと、パラダイムを変換してそれに慣れ親しむこと

になる。異なる文化との接触もそれと同類の体験と えれば、それほど

騒ぎ立てる必要はないだろう。ただしその前提として、移住者にも機会

を 等に与えるような社会のシステムは当然準備しておく必要がある。

そうでなければ、「多元的な社会」は生まれないし、「他者」イコール

「異邦人」のままにとどまることになるだろうからである 。その「多

元的な社会」においては、異質な文化をもつ他者が、一定の責任と義務

を負い、かつ対等の権利を要求できるのでなければならない。この意味

で移住者も、「統合」と「共存」の両面をもつ形で先住者と対等の関係

に立たなければならないのである。
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おわりに ドイツを越えて

本稿では、異文化共存を模索する典型的な例としてドイツを取り上げ

た。かつての「詩と哲学の国」ドイツも、今や大きな変貌をとげようと

している。最後にここまで論じて、二つ想い出すことを記しておきた

い。

1999年はドイツを代表する詩人ゲーテの生誕250周年であり、生誕

月にあたる８月には新聞、雑誌にゲーテに関する記事がきわめて多く掲

載されていた。中でもゲーテの「世界的」な生き方・ え方を強調した

記事が印象に残っている 。しかしそれは、決して自国固有の文化を

創り上げたゲーテを見ようとしているのではない。ドイツは、もはや

ヨーロッパの中のドイツである、と見ている反映でもあろう。これが一

つ。もう一つは、ドイツハイデルベルク大学客員教授の指摘である。

「民族や国家を単位とした文化論に陶酔し、それを支持する層が多い限

り、国境を越えた横のつながりは作りにくい。日本だけでなく、アジア

各地で、韓国人論、中国人論、マレーシア人論などが流行を極めている

状況と対比すると、ドイツ人論を捨てたドイツ社会の先見性がますます

はっきりする。欧州連合圏では、旅券や運転免許証も各国共通の体裁と

なった。21世紀には、伝統的な国民国家の概念が次第に弱まっていく

という予感を持つ人は多い。その兆しは、ドイツとそれを取り巻くヨー

ロッパ西部において、いま最も鮮明に現われているように思える」 。

日本は、ドイツとともに第二次世界大戦後かなり似た道をたどってき

た面もある。だが、わが国は異文化の共存こそ将来の課題であるという

えにさえ、いまだまったく思い至っていないのではないか。わが国の

在住外国人は、1999年末時点で155万を超える程度のものではある。

そしてその約３分の２がアジア系出身者で占められている 。たしか

に増加傾向にはあるが、ドイツなどのEUの国々と比べれば数字の上

ではそれほどのものではない。だが、EUの人々には近々、わが国のよ
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うに文化交流を声高に叫ぶ声そのものがまったく奇妙なものに見えるこ

とになるに違いない。彼らは、すでに異文化交流のストラテジィではな

く、異文化の共存のそれが、厳密にいえば異なる文化の共存ではなく、

多様な文化の共存、多文化共存のストラテジィが今日では求められてい

ると認識しているからである。

わが国では、「外国人労働者に関する政策体系が存在しない」 と指

摘されている。受け入れ政策はないに等しいと指摘されてもいる。この

状況を国際化後進国と見るのか否かは国民の選択にかかっている。勿

論、労働市場開放の面からすると日本はドイツに比べて明らかに後塵を

排している。しかしながら人的受け入れのみで国際化の尺度とするの

は、一方で問題を単純化しすぎるきらいがあるとも えられる。現在わ

が国においても、隣国の音楽や映画等、極めて自然な形で文化が流入し

てきており、これが若者世代を中心に益々浸透化傾向を強めていくと仮

定するならば、そこには自然と異文化が共生し得るような社会的環境が

形成されることもありうるかも知れない。勿論そこには、文化をめぐる

精神的葛藤があることも否定することができないだろう。問題は人的流

入を含め、異文化の流入に対し、自国文化を保持する立場から、一つの

価値観でこれを排斥することである。多文化の共生・共存の道は、文化

相対主義の立場から、互いの文化を尊重することを前提とする。今後、

労働者の受け入れのみならず、それに伴なう異文化の流入も視野におい

た包括的な検討が必要になるはずである。ドイツの取り組みは、そう

語っているように思われる。

（注）
⑴ 労働市場の開放、外国人労働者受け入れの問題には、日本におけるバブルの絶頂期に

見られたように受入国側の国内問題のみならず、外国人労働者本国にとっても「頭脳流

失」という大きな社会的問題を生起させることとなろう。当時単純労働力として日本で
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就労していた外国人労働者は、東アジアを中心にアジア系であり、その中には高学歴者

も多く含まれており、また年齢的にも40歳未満の者が大半を占めていた。これから国

を担う人材が経済的利益を求めて日本で不法就労するといった実態があったのである。

⑵ 朝日新聞、「報告アジアの人流新時代 上」2000年12月24日付。

⑶ ニュース「移民政策」Zeitschrift“Deutschland”NO.3/2000， Societats－Verlag、

６頁。

⑷ 「国籍法改正」Zeitschrift“Deutschland”NO.4/99、８頁。新国籍法が施行された

2000年の帰化件数は「約20万」。ちなみに99年の帰化件数は「14万3000」だった

（Zeitschrift“Deutschland”NO．１/2001、11頁）。

⑸ 「国籍法改正」Zeitschrift“Deutschland”NO.4/99、９頁。カッコ内は「国籍別にみ

たドイツの外国人人口」より筆者挿入。

⑹ 日本で生まれ、その生活の基盤を日本においている在日の韓国人・朝鮮人の人達に

は、もはや帰るべき国がないというのも事実ではあろうが、「戦前から継続して日本に

在留しつづけている在日韓国・朝鮮人（子孫を含む）」には、日本政府は「他の外国人

にはない」特別の在留資格を付与しており、彼らはその優遇された法的地位を付与され

たことによって、「あえて煩雑な手続きを経て日本国籍を取らなくても何も生活に不便」

を感じることがないような状況におかれているのである。70万人（正確には52万人）

の在日韓国・朝鮮人『特別在住者』が日本国籍を取得できないとする一般認識は、前述

したところからも明らかなように正確さを欠き、その全ての原因がわが国の国籍法上の

問題、ならびに政策上の問題に起因するものではないということを銘記しておかなけれ

ばならない（西岡力「同情ではなく事実の直視を」『正論』2000年12月号、40－41

頁）。

⑺ ヨアーナ・ブライテンバッハ、イーナ・ツークリーグル「並存する複数の現代」

Zeitschrift“Deutschland”NO.3/2000、41頁。

⑻ 「グリーン・カード」Zeitschrift“Deutschland”NO.3/2000、10－11頁。

⑼ 「インタビュー 民族的な多様性にイエス」Zeitschrift“Deutschland”NO.6/2000、

48頁。なお2001年「１月初めの時点で、ドイツ企業に雇用されている外国人IT専門

家は4400人を越えた。今年半ばには１万人目のグリーンカード取得者が出る見通しだ」

という（Zeitschrift“Deutschland”NO.1/2001、11頁）。

⑽ 「グリーン・カード」Zeitschrift“Deutschland”NO.3/2000、11頁。

Zeitschrift“Deutschland”NO.6/2000、47頁。

「ドイツにおける移住の現状」Zeitschrift“Deutschland”NO.6/2000、44－45頁。

「壁が崩れた日」Zeitschrift“Deutschland”NO.5/99、12頁。

「1989年11月９日 時代が転換した日」Zeitschrift“Deutschland”NO.5/99、９

頁。

アダム・ミシュニック「昨日と明日のはざまで」Zeitschrift“Deutschland”NO.5/

99、22頁。

次のような指摘がある。統一ドイツの実現は「人口と経済の潜在的力、中欧に占める

地政学的位置からして」「フランスにとって新たな脅威」となった（西村茂「VEC統合

とフランス」日本政治学会編『EC統合とヨーロッパ政治』（年報政治学）1993、77

頁）。

ルドフル・フォン・タッダン「ヨーロッパの世紀への戦略」Zeitschrift “Deutsch-

land”NO.5/99、14頁。

日下淳「EU通貨統合の現状と展望」『欧州連合・政府間会議の動向分析』第一章、
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日本国際問題研究所、平成９年、２頁。

同上。

ルドフル・フォン・タッダン「ヨーロッパの世紀への戦略」Zeitschrift “Deutsch-

land”NO.5/99、15頁。

「1989年11月９日 時代が転換した日」Zeitschrift“Deutschland”NO.5/99、６

頁。

ルドフル・フォン・タッダン「ヨーロッパの世紀への戦略」Zeitschrift “Deutsch-

land”NO.5/99、15－16頁。なおタッダンは、EUのあり方についてはさらに次のよう

な意見があると記している。「とくにイタリアやスペイン、ドイツなどで生き生きとし

た伝統をもつ地方・地域というものを単位としてひとつのヨーロッパを創り上げてはど

うかという えもある。またさらに、日増しに賛同者が増えているのは『市民のヨー

ロッパ』というビジョンである」。

朝日新聞、「貢献度競う仏・独・英」2000年11月24日付。

アラン・メイヒュー「欧州連合への長い道のり」Zeitschrift“Deutschland”NO.5/

99、18頁。

旧ユーゴスラビアは、７つの国境、６つの共和国、４つの言語、３つの宗教、２つの

文字、１つの国家と言われるように、極めて複雑な民族構成からなる国家であった。こ

のユーゴスラビアが曲がりなりにも１つの国家として纏まりを持っていたのは、チトー

という政治指導者の存在があったからである。彼の死後、南北間の経済格差を背景とす

るアルバニア人問題が1980年コソボにおいて火を吹いた。彼とその政権下において、

南北間の経済格差を是正することを目的として、「自主管理制度」の下、強権的に北か

ら南への利益配分を行ったが、この問題は是正されることもなく、南北双方に経済的不

満が鬱積していたのである。この経済的、制度的問題に起因する南北対立の構図に歴史

問題（建国当初からのセルビアとクロアチアの指導権争い）、更には北と南での宗教、

文化圏対立（中部ヨーロッパを自負する北とバルカンを自負する南との互いの差別意

識）が加わり、民主化のうねりの中で同国の「集団指導体制」（連邦での集団指導体制

と「共産主義同盟」による集団指導体制の二重指導体制）が崩壊するととに、各共和国

の政治的対立が激化し、今日に至っているのである。

ヴォルフ・オシリース「南東欧安定協定」Zeitschrift“Deutschland”NO.4/99、23

頁。なおこれに反する報告もある。「旧ユーゴでは、民族主義的言辞を公然と語ること

はまったくのタブーでした」（町田幸彦『コソボの紛争』岩波ブックレット、1999年、

23頁）。

朝日新聞、「バルカンの民族紛争」2000年６月18日（日）。なお「ボスニアの紛争三

派 モスレム（スラブ系イスラム教徒）、セルビア人（正教）、クロアチア人（カトリッ

ク）は共に６、７世紀ころに移動してきた南スラブ系民族を先祖とする人々」で「言葉

は同じセルボ・クロアチア語」を話す（町田幸彦、前掲書、29頁）。モスレム人は、

「ボスニアに住んでいたクロアチア人やセルビア人の一部が、オスマン帝国の統治下で

イスラム教に改宗し、自らをモスレム人と呼ぶようになった」（朝日新聞、「バルカンの

民族紛争」2000年６月18日（日））のだという。したがって、これを「民族紛争」と

呼ぶのは妥当ではない。少なくともコソボとは事情を異にする。

萩原重夫「人権は一つ？ それとも二つ？」憲法理論研究会編『人権理論の新展開』

敬文堂、1994年、204頁。なおこの辺の事情については、オシリースや町田らの報告

（注26）も含めてさらに検討が必要であろう。

朝日新聞、「対オーストリア制裁解除」2000年９月14日付。
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朝日新聞、「独極右政党活動禁止を申請」2000年10月28日付。

朝日新聞、「独上院、極右政党の禁止申請へ」2000年11月11日付。

梶尾孝道「外国人過剰問題とスイス国家」日本国際政治学会編『国際社会における人

間の移動』（『国際政治』87号）1988年、25頁。

対談「二十一世紀を最高に生きるために」『国際交流』1997年第74号、11頁。

コンスタンティン・フォン・バルレーベン「文化の相違を超えて」Zeitschrift

“Deutschland”NO.6/2000、47頁。

「外国の移民政策」Zeitschrift“Deutschland”NO.6/2000、52－53頁。

サミュエル・ハンチントン「文明の衝突 再現した『西欧』対『非西欧』の対立構

図」『中央公論』1993年８月号、350頁。

前掲書、367頁。

「特集 異文化間のダイアローグ」Zeitschrift“Deutschland”NO.3/2000、39頁。

討論「トルコ移民 ドイツは故郷か異郷か」Zeitschrift “Deutschland” NO.3/

2000、61頁。

ヨアーナ・ブランデンバッハ、イーナ・ツークリーグル「並存する複数の現代」

Zeitschrift“Deutschland”NO.3/2000、43頁。

ライナー・ミュンツ「新たな地平を開く」Zeitschrift“Deutschland”NO.6/2000、49

頁。

パスカル・ザカリー「新しき世界市民」Zeitschrift“Deutschland”NO.6/2000、63

頁。

ライナー・ミュンツ「新たな地平を開く」Zeitschrift“Deutschland”NO.6/2000、49

頁、の表現を借用した。

わが国でも、高橋氏が「ドイツ人であると同時にヨーロッパ人だったゲーテ」のイ

メージを強調した講演に触れているし、それを肯定してもいる（柴田翔・高橋義人「対

談・世紀末現代にゲーテを読む」『思想』岩波書店1999年12月号、56頁）。なおこう

した力点の置き方はニーチェ解釈にも見られる。マンフリート・リーデルの『ニーチェ

思想の歪曲』恒吉良隆他訳、白水社、2000年（原書1997年出版）は、民族主義者の顔

をした、かつてのニーチェ像を否定し、ニーチェはゲーテのようにヨーロッパの思想家

だと説いている。

杉本良夫「論壇・ドイツ人論を捨てたドイツ社会」朝日新聞、1998年６月19日付。

朝日新聞、「報告アジアの人流新時代 上」2000年12月24日付。

竹田いさみ「日本型モデル構築必要」朝日新聞、2000年12月24日付。

参 文献>
サミュエル・ハンチントン著『文明の衝突』集英社、1998年。

岩田一政、小寺彰、山影進、山本吉宣編『国際関係入門』東京大学出版会、1996年。

手塚和彰著『外国人労働者』日本経済新聞社、1990年。

梶田孝道著『エスニシティと社会変動』有信堂、1993年。

梶田孝道著『国際社会学のパースペクティブ』東京大学出版会、1996年。

梶田孝道著『国際社会学』放送大学教育振興会、1995年。

宮島喬、梶田孝道編『現代ヨーロッパの地域と国家』有信堂、1993年。

西川長夫、宮島喬編『ヨーロッパ統合と文化・民族問題』人文書院、1996年。
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白井久和、内田孟男編『地球社会の危機と再生』有信堂、1990年。

白井久和、内田孟男編『多元的共生と国際ネットワーク』有信堂、1991年。

『国際問題』No.437、1996年。

油井大三郎、遠藤泰生編『多文化主義のアメリカ』東京大学出版会、1999年。

ジョン・グレイ著『グローバリズムという妄想』日本経済新聞社、2000年。

関根政美著『多文化主義社会の到来』朝日新聞社、2000年。

小平修著『エスニシティと政治』ミネルヴァ書房、1999年。

加藤一夫著『エスノナショナリズムの胎動』論創社、2000年。

五十嵐暁朗著『変容するアジアと日本』世織書房、1999年。

山影進著『対立と共存の国際理論』東京大学出版会、1999年。

『国際交流』第63号、1994年。

羽場久 子著『統合ヨーロッパの民族問題』構談社、1994年。

（ながいし ひろたか・本学助教授)

（ながくら せいいち・武蔵大学非常勤講師)
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クーデタと司法権
フィジー控訴裁判所判決（01／03／2001）の批判的検討

CoupandJudicialPower

CriticalStudyoftheFijiCourtofAppealRuling(01／03／2001)

東 裕
YutakaHIGASHI

キーワード：フィジー憲法、クーデタ、司法権の独立、太平洋島嶼

国、オセアニア政治

要旨

2001年３月１日、フィジー控訴裁判所は前年５月の軍事政権による憲法の破棄は違憲

無効であり、1997年憲法は依然としてフィジーの最高法規であると判示し、暫定政権の

合法性を否定した。この判決を受け入れる形で暫定政権は前年５月29日以来の法的連続

性確保のための措置をとり、自らは選挙管理内閣へと装いを改め、2000年７月の暫定政

権発足以来の政策方針を放棄した。判決は司法機関としての権限を逸脱した政治判断では

ないかと疑われるが、それでも暫定政権がこの判決を受け入れざるを得なかったところ

に、外国人裁判官で構成される司法機関を通じた「植民地支配」類似の構造を窺うことが

できよう。こうした実態の一端を、判決の分析を通して明らかにしたい。

苫小牧駒澤大学紀要 第６号 2001年９月

苫小牧駒澤大学紀要第６号（2001年９月28日発行）

BulletinofTomakomaiKomazawaUniversityVol.6,28September2001

注意：この次頁は白になります。（裏白）



目 次

はじめに

１．控訴裁判所の地位

２．新体制成立の条件

３．控訴裁判断の偏向

４．むすびにかえて 司法権の独立と国家の独立

はじめに

昨年（2000年）11月15日にラウトカ高等裁判所（Lautoka High

Court）で1997年憲法は現在も有効であり、暫定文民政権の任命は違

法であるとの判決が出された。この判決は、５月19日の文民クーデタ

以来の一連の事件の結果発生した事態によって不利益を被ったとするあ

る農民が、現在のフィジー憲法の地位についての判断を求めて提訴した

のに応えたものである。原告の主張の要点はおよそ７点に絞られ 、そ

れに対しラウトカ高等裁判所のゲイツ（AnthonyGates）判事は「宣言

的判決」（declaratoryorders）としてそれぞれの主張に対し判断を下

したが 、そのうち政治への影響という点で次の３点が特に重要と え

られる。

① マラ大統領による非常事態宣言は、憲法の定める条件の中で厳格

に宣言され、その結果「必要性の法理」（doctrineofnecessity）

の下で当初から有効性が認められる。

② 1997年憲法の破棄は「必要性の法理」の枠内でなされたもので

はなく、その破棄は違憲であり効力を有しない。1997年憲法は現

在もフィジーにおける最高かつ有効な法規である。

③ 大統領・上院・及び下院で構成されるフィジー国会は現在もなお

存在し、５月19日現在及びそれ以前の在職者は依然としてその職

にある。辞任したラツー・カミセセ・マラ大統領は大酋長会議に
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よって指名された時のまま大統領職にあり、上院議員は依然として

上院議員であり、選挙によって選ばれた議会のメンバーは依然とし

て下院議員である。原状は回復される。国会は大統領の裁量により

できるだけ早期に召集されるべきである。

すなわち、この判決の最重要点は、軍事政権による憲法破棄を違憲と

し、暫定政権の行為の有効性を否定することで1997年憲法の有効性を

確認し、その結果暫定政府の法的正当性を否定するところにあった。

この判決に対し、暫定政府のアリパテ・ゲタキ（AlipateQetaki）法

務総裁（Attorney-General）は、政府側の提出証拠が不十分な段階で

原告側の提示した証拠に基づいて判断されたものであるとして、「国民

が必要としているのは真の知恵と成熟に基づいた判決であるが、この判

決にはそれが欠けている」と非難し 、暫定政府はこの判決を「宣言的

判決（確認判決）」であり法律同様の強制力を持たないとしながらも、

判決の執行停止命令（stay order）を求めてフィジー控訴裁判所（Fiji

CourtofAppeal）に上訴した。その判決が2001年３月１日に出され、

それがフィジー暫定政権のこれまでの政策を一気に転換させるものと

なった。控訴裁判所が次のような判決を下したためである。

① 1997年憲法は現在もフィジー諸島の最高法規であり破棄されて

はいない。

② 国会は解散されていない。国会は2000年５月27日に６か月間停

会された。

③ 1997年憲法の下での大統領職は2000年12月15日にマラ大統領

の辞任が有効となったときに空席となった。憲法88条の規定に

従って、副大統領が2001年３月15日まで大統領の職務を代行す

る。

暫定政権はこの判決に異議を唱えたものの、結局この判決に沿う方向

に政策を転換した。それはまず、５月30日の憲法破棄の時点に遡り、

東 裕 クーデタと司法権
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そこからの法的連続性を維持するという観点から、政権の合法性を確保

するための手続きがとられることになった。

３月14日に、ラツー・ジョセファ・イロイロ（RatuJosefaIloilo）

大統領代行が暫定政権首相のライセニア・ガラセ（LaiseniaQarase）

の辞任を受けて、５月30日の時点で首相職を代行していたラツー・モ

モエドヌ（RatuMomoedonu）を暫定政権首相に任命し、イロイロ大

統領代行の代行期限が切れるその翌日３月15日にイロイロがフィジー

大統領の就任宣誓を行い、その直後にかれは下院を解散した。翌16日

の朝には、ガラセが選挙管理内閣の首相として再び任命された。そし

て、総選挙が８月25日から９月１日にかけて実施されることに決まっ

た。

こうして、この控訴審判決は、2000年７月以来、新憲法の制定とそ

の憲法の下での総選挙の実施という立憲民主制への復帰に向けて独自の

努力をつづけてきたガラセ暫定政権のスケジュールを白紙に戻し、「強

引」に2000年５月まで時計の針を押し戻したのである。判決の中で、

法的判断のみを行い政治的判断を行うものではないと明言されている

が、そのことがかえって言い訳めいて聞こえてくるようである。司法の

衣をまとった政治、それも先進民主主義諸国の価値観の一方的押しつけ

のような、あたかも司法権による「植民地支配」といっても過言ではな

いような印象を受ける。

このような問題意識から、控訴審判決の問題点を指摘し分析してみた

い。

控訴裁判所の地位

控訴裁判所の判決の要旨については、すでに別の機会に紹介した 。

本稿ではそれをもとに要点を摘示しながらこの判決の問題点について
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えてみたい。

⑴ 控訴裁判所の立場

判決の冒頭で、司法機関としての裁判所の立場を次のように定義付け

る。

「司法裁判所として、その職務は法的問題の決定に限定される。我々

は法的問題ではない問題、とりわけ政治的性格をもった問題について判

決を下す権限も権威も備えてはいない。我々は事件の政治的メリットや

知恵を 慮することなく、事件を実際に起こった事実と証拠に基づいて

判断した。」

すなわち、事実と証拠に基づいて法的判断を下すものであって、政治

判断を行うものではないことが宣言される。しかし、ここで「政治的性

格をもった問題について判決を下す権限も権威も備えてはいない」とは

いえ、文民クーデタに始まる一連の行為の中で行われた憲法の破棄とい

う行為を法的判断の対象にし、憲法の有効性を判断することが、はたし

てこの判決にいう「政治的性格をもった問題」に当たらないかどうか大

いに疑問といわざるをえない。つづけて判決は、「我々の職務は1997年

憲法がフィジーの最高法規としてなお存在しているかどうかを決するこ

とであり、憲法がフィジーにとって最善の憲法であるかどうかを決める

ことではなかった。憲法がなお有効であるかどうかを決めることは、裁

判所のもつ純粋な法的機能であり、2000年５月29日にバイニマラマ軍

司令官による憲法破棄の憲法的有効性を純粋に法的に判断するものであ

る。」 とする。だが、このような法律判断を行うこと自体、「バイニマ

ラマ軍司令官による憲法破棄」という法的問題を含んだ政治問題に介入

することにほかならないのではないだろうか。

そもそも、憲法が破棄され、その後暫定文民政権へ権限が委譲され、

フィジーを平穏のうちに実効的に支配しているとみえることころに司法
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機関たる裁判所が憲法破棄についての法的判断を行いうる根拠は何なの

か。言い換えれば、憲法破棄によって裁判所そのものの憲法的根拠が失

われてしまっているのではないかとの疑問が呈せられて当然であろう。

この点について判決は次のようにいう。

⑵ 裁判所の再設置

「８月17日に裁判令2000年（命令第22号）（Judicature Decree

2000（DecreeNo.22））が布告され、７月13日に遡って施行された。

これは、７月12日現在、最高裁判事、控訴裁判事、及び高裁判事の職

にある者はその職を維持していることを確認し、そして同命令はフィ

ジー高等裁判所及び控訴裁判所を『再び設置』した。第８条２項は最高

裁判事及び現在の高裁判事は忠誠宣言を、そして「以前フィジーにおい

てそのような宣誓を行った者」については司法宣誓を要求されないと規

定した。第13条２項は、控訴裁判事について同様の規定をおいている。

スケジュールにおける忠誠宣誓及び司法宣誓は1997年憲法と同様では

なく、それらの中には裁判官は「あらゆる場合に憲法を支持する」とい

う声明を含んではいなかった。第15条１項は、この裁判所を『フィ

ジー共和国』の最終控訴裁判所とし、16条１項は1998年の最高裁判所

法の廃止を定めている。」

すなわち、事実上バイニマラマ軍司令官による憲法の破棄以後もそれ

までの裁判所の地位及び裁判官の職にほとんど変更がなく、暫定政権の

「裁判令」（命令第22号）によって高等裁判所と控訴裁判所については、

それらを「再び設置」すると宣言することで暫定政権は、両裁判所の組

織と権限をクーデタ以前のままで、暫定政権の発足時点の７月13日に

遡って認めたのである。ただし、最高裁判所についてはその廃止を決

め、控訴裁判所を終審控訴裁判所として終審裁判所とする変更を行って

いる。
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こうして判決の中で、控訴裁判所の権限に変更がなく、また最高裁判

所の廃止に伴い最終審としての判断を行うことを明示し、この問題につ

いて判断することの正当性と判決の権威を強調している。

⑶ 戒厳令と憲法の破棄

５月29日に軍司令官は憲法廃止命令（暫定軍事政権命令第１号

（InterimMilitaryGovernmentDecreeNo.1））を布告するとともに、

命令第３号（DecreeNo.3）で暫定軍事政府の樹立を布告し、その第５

条２項でフィジー共和国の行政権は軍事政府の長たる軍司令官に与えら

れると規定した。命令第１号による軍事政府の樹立は戒厳令（Martial

Law）の布告を含むと軍司令官は理解したが、このことについての宣

言はなかった。しかしながら、６月11日の日曜に軍事評議会は「現在

フィジーの人々に課されている戒厳令について説明するために」という

公告を出し、その中で戒厳令について次のように述べた。

「戒厳令は文民政府が公共の安全を維持できないときに軍事政府に

よって市民に課される一時的な支配であると定義されるだろう。戒厳令

を宣言しそれを実施する権限は憲法から派生するだろうが、この場合戒

厳令が宣言されるときにも憲法はその地位を維持する。我々フィジーの

場合、憲法に戒厳令の宣言及びその実施規定がなく、それゆえ軍事政府

は他の理由とともに、公共の安全と法と秩序を回復するためには憲法を

排除することが適当であると判断した。」

ここに憲法破棄の直接の理由が戒厳令の布告と実施の必要にあったこ

とが明らかにされている。「公共の安全と法と秩序の回復」が当時の

フィジーにとっての最優先課題であり、そのためには戒厳令を布告する

ことによって軍事政府が事態の収拾に当たることが必要であると軍当局

は判断した。しかし、憲法には戒厳の規定がなく、憲法にその根拠を求

めるわけにはいかない。憲法に戒厳の規定があれば、その規定に従って
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一時的に軍政に移管し、憲法の一時的停止を含むいわゆる委任独裁体制

が成立する。それによって危機の収拾に当たり、平穏な状態の回復とと

もに再び通常の立憲民主制のプロセスに復帰、というのが憲法で戒厳が

規定されている場合のあり方である。しかし、戒厳の規定を欠くフィ

ジー憲法の場合は、戒厳の法的根拠を超憲法的理由に求めざるをえず、

それがすなわち「公共の安全と法秩序の回復」という「必要性」なので

ある。

ちなみに、この戒厳令下においても、次のような状態が見られたこと

が判決の中で語られる。

「戒厳令が宣言されたあと、軍事当局は軍事評議会を設置し、命令に

よって支配している。戒厳令は軍当局に対し、最少の期間内に国を正常

化するという目的を追求する際に、個人の権利を制限し、政府の武器使

用を命じる権限を与える。当局は、この危機の間に文民を裁判にかける

軍事法廷を特別に設置しないことに決めた。警察は通常の職務である法

律の執行と捜査権を保持しつづけることを許され、裁判所はその権限を

弱められることはなく、官僚機構はときに軍事当局から指令を受けつつ

通常の機能を維持することを許された。」

すなわち、戒厳令下にあっても行政機構や司法機構がほぼ通常の機能

を維持しつづけたことが指摘され、とりわけ裁判所の権限に変更がな

かったことが３月１日の違憲判決の根拠となる、という逆説を生むので

ある。

⑷ 「必要性」と憲法秩序変更の成否

「必要性に基づいた軍司令官による憲法破棄という法秩序の変更の試

みが成功したかどうか」 が判決の焦点になる。つまり、憲法が破棄さ

れた後、以前の法秩序に代わって成立した新たな法秩序が有効に機能し

ているかどうかが問題になる。このことについては、さまざまな理論的
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定式があるが、控訴裁判所はそのいずれにも拘束されるものではないと

いう立場を明らかにし、とりわけハンス・ケルゼンの理論については、

「ケルゼンの著作に過剰な影響を受けているように思える者もあり、こ

の理論によるとあまりにも容易に権力の簒奪者にくみすることになる」

として、その事実の規範力の理論への警戒をあらわにしている。そし

て、代わりに「多くの権威者は国際条約の草案の中にある基本的人権の

強調という現在の傾向と、さらには現在の目的のためにより重要である

1997年憲法を前に決定している」 として、「基本的人権の尊重という

国際的な傾向」と「1997年憲法」を基準に据えて必要性を理由とする

憲法秩序変更の試みが成功したかどうかを判断する。

このような基準に基づいて裁判を行うこと、とりわけ破棄された憲法

をもとに憲法秩序の変更が成功したか否かを判断することに根本的な矛

盾を感じるが、控訴裁判所の見解によれば、戒厳令下においても裁判所

の機能に変更はなく、その裁判所は破棄された憲法を根拠にその地位と

権能が認められているものであるから、その裁判所の機能に変化がない

ということは、逆に憲法が破棄されていないことを示す証拠であるとい

うのである。

新体制成立の条件

⑴ 革命政府が法的正当性を獲得するための一般的条件

判決では、1979年にグレナダで発生したクーデタの事例が検討され、

この判例（MitchellvDirectorofPublicProsecutions(supra),a

decisionoftheCourtofAppealofGrenada）の中で援用された要件、

すなわちクーデタによって樹立された新体制が国内的に法的正当性を獲

得するための４つの条件が提示される。

⒜ 革命が成功し、政府が行政上確固として確立され、対抗する政府
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が存在しないこと。

⒝ 新政府の法が有効であり、人々が全般的にその法に従って行動し

ていること。

⒞ そのような遵法行動は人々の自発的な受け入れと支持によるもの

で、単に強制や暴力の恐怖によるものではないこと。

⒟ 体制は抑圧的で非民主的なものではないこと。

これらの条件のすべてが満たされない限り、民主国家における裁判所

は革命政府を正当なものと宣言すべきではない（グレナダ高等裁判所の

ヘイネス（P.Haynes）判事の見解）とするのが「有効性のテスト」

（efficacytest）である。こうした４つの条件が満たされたとき革命や

クーデタという憲法外の方法によって成立した政府であっても正当性を

獲得するのである。 この理論はおよそ事実の認定にかかわるものであ

り、一見客観的な基準であるようにも見えるが、裁判所と新政府の関係

次第では事実認定が政治的に左右される可能性があることはいうまでも

ないだろう。そのことはひとまずおくとして、控訴裁判所は判決の中

で、フィジーのコモンローの文脈の中では、次のような条件が必要だと

えるとして、「有効性のテスト」を下敷きとしながらも、次の９つの

要件（⒜～⒤）を付した ことは、いっそう厳格な条件を付し要件の

明確化を図ったとはいえるが、実はそこに政治的意図が秘められている

のではないかと疑われるのである。判決では「フィジーのコモンローの

文脈では」として、フィジーの事情が 慮されたことが示唆されている

が、ここでのフィジーの事情は、いずれも暫定政府にとって不利な条件

設定につながるものではないかと疑わざるをえないのである。次にその

条件を紹介し、そのことを検討したい。

⑵ フィジーにおける新体制確立の条件

⒜ 事実上の政府が全体としての国民の同意に基づいて確固として国
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の支配を確立しようとしていることの証明。

⒝ この証明が、その要求の重要性と深刻さのために高度の市民的水

準に合致しなければならない。

⒞ 憲法の破棄が、事実上の政府が行政上確立され、その対抗政府が

ないという意味で成功を収めなければならない。

⒟ 対抗政府が存在するか否かを 慮するにあたって、審理の対象と

なるのは対抗勢力が事実上の政府を武力による力で排除しようと

えているかどうかには限定されない。この場合選挙によって選ばれ

た政府が権力を回復しようとしているか、憲法が承認されるべきだ

としているかが関係する。

⒠ 人々が事実上の政府の指令に従って行動していることが証明され

なければならない。この文脈では、事実上の政府が以前の立憲政府

下の多くの法律（例えば、刑法、商法、家族法など）を頻繁に再承

認し、国民が日常生活の多くの局面で二つの体制の違いにほとんど

気づいていないことがこの証明に関係する。普通、選挙権や個人の

自由が対象とされる。証人の一人が述べたように、税金や土地権限

担当の公務員はクーデタの間もそしてその後も通常どおりの勤務を

行っていた。それらの職務は確立され、大臣の指示は必要とされな

かった。われわれは、その種の事実から人々が新体制を承認してい

るという証拠をほとんど引き出すことはできない。

⒡ 人々の新体制への服従は、事実上の政府が強制や力の恐怖への無

言の服従とは異なる人々の受容と支持によるものであるということ

によって証明される。

⒢ 事実上の政府が支配を行ってきた時間の長さが関係する。明らか

に、時間が長ければ長いほど、新体制が受容されている可能性が高

い。

⒣ 選挙は有効性の有力な証拠である。政府の中に選挙によって選ば
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れた代表をもたず、選挙権が認められない体制は、人々による受容

があまり確立されているようにはみえないということになる。

⒤ 有効性は、決定を行う裁判所による聴聞の際に表明される。

以上の９つが、フィジーにおける新体制確立の条件として判決の中で

提示されたものである。これらの条件の中に含まれる文言で特に厳格な

条件、すなわち暫定政府に不利な条件を付したものと えられる部分が

太字の部分である。

⑶ 新体制確立の条件にみる政治性

以上の条件にみられる政治性を以下に指摘する。

① 国民の支持：事実上の政府（新政府）が確固として確立されてい

ると判断されるためには、「全体としての国民の同意」がなければ

ならず、しかもこのことの証明には「高度の市民的水準」への合致

が要求されている。これは明らかに「有効性のテスト」に加重要件

を付したものであり、事実上の政府を認めないための要件付与と

えざるをえない。しかも、国民の同意に「全体としての」という修

飾語を付することで、いささかの反対でもあれば新政府への支持が

ないものと判断される恐れがあり、さらに「高度の市民的水準」へ

の合致の要求という曖昧な基準にはフィジアンを中心とする「草の

根」の人々の意見を一段低くみなす姿勢が窺える。

② 対抗勢力の存在：対抗勢力の存否の要件を見ても、「有効性のテ

スト」以上の加重要件が付されていることは明らかである。「選挙

によって選ばれた政府が権力を回復しようとしているか、憲法が承

認されるべきだとしているかが関係する」との一文は、明らかに

チョードリー前首相とその支持者の存在を意識したものといえよ

う。恣意的な加重要件の付与がおおいに疑われるところである。

③ 政府の指令への国民の服従：新政府と以前の政府との違いを意識
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せず国民が生活していることを新政府承認の証拠とすることができ

ないとしているが、これこそ逆に新政府への国民の黙示の支持を証

明するものではないだろうか。いうまでもなく、このような事実

は、人々の新政府への「強制や力の恐怖」によらない無言の服従を

表すものにほかならないからである。

④ 選挙を有効性の証拠とすること：クーデタや革命によって成立し

た政権が、その基盤が安定するまでの間、選挙が実施されないのは

いわば当然のことであろう。しかるに、政府の中に選挙によって選

ばれた代表がいないことをもって政府の有効性が疑われるとするこ

とは、事実上一切の非憲法的政治変動を裁判所は承認しないという

立場の表明といえるのではないだろうか。そもそも裁判所がこのよ

うな権限を持ちうるのであろうか。ちなみに、「必要性のテスト」

にはこのような条件はない。

以上の４点から見ても、控訴裁判所が提示した新体制成立の要件は、

「必要性のテスト」に比べあまりにも過重な要件を付したものであり、

このような要件の付与にあたっては、暫定政権に対する控訴裁判所の厳

しい姿勢が反映されているようにみえる。「政治性」と呼ぶ所以である。

控訴裁判断の偏向

控訴裁判所は、以上の要件を次の二つに集約して判断を行っている。

すなわち、①暫定文民政府が確固として確立され対抗政府が存在しない

こと、②人々がその政府の受容を推測できるような状況の中で暫定文民

政府の指令に従って行動していること。この２つの要件が満たされてい

るかどうか、控訴裁判所は提出された証拠に基づいて次のような判断を

示した。
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⑴ 対抗勢力の存否について

まず、対抗政府の存在に関する第一の要件については次のような判断

が示された。

「５月19日の事件後、暴力と無法状態が国を無政府状態の危険にさら

したが、暫定軍事政府は秩序回復の任務を成功裡に行った。11月２日

の軍の混乱も効果的に鎮圧した。組織的な抵抗や暫定文民政府に取って

代わろうとする武力による試みもない。しかし、そのことは、『対抗政

府』が存在しないことを意味しない。

チョードリー前首相と前内閣のメンバーが提出した宣誓供述書による

と、人民連合は1997年憲法の下で進んで前職に復帰する用意があり、

人民連合は下院の71議席中44議席という多数の支持を依然として有す

るため、政府を形成することが可能であるという。それに加え、高等裁

判所に対し、人民連合のメンバーによる1997年憲法の破棄を問題とす

る２件の訴訟が提起されている。これは、裁判所を通じてその統治権の

確認を求めている対抗政府が存在することを示す証拠である。」

このように、チョードリー前首相の人民連合が提出した宣誓供述書の

記述を高く評価し、人民連合のメンバーによる憲法の破棄をめぐる２件

の訴訟の提起という事実を重く見て、対抗政府の存在の証拠と評価して

いる。なるほど、対抗政府の存在要件を武力による勢力に限らず広くと

らえる立場をとった以上（あるいはこのような判断を示したいために要

件を広くとらえた？）、このような判断も当然といえば当然ではあるが、

ここには判断の恣意性が感じられてならない。政府が憲法外の力によっ

て変更されるような事態にあっては対抗する政治勢力の存在が当然予定

される。その相対立する勢力の一方が闘争に勝利し新政府を樹立するの

であり、新政府の樹立後においても、反政府勢力の新政府への武力や言

論による対抗が見られるのは通常の事態ではないだろうか。そのような

抵抗が新政府を揺るがすような勢力となってはじめて対抗勢力（対抗政
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府）の存在といいうるのではないだろうか。控訴裁判所はあまりにも安

易に対抗勢力の存在を認定しているといわざるを得ない。

⑵ 国民の新政府受容について

第２の要件については、次のような判断が示された。

「暫定文民政府はクーデタ中もそれ以後も政府の行政が機能しつづけ

ていることを人々の受容が推測できる証拠としているが、我々はこの事

実はほとんど受容の証拠とはならないと える。必要とされるのは暫定

文民政府へ国民の広範な支持及び1997年憲法の破棄に対する人々の受

容を裁判所が推測できるような事実、という証拠である。暫定文民政府

はそのような証拠を提出していない。証拠はほとんどが公職にある者か

らのものである。パラサッド側からはフィジーの人々が概して暫定文民

政府を支持していないことを示す５巻に及ぶ宣誓供述書が提出された。

この証拠はフィジーの多くの人々が1997年憲法がフィジーにおける異

なる民族集団の理想や希望を表現し保障するものであると信じているこ

とを示唆している。提出された資料は、1997年憲法の破棄については

それを正当化する適切な理由がないと広く信じられていることを示して

いる。

2000年８月27日から９月５日にかけてコモンウエルス人権イニシア

チブ（CommonwealthHumanRightsInitiative）が後援する人権代表

団がフィジーを訪問し、各地の市民団体と協議し報告書を作成したが、

その７頁に次のような記述が見られる。『市民社会団体、とりわけ原住

民フィジー人社会を代表する団体との協議の結果、軍が背後にある暫定

政府への国民の支持がほとんどないことが明らかになった。』

裁判所は、1997年憲法の存在の継続を承認してきた。ゲイツ判事が

この事件の聴聞を行った2000年８月23日から判決を下した11月15日

の間に、1997年憲法の有効を基礎とする４件の判決が高等裁判所で出
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された。」

ここでも、暫定政府の主張をほとんど 慮せず、「必要とされるのは

暫定文民政府へ国民の広範な支持及び1997年憲法の破棄に対する人々

の受容を裁判所が推測できるような事実」という要件を持ち出し、原告

側の提出した資料や海外の団体の作成した報告書の記述を重く評価する

という偏向がみられるのである。

⑶ 結論について

以上の２つの要件について審理し控訴裁判所は次のような判断を示し

た。すなわち、「本法廷は約７か月間しか経過せず、厳しく人々の抗議

を制限してきた政府を人々が真に受け入れているという説得的な指標

を、たいていの人々が前体制の下での日常生活との違いをほとんど気づ

かないという消極的な服従の様子からは見いだすことができない。真の

受容を示す説得的な証拠の不在のため、暫定文民政府は同政府への人々

の受容を証明できてはおらず、従ってフィジーの合法的な政府の確立に

失敗したといわなければならない。」

こう判断して、控訴裁判所は次の結論を示した。

① 1997年憲法は現在もフィジー諸島の最高法規であり破棄されて

はいない。

② 国会は解散されてはいない。国会は2000年５月27日に６か月間

停会された。

③ 1997年憲法の下での大統領職は2000年12月15日にマラ大統領

の辞任が有効となったときに空席となった。憲法88条の規定に

従って、副大統領が2001年３月15日まで大統領の職務を代行す

る。

この判決を受けて、暫定政権はその法的連続性を確保するための手続

きをとり、８月の総選挙に向けて選挙管理内閣へと装いを改め、それま
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での暫定政権の新憲法制定 総選挙実施というスケジュールを白紙に

戻した。判決文の冒頭で純粋に法的判断に終始する旨を宣言した高裁判

決ではあったが、判決のもたらした政治的影響力の大きさは絶大なもの

があった。

むすびにかえて 司法権の独立と国家の独立

控訴裁判所の判決をきっかけに、2000年５月以来の混乱に法的決着

が付けられたといえよう。その混乱の始まりが、失敗に終わった文民

クーデタという反憲法的、反民主的事件によるものであっても、その後

の軍事政権の成立、暫定文民政権への権力委譲、そして暫定文民政権に

よる立憲民主制への復帰に向けた政策には、たとえそれがフィジアンを

中心とするものであったとしても、国民的和解を視野に入れたその努力

には見るべきものがあったのではないだろうか。クーデタ事件のさなか

にも話し合いが継続され、最終的にスペイトらとの間に人質解放に関す

る協定（MuanicauAccord）が結ばれ、人質全員が無事に解放される

ことになったではないか。これが欧米のどこかの国での出来事であれ

ば、あるいはわが国での出来事であれば、どのような結末が待っていた

であろうか。想像に難くないだろう。ここには、やはりパシフィック・

ウェイ（PacificWay）が息づいているのだ。性急に結論を急ぐのでは

なく、合意形成に向けて話し合いを積み重ねていくその手法には、むし

ろ我々が学ぶべきものすらあるとはいえないだろうか。

にもかかわらず、暫定政権のスケジュールは３月１日の控訴裁判所判

決ですべて振り出しに戻されたのである。裁判所が憲法に基づいて司法

判断を行い、政権の法的根拠を否定する判決を下し、その判決に従って

政権が即座に合法性を確保するための手続きに着手する。

ここには一見望ましい司法権と行政権の関係が成立しているように映
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るが、控訴裁判所の裁判官の構成に目をやると「司法権を通じた植民地

支配」が行われているかのような感を強くする。５人の判事のなかに

フィジー人は皆無で、裁判長は元ニュージーランド控訴裁判所判事、他

の４人は元ニュージーランド控訴裁判所判事、元パプアニューギニア副

主席判事、元トンガ主席判事、元オーストラリアニューサウスウエール

ズ州控訴裁判所上級判事と、裁判官全員が外国人で構成されているので

ある。しかもその名前から判断して少なくとも４名は白人であると推測

される。 このような裁判所の実態にかんがみると、憲法の保障する司

法権の独立 が国家の独立を阻害し、裁判過程を通じた西欧的価値観

の「強制」を保障する機能を果たしているのではないかとの疑念を払拭

することができないのである。本稿で指摘したように、控訴裁判所の判

決に見られる「偏向」はこのような疑念を補強する証左ではないだろう

か。

「司法裁判所として、その職務は法的問題の決定に限定される。我々

は法的問題ではない問題、とりわけ政治的性格をもった問題について判

決を下す権限も権威も備えてはいない。我々は事件の政治的メリットや

知恵を 慮することなく、事件を実際に起こった事実と証拠に基づいて

判断した。」

この判決冒頭の宣言が、判決の政治性を覆い隠すための伏線のように

感じられてならないのである。太平洋島嶼国の司法制度の実態的研究が

待たれる。

（注）
⑴ ラウトカ高等裁判所の判決（ゲイツ判決）については、東 裕「フィジークーデタ

（2000年）の憲法政治学的 察」苫小牧駒澤大学紀要第５号、2001年３月、pp.106-

110、参照。なお、原告の主張は次の７点であった。①５月19日に試みられたクーデタ

は失敗だった。②「必要性の原理」のもとで、マラ大統領によって出された非常事態宣

言は違憲であった。③暫定軍事政権の命令による1997年憲法の破棄は違憲であった。
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④1997年憲法は現在もなお効力を有している。⑤選挙によって選ばれた政府は依然と

して合法的に構成された政府である。（暫定軍事政権とスペイトグループがフィジーを

統治することについて合意に達していないという点から見て）⑥選挙によって選ばれた

政府（人民連合政府）はなお正統な政府である。⑦裁判所が公正で公平と えるあらゆ

る救済を行うべきである。（p.107）

⑵ この３点の他に次の２点が示された。①５月19日のクーデタは失敗だった。②政府

の地位が不安定なため、大統領にはできるだけ早く首相を任命する任務が残され、下院

議員は大統領の意見を入れて、憲法47条及び98条によって下院で信任を得られる政府

を形成することができ、その政府がフィジーの政府となる。（同論文、pp.107-108）

⑶ STATEMENT FROM THEATTORNEY GENERALANDMINISTERFOR

JUSTICE,ALIPATEQETAKI,IN RELATION TOJUDGMENT DELIVERED

YESTERDAYINTHECHANDRIKAPRASADCASE,November16th,2000.

(http://www.fiji.gov.fj/press/200011/20001116-01.shtml)
⑷ 控訴裁判所の判決の概要については、東 裕「フィジー控訴裁判決（01.3.1）要旨」、

「パシフィックウェイ」、2001年春号（通巻118号）、pp.4-14、参照。なお、判決の原

文については、FijiSun,March2,2001,pp.14-15.参照。

⑸ 東「フィジー控訴裁判決（01.3.1）要旨」p.5.
⑹ 同、同頁。

⑺ 同、pp.8-9.
⑻ 1997年憲法によれば、フィジーの司法権は、高等裁判所（HighCourt）、控訴裁判所

（CourtofAppeal）、及び最高裁判所（SupremeCourt）、並びに法律によって設置され

るその他の裁判所に与えられており、最終審は最高裁判所である。（FIJI GOVERN-

MENTONLINE/http://www.fiji.gov.fj/judiciary.shtml）

⑼ 東「フィジー控訴裁判決（01.3.1）要旨」p.7.
同、同頁。

同、p.10.
同、同頁。

同、p.7.ほか。

同、pp.10-11.および東 裕「クーデタの法理について」（苫小牧駒澤大学紀要第４

号、2000年９月）、pp.100-106.参照。ここではヤシュ・ガイ教授の所説をもとに、クー

デタと新体制成立の法理についての理論が紹介されている。本判決で引用されているハ

イネス判事の「必要性のテスト」についてはこの中で「『成功したクーデタ』の法理」

（Thesuccessfulcoupdoctorine）として紹介されている。（pp.102-103）

東「フィジー控訴裁判決（01.3.1）要旨」pp.11-12.
同、pp.12-13.
同、p.13.
同、pp.13-14.
控訴裁判所の判事は、次の５名である。裁判長SirMauriceCasey（元ニュージーラ

ンド控訴裁判所判事）、Sir Ian Barker（元ニュージーランド控訴裁判所判事）、Sir

MariKapi（元パプアニューギニア副主席判事）、JusticeGordonWard（元トンガ主

席判事）、JusticeKennethHandley（元オーストラリアニューサウスウエールズ州控

訴裁判所上級判事）。

(http://www.fijivillage.com/news/extras/fijicoa/index.shtml）

裁判官は政府の立法部及び行政部から独立し（118条）、その任用資格としてフィ
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ジーまたは議会の定めるその他の国において裁判官として一定の高い地位にあるかまた

はあったことが必要とされる（130条⒜）。

東「フィジー控訴裁判決（01.3.1）要旨」p.5.

（ひがし ゆたか・本学教授)

( )113

苫小牧駒澤大学紀要 第６号 2001年９月



AsianAmericansintheUnitedStatesofAmerica:
TheStruggleandSuccessofAsianImmigrants

アメリカ合衆国におけるアジア系

アメリカ人：アジア系移民の苦闘と功績

村 井 泰 廣
YasuhiroMURAI

キーワード：Acculturation,AsianAmericans,Assimilation,Ethnic

Identity, Immigrants, Melting Pot and

Multiculturalism

ABSTRACT

Itisacknowledgednowadays,thatAsianAmericansareoneofthefastest

growingpopulationsintheUnitedStatesandoneofthemostdiverseintermsofclass,

culture,andpoliticalandsocialexperience.Alotofstudiesandsurveyshavebeen

conductedtofindouthowtheoldergenerationoftheAsianimmigrantsworkedtheir

strugglethroughforthesuccessofthelattergenerationwhocalledthemselvesAsian

Americans.

AlthoughtheoldergenerationsoftheAsianimmigrantsaredeeplyaffectedby

discrimination,linguisticsbarriersandculturaldifferences,thisstudyistoexamine

thepositiveaspectsofAsianAmericanhistorythatiswhattheseimmigrantsdid

ratherthanwhatwasdonetothem.Thefocusofthisstudyislaidonthe

achievementoftheAsianAmericansineducation,economic,assimilationand

politicalinvolvementinAmericansociety.

SincethewriterbelievesinthenotionthatAmericacouldideallyintegrateall

racedifferencesintosalad-bowlmulticulturalism,thisstudycanbeseenasan

orientationthatwillhopefullystimulatemorestudies.
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.INTRODUCTION

TodayAmericanImmigrationpolicyhasbecomesuchan

importantissuebecauseofthetremendousincreaseinthevolumeof

immigration every year,among othersfrom Asian countries.

ProposalsonthereformofAmerica’simmigrationbecomethemajor

topicamongthepoliticianwhichissuesraisedtheargumentbetween

thosewhosupportandagainst.

AsianImmigrantslefttheiroriginalcountriesandtriedtofind

theirwaystotheNewWorldforavarietyofreasons,amongothers:

ManyAsiancountriesaresufferingfrom:

・Thepovertyandhighunemploymentrate.

・Nowadays,opportunitiesforlargenumbersofprofessionals

inAsiancountriesarestilldifficultandlimited,while

opportunitiesandrelativelyhighsalariesareavailablein

theUnitedStates.

・PoliticalinstabilitythroughoutAsiaalsocontinuestobean

importantfactorforAsianimmigrantsandrefugees.

Among the economically developed nations,such as:

Australia,Canada,Japan,West-Europeanstatesandsomeothers,

theUnitedStatesisparticularlyfavoredasacountrytoimmigrate.
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ManypeopleregardtheUnitedStatesofAmericaasaclassless

societywithhighwages,lowprices,goodland,andanon-repressive

government.Thereforeitisnotsurprisingthatatpresentmany

morepeopledesiretoimmigratetotheUnitedStatesthanlegislation

legallyallows.Forpeopleinsearchofbetterlives,America

remainstheultimatelure.

SinceAsiacomprisesofsomanycountries,thereportwill

coveronlysix communitiesoftheAsianimmigrants:Chinese,

Japanese,Filipinos,Koreans,Asian-IndiansandVietnamese.The

purposeofthisstudyistoexplainbrieflytheexperienceoftheAsian

immigrantswhomovedfromtheiroldworldtothenewworld.

ThetermofAsianimmigrantsinthisstudywillbegradually

changed to Asian Americans,Chinese Americans,Japanese

Americans,Filipino Americans,Korean Americans,and Asian

IndianAmericans,sincetheyrefertothelatergenerationsofAsian

immigrants.

.A BRIEF HISTORY OF ASIAN
IMMIGRANTS

Between1848and1924,hundredsofthousandsofimmigrants

from China,Japan,thePhilippines,KoreaandIndiacametothe

UnitedStatesofAmerica.TheywereconsideredthefirstAsian

immigrantstocometoAmerica.Amongtheseimmigrants,Chinese

peoplewerethefirstgroupofAsianstoimmigratetotheUnited

States.AccordingtoTimothyP.FongandLarryH.Shinagawa

whowroteinthe“AsianAmericans-ExperiencesandPerspectives”

thehistoryofAsianswhocametoAmericacanbedividedintofour
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periods.

Thefirstperiod(1849-1882),markedthecomingofthefirst

groupofChineseimmigrantstotheUnitedStatesasaresultof

politicalturmoilinChinaandthetemptationtodiscovergoldin

California.Japaneseimmigrantscamelaterinasmallergroupto

workinthesugarplantationinHawaii.Theseearlyimmigrants

weretoenjoynospecialprivilegestoencouragetheircoming.

Theyfacedintensehostilityandprejudicefrom theAmerican

societywhoenviedtheirprogress.Theendofthisperiodwas

markedbyanti-Chinesesentiment,whichresultedinthepassageof

theChineseExclusionActLawin1882,whichbarredtheentryof

Chineselaborersfortenyears.

Thesecondperiod(1882-1941)wasthetimewhentheother

immigrantsfrom Japan,Philippines,KoreaandIndiacameto

Americatoseekagriculturalandservicelabor.Koreaimmigrants

cametotheUnitedStatestoescapetheturmoiloftheircountry,

whichwasruledbyJapan.Theseimmigrantsworkedveryhardin

theirnew land,andtheywereverysuccessfulintheirfarming

practicesorlaborunionorganization.Unfortunatelytheirsuccess

wasregardedasathreatthatthesenewcomersmightdestroythe

economicstabilityamongtheAmericans.Astheharshexperiences

facedbytheirearlypredecessors,thissecondperiodofimmigrants

also faced resentmentsfrom thewhitefarmersand laborers.

Anti-AsianlawswereimposedtoprohibittheAsianimmigrantsfor

obtainingthecitizenship,orfrom owningland.Thelaw also

discriminatedtheAsianimmigrantsinalotofareas,suchas:

employmentopportunitiesandprivateaffairs.Asianimmigrants
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didnotsitbackpassivelyinthefactofdiscriminatorylaws;they

hiredlawyersandwenttocourttofightfortheirlivelihoods,

naturalizationrightsandpersonalliberties.Sometimestheywere

successful,oftentimestheywerenot.

Thethirdperiod(1941-1965)wasatimeoftragedyfor

JapaneseAmericans(latergenerationofJapaneseimmigrants)asa

resultoftheUnitedStatesandJapanrolesinWorldWarII.The

JapaneseAmericanswereforciblyremovedfrom theirhomesand

sentto“RelocationCamps”inisolatedregionsoftheUnitedStates.

Theylosteverythingtheyhad,theirjobs,theirfriends,farmsand

businesses.

ForotherAsianAmericans,however,thisthirdperiodofthe

history,openedthedoorfortheirsocialandeconomicopportunities,

whichusedtobeclosedforthembefore.TheChineseAmericans

treatmentchangeddramaticallyduringthistime.In 1943the

ChineseExclusionLaw wasrepealed.Anti-discriminationlaws

werealsorepealed,sothatotherAsianAmericans,exceptfor

JapaneseAmericans,wereabletofindgainfulemploymentandto

buyhomesinareaspreviouslyunavailabletothem.Thosewho

weretrainedinvariousprofessionsandskilledcraftswereableto

findworkintheindustriesthathadneverbeenopenedtothem

before.

Despiteofthehumiliationanddiscriminationtheyfaced,the

JapaneseAmericansandtheotherAsianAmericansshowedtheir

loyaltytothecountrytheychosetoimmigrate,theUnitedStatesof

America,byvolunteeringandservinginthemilitaryduringWorld

WarII.TheChineseAmericans,JapaneseAmericans,Filipino

( )120

YasuhiroMURAI AsianAmericansintheUnitedStatesofAmerica:TheStruggleandSuccessofAsianImmigrants



Americans,KoreanAmericansandAsianIndianAmericansplayed

importantrolestodefendtheUnitedStatesinWorldWarII.The

AsianAmericans’genuineactsandbraverywhileservinginWorld

WarII,changedtheattitudeofmanyAmericanpeople.The

processofchangingthediscriminationimmigrationlawsagainst

Asianswasstarted.In1946Congressapprovedlegislationthat

extendedcitizenshiptosomeAsianimmigrants.

ThefourthperiodofAsianimmigrantshistory(1965to

present),hasbeenaperiodofenormousgrowthofAsianAmericans

population.

Afterthe end ofWorld WarII,the globaleconomic

restructuringoftheUnitedStates,hasservedtoencouragetheflow

ofAsianimmigrantswhoarewell-educated,highlyskilledand

middleclass.Withtheenactmentofthe1965immigrationlaw,and

theCivilrightsmovementofthe1960s,amuchhigher-percentageof

AsianimmigrantshavebeenabletoentertheUnitedSatestojoin

theirfamiliesandrelatives.Tokeepupwitheconomicgrowthof

thedevelopingnations,alotofstudentsfromAsiancountrieshave

beencomingtotheUnitedStatestostudy.Thesestudentswillthen

findemploymentandgraduallystaypermanentlyinthecountry.

PoliticalinstabilitythroughoutAsiahasbeenalsothereasonfora

largenumberofrefugeesfrom Vietnam in1975.Althoughthese

refugeeshavequitedifferentpurposetocometotheUnitedStates,

becausetheytrytoescapefromtheturmoiloftheircountry,butthey

willgraduallystaypermanentlyinthecountry.Thus,thecomings

ofthesenewimmigrantsandrefugeeshavedirectlyinfluencedboth

thenumbersanddiversityofAsiansenteringtheUnitedStatessince
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1965.

.THE STRUGGLE AND SUCCESS OF
ASIAN IMMIGRANTS

.1 TheEducationalandEconomicSuccess

TheUnitedStatescapitalism doesnotofferfairnessor

equalitytoanyimmigrantwhocomestothecountry.America’s

economicsystem isasystem thatdependsonpeoplewillingto

exploitthemselvesorothers,totakerisks,andtoacceptfailureas

a temporary setback to success.Fortunately,most Asian

immigrantshavetheneededperseverancethatenablesthem to

sustaintheireconomicstruggleswithintheconfinesofcapitalism.

Itwasthrough sheerhard work,theAsian immigrants

overcametheracism theyfacedandpovertytoreacheducational

andincomelevelsexceedingeventhoseofEuropeanimmigrants.

ThehistoricalexperiencesoftheAsianimmigrantswhowere

involvedinmanyoccupationsthatwascrucialtotheeconomic

developmentanddomesticationofthewesternregionoftheUnited

StatesofAmericawerenotedastheeconomicsuccessoftheAsian

immigrants.TheChineseimmigrantswhohandledthehardwork

fortheCentralPacificRailroadinthemid-1860’swerealwaysinthe

memoryofAsianimmigrants’history.Itwaswidelyacknowledged

thatwithouttheChineseimmigrants,itwouldhavebeenimpossible

tocompletethewesternportionofthetranscontinentalrailroadin

thetimerequired.TheJapaneseimmigrantsweresoefficientin

theirfarmingpracticesthattheycaptured10percentofthedollar

volumeofthestate’scorps.TheFilipino,Korea and Indian
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immigrantswhowererecruitedforplantationormanufacturing

laborworkwerealsoworkingveryhardthattheirsuccessstory

createdagreatdealofresentmentamongwhitefarmersand

laborers.

AfteracenturyofracialsegregationsanctionedbytheUnited

StatesGovernment,Asianimmigrantsbeganenjoyingfreedom in

choosingtheirlifestyle.Theywerenolongeranisolatedracial

groupbythelate1960’s.Thepost1965Asianimmigrantswhowere

economicallyprivileged,placedahighvalueoneducation.They

realizedthatonlythrougheducationalandeconomicsuccess,they

couldreachthesamesocialstatusasthewhiteAmericans.Inother

words,throughthesuccessoftheirsocialstatustheycouldcopewith

theracism,whichwasstillpresentinthesociety.

Asianimmigrantfamilieshavebeensupportive,stableand

enduringfamiliesthatemphasizethedevelopmentoftheirchildren.

Parentsfeelthatyouhavetogetestablished.Theypushafilial

senseofdutyandamessagetofulfillparentalexpectations.The

culturalvaluesthoughtbytheparentsalsoinspirethechildrento

bringhonortothefamilybysucceedinginschool.Asaresult,

Asianimmigrants’childrenareinstilledwithagreatdesireto

succeedacademicallywhichwillleadtotheeconomicandsocial

achievements.Thesedays,high-academicuniversitiessuch as

Harvard,Stanford,MIT,theUniversityofCaliforniaatBerkeley,

PrincetonandCalTechhavehigherpercentageofAsianstudents

enrollment.

Ascolorbarrier,whichpreventsAsianimmigrantsfrom

enteringWhite-coloroccupationsbegintofallasaresultofthecivil
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rightsmovement,thelatergenerationoftheAsianimmigrantsare

ableto enteroccupationsconsistentwith theireducation and

training.Theworking-worldAsianshaveproducedoutstanding

successperformersintheUnitedStates,fromtheartsandsciences

tobusiness,financeandpoliticalfield:cellistYo-YoMaand

ViolinistMidori;writersAmyTanandMaxineHongKingston;

SonnyMehta,editorofthedistinguishedKnopfbook-publishing

house;andfilmmakerWayneWang.Therearemoreexamples:

Chang-LinTien,thechancelloroftheUniversityofCalifornia

Berkeley;PaulTerasakiaUCLAprofessorofsurgerywhodevelops

tissuetypingfororgantransplants;andVinodKhosla,oneofthe

foundingpartnersofthecomputer-workstationmanufacturerSun

Microsystems;ConnieChung,whoco-anchorstheCBSEvening

News.Inthepoliticalfield,Asianscanboastthreemembersof

CongressfromCalifornia:U.S.RepresentativesRobertMatsuifrom

Sacramento,NormanMinetafrom SanJoseandJayKim from

DiamondBar,eastofLosAngeles.

Theimportantaspectswhichsupportthesesuccessstories,the

writerofthisstudybelieves,comefrom strongfamilytiesand

culturalvaluesofAsiancountries,suchas:onfilialpiety,respectfor

eldersandreverencefortradition.Strongfamilyties,discipline

andclosecontroloverchildren,andemphasisoncollectivesolidarity

overindividualinterestmakethechildren feelprotected and

motivatethemtodobetterfortheirlives.Someresearcherswho

examinethepotentialinfluencetotheacademicachievementof

Asianstudents,arestillarguingthattheacademicperformanceof

Asian studentscannotbetreated generically.Therearealso
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argumentsabouthow common culturalheritage can explain

academicperformanceofAsianstudents.Despiteofthewonderof

theresearchers,thefamily-centeredness,respectforeldersand

culturalvaluesofAsiancountries,whichispresumedtoexistnot

onlyamongearlygenerationsofAsianimmigrants,butalsoamong

morerecentSouth-EastAsianrefugees,areacceptedasapopular

imageofsupportingaspectswhichleadtoAsianimmigrantsor

todayAsianAmericans’successineducationalandeconomicfields.

.2 Asian Immigrants’Assimilation into American

Society

EarlyChinese,Japanese,Filipinos,KoreansandAsian-Indians

immigrantswereuniformlyregardedasdiligentandindustrious

workers,butinassimilable.Theywerethoughtbymanywhite

Americansastoretaintheoldhabitsandcustomsoftheirown

countries.Tosomepolitician,Asianimmigrantswereconsidered

asagroupofminoritywhodidnothaveinterestinprogressand

moralimprovementimposed by American government.These

peopleignoredtheAsianimmigrants’experienceoftheprejudice

andhostilitytheyreceived.TheAsianimmigrantshistorynoted

thatnativesharassmentofthenewcomers,coupledwithopenly

racistcitizenshipandimmigrationlaws,theAsianimmigrants

encouragedtheimpulsetogetaheadfinanciallywithoutbothering

aboutassimilationintothemainstreamsociety. Inoldtimes,when

theAsianimmigrantsencountered“whiteracism”,theycutasmany

tieswiththewhiteworldaspossibleandwithdrawintofamilyand

community.
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Unfortunately,theeffectsofthisracialdiscriminationhave

continuedtoday,andtheabsenceofanyapparent“linkage”or

assimilationintothebroadersocietyislargelyexplainedbythe

pervasive“feelingofoutgrouprejectionandexclusion”.The

conservativeSenatorAlanSimpson,oneofthechiefarchitectsof

contemporary immigration law,showshisconcern aboutthe

importanceofimmigrant’sassimilationintoAmericansociety:

AssimilationtofundamentalAmericanpublicvaluesand

institutionsmaybeoffarmoreimportancetothefutureofthe

UnitedStates.Ifimmigrationiscontinuedatahighleveland

yeta substantialportion ofthe newcomers and their

descendantsdonotassimilate,theymaycreateinAmerica

someofthesamesocial,politicalandeconomicproblems

whichexistedinthecountrywhichtheyhavechosentodepart.

Furthermore,aspreviouslymentioned,acommunitywitha

largenumberofimmigrantswhodonotassimilatewillto

somedegreeseemunfamiliartolongtimeresidents.Finally,

iflinguisticandculturalseparatismriseaboveacertainlevel,

theunityandpoliticalstabilityofthenationwillintimebe

seriouslyeroded.

Today,thebeliefthatAsianImmigrantsorAsianAmericans

cannotassimilateisironicgiventoday’simageofexceptional

academicperformance,sinceseekinganeducationandlearning

Englishasameanofcommunication in America society are

consistentwithconventionalnotionsofassimilation.Moreand
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moreAsianAmericansarereadytoassimilate,althoughsomestill

clingtotheirownlanguageandchooseAsiannewspapers.At

UCLA,Thongthiraj,anAsianAmericanstudentishelpingtochange

theview thatAsianAmericansarenotreadytoassimilate.She

servesasthedirectorofAsianPacificCoalition,agroupof19ethnic

organizationsoncampus.Inpromotingculturalawarenessand

aidingnewimmigrants,theCoalitionencouragesthemtoarticulate

a more assertive political voice and American identity.

Unfortunately,the effortsofthe young generation ofAsian

Americansseemstobeconsideredasaminorefforttopromote

assimilation by some politicians who fear the increase of

non-European immigrants.They make an excuse that by

increasingimmigrationrestrictions;theywillhavetimetoperform

thetaskofassimilation.Someresearchersevenpredictthatwith

theriseofnon-Europeanimmigrants,whichcontinuethroughoutthe

currentdecade,theassimilationofrecentarrivalswillbeimpeded.

ThesestatementsareopposedbyBillOngHing,anexperton

immigrationlaw,whowroteinhisbook“MakingandRemaking

AsianAmericathroughImmigrationPolicy,1850-1990”.Basedon

hisexperiencesasChineseAmericanimmigrationattorneyandthe

staffadvisorygroupoftheSelectCommissiononImmigrationand

RefugeePolicyduringtheCarteradministration,heexplainsthat

theidea which mentioned a risein immigration threatensto

underminetheassimilabilityofnon-Englishspeakingnewcomersare

duetolackofacknowledgeornottocomprehendthedegreeto

whichtheAsianimmigrantshavebeenaffectedbyimmigration

policiesandlaws.
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DespiteofthenegativeopinionofsomeAmericanpeople,

FilipinoAmericansappeartohaveintegratedsmoothlyintoall

areasoflifeinDalyCity,includingthepublicschools,churches,and

localpolitics.GraduallytheothercommunityofAsianAmericans

willbeabletoassimilatewellintoAmericansocietyifgiventhe

chanceandtimeneededtoadjusttotheirenvironment.ToAsian

Americanstoday,theuseofacommonEnglishlanguageandsharing

AmericanCulturalexperiencesshowtheirefforttoassimilateinto

Americansociety.Ratherthanfocusinguponthehomelandsof

theirparentsandgrandparentsfromAsia,youngerAsianAmericans

establish culturalrootsin theAmerican context.Thereisa

growingconsciousnessthatbyassimilationintoAmericansociety,

AsianAmericanscancreateaculturalhybridforthemselves,which

willbenefittheirsocioeconomicstatusinthesociety.

.3 AsianImmigrants’InvolvementinPoliticalField

A popular image in American society considers Asia

immigrantstobepoliticallypassive,lackofinvolvementinthe

majorissuesinAmericanpolitics.Theyaresatisfiedwiththeir

academicandeconomicachievements,andareaversetopolitical

participation.Thepresumed politicaldisengagementofAsian

immigrantsisbasedontheAsianpeople’scharacter,whichissaidto

behistoricallytrainedtoacceptoragreewithwhattheyaretold

silentlyandwithoutprotest.Theycomefromhomelandswherethe

absence ofdemocracy hastaughtthem to be apathetic and

uninvolved.Furthermore,theyareportrayedasboththereasonfor

andtheproductofauthoritarianinstitutionsandtraditionsthatdeny
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thesocialpossibilitiesandindividualgrowthdemocraciesnurture

anddemand. Thisimagerealizesthatasnewcomersofevery

immigrantwhocomestoAmerica,theeconomicsurvivalbecomes

theprioritywithoutworryingaboutthepoliticalaffairs.

In addition,the 1870 naturalization law and other

discriminatorylawsandpoliciesforbadeAsianimmigrantsfrom

becomingnaturalizedcitizens.Theselegalbarrierspreventedearly

Asianimmigrantsfrom beinginvolvedinelectoralpoliticsofany

form anddelayedthedevelopmentofelectoralparticipationand

representationbyAsianimmigrantsuntilthesecondandsubsequent

generations,decadesaftertheirinitialperiodofimmigration.

Priorto1952,mostAsianimmigrantswereineligibleforcitizenship.

Historicalrestrictionsnotonlydelayednaturalizationforthosewho

wantedtobecomecitizen,butalsoyearsofdiscriminationalienated

many otherAsian immigrantsand dampened theirdesire to

naturalizeandtheirmistrustonAmericangovernment.

ContrarytothepopularimageofAsian immigrantsas

uniformlypoliticalpassive,weneedtoexploremorethoroughlyand

criticallyhowvariouscommunitiescometoidentifywhatisworth

fightingabout,howtocarryonsuchbattles.TheAsianimmigrants

havefoughtagainstthediscriminationlawstodefendtheirrightin

Americansociety.

Asearlyas1870ChineseAmericansprotestedaSanFrancisco

“QueueOrdinance”requiringChinesemaleprisoners,jailedfor

defyinga“cubicairordinance”aimedatreducingthepopulationof

Chinatown,tocutofftheirbraidedhair,theirbagdeofChinese

identity.In1934afarm workerstrikeagainstlettucegrowersin
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Salinasoverpoorworkingconditionsandlowwageswasorganized

andpromotedbytheFilipinoLaborUnion.Inthe1970’selderly

Filipino and Chinesetenantsjoined with lawyers,community

activists,and localpoliticiansto forestallevictionsfrom the

InternationalHotel,alow-incomeresidentialhotelinSanFrancisco.

Morerecently,acoalitionofAsianAmericanslobbiedintenselyin

1988toblockGovernorGeorgeDeukmejian’snomineeforState

Treasurerfromtakingoffice.

Astoday’sAsianimmigrantswhobecomeAmericancitizen

aremoreandmoreeducatedandestablishedintheirsocio-economic

status,theybecomemoredeterminetospeakouttheirlegalrightin

thesociety.Research revealsconsistently thathigh levelsof

politicalparticipationarecorrelatedwitheducationalattainment

andhighsocio-economicstatus.

AcallforunityamongAsianAmericanshasbeenmaintained

sincethe1960’s.TheAsianAmericansactivistsbelievethatonly

unityamongtheAsiandiversecommunities,theycanprotecttheir

rightstoattainpolitical,socialandeconomicpower.Theybelieve

thatmobilizingaunitedAsianAmericansispossibleandnecessary

togaintheequalrightorpositioninAmericansociety.Thesuccess

oftheunificationoftheAsianAmericanactiviststo combat

anti-Asianviolence,tospeak forimmigration reformsand to

challengeadmissionspoliciesinmajoruniversitiesthatdiscriminate

againstAsianAmericanapplicants.Nowadays,moreandmore

AsianAmericansbecomecongressmenornationalleaderstowork

onbehalfofmanyAsianAmericangroups.Agrowingnumberof

recentlyelectedofficeholdersareimmigrants,suchasJayKim of
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Walnut,California,thefirstKoreanAmericanelectedtoCongress;

DavidValderrama,thefirstFilipinoAmericanelectedasadelegate

totheMarylandAssembly;andCityCouncilmemberTonyLamof

Westminster,California,thefirstVietnameseAmericanelectedto

publicoffice. ThegrowinginvolvementofAsianAmericansin

politicalfield gives the politicalcommentator and scholars

predictionaboutwhetherAsianAmericanswillbecomeamajor

forceinAmericanelectoralpolitics.

.CONCLUSION

AsianimmigrantsintheUnitedStatesofAmericahavebeen

facing numerouschallenges,butthey haveshown remarkable

strengthandperseverance,whichisatestimonytotheirdesireto

makeAmericatheirhome.Today,therearemanymorechoicesfor

AsianAmericansintermsofwheretheycanlive;getaneducation,

work,andthedegreetowhichtheywishtomaintaintheirlanguage,

religion,cuisine,music,andtheothers.

TheAsianAmericansarenolongerlivinginthe1960’s,atime

characterizedby“whiteversuscolored”stratification.Theycanno

longeraffordtoseethemselvesmerelyasvictimsofracism,butmust

moveforwardtoeducatetheircountrymen.Theybelievethat

conventionalsuccessistheonlywaythatAsianAmericanscan

assertthemselvesinasocietywheretheymightreachthesame

statusastheNativeAmericaninsocialandpoliticalfield.

Astheirnumbergrowsandtheirinfluenceincreases,Asian

Americansarenotmerelyfillingthepositionsthatarebeingcreated

asaresultofAmerica’seconomicrestructuring.Theyareactively
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participatingintheprocessbyhelpingtoreshapetheeconomic

landscapeandcreatingnew andalternativesventures.Besides,

theyalsohavethepotentialtoemergeasanimportantnewpolitical

force,influencinglegislationandpolicyonboththelocalandthe

Internationallevel.

Finally,asKathleen Brown,the treasurerofState of

Californiastatedthefactthattheancestorsofeveryonewholivesin

theUnitedStatesofAmericacomefrom somewhereelse,makes

Americaacountrybuiltbyimmigrants,andthereisnodifference

between a firstgeneration American and fifth generation of

America.IfonlyeveryAmericancitizenunderstandfullytheabove

statement,theracisminAmericansocietywilldisappear.Then,in

America,individualsofallnationsaremeltedintoanewraceof

people,whoselaborsandposteritywillonedaycausegreatchanges

inthecountryaswellasintheworld.
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ImmigrationtotheUnitedStatesbyRegion,FiscalYears1820-1996

Region

TOTAL

1820-1996

Between

1971-1996

% of

Immigrants

Since

1971

Allcountries 63,140,266 17,975,628 28.4

Europe 38,008,781 2,469,639 6.5

Asia 7,909,713 6,216,867 78.6

China 1,161,767 718,464 61.8

HongKong 383,906 285,358 74.3

India 684,690 643,894 94.0

Japan 505,026 139,642 27.7

Korea 753,349 712,485 94.6

Philippines 1,382,019 1,259,117 91.1

Vietnam 652,477 647,802 99.2

NorthAmerica

Canadaand

Newfoundland
4,436,540 443,194 9.9

Mexico 6,223,123 3,838,330 61.6

Caribbean 3,795,048 1,705,048 44.9

CentralAmerica 1,163,319 906,162 77.9

SouthAmerica 1,595,418 1,102,703 69.1

Africa 538,190 461,717 85.8

Beginningin1957,ChinaincludesTaiwan.
Datanotreportedseparatelyuntil1952.
Source:U.S.ImmigrationandNaturalizationService,StatisticalYearbook ofthe
ImmigrationandNaturalizationService(Washington,DC:GovernmentPrintingOffice,
1999),Table2,p.9andBureauoftheCensus,StatisticalAbstractoftheUitedStates:
1998(118thedition)Washington,DC,1998.
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Countryofbirth

1981-

90,

total

1991-

96,

total 1997 1998

AllContries 7,338.16,146.2 798.4 660.5

Europe 705.6 875.6 119.9 90.8

France 23.1 16.9 2.6 2.4

Germany 70.1 43.7 5.7 5.5

Greece 29.1 10.0 1.0 0.9

Ireland 32.8 54.9 1.0 0.9

Italy 32.9 14.7 2.0 1.8

Poland 97.4 130.2 12.0 8.5

Portugal 40.0 17.1 1.7 1.5

Romania 38.9 34.3 5.5 5.1

SovietUnion,former 84.0 339.9 49.1 30.2

Armenia (NA) 20.8 2.1 1.1

Azerbaijan (NA) 12.3 1.5 0.5

Belarus (NA) 21.4 3.1 1.0

Russia (NA) 70.4 16.6 11.5

Ukraine (NA) 92.2 15.7 7.4

Uzbekistan (NA) 16.1 3.3 0.6

UnitedKingdom 142.1 95.0 10.7 9.0

Yugoslavia 19.2 31.7 10.8 8.0

Asia 2,817.41,941.9 265.8 219.7

Afghanistan 26.6 13.6 1.1 0.8

Bangladesh 15.2 35.4 8.7 8.6

Cambodia 116.6 11.9 1.6 1.4

China 388.8 268.7 41.1 36.9

HongKong 63.0 52.9 5.6 5.3

India 261.9 236.5 38.1 36.5

Iran 154.8 79.4 9.6 7.9

Iraq 19.6 26.8 3.2 2.2

Israel 36.3 22.9 2.4 2.0

Japan 43.2 39.9 5.1 5.1

Jordan 32.6 25.1 4.2 3.3

Korea 338.8 114.1 14.2 14.3

Laos 145.6 37.8 1.9 1.6

Lebanon 41.6 29.9 3.6 3.3

Pakistan 61.3 70.5 13.0 13.1

Philippines 495.3 348.5 49.1 34.5

Syria 20.6 16.6 2.3 2.8

ImmigrantsbyCountryofBirth:1981to1998
［Inthousands(7,338.1represents7,338,100).ForfiscalyearsendingSept.30.For
definitionofimmigrants,seetextofthissection］

Countryofbirth

1981-

90,

total

1991-

96,

total 1997 1998

Taiwan () 76.8 6.7 7.1

Thailand 64.4 36.1 3.1 3.1

Turkey 20.9 15.7 3.1 2.7

Vietnam 401.4 317.8 38.5 17.6

NorthAmerica1 3,125.02,740.7 307.5 253.0

Canada 119.2 90.7 11.6 10.2

Mexico 1,653.31,651.4 146.9 131.6

Caribbean 892.7 655.4 105.3 75.5

Cuba 159.2 94.9 33.6 17.4

Dominican

Republic 251.8 258.1 27.1 20.4

Haiti 140.2 114.4 15.1 13.4

Jamaica 213.8 109.8 17.8 15.1

Trinidadand

Tobago 39.5 41.1 6.4 4.9

CentralAmerica 458.7 342.8 43.7 35.7

ElSalvador 214.6 147.7 18.0 14.6

Guatemala 87.9 70.3 7.8 7.8

Honduras 49.5 41.9 7.6 6.5

Nicaragua 44.1 50.4 6.3 3.5

Panama 29.0 16.9 2.0 1.6

SouthAmerica 455.9 344.0 52.9 45.4

Argentina 25.7 17.1 2.0 1.5

Brazil 23.7 32.4 4.6 4.4

Chile 23.4 11.4 1.4 1.2

Colombia 124.4 81.7 13.0 11.8

Ecuador 56.0 45.2 7.8 6.9

Guyana 95.4 53.6 7.3 4.0

Peru 64.4 66.7 10.9 10.2

Venezuela 17.9 16.2 3.3 3.1

Africa 192.3 213.1 47.8 40.7

Egypt 31.4 28.0 5.0 4.8

Ethiopia 27.2 30.9 5.9 4.2

Ghana 14.9 18.0 5.1 4.5

Nigeria 35.3 37.9 7.0 7.7

SouthAfrica 15.7 14.2 2.1 1.9

Othercountries 41.9 31.0 4.5 10.9

NANotavailable. Includescountriesnotshownseparately. Includesother
republicsandunknownrepubics,notshownseparately. Coversyears1992-1996.
DataforTaiwanincludedwithChina. Includesunknowncountries.

Source:U.S.ImmigrationandNaturalizationService,StatisticalYearbook,
annual;andreleases.
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Countryofbirth 1981-90,

total

1991-

96,

total 1997 1998

Total 1,013,620 748,122 112,158 54,645

Europe 155,512 312,815 39,795 19,048

Czechoslovakia,

former 8,204 1,201 40 15

Hungary 4,942 1,231 24 14

Poland 33,889 7,210 143 54

Romania 29,798 15,139 322 116

SovietUnion,

former 72,306 264,187 30,880 13,200

Armenia (NA) 1,546 213 158

Azerbaijan (NA) 10,049 1,000 196

Belarus (NA) 19,545 2,486 557

Georgia (NA) 1,834 425 100

Kazakhstan (NA) 2,823 612 152

Moldova (NA) 9,300 1,043 272

Russia (NA) 44,367 6,985 2,225

Tajikistan (NA) 2,191 239 24

Ukraine (NA) 81,263 12,137 3,641

Uzbekistan (NA) 14,638 2,885 292

Yugoslavia 324 13,271 7,597 5,312

Asia 712,092 286,125 30,835 11,743

Afghanistan 22,946 9,065 356 137

ImmigrantsAdmittedasPermanentResidentsUnderRefugeeActsby
CountryofBirth:1981to1998
［ForfiscalyearsendingSeptember30］

Countryofbirth 1981-90,

total

1991-

96,

total 1997 1998

Cambodia 114,064 6,088 163 62

China 7,928 5,079 692 898

India (NA) 1,125 462 373

Iran 46,773 20,126 1,447 754

Iraq 7,540 14,464 1,774 999

Laos 142,964 33,701 1,363 1,110

Thailand 30,259 19,323 1,112 1,134

Vietnam 324,453 169,560 22,297 4,921

NorthAmerica 121,840 111,744 32,898 16,372

Cuba 113,367 76,370 30,377 14,915

ElSalvador 1,383 3,623 198 129

Haiti (NA) 7,309 1,074 537

Nicaragua 5,590 21,252 666 316

SouthAmerica 1,976 3,025 890 712

Peru (NA) 1,285 489 338

Africa 22,149 34,224 7,651 4,225

Ethiopia 18,542 15,849 1,056 507

Liberia (NA) 2,712 505 225

Somalia (NA) 7,864 3,607 2,270

Sudan (NA) 3,422 1,119 287

Other 51 189 89 2,545

NANotavailable. Includesothercountriesnotshownseparately. Includes
otherrepublicsandunknownrepubics,notshownseparately. Coversyears1992-
1996. IncludesTaiwan.

Source:U.S.ImmigrationandNaturalizationService,StatisticalYearbook,
Annual;andreleases.
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Population(1,000) Percentdistribution

RaceandHispanicorigin United

States

North-

east

Mid

west South West

United

States

North-

east

Mid

westSouthWest

Total 248,71050,80959,66985,44652,786 100.0 20.4 24.0 34.4 21.2

White 199,68642,06952,01865,58240,017 100.0 21.1 26.0 32.8 20.0

Black 29,986 5,613 5,71615,829 2,828 100.0 18.7 19.1 52.8 9.4

AmericanIndian,Eskimo,
Aleut

1,959 125 338 563 933 100.0 6.4 17.2 28.7 47.6

AmericanIndian 1,878 122 334 557 866 100.0 6.5 17.8 29.7 46.1

Eskimo 57 2 2 3 51 100.0 2.9 3.5 4.9 88.8

Aleut 24 2 2 3 17 100.0 8.1 8.1 11.5 72.3

AsianandPacificIslander 7,274 1,335 768 1,122 4,048 100.0 18.4 10.6 15.4 55.7

Chinese 1,645 445 133 204 863 100.0 27.0 8.1 12.4 52.5

Filipino 1,407 143 113 159 991 100.0 10.2 8.1 11.3 70.5

Japanese 848 74 63 67 643 100.0 8.8 7.5 7.9 75.9

AsianIndian 815 285 146 196 189 100.0 35.0 17.9 24.0 23.1

Korean 799 182 109 153 355 100.0 22.8 13.7 19.2 44.4

Vietnamese 615 61 52 169 334 100.0 9.8 8.5 27.4 54.3

Laotian 149 16 28 29 76 100.0 10.7 18.6 19.6 51.0

Cambodian 147 30 13 19 85 100.0 20.5 8.8 13.1 57.7

Thai 91 12 13 24 43 100.0 12.9 14.2 26.0 46.8

Hmong 90 2 37 2 50 100.0 1.9 41.3 1.8 55.0

Pakistani 81 28 15 22 17 100.0 34.3 18.9 26.5 20.4

Hawaiian 211 4 6 12 189 100.0 2.0 2.6 5.8 89.6

Samoan 63 2 2 4 55 100.0 2.4 3.6 6.4 87.6

Guamanian 49 4 3 8 34 100.0 7.3 6.4 16.8 69.5

OtherAsianorPacific
Islander

263 49 34 54 126 100.0 18.5 12.9 20.6 48.0

Otherraces 9,805 1,667 829 2,350 4,960 100.0 17.0 8.5 24.0 50.6

Hispanicorigin 22,354 3,754 1,727 6,76710,106 100.0 16.8 7.7 30.3 45.2

Mexican 13,496 175 1,153 4,344 7,824 100.0 1.3 8.5 32.2 58.0

PuertoRican 2,728 1,872 258 406 192 100.0 68.6 9.4 14.9 7.0

Cuban 1,044 184 37 735 88 100.0 17.6 3.6 70.5 8.5

OtherHispanic 5,086 1,524 279 1,282 2,002 100.0 30.0 5.5 25.2 39.4

NotofHispanicorigin 226,35647,05557,94278,67942,680 100.0 20.8 25.6 34.8 18.9

PersonsofHispanicoriginmaybeofanyrace.
Source:U.S.CensusBureau,1990 CensusofPopulation,GeneralPopulation

Characteristics,UnitedStatese1 (CP-1-1).

ResidentPopulationbyRegion,Race,andHispanicOrigin:1990
［AsofApril1(248,710represents248,710,100).Forcompositionofregions,seemap,
insidefrontcover］
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Foreign-BornPopulationbyCountryofOriginandCitizenshipStatus:1999
［Inthousands,exceptpercent(26,448represents26,448,000).Seeheadnote,Table48］

Foreignborn,total Naturalizedcitizen NotU.S.clitizen
Countryoforigin

Number Percent Number Percent Number Percent

Allcountries 26,448 100.0 9,868 100.0 16,579 100.0

Mexico 7,197 27.2 1,452 14.7 5,746 34.7

Cuba 943 3.6 540 5.5 403 2.4

DominicanRepublic 679 2.6 221 2.2 458 2.8

ElSalvador 761 2.9 136 1.4 625 3.8

GreatBritain 655 2.5 252 2.6 403 2.4

ChinaandHongKong 985 3.7 422 4.3 563 3.4

India 839 3.2 307 3.1 532 3.2

Korea 611 2.3 252 2.6 359 2.2

Philippines 1,455 5.5 893 9.1 562 3.4

Vietnam 966 3.7 464 4.7 502 3.0

Elsewhere 11,357 42.9 4,930 50.0 6,427 38.8

Source:U.S.CensusBureau,CurrentPopulationReports,P20-519.
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MetropolitanAreasWithLargeNumbersofAsianandPacificIslander
Population:1998
［AsofJuly1(3,887represents3,887,000).ForAsianandPacificIslanderpopulations,
areasselectedhadmorethan110,000］

Source:U.S.CensusBureau,unpublisheddata.

Metropolitanarea

Number
ofspeci-

fied
group
(1,000)

Percent
oftotal
metro,
area

ASIANANDPACIFICISLANDER

LosAngeles-Riverside-OrangeCounty,CACMSA 1,799 11.4

NewYork-NorthernNewJersey-LongIsland,
NY-NJ-CT-PACMSA/NECMA 1,343 6.7

SanFrancisco-Oakland-SanJose,CACMSA 1,279 18.8

Honolulu,HIMSA 566 64.9

Washington-Baltimore,CD-MD-VA-WVCMSA 373 5.1

Chicago-Gary-Kenosha,IL-IN-WICMSA 367 4.2

SanDiego,CAMSA 297 10.7

Seattle-Tacoma-Bremerton,WACMSA 280 8.2

Houston-Galveston-Brazoria,TXCMSA 229 5.2

Boston-Worcester-Lawrence-Lowell-
Brockton,MA-NHNECMA 217 3.7

Philadelphia-Wilmington-AtlanticCity,PA-NJ-
DE-MDCMSA 179 3.0

Dallas-FortWorth,TXCMSA 175 3.7

Sacramento-Yolo,CACMSA 171 10.1

Detroit-AnnArbor-Flint,MICMSA 110 2.0
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SocialandEconomicCharacteristicsoftheAsianandPacificIslander
Population:1990and1999
［AsofMarch(6,679represents6,679,000).ExcludesmembersofArmedForcesexcept
thoseilvingoffpostorwiththeirfamiliesonpost.Datafor1990arebasedon1980
censuspopulationcontrols;1999dataarebasedon1990censuspopulationcontrois.
BasedonCurrentPopulationSurvey;seetext,thissection,andAppendixIII］

Numbarkd
(1,000)

Percentdistribution
Characteristic

1990 1999 1999 1999

Totalpersons 6,679 10,897 100.0 100.0

Under5yearsold 602 950 9.0 8.7

5to14yearsold 1,112 1,648 16.6 15.1

15to44yearsold 3,345 5,474 50.1 50.2

45to64yearsold 1,155 2,040 17.3 18.7

65yearsoldandover 465 785 7.0 7.2

EDUCATIONALATTAINMENT
Persons25yearsoldandover 3,961 6,594 100.0 100.0

Elementary:
0to8years 543 539 13.7 8.2

Highschool:
1to3years 234 478 5.9 7.3

4years 1,038 1,478 26.2 22.4

College:
1to3years 568 1,326 14.3 20.1

4yearsormore 1,578 2,772 39.9 42.0

LABORFORCESTATUS
Civilians16yearsoldandover 4,849 8,103 100.0 100.0

Civilianlaborforce 3,216 5,383 66.3 66.4

Employed 3,079 5,156 63.5 63.6

Unemployed 136 227 2.8 2.8

Unemploymentrate 4.2 4.2 (X) (X)
Notinlaborforce 1,634 2,720 33.7 33.6

FAMILYTYPE
Totalfamilies 1,531 2,459 100.0 100.0

Marriedcouple 1,256 1,966 82.1 79.9

Femalehouseholer,nospousepresent 188 318 12.3 12.9

Malehouseholder,nospousepresent 86 176 5.6 7.2

FAMILYINCOMEINPREVIOUSYEAR
INCONSTANT(1998)DOLLARS

Totalfamilies 1,531 2,459 100.0 100.0

Lessthan＄5,000 (NA) 95 2.4 3.9
＄5,000to＄9,999 (NA) 86 3.6 3.5
＄10,000to＄14,999 (NA) 101 5.6 4.1
＄15,000to＄24,999 (NA) 234 10.1 9.5
＄25,000to＄34,999 (NA) 260 10.2 10.6
＄35,000to＄49,999 (NA) 388 15.0 15.8
＄50,000ormore (NA) 1,297 53.1 52.8

Medianincome ＄53,042 ＄52,826 (X) (X)
POVERTY

Familiesbelowpovertylevel 182 270 11.9 11.0

Personsbelowpovertylevel 938 1,360 14.1 12.5

HOUSINGTENURE
Totaloccupiedunits 1,988 3,308 100.0 100.0

Owner-occupied 977 1,723 49.1 52.1

Renter-occupied 982 1,537 49.4 46.5

Nocashrent 30 49 1.5 1.5

NANotavailable.XNotapplicable. Representsthosewhocompleted9thto
12thgradebuthavenohighschooldiploma. Highschoolgraduate. Somecollegeor
associatedegree. Bachelor’soradvanceddegree. DataBeginning1994notdirectily
comparablewithearlieryears.Seetext,Section13,LaborForce. Totalunemploy-
mentaspercentofcivilianlaborforce. Fordefinitionofmedian,seeGuideto
TabularPresentation. Forexplanationofpovertylevel,seetext,Section14,Income.

Source:U.S.CensusBureau,CurrentPopulationReports,P20-459,and“The
AsianandPacificIslanderPopulationintheUnitedStates:March2000(Update)”
(PPL-131).
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EducationalAttainmentbyRace,HispanicOrigin,andsex:1960to1999
［Inpercent,SeeTable249forheadnoteandtotaisforbothsexes］

Allraces White Black
Asianand

PacificIslander
Hispanic

Year

MaleFemale MaleFemale MaleFemale MaleFemale MaleFemale

COMPLETED4YEARSOF

HIGHSCHOOL ORMORE

1960 39.5 42.5 41.6 44.7 18.2 21.8 (NA) (NA) (NA) (NA)

1965 48.0 49.9 50.2 52.2 25.8 28.4 (NA) (NA) (NA) (NA)

1970 51.9 52.8 54.0 55.0 30.1 32.5 (NA) (NA) 37.9 34.2

1975 63.1 62.1 65.0 64.1 41.6 43.3 (NA) (NA) 39.5 36.7

1980 67.3 65.8 69.6 68.1 50.8 51.5 (NA) (NA) 67.3 65.8

1985 74.4 73.5 76.0 75.1 58.4 60.8 (NA) (NA) 48.5 47.4

1990 77.7 77.5 79.1 79.0 65.8 66.5 84.0 77.2 50.3 51.3

1995 81.7 81.6 83.0 83.0 73.4 74.1 (NA) (NA) 52.9 53.8

1997 82.0 82.2 82.9 83.2 73.5 76.0 (NA) (NA) 54.9 54.6

1998 82.8 825.9 83.6 83.8 75.2 76.7 (NA) (NA) 55.7 55.3

1999 83.4 83.4 84.2 84.3 76.7 77.2 86.9 82.8 56.0 56.3

COMPLETED4YEARSOF

COLLEGEORMORE

1960 9.7 5.8 10.3 6.0 2.8 3.3 (NA) (NA) (NA) (NA)

1965 12.0 7.1 12.7 7.3 4.9 4.5 (NA) (NA) (NA) (NA)

1970 13.5 8.1 14.4 8.4 4.2 4.6 (NA) (NA) 7.8 4.3

1975 17.6 10.6 18.4 11.0 6.7 6.2 (NA) (NA) 8.3 4.6

1980 20.1 12.8 21.3 13.3 8.4 8.3 (NA) (NA) 9.4 6.0

1985 23.1 16.0 24.0 16.3 11.2 11.0 (NA) (NA) 9.7 7.3

1990 24.4 18.4 25.3 19.0 11.9 10.8 44.9 35.4 9.8 8.7

1995 26.0 20.2 27.2 21.0 13.6 12.9 (NA) (NA) 10.1 8.4

1997 26.2 21.7 27.0 22.3 12.5 13.9 (NA) (NA) 10.6 10.1

1998 26.5 22.4 27.3 22.8 13.9 15.4 (NA) (NA) 11.1 10.9

1999 27.5 23.1 28.5 23.5 14.2 16.4 46.2 39.0 10.7 11.0

NANotavailable. Includesotherraces,notshownseparately. Personsof
Hispanicoriginmaybeofanyrace. Beginning1995,personshighschoolgraduates
andthosewithaBAdegreeorhigher.

Source:U.S.CensusBureau,U.S.CensusofPopulation,1960,1970,and1980,
Vol.1;andCurrentPopulationReportsP20-459,P20-475,P20-476,P20-489,P20-493,
P20-505,P20-513,P20-528;andunpublisheddata.
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MedianIncomeofPersonswithIncomeinConstant(1998)Dol’bySex,
Race,andHispanicOrigin:1980to1998
［PersonsasofMarchoffollowingyear,Persons15yearsoldandover.Constant
dollarsbasedonCPI-Udeflator］

Male Female
Item

1980 1990 1995 1997 1998 1980 1990 1995 1997 1998

NUMBERWITHINCOME(1,000)

Allraces 78,66188,22092,06694,16894,94880,82692,24596,00797,44798,694

White 69,42076,48079,02280,40080,89670,57378,56680,60881,35282,063

Black 7,387 8,820 9,339 9,671 9,776 8,59610,68711,60711,96112,272

AsianandPacificIslander (NA) 2,235 3,095 3,330 3,500 (NA) 2,333 3,025 3,415 3,591

Hispanic 3,996 6,767 8,577 9,585 9,617 3,617 5,903 7,478 8,055 8,405

Non-HispanicWhite 65,56469,98770,75471,15071,70767,08472,93973,50673,70974,106

MEDIANINCOMEIN

CONSTANT(1998)DOLLARS

Allraces 24,81625,30824,13125,60526,492 9,74412,55912,97413,91614,430

White 26,39726,40225,55726,52227,646 9,79812,86713,17314,00714,617

Black 15,86216,04817,11918,37819,321 9,07110,38611,72313,25113,137

AsianandPacificIslander (NA)24,18723,70325,43625,124 (NA)13,82613,75714,53515,228

Hispanic 19,13016,79915,87216,46917,257 8,724 9,393 9,54910,42010,862

Non-HispanicWhite 27,09627,38527,25327,98829,862 9,86313,19613,69814,61315,217

NANotavailable. PersonsofHispanicoriginmaybeofanyrace
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急加速する「情報軍事革命」
我が国の対応

RevolutioninMilitaryAffairs JapaneseCases

室 本 弘 道
HiromichiMUROMOTO

キーワード：高度情報化社会、情報軍事革命、RMA、安全保障、日

米安保

要旨

高度情報軍事技術の有用性を、世界は湾岸戦争を通じて認識した。そしていまその情報

技術を駆使した「情報軍事革命RMA」を目指して、世界の軍事が動きを加速している。

わが国も例外ではない。その結果は？ 米中の狭間に生きる我が国の安全保障面からの

察を試みた。
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はじめに

2000年の「日本新語・流行語大賞」にIT革命が選ばれた。IT革命

がまさに昨年の世相を反映したことになる。この賞の若い受賞者は「革

命の時期は過ぎITは日常となりつつあるのではないか」と感想を語っ

ている。この受賞者の言いたかった事を私なりに解釈すると、「いまさ

らITや情報化でもなかろう。かなり遅れてしまったわが国の情報化で

はあったが、それでもいまやどこにでも存在する当たり前のこと、日常

茶飯事の情報化社会がすでに到来していますよ」とおっしゃっているよ

うに思える。

私もコンピュータとは実に永い間付き合ってきた。そして今日の情報

化社会はもっと早く実現すると、 えてきた一人である。それにしても

わが国は、どうしてこんなにもアメリカ合衆国（以後米国と呼ぶ）に比

して遅れてしまったのだろうか。

コンピュータは、第２次世界大戦中の軍事的要請から西洋社会で生ま

れた。その後、通信理論及び物性研究の爆発的進歩が軍事に利用され、

冷戦下の競争も手伝って今日のコンピュータを中心とする高度情報化社

会が実現した。

昭和30年代中期わが国では、世界の流れは半導体コンピュータの研

究が主体だったが、日本最初の商業用コンピュータは、国産パラメトロ

ンを用いたものでNECが作り、第１号機が試験をかねて東北大学計算

センターに設置され、第２号機が防衛庁技術研究本部第１研究所計算セ

ンターへ納入された。

当時、東北大学生であった私の専門は、電波関連であったが、計算機

による数値解以外には方法がなく、毎日大学の計算センターへ通い、

NEC1号機を使って、各種の特殊関数のためのサブルーチン（パソコ
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ンのハイパーコネクションの様に、メインのプログラムの流れから、一

寸わき道へそれて、独立した事象を確認したり計算したりして、再びメ

インに戻る操作）プログラムを作った。大学卒業後の就職先が防衛庁の

第１研究所で、無線関連の研究室勤務であったので、再びそこの計算セ

ンターで同種コンピュータの世話になった。因縁とは恐ろしいもので、

私が防衛庁退職後東京・府中のNECに勤務したが、なんとあの東北大

の１号機が府中事業所の玄関に今でも飾ってある。日本初のパラメトロ

ン・コンピュータも動作速度が鈍く、すぐにトランジスタに負け、さら

に軍事分野で小型化・高速化・高信頼度追求の結果生まれたIC、

LSI、VLSIへと急速に進んだ。これらハード面の進歩より更に進歩し

たのがソフト面であり、今日あまりにもソフトに依存するコンピュータ

（ノイマン型コンピュータ）からもう少しハードに負担を分担させる方

向の研究が盛んになっている。

人生の最初の若い時にコンピュータをやったものだから、仕事とし

て、その後のコンピュータの歴史につきあわされることとなった。機械

語の時から、いくつのコンピュータ言語を書いたことだろう。私の人生

は通信情報化の歴史とともにあったようにも思う。このためこれまでも

数多くの、わが国の情報化の遅れについて、いわゆる啓蒙的論文を書い

たり、書かされたりしてきた。そして、再び苫小牧駒澤大学の教壇に立

ち、同じようなことを今風に翻訳して学生諸君に話をしている。

さて、米国では、1945年の戦後から一時も休むことなく、またソ連

との冷戦期間中はもちろん着々と今日の軍事情報革命をめざし、各種の

軍事用通信情報機材・通信情報を組み込んだ各種の戦闘プラットフォー

ム（戦車・航空機・艦船など）を開発してきた。

そして、我々の記憶にもいまなお残る1990年のイラク共和国（以後

イラクと呼ぶ）・サダム・フセイン大統領のクエート占領にはじまる湾

岸戦争において、砂漠を舞台に、米国製兵器と、主としてソビエト社会

室本弘道 急加速する「情報軍事革命」
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主義共和国連邦（以後ソ連と呼ぶ）・中華人民共和国（以後中国と呼ぶ）

製兵器との一騎打ちが行われ、勝負はあまりにもあっけなくついた。イ

ラク軍との戦闘は米軍を中心とする国連軍に代わる多国籍軍の一方的勝

利であった。わが国はこの時憲法の制約で、統一なったドイツ連邦共和

国は出兵したが、自衛隊派遣の要請を断り、その代わり135億ドルもの

巨額な資金を国連（米軍？）に寄贈した。その金の使われ方はいまだ分

からないが、余りある米国製通信情報兵器の立替払いに使われたように

思う。戦後ニューヨークで戦勝記念パレードが行われ、湾岸戦争貢献国

の全ての国旗が行進する中で、日の丸が無かったことが報道された。

この頃現東京都知事が、わが国の半導体の支えがなければ米軍は勝て

なかったという本を出して、バブルに踊るわが国民に語りかけた。一部

の有名科学評論家たちもそれに追随した。当時私はすぐに反論記事を書

いたことを思い出す。日本がやっているのは半導体のメモリー（半導体

のこめと呼ばれた）の生産、それも多くはライセンス生産（今日では台

湾や大韓民国（以後韓国と呼ぶ）が日本に代わっている）で、肝心の頭

脳部分の中央処理装置CPU、MPU（今日ではペンチアム１、２、３、

４など）は手も出ない状態であった。（東芝の名誉のために言うが、確

かに日本でも立派なCPUを作ったが、国際戦略にまけて、世界の実質

国際標準（デファクト・スタンダード）になれず、売れないから生産を

停止した。）ましてやそれらのパーツを組み上げ、ハードを開発し、そ

のためのソフトを開発してはじめて戦場において使える最新兵器が出来

上がるのであって、こめを提供したぐらいで、何を言っているのかと反

論した。当時の日本はどうかしていて、米国は軍事中心の国だから、米

国経済は永久に駄目だといっていた。その頃、私は、「米国は今でも一

度も日本に負けてなどいない」などと言うから、庁内でもあいつは米国

かぶれだとの批判も浴びた。

今日の通信偵察衛星などを中心とする全世界通信情報偵察網が、台湾
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がなければできなかったと言っているようなものである。

このようにして、実際には米国とは遅れていたわが国の通信情報界で

あったが、官僚も産業界も国民の多くもそれを認めようとはしなかっ

た。それくらい、徹底的に米国にやっつけられるまでは、電電公社（現

NTT）NO.1を信じて疑わない日本の通信電子の世界であったのであ

る。

この湾岸戦争を契機に、世界中が21世紀は高度情報化社会であると

の認識に立ち、いわゆるIT路線転換をしていった。特に軍事部門にお

いては、あまりにも湾岸戦争の強烈な印象から、急速に情報化戦略が加

速した。そして旧西側諸国はもちろん、新生ロシア連邦（以後ロシアと

呼ぶ）も中国も最近では朝鮮民主主義人民共和国（以後北朝鮮と呼ぶ）

までもが、情報軍事革命（RevolutioninMilitaryAffairs：RMA）を

唱え、国家戦闘中枢から戦場に至るコンピュータ・ネットワーク化に邁

進している。

このような軍事の情報化への過度の依存の良し悪し、是非について

は、あとで述べたい。

わが国ではバブルがはじけ、失業率が米国のそれを越え、反対に米国

経済が12年連続の好景気に沸き、特に日本の金融界の没落によって、

やっとわが国の実力のなさが国民にも目立ち始めた。

このような中で、村山内閣でさえ、21世紀のわが国の産業は情報化

を中心として推進すると公言したが、果たしてその時、わが国情報産業

界の本当の遅れをどれだけ実感として持っていたのかと思う。

具体的なわが国の情報化は1995年、米国のマイクロソフト社やマッ

キントッシュ社のパソコンとそのソフト（OSつまりWINDOWS95な
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ど）が華々しく売り出され、あまりの人気にWINDOWSは買ったが、

何に使うのか分からないといった漫画的光景も思い出される。

このようにして、今では高度情報化社会が、人々の好き嫌いに関係な

く到来しており、民間技術としてどこにでもある情報機械に組み込まれ

ており、それらが高度デジタル情報網によっで、ネットワーク化されて

いる。これら高度情報化は更に加速され、我々の生活を、人々の意識以

上に急速に変えようとしている。こうして、情報化の恩恵？ に預かれ

ない多くのお年寄りなどのデジタル・デバイド（情報阻害）の問題も生

起してきた。米国では、ネットバブルが2000年後半になってはじけ、

米国ナスダック指数も2001年５月の段階で頂上期の半分になってし

まったが、これは当然のことで、これでようやく情報産業界も地に足を

つけた普通の産業として、これからの高度情報化社会に独り立ちすると

きを迎えたと判断している。

この論文の主題は、これまで述べてきたように、軍事情報革命が世界

中で同時並行的に行われている今日、それがわが国の将来の防衛に与え

る数々の影響を 察することにある。

この論文を読む人は、日本の今日の情報化が民間主体で推進されてお

り、民間が高度情報化されれば当然ながら、それを防衛（軍事）に利用

するのも当然のことと えるかもしれない。しかし、わが国ではそう受

け取られかも知れないが、それは事実と異なり勘違いである。民間にお

ける今日の高度情報化時代は、軍事（しかも米国の軍事）が戦前戦後を

通じて追及してきたものの応用に過ぎないという観点から事後論文を進

める。

今日の高度情報化社会に内在するところの、日本人にはなじみの薄い

一元論に基づく米国流軍事的合理的判断が、戦後の平和を愛する日本国
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民の体質に合わなく、今日程度の情報化の段階では、なんとなくわが国

では馴染めず、今日の米国との決定的な遅れに繫がっていると思う。こ

のためわが国はわが国に合った、あるいは世界の半分の非米国社会に馴

染むシステムの構築をこれからの努力目標にすべきで、そこにかっての

技術立国として再び明るさを見出せるのではないかと思う。とても大変

なことではあるが。

折しも、2001年５月17日からロサンゼルスで世界最大のゲームショ

ウ（エレクトリック・エンターテインメント・エクスポ（Ｅ３））が開

催されている。ソニー・コンピュータ・エンタータインメント

（SCE）の「プレイステーション２」と任天堂の「ゲーム・キューブ」

に対抗して、米国軍事技術の応用として、マイクロソフトの「Xボッ

クス」が殴りこみをかける。ゲームの世界でも、米国的軍事合理主義に

基づく文化と判断（一元論）と日本的情緒的文化や判断（多元論）との

闘いがすでにここでも始まっている。

2000年後半、わが国政府もついに「５年以内に世界最先端のIT（情

報技術）国家を目指す」などとする国家戦略「IT基本戦略」を決定し

た。防衛庁も2000年９月「情報RMAについて」を公表し今後庁とし

て取り組むことを決意した。

やっと防衛庁も腰を上げたなと思う反面、それでは今まで自衛隊発足

以来営々と努力してきた指揮統制システムCISR＊（旧CI）は一体

何だったのだろうかとも思う。世界の軍事防衛分野では戦前から一貫し

て情報RMAを追究してきた。たまたまそれが民間にも役立つことを、

あまりにも有名な未来学者トフラーが80年代に指摘したものだから、

軍民関係が逆転してしまい、防衛庁もこの際、民間の時流に乗って更に

整備を加速しようとしているに過ぎないと思っている。
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＊Command,Control,Communications,Computer,IntelligenceandSurveillance

本紀要論文は、先の紀要第５号（2001年３月30日発行）「21世紀初

頭のわが国の安全保障」との姉妹編として書いてあるので、先にそちら

を読まれることをお奨めする。

アジア戦略と「軍事情報革命」

今日、IT技術は米国が軍民ともに世界を圧倒している。

歴史的に米国はこれまでも交通・通信（トラフィック）分野で国を興

し、世界戦略を展開した。無線通信・電話・ラジオ・TV・ハイウ

エー・コンピュータそしてインターネットの歴史を知れば分かる。米国

は国力が衰えてくると、この分野の技術に力を入れ、自国のインフラを

整備し、国中にそれを普及し、更に世界戦略としてこれを利用し、キリ

スト教的啓蒙主義で、他国を一生懸命説得し、最後にはそれを世界標準

にしてしまう。たとえば世界の高速道路の表示はなぜどこに行ってもグ

リーンなのか。世界中の高速道路表示は共産圏でもグリーンである。米

国のそれの真似だからである。米国がこの色表示について米国の特許・

実用新案あるいは先行使用ということで、金を請求したなら、各国は莫

大な料金を支払わなければならなくなるだろう。

インターネットも全くその流れで世界中に普及した。1960年代米軍

の開発したパケット交換機にこれまた米軍の開発したパケット用

TCP／IP技術を交換機とともに世界中に普及させ、もちろんこれを実

質世界標準（デファクト・スタンダード）とせざるを得ない状況を作り

出し、米国内の加盟者を手始めに次第に世界中の加入者をネット上に取

り込んだ。このため、英語のできる人は絶対的に情報有利となり、米国

主導のグローバリゼーションが加速し、この結果、英語圏でもない国ま

でも、英語がないと交流ができない状態をもたらしている。（この英語
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化現象のために、世界中で多くの言語が消えていった。）グローバル化

はアメリカナイゼーションではないかと言われるぐらい、このネット技

術は米国に繁栄をもたらしてきた。

ベルリンの壁も情報の流入により崩壊したように、「グローバルな情

報革命の推進は世界の民主化を加速する」という米国家基本戦略となっ

ている。冷戦後から特に顕著になってきた今日のグローバリゼーション

のエンジンが高度情報技術である。

これに対し、多くのアジア諸国やイスラム諸国では、宗教・民族・公

共の秩序的理由から、また中国などの共産主義国や独裁色を強く持つ軍

事政権国などでは、米国の啓蒙に民衆をさらさないために、インター

ネットの国家統制を強化し始めた。

冷戦の勝利はグローバル自由主義市場経済なる体制の勝利ともてはや

された時代は過ぎ去り、それは単に経済先進国の利益にしかならないの

ではという疑問が世界の各地で起こり始めた。世界で経済関連会議があ

るたびにNGO旋風が吹き荒れている。今や日本でも、グローバル自由

主義市場経済について、これを声高に主張する人（特に経済学者）は少

なくなった。

IT時代に、もう戦争などあるわけがないと える一部の人もいる。

しかし世界紛争の殆どが何ら解決されずに、21世紀へと単に繰り延べ

された現実は直視しなければならないだろう。世紀は変ったが人間の心

は何も変ってはいないからである。

今日の世界の覇者、一極支配国家米国が理想とする世界は21世紀に

果たして実現するのだろうか。

21世紀前半の世界のパワーセンターは、米国と中国であると最近の

米国戦略にも表現されているし、私もそう思う。ロシアにはもう少し時
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間が掛かり、EUを代表してドイツがヨーロッパの覇者になるのは更に

時間がかかると思う。北東アジアでは有史以来中国がこの世界のパワー

センターであったが、第２次世界大戦を契機に米国とソ連が覇権をこの

地で争い、ソ連崩壊後は、経済力と軍事力をつけ始めた中国が台頭して

おり、21世紀始めは米国と中国とのパワーゲームが展開される可能性

が高い。米国は中国に対しこれからも「関与政策」を展開するなかで、

中国がIT革命に踏み切ったことは、米国にとっても今後大きな戦略的

意味を持ち始めると思われる。

米国は「人権」「民主主義」「市場開放」などを振りかざし、また中国

は米国の一極支配を認めず中国を含む多極世界を主張する。台湾問題は

中国の内政問題として、ブッシュ大統領の台湾防御構想を批判する。こ

うした両超戦略国間のジャブはこれからも何回となく交換されるものと

思われるが、わが国としては、寄って立つ軸足を固定し、これらのジャ

ブに対し、わが国としての明確な判断を示す時期が迫っていよう。

最近米国の21世紀初頭のアジア政策が明らかになった。

アジア政策判断のための長中期戦略見積として、米国は以下のような

ことを指摘している。

中東ではイランが最終的には経済発展を獲得し、ガルフはイランが制

する。パキスタンはイスラム原理主義者の国内反乱によって崩壊し、イ

ンドが最終的に両国を再び制し、インド洋は名実共にインドが制する。

中国は南シナ海を自国のものとし、南紗・西紗問題を解決し、石油エネ

ルギー確保のためインドと、ゆるやかな同盟関係を構築し、米国支配を

拒絶する。このような状況下では、米国民はかっての孤立主義へと戻

り、米軍はこの東南アジアの地から撤退を余儀なくされる。という見積

である。

これに対し、米国の国益に反するそのような行動を阻止するため、ま
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ず経済大国・日本を抱き込み、軍事基地を新設確保する。そして中国を

牽制するために、日本の沖縄の南方にも基地を新規に構築する。このた

めに現在の沖縄の基地は整理統合する。中国を伝統的に牽制する国・ベ

トナムにも米国の軍事基地を設置する。すでにシンガポールとは基地交

渉がまとまっており、一部使用中である。米国はインドを大切にし、援

助を与える。すでにインドではバンガロールを始め米国とネットビジネ

スを緊密に展開中である。インドの軍事港湾基地はすでに米海軍の立ち

入り許可済である。イラクに対しては石油パイプラインの建設支援のほ

か経済援助を強化する。オーストラリアと日本との提携を密にし、日米

豪の戦略提携を構築し強化する。

ざっとこのようなものである。

国際情勢はみずもので、一寸先は闇といわれるが、果たして21世紀

は日本にとっても、どんな世紀になるのであろうか。少なくとも日米関

係は2000年に終了したクリントン時代８年間とは、全く異なった様相

をすでに呈し始めており、これからのわが国の安全保障政策を える上

で、避けては通れない問題となろう。

資源小国である日本の国民の多くは、これからも貿易立国・技術立国

でゆくしかないと えている。覇権を求めない（求めても無理な）日本

は、大陸周辺国でありながら、海を隔てた米国という政治・経済・軍

事・技術・文化など世界一の強大覇権国家が、東アジア区域を含めて、

世界に睨みを効かせている限りは、安泰だと えている。従って日本の

平和と安全を達成するには、日本側から日米関係を反古にするなど狂気

の沙汰ということになる。

なぜなら、人口1.3億を有する経済大国日本が軍事空白ゾーンになれ

ば、米中露を巻き込んだ新しい対立あるいは紛争要因を日本自らが創造

してしまうからである。
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日本にとって、さらに厄介なことは、中国の経済成長が続き、民主的

中国が民主的米国民に受け入れられ、クリントン時代のように米中関係

を日米関係より大切に優先して え、米国民が日米関係をさして重要と

思わなくなった時である。

かっての日英同盟も日本側から破棄を言い出したのではない。相手が

断ってきたのだ。米中関係が今後悪化する要因も好転する要因も共に数

多くあることを日本は十分に 慮しておかなければならない。残念なが

ら、これまでの歴史は、米中関係と日米関係は反比例することを示して

いる。

このように日本の行く末は米国のみならず、中国も握っていることが

分かる。

今日、中国も情報化の波が押し寄せ、民間でも急速にインターネット

が普及している。

昨年当大学の姉妹校である北京郊外の燕山大学の80周年行事に招待

された際、情報工学科のパソコン室を訪れる機会があった。全て中国製

のパソコンが多数設置してあり、日本の大学の光景と何ら変らず、多く

の学生が熱心に操作していた。しかし中国公安省は30万人のネット警

察を配備し国益を害さないよう監視を強化しているそうである。しか

し、このように中国も情報化されると言うことは、まさに米国の世界制

覇のツールにはまったことであり、米国の思うつぼである。このこと

は、一般的に25年先頃までは米国は安泰だと言えるのではなかろうか。

中国軍は今猛烈に情報化を推進しており、主として中国海軍の増強に

必須な偵察通信衛星網にはじまる全世界通信及び情報監視偵察機能はあ

と数年で画期的なものを持つことになろう。中国海軍の空母導入も時間

の問題と えられる。最近発生した沖縄の偵察機EP-3機 の衝突事件

はこれからも繰り返されるかもしれない。日本も米軍と共同研究をすで

に５年以上も続けているミサイル防空組織TMD（米国はこれまで米本
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土用のものは、NMDと呼称していたが、2001年からBMDに統一）

の配備にあたり、中国とロシアが大反対をしているが、最後は中国だけ

が反対することになろうが、これができれば冷戦を終わらせた一因とも

言えるレーガンのSDIの効果を持つ事になり、再び米国の軍事技術優

位に中国が振り回されることなる。もちろん中国としては経済発展を滞

らす一因ともなり、周辺国・日本・台湾へのミサイル優位を失うことに

繫がるわけであり、当然猛反対する。

EP-3機：COMINTおよびELINT活動を行う電子機器を搭載した電

子戦データ収集機のこと。対戦哨戒機P3-Cを改造し、電子情報自動収

集装置を搭載している。外見上の特徴は３つの大きなレドームを持って

いる。わが国では1987年に調達を開始し、91年には電子戦データ収集

飛行隊が岩国基地に配備された。同種機の米軍版が沖縄基地から飛行

し、衝突した。

日本は首相が交代するたびに、中国に対し日本流の申し訳をしてもク

リントンの時なら済んだが、果たしてこれからの米国がそれを許すかど

うか、日本にとって新しい米国の東アジア戦略とも絡んで、正念場を迎

えつつあるように思われる。小泉総理の集団的自衛権限定行使発言など

は、その兆候と見られる。

日本はこれまで以上に、米国や新同盟国との間に更に情報軍事革命を

推進しなくてはならない局面を強制されそうな気がする。

コンピュータを使う以外に選択肢がないような社会を提示し、その高

度情報化社会を世界制覇の戦略として使う米国の凄さを改めて思う。

中国の民間ではここ５年前から情報化は本格的に始まったばかりだ

が、中国共産党や軍では既に10年以上前から、「情報軍事革命」に真剣

に取り組み「サイバー戦」までもが研究されていたことが最近明らかに
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され、早くから軍が着目していたことが分かる。さらに中国はこの情報

軍事革命が過度に情報システムへ依存する脆弱性を持っていることにも

着目し、各個撃破によって近代軍（米軍）との正面対決を避けられると

えているふしがある。

情報軍事革命推進論者の一部の人は、このような中国軍の え方に対

し、冷ややかに冷笑する傾向がある。情報化はすべてに勝り、革命的な

え方の戦争であって、これまでの戦術あるいは戦略を凌駕する素晴ら

しいものと える。確かに湾岸戦争では、米軍の電子情報化された兵器

の前に、イラク軍は手も足も出なかった。スマート兵器であるPGMミ

サイルは狙ったところを確実に破壊した。ましてやあれから10年経っ

た今日の、あるいはこれからの情報軍事革命後の戦争は、旧来の歩兵主

体の突撃や陣地防御戦闘などを えているようでは古すぎる。もっとス

マートな押しボタン戦争で全ての戦闘はけりがつくと える。

本当にそうであろうか。米軍の、少なくとも2001年までの戦略は、

イラク正面と北朝鮮正面同時戦争に勝利するというものであった。湾岸

戦争で簡単にイラクに勝利した米軍が、なぜ北朝鮮には手をこまねい

て、交渉を重ね、話し合い路線、つまりは「ダブル・スタンダード」を

選択したのか。理由は多くあろうが、私は、北朝鮮との戦争がベトナム

化し多くの米国の若者が戦死することを恐れたためと思っている。

イラクの砂漠は、電子化戦場にはもってこいの地形である。このよう

な戦場は地上では極めてまれな地形であって、ちょうど海上作戦や宇

宙・航空作戦と同じように、「 質媒質中での戦闘」である。これに対

し、北朝鮮や中国あるいはわが国のように地形が急峻な山や川によって

区画され、複雑に入り組んだところでの地上戦は、ちょうど海中作戦

（潜水艦作戦など）と同様、「不 質媒質中の戦闘」となる。このような

戦場では、いくら電子情報化するとはいえ、いかなる国も、あらゆる電

磁スペクトルを完全に制覇できるとは限らない。つまり戦場の電子化が
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困難なところと言える。

冷戦時代のわが国の防衛策は、米軍来援までは、専主防御であって、

ひたすら地形地物を最大限に利用して、遅滞行動により、住民を避難さ

せ防御戦闘をすることであった。それは制空権、制海権は敵側にあると

判断したためである。それが急に高度情報社会だからといって、いきな

り制空権、制海権はおろか制地上権をも確保した上ではじめて成り立つ

制周波数権戦闘に打ち勝ち、情報RMA化したIT自衛隊が、攻勢作戦

によって、敵を撃滅できるとは、とうてい思えない。

中国も、対米国との戦争を え、そこのところを指摘しているので

あって、わが国は中国などよりはるかに小規模の戦闘準備しかできそう

もない。起こりうる実際の戦闘場面では、あまり漫画チックな夢のよう

な戦闘を一気に想定しない方が無灘と思っている。地上戦闘は相変わら

ず泥臭い地を這う戦争がこれかも続くと えている。もちろん敵の高度

情報化戦闘準備に遅れないように、情報近代化を決して怠ってはならな

いし、世界一の電子情報化された来援米軍と一緒に共同戦闘をしなけれ

ばならないからである。

「トフラーの高度情報革命」へのコメント

日本では、古くさい軍事技術は民間技術に劣るものであり、民間技術

に端を発する汎用技術が兵器・装備品を作る上でも優秀であるかのよう

に言われている。特に日本を代表するような技術評論家の意見を聞いて

いるとそのように思えてくる。彼らは、世界の軍事技術と日本の製造技

術を取り違えていると思う。確かに日本の限られた防衛技術予算では、

創造性のある技術は出来なかったかも知れないが、世界はそうではな

い。特にIT分野では全く違う。21世紀初頭を彩るIT技術は１．イン

ターネット２．GPS3．バーチャルリアリティと言われている。全て米

国軍事技術である。
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世界的に有名な未来学者アルヴィン・トフラーは1973年の自著「第

３の波」において、これからの高度情報化社会は、物質から情報へと大

転換すると予言した。そして自著「戦争と平和」の中で、トフラーが米

陸軍大将ドン・モレリーに会い、米軍においては新時代に対応したチー

ムが結成され、すでに情報時代に相応しいコンセプトに基づいた兵器が

続々とできあがりつつことを聞く。そしてこの将軍に教えられたことが

ヒントになったことを正直に記述している。

米軍では、1940年代のコンピュータの発明以来一時も手を緩めず関

連情報技術の開発に努め、全世界情報通信網や核戦争にも強いインター

ネット（アーパネット）を1960年代に実現した。軍はそれに先立ちそ

の実現に不可欠なATM交換技術やTCP／IP技術などを開発していた

ことはすでに述べた。

トフラーに言われるまでもなく、軍ではCI（今日ではCISR）と

呼び、今日降ってわいたような「情報軍事革命」をとっくの昔から着々

と目指していたのである。このことは何も米国だけのことではない。野

戦において、情報を自動処理し配布するためのコンピュータが最初に採

用された国は、米国ではない。約25年前のソ連である。

陸上自衛隊も30年前開発を試みたが、予算と技術の制約と、周りの

無理解で没となった。

結局国を挙げて軍事を中心として技術を発展させてきた米国だけが

「情報軍事革命」の達成にいま近づいている。

米国でデュアル・テクノロジーとしてその後花開き、米国家戦略とし

て全世界に向けられたIT技術が、バブル崩壊後沈滞した日本の民間市

場に、ウインドウズ95等と銘打って日本市場を席巻した。そして日本

でも情報化狂想曲が始まった。このため日本ではIT技術は純粋な民間

技術であると思っている人が多い。

もう一度言いたい。わが国防衛のための「情報軍事革命」は、トフ
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ラーの予言が当たって、高度情報化社会が実現し、その時流に乗って世

界中の軍もみな始めたから、それではわが防衛当局もやってみようかと

いうことでは断じてなく、これまでも多くの防衛庁のIT関連の研究開

発に当たる人々が、絶対に必要であると言い続けてきた革命？ が、

やっと始まろうとしているだけなのである。

これまでの軍事革命と「情報軍事革命」との違い

戦力を構成する要素が、時代背景によって、あるいは天才的な革命家

によって急変し、その結果、戦争形態が変るとき、世界の軍事に革命的

影響を与えることがある。これを軍事革命と呼んでいるようである。

従って過去何回かの軍事革命を経て今日を迎えたことになる。ここでは

戦力構成要素のうち、火力、機動力、防護力、原子力そして今日の情報

（力）に着目してみたい。

火力革命と機動力革命は産業革命が生んだ民間技術、火薬と内燃機関

の技術が軍事に使われ、軍事革命につながった。その後火力と防護力は

民間技術の進歩にともない、互いに鼬ごっこを繰り返している。ところ

が原子力は、原子力発電を えて 案されたものではない。最初から原

爆水爆という軍事利用を えて生み出された。原水爆使用時の火力効果

は言うまでもない。また機動力効果も原潜や水上艦の機動力を えれ

ば、大きいものがある。しかし原水爆に対する防護力は極端に低い。こ

のため戦術兵器というより戦略兵器として、防護力の低さが抑止力と

なって、今日でも超大国間の直接対決を防いでいる。

そして今日の情報軍事革命であるが、この技術の中心となるコン

ピュータは1940年代暗号解読用や弾道計算用・原爆開発用の軍事目的

のために発明された。コンピュータ・ネットは米国防空組織として最初

に作られた。そして冷戦時代米ソの核爆発によって生じるEMP

（Electro-magneticPulse）効果から通信ネットを防護する目的で、イ
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ンターネットが軍により 案された。80年代になって米国とソ連は全

世界軍事偵察情報通信網を完成した。80年代後半になると、21世紀の

米国軍隊のあるべき姿として、「戦場の全自動化」構想が研究着手され、

今日の「情報軍事革命」といわれるメニューは出そろった。

このような構想は米軍では、1980年代後半当時は「エアーランドバ

トル構想」と呼ばれ、これがたまたま湾岸戦争（1990年）に間に合っ

たのであった。

米軍では、湾岸戦争時の経験からこの種情報軍事革命コンセプトに基

づく兵器の欠陥を指摘し更に改良を加え、今日に至っている。

もちろんこの情報技術は、軍事から民間にも急速に浸透（スピン・オ

フ）し、デュアル・テクノロジーとして互いに影響を与えながら進化し

た。完全に民間で開発された情報技術の例は、「公開鍵暗号」があり広

く民間で使われている。ただし軍の指揮統制通信系は、仲間内通信系で

あり、民間の公衆通信系（ランダム・アクセス系）とは根本的に異る。

このためその暗号強度ともからみ、軍用ではそれほど使われていない。

（ハイブリッド・ユース程度）

さて、この情報（力）であるが、火力や機動力の向上には、コン

ピュータ等の活用が必須であり、通信電子情報は別名「フォース・エク

スパンダー」（戦力拡大機）と呼ばれるように大変有用であるが、一方

防護力については、コンピュータウイルスの被害が続出するように、脆

弱である。高度情報化社会は、脆弱性を持った社会である。このためも

しある国が攻撃的サイバー戦力を保有したとき、核戦力同様相手国の防

御力の弱さにつけ込む戦略兵器となり、この技術を持っている国は戦略

抑止力を保有することになる。

このように軍事先行で開発された技術あるいは21世紀の新技術利用
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兵器、例えばDNA兵器・ナノ兵器・環境兵器などが登場したとすれ

ば、有効な対処が出来ずこれらはみな戦略抑止兵器になってゆくのかも

知れない。そしてこれらの兵器の拡散は、相対的に核兵器独占の意味を

無くして行くであろう。最終的に核兵器の廃絶は、新たなさらに厄介な

兵器の誕生によって達成されるという悲しいことになるのかも知れな

い。

防衛庁の と日米協力の必要性とその限界

2000年防衛庁はRMAに本格的に取り組む姿勢を示し、2000年９月

「情報RMAについて」を防衛局が公表した。やっとここまで来たかの

感がする。これまで防衛庁が推進してきたCISRとどこが違うのか。

その説明がないのできっと同じものであろう。

これまでに、日本に西洋流の革命が起きたことはあっただろうか。革

命では血が流れる。血が流れるくらいの意識革命があってこそ、この情

報RMA（革命）は実現すると思われるが、革命は元来日本流ではな

い。そこに私は、革命を経験した西洋と日本、ひいては日米安保協力の

限界をこの情報軍事革命でも感じている。

情報軍事革命は組織、戦術、装備、訓練など多方面にわたる変化をも

たらす。

火力・機動力の増大に寄与する戦術面では、米軍が８年前に指摘した

ように情報の優劣が勝敗を決し、特に「シチュエーショナル・アウェア

ネス」（彼我の情報をきめ細かく各部隊等間で交換し、最新の戦場認識

を味方部隊が共通して持っている状態）と「シンクロナイゼーション」

（同期・同時性）が運用のポイントとなろう。また日米の相互運用性確

保の面からも多方面にわたる日米間の調整が重要である。米軍が追求す

る４つの新作戦概念（支配的機動、精密交戦、全次元防護、効率的兵

站）を日本が将来全て確保する事は所詮無理と思われるので、来援米軍
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とどの部分を相互運用すべきなのか、限定的かつ日本の実力を踏まえた

現実的な議論がこれから必要となる。装備の相互運用性確保だけでも大

変難しい。海上自衛隊型（輸入重視）か、陸上自衛隊型（国産重視）か

である。これからの統連合的運用も 慮し日米間の官民の熾烈な駆け引

きが戦場並に展開されよう。NATOを参 にするならば、本当に必要

な相互運用の中味について調整すれば、隊員が利用する出力表示内容の

統一程度は必要かと思うが、そっくり同じ仕様のものである必要はな

い。要は有事、国内に相互運用性についても、兵站上の即応的支援基盤

があるかである。

発展した国家間の戦争（対象脅威型戦争）はこれからは殆ど えられ

ないことについては、すでに先の紀要で述べたし、そのような脅威に日

本が独自で対処することは、日米安保を締結している間は え難い。が

2001年９月11日深夜（日本時間）に発生した米国でのテロのような非

対象脅威型の紛争や甚大災害は、突然襲い掛かる天災のようなもので、

即応性（Readiness）が決め手となる。これにはわが国独自での対応が

予想される。これら非対象脅威対処については、わが国最優先の課題と

して、部隊配備、即応性のある機動運用や装備訓練が急務であろう。

これからの要域警備・非対称脅威への対処を えれば、一般部隊に加

え特殊任務を持つ部隊の全国規模での機動展開が求められる。そのため

には全国規模の立体的防衛情報インフラの整備とともに情報セキュリ

ティ確保のための特殊部隊の新設が待たれる。もたそのような全国防衛

情報通信網は我が国のインフラに潜り込む方式が、抗堪性の面から望ま

しい。このためには、内外関係者の意識改革が待たれるとともに、政治

の出番である。

2000年「米海軍戦略計画指導」は、敵の情報システムを破壊する

「サイバー戦計画」について、ロシア、中国、インド、キューバが能力
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を高め、日本も技術拡散に手を貸しているとし、日本、ドイツ、フラン

スも潜在能力があるとしている。このサイバー攻撃は軍事組織への攻撃

よりはむしろ、金融、運輸、電力・エネルギー、通信等国家戦略基盤を

狙う。

日米安保があってもこの分野での米国との完全な協力はあり得ないと

思う。核兵器がそうであったように、日本に教えるはずはない。果たし

てこの情報戦略攻撃兵器は憲法上日本が持てるのかという議論がある。

しかし少なくとも自衛のために日本は独自で総力を挙げ、すぐに取り組

む必要がある。防衛庁だけでその実力があるわけもなく、外国人を含む

官民が一体となって、総理大臣直轄の秘密組織が開発し、防衛庁の秘密

部隊が検証し、訓練（シミュレーション）し、行動するのが適当と え

る。

さて、ここでこれまで述べてきたRMAが将来の日米安保に与える

影響について えてみる。

近い将来、米軍が強く推し進める情報RMAが完成し、日本あるい

は中国なども情報RMAに準拠した戦略戦術に傾いたとき、実際その

方向に向かっていると思うが、米軍の東アジア戦略が変化するかも知れ

ない。つまりそのような状況下では、有事駐留で済むという声が日米双

方の国民から出やすくなるように思う。このことは今後の日米安保を大

きく変質させることになるかも知れない。

おわりに

情報RMAは戦闘の本質を変えるのだろうか。実際に情報RMA化

された国の間で戦闘が行われたとしたら、これまでの戦闘がそうであっ

たように、まず最初にその「情報部分」をつぶし会い、その後に残った

部分での戦闘（つまりはこれまで型の戦闘）が行われると思う。従って

湾岸戦争で見たように、一方のみが情報RMA化した場合には有利に
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なるという事であろうし、「情報部分」のつぶしあいで、生き残れる強

靱なシステムを作って置かなければならないと言うことであろう。

この意味で日本は急いで、米軍に追随して努力しなければ、共同作戦

も行えなくなるし、独自の抑止力を失う事になる。周辺国のRMA化

はすでにその途上にあり、急速に進むと えられる。情報RMA下の

将来戦の優劣は、さらに厳しさを増す戦闘環境下で、結局のところこれ

まで型の戦闘の優劣に帰するのかもしれない。

かつて、戦場に機関銃が現れたとき、また戦車が出現したとき、人々

はこれらを絶対兵器の登場と え、これで戦争は出来なくなると言っ

た。そして今原子力そして情報化兵器が登場し、人々はまた繰り返して

同じようなことを言っていると思う。

猿は戦争をしない。猿が木から下りて人間になった時戦闘・紛争・戦

争がはじまった。人間が人間で無くなる時まで戦争、紛争、暴力、悪

事、欲張り、喧嘩、嫉妬が続くと えるほうが、これらが無くなると

えるよりも、残念ながら合理的であり科学的であろう。

現代の情報RMAも、後世の人から見れば、一通過点に過ぎないだ

ろう。

これまでの何回かの軍事革命が、それまでの軍事革命の上に重畳的に

重なり合って行くだけで、人間の行う戦闘の本質は、猿から人間に変っ

た大昔と少しも変らず今日に至っているように。

（むろもと ひろみち・本学国際センター長、教授)
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